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はじめに

本マニュアルは､担当審判官と審理関係人が一堂に会し、直接対話して主張整理等を行うこと

ができる諸手続についての処理要領を解説したものであり、このマニュアルを活用することに

より、担当審判官が行う主張整理等が円滑に実施されることを目的として作成したものである。

第1章では「同席主張説明」を、第2章では「審理手続の計画的遂行」を、そして、第3章で

は「口頭意見陳述」を実施する際の処理要領について、審査事務提要の本文に留意事項、担当審

判官の発言例及び補足すべき事項を加える形式で記載したので、今後の執務の参考とされたい。
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s手続の実施の判断等序 章

1 3手続の実施の判断

同席主張説明、審理手続の計画的遂行及び口頭意見陳述は、それぞれ目的を異にする手続で

はあるが、いずれも担当審判官と審理関係人が一堂に会して行うことができる手続であり、主

張の整理等を行うのに有効な手続である。

しかし、これらを重複して行うことはかえって非効率的であるだけでなく、審理関係人の負

担も増すことになるから､個々の事件の内容に応じ､いずれの方法によることが最も効果的か、

また、どの時期に行うのが適切かを的確に判断して実施する必要がある。

各手続の相違点等を一覧にすると、次表のとおりである。

OS手続の相違点等

1

同席主張説明 審理手続の計画的遂行 口頭意見陳述

根拠条文等 一

法第97条の2 法第95条の2

手続の概要

請求人及び原処分庁の双

方が一堂に会してお互い

の主張を口頭で説明する

ことにより、これら審理

関係人及び審判官の理解

を共通にして主張及び争

点を明確にするこ･とによ

り、審理の促進を図ると

いうもの

事件の調査審理を計画的に

遂行するために、審理関係

人を招集し、各審理手続の

実施時期等に関する意見を

聴取して、審理手続の計画

を策定することを目的とし

て実施するもの

請求人又は参加人から事

件に関する意見を口頭で

述べたい旨の申立てがあ

った場合に、その機会を

与えるとともに、原処分

庁に対して質問を発する

ことができるとするもの

対象事件

担当審判官が実施すべき

と判断した事件のうち、

審理関係人の同意が得ら

れた事件

争点が多数あるなど複雑困

難な事件

請求人等から実施の申立

てがなされた事件

原則的な

招集対象者
請求人及び原処分庁 必要と認められる審理関係人 全ての審理関係人

実施時期
主張及び争点の整理状況

等に応じて早期に実施
比較的早期に実施 申立て後、速やかに実施

実施後の手続
｢審理の状況･予定表」を

送付又は交付

｢審理手続等予定通知書」

を送付又は交付
特になし

特 色

･書面では伝わりにくい

主張等が明確になるほ

か、争点の確定及び主張

の整理のために効果的。

効率的な手段である。

･複雑困難な事件ほど審理

計画及び終結予定時期の見

通しが立て難い。

･終結予定時期を変更した

ときの審理関係人への通知

が必要である。

･請求人等の攻撃防御等

の機会の充実が図られ

る 。

申立てがあった場合に

は必ず実施しなければな

らない。
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2的確な主張の整理

主張の整理とは､審査請求書､答弁書等の主張に関する書面において審理関係人が主張した

事実及び法律上の見解について、他方の審理関係人の主張を対応させることである。

担当審判官等が審理関係人の主張に引きずられ､又は誤った主張の整理をしたために､本来

必要のない調査及び審理をし､又は審理関係人の主張に対して十分に応えていない議決内容に

なる場合もあるから、的確な主張の整理が必要である。

（留意事項）

担当審判官は、まず、原処分の通知書、審査請求書及び答弁書から、事件の概要と審理関係人

の主張の概要を理解し、想定される争点を検討する。しかしながら、この審理関係人の主張が必

ずしも課税等の要件に沿ったものではない場合や、審理関係人の主張の真意が書面に記載され

ている内容と異なる場合もある。そこで、主張の整理（確認を含む｡）が必要不可欠となる。

「主張」とは、法令の解釈や、事実の存否、事実の法令へのあてはめに関する当事者の意見で

あるが､課税等要件に関係しない事項については､これを調査及び審理したとしても結論(主文）

に影響するものではなく、請求人の正当な権利の救済に結びつくものではないことに鑑みれば、

担当審判官が行う主張整理は、課税等要件に則して整理するものでなければならない。そして、

課税等要件のうち、争いのある事実等（争点）と、争いのない事実等とを区分して整理すること

を「争点整理」というところ、争点は、審理関係人の主張として表れるから、争点整理のことを

「主張整理」 というのである。

【主張整理とは】

「争点」 とは、 、

今当事者の「主張」が異なる部分であり、結論に影響を与える事項

＝課税等要件に関して当事者の「主張」が食い違う点

小前提

要件事実についての争い

あてはめ

要件該当性についての争い

イ当事者が、どの点を争っているのかを的確に把握し、整理する。

ロただし、当事者の主張が対立していたとしても、結論に影響しない

事項については、原貝Iとして、争点化しない。

ハ主張整理のポイントは、 「課税等要件」である。

2



序章3手続の実施の判断等

【主張整理を行う場合の留意点】

担当審判官は、審査請求書、 「審査請求書の補正書（2号)｣、答弁書、反論書、意見書、

「 陳述録取書（34号)」等の主張に関する書面に基づき、審理関係人の主張を分析把握

し、主張の整理を行うのであるが、審理関係人の現実の主張の中には、課税等要件事実の観

点からみて、主張すべき事実を主張していなかったり、逆に課税等要件事実には当たらない

事実を主張している場合がある。このような場合、担当審判官は、審理関係人に釈明を求め

ることによって、主張を課税等要件事実に沿って整理する必要がある。

また、審理関係人の主張が証拠上認定できる事実とは一致しない場合もある。職権調査方

式を採る審査請求においては、審理関係人の主張しない事実を国税不服審判所が認定するこ

とは可能であるが、争点主義的運営の観点、当事者の攻撃防御の機会を保障するとの観点か

らも、まずは、審理関係人に釈明を求めるべきである。

このほか、主張書面を読むだけでは主張の理解が容易ではない事件や争点が多数ある事件

などの場合には、担当審判官と審理関係人が直接対話を行って事件の理解を共通にすること

により、事件の調査及び審理が円滑に実施できるものと考えられるが、担当審判官と審理関

係人が直接対話する手段としては、 「審理関係人との面談｣、 「同席主張説明｣、 「審理手続の計

画的遂行」及び「口頭意見陳述」がある。

担当審判官は、これらの手続問における要件の違いや実施時期による効果の違いなどにつ

いても十分に考慮した上で、主張整理がより一層効果的かつ効率的に実施できるよう、それ

ぞれの手続の活用について検討するものとする。

また、担当審判官は、主張を整理するに当たり、それぞれの手続を実施する際には、 「争点

の確認表（24号)」を効果的に活用する。

なお、 「審理関係人との面談」の実施要領については、 「審査事務提要第2編第5章第3節

審理関係人面談」を参照するほか､争点の確認表の作成等については、 「審査事務提要第2編

第5章第2節3争点の確認表の作成等」を参照する。

【基通97－1 《実質審理の範囲》】

、実質審理は、請求人の申立てに係る原処分について、その全体の当否を判断するために行

うものであるが、その実施に当たっては、請求人及び原処分庁双方の主張により明らかとな

った争点に主眼を置いて効率的に行うことに留意する。

閲覧等の手続の改正と主張の追加・変更について

法第97条第1項第2号《審理のための質問、検査等》の規定により提出された書類その他

3

の物件（職権収集資料）が閲覧請求等の対象となったことに加え､原処分庁による閲覧請求等

が可能となったことから、担当審判官は、審理関係人による閲覧請求等の結果、新たに主張の

追加・変更が行われる可能性があることを常に念頭に置きつつ、適切に審理計画を策定し、調

査・審理を実施する必要がある。

3
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【関係法令】
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0

0
0

0

1 に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。 ’
0

0

0

1

I （担当審判官等の指定） ’
0 U
O U

'第94条国税不服審判所長は､審査請求に係る事件の調査及び審理を行わせるため､担当審i
O

O

i 判官'名及び参加審判官2名以上を指定する。
0

0

l

I

O

O

l 2 〔省略〕 ’
0

0

1 （審理のための質問､検査等） ’
0 0

i第97条担当審判官は､審理を行うため必要があるときは､審理関係人の申立てにより､又はI
I D
O O

l 職権で、次に掲げる行為をすることができる。 ’
0 1
0 0

0 0

1 －審査請求人若しくは原処分庁又は関係人その他の参考人に質問すること。 I
O O
O O

i 二前号に規定する者の帳簿書類その他の物件につき、その所有者、所持者若しくは保管I
1 0
0 0

1 者に対し､相当の期間を定めて､当該物件の提出を求め.又はこれらの者が提出した物件’
1 を留め置くこと。 ’
0 0
0 . 0

1 三第1号に規定する者の帳簿書類その他の物件を検査すること。 ’
0 0
0 0

’ 四鑑定人に鑑定させること。 I
I O
I O

I 2～5 〔省略〕 ｜
■■ー■■一一一－－一一‐ーーーーー■■■■■■一一－一一一一一一ー－－ー■■一一一一一一一一ー■■■■■■一一一一■■ l■■ー一-一一一一■■ー一一■■ー■■ー一一一一一一一一一■■ー■■－－－－－一一一一ー■■-■■ー■■一一-一一一一一一一一■■■■
1 0
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第1章同席主張説明

【事務フロー：同席主張説明】

同席主同席主張説明

担当審判官が必要と判断

審理関係

人の同意

日時・場所の調整、実施場所の確保
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について」の作成
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実施について

一
頼
求
一

一
峨
峨
一

一
輸
耐
一
、
‐
０
０
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
０
０
‐
‐
‐
，
‐
‐ず
一
う
し

・
よ
対

一
め
る
に

・
と
き
者

一
ま
で
事

・
の
答
当

一
項
回
方

一
碑
部
蝿

・
め
て
者

一
求
い
事

一
を
つ
当

・
明
に
方

一
説
①
一

一
①
②
③

．
’
・
『
…

方双者

側
齢

ｌ
‐
、
州
州
ｒ
ｌ
峠
Ｉ

■
■
■
■
。
●
一
■
■
■
■
■
●
■
■
■
■
■

同席主張説明の実施
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1
1
0

0
0
0

0
0
0
O
O
O
O
O
O
O

l
O

I
O
O
O
O
I
O
O
O
O

I
I
O

I
O
l

I
I

I
I

q

■■4■■{■■l■■1■■1■■ーー－1■■ー

進行予定、注意事項の説明

主張に関する説明、質問、回答等

今後の審理手続に関する意見聴取

審理手続を終結した場合の効果の説明等

同席主張説明の終了ー1■■'■■1■■4■■ーI■■1■■ー1■■1■■

｢審理の状況・予定表」の作成

｢同席主張説明実施事績書(137号)」の作成

『主張・争点の整理、確定』へ 同席主張説明を実施しない
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第1章同席主張説明

1 同席主張説明の趣旨

同席主張説明は、担当審判官、請求人又は代理人及び原処分庁との間で、事件の理解を共通

及び明確にすることにより､適正かつ迅速な裁決に資するとともに透明性の確保を図るために

実施する。

なお、同席主張説明は、担当審判官が請求人又は代理人及び原処分庁と同席の上、当事者か

ら主張等について説明を求める形式で実施する。

【同席主張説明と質問調査】

同席主張説明を実施する法的な根拠として、従来から、担当審判官が主張を理解するため

に当事者双方に対して口頭による説明を求めることや争点を明確にするために釈明を求め

ることは、担当審判官の職責からの権能であると説明されてきたが、これらの求めは、法第

97条第1項《審理のための質問、検査等》の規定に基づき、担当審判官が「審理のための質

問等」 として行うことも考えられる。

しかしながら、同席主張説明は、飽くまでも主張整理等を目的として行うものであり 「審

理のための質問等」を行うものではないことに留意する（法第97条第1項の規定に基づき、

「審理のための質問等」を行う場合には、同席主張説明を一旦中断又は終了させ、引き続き

又は改めて、当該質問等を行う相手方との面談等の場を設けた上で行う必要がある｡)。

2同席主張説明の実施の検討

担当審判官は、適正かつ迅速な審理に資するために、事件の個別具体的な事情等に鑑み、次

のような事件について同席主張説明を実施するかどうかを検討する。

（1） 複雑困難な事件で､当事者の主張に関する書面を読むだけでは主張が容易に理解できない

事件

（2）争点が多数あって、争点相互間の関係を整理する必要がある事件

（3） その他同席主張説明を行うことにより適正かつ迅速な審理に適すると判断する事件

（留意事項）

同席主張説明は､法第95条の2《口頭意見陳述》に規定する口頭意見陳述とは異なり、担当審

判官が請求人又は代理人からの申立てによらずに実施することができる手続であるが、同席主

張説明を実施することにより、当事者双方にとっても、事件の理解を共通及び明確にできるだけ

でなく、審理手続の透明性の確保に資するものであるという観点からも、その実施の要否につい

て検討する。

3同席主張説明の事前準備

（1） 当事者の同意

担当審判官が同席主張説明を実施することとした場合の手続は、次による。
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第1章同席主張説明

イ担当審判官は、事件の当事者双方に対して、適宜の方法により、同席主張説明の趣旨を

説明し、実施についての同意を求める。この場合において、当事者双方の同意が得られな

いときは、同席主張説明を実施しない。

㈱同意を求める場合には、審査事務提要第1編《総則》第7章第2節《審理手続の計画

的進行》の定めがあることに留意する。

（留意事項）

担当審判官による同席主張説明に関する実施の要請には強制力がないため、当事者双方の同

意が得られない場合には、同席主張説明を実施することはできない。

【審理手続の計画的進行】

法第92条の2《審理手続の計画的進行）は、請求人、参加人及び原処分庁並びに担当審判

官は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審

理手続の計画的な進行を図らなければならない旨規定している。

「平成26年度税制改正の解説」 （財務省）によれば、審理手続を迅速に行うためには、審

理を計画的に進めることが必要であり、かつ、請求人、参加人及び処分庁等の審理関係人等

が､審理を迅速に行うとの認識を共有し､相互に協力することが必要不可欠であることから、

行政不服審査法に、審理関係人及び審理員の責務が規定（行審法28）することとされたのと

同様の趣旨から､通則法においても審理手続の計画的進行に係る規定が創設された旨解説さ

れている。

ロ当事者双方の同意が得られた場合には、担当審判官は、同席主張説明への出席者の氏名

等を連絡するよう依頼するとともに、同席主張説明の会場の都合により、出席人数を限定

する場合がある旨を伝える。

なお、担当審判官が適当と認める場合は、参加人のほか適正かつ迅速な裁決のために必

要と認められる関係人その他の参考人の出席も可とする(補佐人帯同申請に対する許否の

決定（第3章口頭意見陳述7(2)）に準ずる｡)。

性）担当審判官は、当事者双方の同意は得られたが、出席者の調整、 日程の調整を行うこ

とにより、かえって調査・審理が長引くと認められる場合は、同席主張説明を行わない

こととする。

この場合、担当審判官は、そのてん末を「同席主張説明実施事績書（137号)」に記載

し、その旨を担当部長審判官（支所長）に報告する。

（留意事項）

当事者双方との初回面談時に､審査請求手続の流れを説明する一環として｢同席主張説明」

について説明しておくと、当事者双方の同意が得やすくなるものと考えられる。

なお、請求人等及び原処分庁は実施に同意したが、参加人が同意しない場合には、担当審

判官は、担当審判官と請求人等及び原処分庁において同席主張説明を実施する旨を参加人
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第1章同席主張説明

にも伝えた上で、同席主張説明を実施して差し支えない。

【原処分庁側の出席者について】

原処分庁が税務署長である場合、原処分庁側の出席者としては、原処分庁所属の職員で不

服申立ての事務を担当する職員等が出席するものと考えられる。

当該事務を指導監督等する局審理課等の職員（沖縄事務所にあっては課税総括課等の職員）

が原処分庁職員を補佐する目的で同席したい旨の申し出があった場合には、あらかじめその

旨を請求人等に伝え、担当審判官の裁量により同席を認めて差し支えない。

【請求人及び参加人側の出席者について】

同席主張説明は法律に定められた手続ではないため、請求人及び参加人に対して補佐人等

の帯同を認める規定はないが、担当審判官が適当と認めるときは、適正かつ迅速な裁決のた

めに必要と認められる関係人その他の参考人の出席も可とする。

なお、この場合には、口頭意見陳述の際の補佐人の帯同申請に対する許否の決定(第3章口

頭意見陳述7(2)参照）に準じて帯同を認めるほか､担当審判官及び原処分庁の守秘義務に留

意する。

ーｰ－－－1■■ I■■ 1■■ ‘■■ '■■ '■■ '■■一一一－1■■ I■■ 1■■ I■■■■ー-1■■ーーｰ0■■ー一一一一一一1■■ I■■一一■■一一ｰ1■■ I■■ーー■■ー■■ I■■■■ q■■＝＝ー■■レーーーーーロ■■ '■■ 1■■ 1■■－1■■－－－－ｰ－－1■■－1■■ 1■■一

9 ，

｜ 【担当審判官の発言例（1－1）】 ’
0 0
0 1

1 （同意の求め） I
I O
O D

I （対請求人） ’
0 0
0 0
0 0

1 「今回の○○さんからの審査請求事件につきましては､現在までのところ､必ずしも双I
0 0
U D

I方の主張や争点がかみ合っておらず、これらの関係について整理する必要があるようにI
O I
O O

I思われます｡担当審判官といたしましては､この際、請求人と原処分庁に同席していただI
I O
O O

1いた上で､主に双方の主張や争点を整理する同席主張説明という手続を実施し､事件の理I
0 0
9 0

1解を共通にした上で、今後の調査、審理を進めたいと考えております｡」 ’
0 0 1
0 0

1 「なお、ご賛同いただける場合には、改めて日程等の調整をさせていただきますが、今!
0 0
0 0

0 0

1のところ、開催時期は●●頃、開催場所は、審判所の会議室を考えております｡」 I
O I
O I

l O

I 「ご足労をお掛けしますが、今申し上げた開催の趣旨をご理解いただき、同席主張説明I
0 0
0 少 0

1を実施することにご賛同をお願いします｡」 I
O I
O O

I （対請求人：同意が得られた場合） ’
0
0 0

1 「ご同意いただきありがとうございます｡それでは､原処分庁にも実施についての同意i
I O
O O

lを求めた上、同意が得られましたら、改めて日程調整等のためご連絡を差し上げますの！
O I
I . I

8 0

1で、よろしくお願いいたします｡」 I
O U

1

1 （対請求人：同意が得られなかった場合） ’
0 U
l O

O

I 「ご同意がいただけず残念ですが、当然のことながら、このことによって請求人のお立i
I ､ D
I O

|場が悪くなるようなことは一切ございませんので、念のため、申し上げます｡」 I
I I
I O

I （留意事項） ’
一一ｰ一一一ー■■一一一一一一一ー■■■■■■一一ー一一■■■■一一一一ー■■ー■■一一一-一一一一ー一一－一－一■■ー■■ー■■一一一一■■ー一一一一一一一一一一一一＝一一一一ー－－－－－‐■■ーーー■■ーー一一一一一一一一一一一,■■一一一一一一一一
I 8
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F一一一~－－ｰ‘■■ ‘■■ー-1■■ー!■■ーーー!■｡ー-1■■－－‘■■ !■D一一一一－一ｰー－－－ー‘■■ ‘■■ '■■一一‘■■ ‘■■ !■■一‘■■ーーーｰーｰー‘■■ー■■ 』■■ーー!■■ !■■ ‘■■ !■■ ！■■ ‘■■ !■D一一・ﾛ■一一,■。 !■■一一一一一・・，

1 請求人の不同意が､開催日程や開催場所を理由とするものである場合には､変更の可否’
0

0

1 について検討した上で､改めて連絡する旨を伝える。 I
0

U

i （対原処分庁） ’
9

0

0

0

1 「今回の○○さんからの審査請求事件につきましては､現在までのところ､必ずしも双I
0

0
0

0

1方の主張や争点がかみ合っておらず、これらの関係について整理する必要があるように’
9 0

偲われます｡担当審判官といたしましては､この際､原処分庁と請求人に同席していただI
0 1

!いた上で､同席主張説明を実施し､事件の理解を共通にした上で､今後の調査､審理を進I
0 0

1めたいと考えております｡」 I
I

I

i 「なお､実施については､既に請求人の同意をいただいておりますので､原処分庁にもI
0

0

0

0

1開催の趣旨をご理解いただき、是非ともご賛同いただくようお願いします｡」 I
0

0

1

0

｜ 「また、ご賛同いただける場合には、改めて日程等の調整をさせていただきますが、今I
0 0

6 0
0

1のところ、開催時期は●●頃、開催場所は、審判所の会議室を考えております｡」 I
OO O

O

i (対原処分庁：同意が得られた場合） I
0

0

1 「ご同意いただきありがとうございます｡それでは､請求人のご都合を確認した上で､ ’
0

0

i改めてご連絡いたします｡」 I
O I

O . 0
0

1 （留意事項） I
OO O

O

I 請求人の同意があるのに原処分庁が不同意である場合には、できる限り同意が得られるI
00 O

I

I よう説得するものとするが、原処分庁の同意がない限り、同席主張説明を実施することはI
0 0

0

0 0
0 ･ 0
1 できない。 I
OO O
O O

なお、同席主張説明の実施についての同意が得られた場合には、当事者双方と改めて開I0

0

I ___ _ . _____ _ _ _ _ |0 1
I - . -~- . - - . -~. . - . . . - . . .- ----- - - .~ .- |

I 催日時や開催場所等についての調整を行った上で、実施に関する詳細を決定し、当事者双I
0 ' 0

9

0 0
1 方に通知する。 1
1 0

0

O I
I （対当事者双方：日程の調轄等） ’
00 0

0

｜ 「先日ご賛同いただきました同席主張説明の件ですが、●月●日 （●）●時から、●時I
00 0

0

1間程度の予定で､当審判所の会議室で行いたいと思います。ご都合はいかがでしょうか｡」 ！
I -- I

O

O O

I （対当事者双方：了解が得られた場合） ’
00 0

i 「ありがとうございます｡それでは､近日中に実施についての案内文書をお送りしますI
lO O

O

Iが、その際、当日、私どもからご説明をお願いしたい事項を記載した書面を同封させていI
00 0

0

｜ただきます。大変恐縮ですが、内容をご確認いただき、当日、口頭で説明していただきた’
0I , . ､m､ ._x_m_______ ==_,"､_､_JLA=,. _ ,_ ,_f, " ､ > ､_=-__,_ ､ -_ ､ I

0

1 0
|いと思いますので、事前にご検討いただくようお願いいたします｡」 1
I I1 0

1

1 「なお、原処分庁（あるいは、○○さん）に確認したい事項がございましたら、●月●I
00 1

0

1 日（●)までに、当方までその内容を記載した書面を提出していただくようお願いします。 ’
00 0

0

1ただし､実際に原処分庁(○○さん)に対し説明を求めるのは､審判所としても原処分庁！
l . _ _ |I I
l . -- -~----- . - ､-- -- " - . - - .--- ~.'-- - - . - . '~.. ' -'~.-- - -----.~- . - I

I （○○さん）にご説明をいただく必要があると判断したものに限りますので、あらかじめI
| |

0

0 0
|ご承知おきください｡」 I
I II I

O

I 「また、同様に、原処分庁から○○さん（あるいは○○さんから原処分庁）にお尋ねしI
D
ーーI■■ '■■ q■■ーｲ■■ーー一一一一－一一一一ー1■■ー'■■ー‘■■ー--1■■ー－1■■一一-一一一ｲ■■一一一一一一一一ーｰーーー1■■■■ 1■■ 1■■ 1■■一一一I■■ 1■■ 1■■ 1■■■■ー■■ ‘■■一一1■■ I■■ 1■■ 1■■ '■■ 1■■ '■■ 1■■一一一■■､ー
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砲章墳滿三場答壱鳶羊i所配ぞ濫読萌廓瀧髻廓副践醍瘍苔蔵王.罰1
1のお尋ねをするかもしれません。その場合には、改めて、追加のお尋ね事項に関する文書I

J"!|
(2)実施時期

担当審判官は､適正かつ迅速な審理に資するために同席主張説明を実施するものであるこ

とに鑑み、事件に関する主張及び争点の整理状況、証拠書類等の検討状況等に応じて早期の

実施を検討する。

（留意事項）

例えば､請求人の主張と原処分庁の主張とがかみ合っていない事件や争点が多数あって争点

相互間の関係を整理する必要がある事件などの場合には､早期に同席主張説明を実施すること

がその後の適正かつ迅速な調査及び審理に資するものと考えられる（道標型）が、一方で、当

事者双方の主張や立証が繰り返し行われ､ようやく双方の主張等が出揃った事件などの場合に

は、当事者双方の最終的な主張を確認するために、審理手続の終結を見越して実施することも

考えられる（確認型)。

なお、当事者の主張が不明確であり、かつ、課税等要件に沿った主張となっていない場合に

は、同席主張説明を実施してもその効果が期待できないため、まず、当該当事者と面談等を行

い、それぞれの主張を課税等要件に沿ったものに整理した上で、同席主張説明を実施する。

【同席主張説明の実施時期】

同席主張説明の実施時期については、事件の内容等に応じて検討する必要があるが、当事

者双方の主張書面の提出状況からすると、同席主張説明の実施時期は、次の①から③までの

いずれかの時期が考えられる。

A日 ：答弁書副本の送付、反論書等及び証拠書類等の提出要請

↓←①
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第1章同席主張説明

B日：反論書等及び証拠書類等の提出に係る「相当の期間」の満了

↓←②

C日：当事者双方の主張が一応出尽くした時期

↓←③

D日：担当審判官が審理手続の終結を考える時期

前記①から③までの各時期における同席主張説明には、次のとおり、それぞれ長所･短所

があるので､担当審判官は、これらの点を事件の内容等に照らして検討し、同席主張説明の

開催を決定する。

イ①の場合

審査請求書上の請求の理由と答弁書に記載された原処分庁の主張とがかみ合っていな

い場合には、主張の方向性を修正することができる（特に、請求人が原処分庁の主張をよ

く理解できない場合は、同席主張説明の場においてこれを質問することにより、適切な

反論書が提出されることが期待できる｡)。また、主張がかみ合っている場合にあっても、

今後の主張の展開方針を相互に理解することができる。

さらには、担当審判官においては、当事者双方の主張すべき事項について釈明を求め

ることができるとともに、今後の計画的な進行管理に資する。

しかしながら、この時期は、原処分庁が反論書等を受領していないので、原処分庁は、

答弁書記載の主張以上の主張を行うことが困難である。

ロ②の場合

前記イ同様、当事者双方の主張がかみ合っていない場合には主張の方向性を修正する

ことができ、また、主張がかみ合っている場合にあっては今後の主張の展開方針を相互

に理解することができる。そして、担当審判官においても求釈明等することができる。

しかしながら、反論書の提出がない場合や、請求人が審査請求の手続について理解が

深くなく＄課税等要件とは全く関係のない事項等のみを記載した反論書を提出した場合

等は、反論書の提出要請から同席主張説明までの時間を無駄にすることとなる（ただし、

請求人が原処分庁の主張をよく理解できない場合は、同席主張説明の場においてこれを

質問することにより、法第97条の4第2項第1号《審理手続の終結》の「更に一定の期

間」内に適切な反論書が提出されることも期待できる｡)。

ハ③の場合

審理手続の終結を前提として、担当審判官は、当事者双方のこれまでの主張を整理し

た上実施することとなり、当事者双方の最終的な主張を確認することができる。その結

果､速やかな審理手続の終結へと導くことができる。

しかしながら、この同席主張説明の場で､担当審判官､請求人及び原処分庁の相互間に

おいてそれぞれの主張に関する理解を異にしていることが判明した場合には、この後に

おいて、改めて当事者双方に主張を求め､これを整理し、争点を確定させるという事態が
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生じることになり、事件処理が極めて遅延する（結果として、この段階より前の段階で同

席主張説明を実施すべきであったということになる｡)。

G)実施の日時及び場所

イ 日時の決定及び通知

担当審判官は、当事者双方と同席主張説明の日時及び場所を調整した上で、決定する。

この場合において、分担者は、 「同席主張説明の実施について（138号)」を作成し、担当

審判官の決裁を経た上で、当事者双方に送付又は交付する。

（留意事項）

「同席主張説明の実施について(138号)」の送付又は交付に当たっては、同席主張説明の

際に当事者双方に説明を求める事項がある場合には、その内容を記載した書面を同封する。

口実施場所（会場）等

実施場所は、原貝ﾘとして、支部又は支所の庁舎内とするが、担当審判官は、当事者双方

の事情等を考慮し、その理解を得た上で、適切な場所を指定する。特に、当事者双方が支

部又は支所から遠隔地に居住、所在している場合には、支部又は支所への来所を強いるこ

とがないよう配意する（当事者双方が支部又は支所に来所する場合にあっても、交通費の

支給はない6)。

なお、無用な誤解を避ける観点から、税務署又は国税局の会議室等の使用を避ける。

（留意事項）

会場を確保するに当たっては、参加者の人数を勘案し、参加者相互の距離感がある程度保

つことのできる会場の広さ、また、予定時間を超過した場合にも対応できるようある程度時

間に余裕がある会場、更には、隣室等に話し声が漏れるおそれがない機密性などについても

考慮する必要がある。

なお、同席主張説明を実施する場合には、予算措置の必要等があるため、事前に管理課と

協議する。

(4) 同席主張説明までの間における手続等

担当審判官の同席主張説明までの間における手続等は、次のとおりである。

イ当事者双方の主張を整理するに当たって、説明を求める事項等をまとめておく。

ロ当事者に説明を求める事項については､できるだけ当日回答できるよう事前に準備を依

頼しておく。

なお、事件によっては、当事者双方に対し、他方の当事者に説明を求める事項を事前に

確認し、当該説明を求める事項の中で担当審判官が必要と認める事項については、当該他

方の当事者に対し事前にその回答の準備を依頼しておく。

(留意事項）

一方の当事者が他方の当事者に説明を求める事項がある場合において、担当審判官もその
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第1章同席主張説明

必要があると認めるときは､担当審判官又は分担者は､説明を求める事項を適宜の方法により

他方の当事者に伝えるものとするが､説明を求める事項が多い等の場合には､当該当事者から、

説明を求める事項を記載した書面の提出を求めるものとする。

同席主張説明の実施に当たっての留意事項

(1) 会場設営

同席主張説明の会場の配置は、原貝ﾘとして、担当審判官に対して当事者双方が向き合う形

とする。

（留意事項）

参加人がある場合には、参加人の立場（請求人と利害関係が一致するか否か｡）などにより、

配席を工夫する必要がある。
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(2) 出席者の確認

担当審判官は、出席者に対して、当該出席者が当事者であることについて確認を行う。

なお、次の点に留意する。

イ請求人の介助者

担当審判官は、請求人の精神的・身体的状況から判断し、介助者が必要であると認め

る場合には、介助者の身分確認を行い、請求人の同意（口頭による同意で足りる｡）を

得た上で（請求人から介助者の立会いの申出があった場合を除く。)、同席主張説明の場

に介助者を立ち会わせることができる。この場合、担当審判官は、介助者に対し、外部

へ情報を一切漏らしてはならないこと及び介助者は事件に関して発言その他一切の行

為を行うことはできないことを説明する。

㈱担当審判官は、請求人の同意を得たこと（又は請求人から申出があったこと）及び

介助者に対して外部へ情報を一切漏らしてはならないことを説明した旨を記載した
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「調査事績書（149号)」を作成する。

口総代以外の共同審査請求人

総代が選任された場合、総代以外の共同審査請求人は、総代を通じてのみ審査請求に

関する行為をすることができることから、当該共同審査請求人は、同席主張説明の場に

おいて発言することができない。ただし、当該共同審査請求人が同席主張説明の傍聴を

希望する場合には、担当審判官の判断により、その傍聴を認めることとして差し支えな

い。

’ 進行予定の説明

担当審判官は､同席主張説明の冒頭において､同席主張説明を行う趣旨等について説明し、

出席者の紹介を行うとともに当日の進行予定（次のイからト）を説明する。

イ同席主張説明の趣旨の説明

ロ出席者の紹介

ハ同席主張説明の手順及び注意事項の説明

二当事者双方の主張の説明

ホ当事者双方の説明を踏まえて、それぞれからの意見聴取

へ当事者双方に対し、担当審判官が必要と認める説明の求め

ト今後の審理の予定等についての説明及び確認

（留意事項）

出席者の紹介に当たっては、主宰者側（審判所側）の出席者を紹介（又は自己紹介）し、次

いで、請求人及び原処分庁に、順次、氏名及び役職等について紹介（又は自己紹介）を依頼す

る。

なお、同席主張説明を行う場合において、既に出席者相互に面識がある場合には、出席者の

紹介（自己紹介）は省略して差し支えない。
「~~EEriZZ:,:.:EE=~ZZ=gE~~//~-Z~fr~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I
｜ 【担当審判官の発言例（1－2)】

I （冒頭のあいさつ）

i 「本日は､お忙しいところ､審判所にご来所くださいまして誠にありがとうございま｜

’す。

’ ただいまから､○○さんの審査請求事件について､同席主張説明を行います｡申し遅’
｜れましたが、私、担当審判官の○○です。よろしくお願いします｡」

｜ 「同席主張説明は､審理関係人の皆様と､本件を担当する審判所の職員が一堂に会し、 ｜

｜審判所が、請求人及び原処分庁の双方からそれぞれ事実関係や主張についてのご説明を｜

｜いただくことを通じ､審判所､請求人､原処分庁の3者問におきまして､事件に関する｜

｜理解を共通にすることで、主張や争点の整理を行い、今後の円滑な審理に役立てること ｜

｜を目的として開催させていただくものです｡」

｜ 「先日お電話させていただきましたように、本件は、現在までのところ、必ずしも当I
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i事者双方の主張や争点がかみ合っておらず､これらの関係について整理する必要がある！
O I

O O

I と考えております。本日は、特にこの点にご留意いただき、議事の進行にご協力くださ’
0 0

0 1

1いますよう、よろしくお願いします｡」 ｜
●

l O

I l

l （准行予定の説明） I
I O

O O

I 「初めに、本日の進行予定について簡単にご説明申し上げます。お手もとに配付させI
O I

O 8

1ていただいております『同席主張説明について』をご覧いただきますでしょうか｡」 I
I O

O O

I 「この文書は､先日お送りしておりますので､既にご一読いただいていると思います！
1 0

1が、 ’の概要にございますように､本日は､ (1)出席者の紹介､ (2)本日の手順及び注意事1
1 0

0 I

I項の説明、 (3)請求人及び原処分庁それぞれの主張の説明（その際には、先日お送りしたI
0 0

O I

I審判所からのお尋ねに対する説明も併せてお願いしたいと思います｡)、性)双方の説明をI
0 1

O I

I踏まえて、それぞれからの意見の聴取、 (5)今後の審理の予定等についての説明や確認で’
0 D

I O

'す。同席主張説明としては、●時間程度を予定しておりますが、本日の議事の展開によ’
I B

I O

lっては､同席主張説明の終了後､改めてご意見等をいただく必要がある場合も考えられI
0 0

1ます｡その際には､改めてご都合等をお聞きしますので、よろしくお願いします｡」 i
I O

O O

I （留意事項） I
I D

I l

l 同席主張説明の冒頭､担当審判官が進行予定や後記は)の注意事項を説明する際には、出I
U O

O O

I 席者の席上に「同席主張説明について（｢同席主張説明の実施について（138号)」裏面。 ’
0 Q

U O

I 以下同じ｡)」を配付し、これに沿って説明等を行うものとする。 ’
0 I

I I

i また､審理関係人に対して事前に送付した｢説明を求める事項を記載した書面(資料)｣ I
0 0

i や｢争点の確認表(24号)｣も併せて配付し､その後､審理関係人がそれぞれの主張を説！
8 0

O I

I 明する際に活用する。 ’
0 0

0 0

1 （出席者の紹介） ． ’
0 0

0 1

1 「それでは、出席者の紹介（又は自己紹介）を行います｡」 I
I U

O O

I 「改めまして、私、今回の審査請求事件の担当審判官の○○と申します。よろしくおI
I O

I ･ 0

1願いします。そして、私の両側におりますのが、今回の事件の審理に参加する審判官のI
0 1

O I

I△△と副審判官の□□です｡それから､後ろにおりますのが､記録者の審査官××です｡ I
D O

i本件の分担者として、主に手続面の整理等を担当します｡」 ｜
B O

I 「次に､お座りいただいたままで結構ですので､お名前と、お立場(役職名）等､請I
I O

I O

l求人側からご紹介（又は自己紹介）をお願いします｡」 ’
1 1

1 ・ 0

1 ． ． ． （請求人側の紹介） ・ ・ ・ ’
1 8

1 0

｜ 「続きまして､原処分庁側のご紹介（又は自己紹介）をお願いします｡j I
I O

I O

I ・ ・ ・ (原処分庁側の紹允) ・ ・ ・ I
I I

I 「なお､議事の進行上､○○さんや代理人のことを請求人と、また､税務署や国税局1
， 0

|の職員のことを原処分庁とお呼びしますので、よろしくお願いします｡」 i
L－－－－－－－－p．－一一一一一一一一一一一．．一一,.,－．．一一‘.、－．．．、－－－－－－一一一一一一一一一一・・・・一一一一一一一一・．．．－－－－－－－‘.､－－－－．、 1．．－－．．一一・・一一一一．．．、－－－－－一一一一一一一・．一一一一一・
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(4) 注意事項の説明

担当審判官は､前記(3)の進行予定の説明と併せて、次に掲げる注意事項についての説明を

行う。

イ同席主張説明は非公開で行うこと。

ロ録音及び撮影並びに電話の発着信等は禁止すること。

性） 同席主張説明に際し、申立人から同席主張説明の状況を録音、録画したい旨の申出が

あった場合には、審査請求に関する手続は公開を予定したものではなく、審理の妨げに

なるので、これを許可しない。

ハ担当審判官の進行に従い､担当審判官に対して主張を説明すること。

なお､一方の当事者が他方の当事者に対して直接質問したり苦情を述べることはできな

いこと。

二発言は要点を押さえ簡潔に行うこと。

ホ担当審判官が当事者双方から説明を受けた内容を踏まえて､更にその場で説明を求める

場合があること。

へ同席主張説明の場は、主張等に対する最終的な見解や判断結果を示す場ではないこと。

ト 同席主張説明において当事者双方から説明された内容は､そのまま正式な主張として扱

うものではなく、新たな法律上又は事実上の主張がある場合には、後日、正式に担当審判

官に対して、主張を記載した書面の提出が必要であること。

チその場で説明ができなかった事項については、後日説明を求める場合があること。

リ 出席者の権限や守秘義務などといった事情により、その場で主張の説明をすることがで

きない事項については、その旨を申し出ること。

ヌ所要時間は○時間を予定しているが、進行次第で所要時間が増減することもあり得るこ

と。

（留意事項）

録音・撮影を禁止すること及び原処分庁の発言内容等を公にしないことについては、請求人

から、これらを認めるよう申立てがある場合も考えられる。このような場合には、同席主張説

明は非公開の手続であること、また、録音等により出席者の発言が公になる可能性がある場合

には、出席者をい縮させるおそれがあることなどについて説明し、請求人の理解を得るものと

する（非公開で実施することについては、第3章口頭意見陳述6(1) 【非公開で実施することに

ついて】参照｡)。

0ーーーー‘＝‘ーー‘ー一一一・・一ｰ。｡ ！ﾛ･ ‘■・ー‘ﾛ･ー！ﾛ･ー1.pー‘･･・・ ‘ﾛ・・・ ！■・ーーー！・・一・・一‘ﾛ･ !■・ ‘ﾛ･ ‘■・・・一一'ｰ一－一・・ ‘･･ー‘ﾛ･ ‘･･ ！■・ ‘■・ ！■・ ！■・ ‘ﾛ． ‘・・ ‘ﾛ, ‘■'一'･・・・＝'・・ ！･｡一･･, ‘・・ ‘ﾛ・ ！■

i 【担当審判官の発言例（1－3)】 I
0

I

I

I

I （注意事項等の説明） ，
I

O

O

I

I
O

I 「お手もとの「同席主張説明について』の2の注意事項をご覧いただきますでしょう I
l

O
I

O

lか｡」 I
O

O

O
I

I

I 「(2)にありますように、本日の議事の進行は担当審判官が行います｡」 1
0

0
00■■ '■■ー■■ ‘■■■■一一ｰ－1■■－－ーーー一一一ｰ一一一-一一1■■－1■■ 4■■ー■■D－1■■■■ー■■ q■■－－1■■ q■■ '■■ーー－－－-一一一一一一1■■ーー■■■■ '■■－－1■■一一I■■ 4■■ーｰ'■■一一一一一ーI■■ 1■■ー1■■一一一一一一一一
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01■■一一ー一一一一ｰ－‘■■ ‘■■一一一‐－－1■｡一一■■－1■ロー'■｡ ！■■ ‘■■ ‘■■ーー一一一一ー一一一一,■・一一一一一一一一‘■■ ‘■■ーー‘■■ーー!■■ ‘■■ー‘■■ ‘ﾛ■ロ■ー{■■ ‘■■ ！■■ !■■ !■■ ！■■■■ ‘■■ ‘■■ !■■・■’一

｜ 「担当審判官の議事の進行に従っていただけない場合には､退席いただく場合もござ’
0 0

|いますので、よろしくお願いします｡」 I
0

0

0

0

1 「お手数ですが､携帯電話は､電源を切るかマナーモードに設定していただくようお願I
1

0 0

1

1いします｡」 ’
0

0 0

1

｜ 「同席主張説明を行う目的は、先ほどもご説明したように、主張及び争点の轄理です！
0

0

0

0

1が､一方の当事者が他方の当事者に直接質問したり､苦情等を述べることはできません｡」 i
I O

I 「なお､ (1)のとおり、この手続は非公開手続ですので､録音及び撮影は禁止させていた!
0 0

｜だいております｡」 ！
0 0

1 「また､審理関係人の発言内容は､公にはしないようにお願いします｡」 ！
1

0

0

0

1 「次に、 (3)に関しまして、本日ご説明いただく内容については、基本的には、事前におi
I

O O

O

i送りさせていただきました書面に沿ってお尋ねさせていただきますが、ご説明いただいI
0

0 、
1

0

'た内容に関し、当方が必要と認めた場合には、その場で、更に説明者や相手方に説明をおI
0

0 0

0

1願いする場合があります。なお、その場でご説明をいただけない場合もあると思います！
0 0

iが、その場合には､ (6)のとおり、後日、審判所に回答いただくようにお願いします｡」 ！
0 0

1 「また､ (5)に記載しておりますように､本日､皆様からご説明いただいた内容に新たな！
0

0

O

I

I主張として扱うべき内容のものがあったとしても、これをそのまま正式な主張として取’
1

0 ， 0

0

| り扱うものではありません｡審判所において、主張書面としての陳述録取書や証拠書面とI
0

0

1

0

Iしての質問調書などを作成することは予定しておりませんし、証拠書類などの検査も行I
0

0

0

0

1いません｡同席主張説明は､飽くまでも､審理関係人の主張の真意を関係者の間で確認し、 I
0

I

I

I

l関係者が事件に関する理解を共通にするために行うものです｡なお､新たな主張をされる！
0 ． 0

|場合には､後日､正式に反論書､意見書等の書面を審判所に提出していただく必要があり i
I

O

O

O

lますので、よろしくお願いします｡」 ’
'一一一－－－－－－－－－－－‘ﾛ.一....－..－..－....＝..＝.､------........一一､.－－－．. ..－..－‘..一一一一一一..｡.－,ﾛ,－．..､－－－．画｡..｡－－－－－．､－－．.＝....･･－－－－．..､－－－－－－．､-----....--q､－－－－－口..､一一J

(5) 実施に当たっての留意事項

担当審判官等は、次の点に留意する。

イー方の当事者からの主張のみを聴くことがないよう心掛けるなど､円滑に実施できるよ

う配意する。

ロ当事者の一方的な発言が続くなど､同席主張説明の円滑な進行に支障を来すと判断した

場合には、同席主張説明を打ち切る。

ハ同席主張説明は、必要な事実関係、主張及び争点を明確にすることによって、事件に関

する理解を共通にすることを主眼として行うものであることから､陳述録取書及び質問調

書は作成せず、また､証拠書類等の検査は行わない。

二当事者双方から主張の追加、変更及び撤回があった場合には、書面を後日提出するよう

求めるか、又は別途面談により 「 陳述録取書（34号)」を作成する。

ホー方の当事者から他方の当事者に対して質問等があった場合には､当事者間での直接の

質疑応答等は行わせず､担当審判官が質問等の内容を整理し、必要と認められるものにつ
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いて、担当審判官（必要に応じて参加審判官）から他方の当事者に対して質問等を行う。

なお、上記の質問等に対する他方の当事者からの回答につき、その内容を議決に取り込

むことが想定される場合には、書面を後日提出するよう求めるか、又は別途面談により

「 陳述録取書（34号)」を作成する。

また、他方の当事者が即答できなかった場合は、後日書面による回答を求める。

（留意事項）

他方の当事者が即答できなかったため、後日書面によりその回答が提出された場合にも、当

該書面については、 「主張に関する陳述録取書｣や｢質問調書」にはならないことに留意する。

へ今後の審理手続に関して説明するとともに、当事者双方に、主張に関する書面又は証拠

書類等の提出の有無及び提出予定時期、口頭意見陳述の申立て、物件の閲覧、又は写しの

交付の求めに関する意思を確認する。

（留意事項）

今後の審理手続に関する意見の確認については、担当審判官が法第97条の2《審理手続の

計画的遂行》の規定の履行を宣言して行うものでない限り、同条の規定に基づく意見聴取に

は該当しないことに留意する。

ト審理手続の終結に関して説明し､当該説明に当たっては､基通97の4－2《審理手続を

終結した場合の効果》に定める効果を当事者双方に十分に認識するように説明する。

チ同席主張説明を終了する場合には、担当審判官は終了する旨を宣言する。

【議事の進行予定等について】

争点が多数あって争点相互間の関係を整理する必要があるような事件については、同じ争

点中の事項であっても、それぞれ課税等要件が異なる場合には、その要件が異なるごとに、ま

ず、立証責任のある側が主張の説明を行った上で、次に、他方の当事者がその説明に対する主

張の有無等の説明をするなどにより、当事者双方の主張の相違点や対立点等を明確にし、整

理できるように努めるものとする。

その際、当事者双方の主張の説明が不明確な点や、不足していると思われる点については、

担当審判官が、適宜、当事者それぞれに対し説明を求めるなどして、的確な主張整理がされる

ようにしなければならない。

また、当事者双方がそれぞれの主張について説明するに当たっては、初めに、担当審判官か

ら事件の経緯や概要等について一通り説明した後、順次､争点の確認､争点を巡る当事者双方

の主張の説明、確認を行い、それぞれの相違点や対立点等を明確にしつつ、争点及び主張を整

理するものとする。

この場合において、主張と争点とは密接に関連するものであり、また、主張に関しても、法

令解釈を巡る主張と事実関係を巡る主張との別、更には課税等要件に関するそれぞれの立証

責任の帰属をも意識しつつ、的確に主張等の整理を行うことが必要である。

なお、事件によっては､担当審判官が、主張に関する証拠の有無等について確認する必要が
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生じる場合があるが、同席主張説明は飽くまでも主張整理を目的として行うものであるから、

担当審判官が職権を発動し、審理のための質問等を行う必要がある場合（法97）には、改め

て、当該当事者と面談等を通じて行うことに留意する。

（留意事項）

当事者双方による主張説明を行う際には、当事者双方に対して事前に送付した｢説明を求

める事項を記載した書面（資料)」や「争点の確認表（24号)」を席上に配付し、それに沿っ

て議事を進行するものとする。

なお、一方の当事者から、あらかじめ他方の当事者に主張の内容について説明を求める

旨の申出があり、審判所が追加事項として当該他方の当事者に説明を求めた事項について

は、審理手続の透明性の観点から、その旨を明らかにした上で説明を求めることが望まし

い。

F1■■ーーーー！■■ーーーーーーq■■ーー■■Dーーーーーーーーーー！■■ ,■■ーーー’■■ー’■■ーーー’■■ ！■■ーq■■ーー’■■ ！■■ーーー‘■■ ロ■■ーーーーーー！■■ ’■■ーー■■， ！■■ ！■■ーーー！■■ーー！■■ー！■■ーーーーーq■■ ’■

1 【担当審判官の発言例（'－4)】 屑寶蘓吾迩弓事開 I消費税を巡る事件

この発言例は、請求人が取得した助成金の消費税法上の取扱いを巡る事件について

の発言例であり、請求人が概略次のとおり主張していることを前提としている。

請求人は、助成金により取得し運用する資産に、助成元に関する一定の表示（広告）

を行った上で運用しているが、①請求人は、当該資産の運用によって請求人自身の事

業を行っているにすぎず、助成元に対して何ら役務の提供を行っていないから、本件

の助成金には、そもそも事業としての対価性がない。このことは、②広告スペースに

比べて助成金の額が多額であることからも明らかであるから、③本件の助成金は、特

定の政策目的の実現を図るための給付金（不課税取引）であることは明らかである。

１
１
０
０
０

9

１
１
１
１Ｉ

Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
０
０

Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ

I

！ （事件の概要等について） ’
0 0

1 「初めに､私から本件の経緯や概要等についてご説明いたします｡」 i
O I

O O

I 「本件は､請求人が受領した助成金等の消費税法上の取扱いを巡る事件ですが、お手も！
0 0

8 0

1との『争点の確認表』の1の争われている原処分及び2の争いのない事実をご覧くださ’
0 0

0 0

1い。 ・ ・ ・。」 ’
1 0

0 0

1 「ここに記載しております事項につきまして、何かご意見はございますでしょうか｡」 I
0 0

0 0

1

｜ ・ ・ ・特に意見なし・ ・ ・
0

1

0 0

1 0

1 （争点の確認） I
0 I

i 「争点の確認表の3の争点をご覧ください｡争点●として､ 『本件助成金が請求人の課I
0 0

0 ． 0

1税資産の譲渡等の対価に該当するか否か｡』としてまとめております｡」 I
I 0

I O

i 「この点につきまして、何かご意見はございますでしょうか｡」 I
I O

I O

I （主張の確認） i
I O

B O

I 「争点の確認表の4の争点に関する当事者双方の主張をご覧ください｡」 ｜
ｰ－－－－－－－－－一一一一一一一一一一一■■,一一一一一一一-－－－－1■■一－一一一一一一一!■■一一一－－－‐一一一一一一一一一一一一一一■■－－－■■一一一■■一一■■■■-■■--■■－■■－■■■■－－－－－－■■－－－－■■■■ー一－一一一一一一
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『．ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー！ーーー一一！■口 ！■■ー‘■■ーーー{■■ |■ローーーーーーーーーー-■■ ｛■■ ‘■■一一一一一‘■ローー，■ローーq■･ ■■ ！■■ ‘■■~‘■D ‘■ローーーーー！■■－－－1■p ,■、一一口■■■一口■一一一‘■

I 「ところで､消費税法第4条第'項は、国内において事業者が行った資産の譲渡等にI
I

l

l

I

l

lは、消費税を課する旨規定しておりますが、同法第2条第1項第8号は、資産の譲渡等と！
0

0
0

1は､事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいう旨規i
l

l

l

l

l定しております｡」 1
0

0

0
9

1｢争点●に関しましては､原処分庁は､ 『請求人が資産の譲渡等である役務の提供を行I
0

0

0

0

｜い、その対価として本件助成金を受領した｡』として原処分をしておられます｡」 I
O

U

9

0

0

1 「そして、この原処分を巡っては、①本件助成金に対価性があるか否か､②対価の額とI
O

U

O

1

0

0

Iしての相当性があるか否か、③本件助成金は特定の政策目的の実現を図るための給付金1
0

0

O

D

Iであるか否かの3点に関しまして､請求人と原処分庁の間に､見解の相違点と申しますかI
0

0

O

I

I対立点があるものとして、それぞれの主張を整理させていただいております｡」 1
1

0

0

1

0

1 「争点●を巡る双方の主張を、この3点に整理することにつきまして、何かご意見はごI
I

O

O

O

lざいますでしょうか｡」 I
9

0

O r O

O

I ・ ・ ・特に意見なし・ ・ ・
0

1 「特にご異論がないようですので以下､順次､各主張に関して､それぞれご説明をお；
0

0
0

0

0

1願いします｡」 ，
O

I
O ．

I

0

1 「なお､争点●についての説明は、いずれも原処分庁からお願いすることとし､続いて、 ’
0

0

0

0

｜これに対する主張を、請求人からご説明願いたいと思います｡」 ’
0

0

0
0

1 「それでは､初めに､本件助成金に対価性があるか否かについて､原処分庁から説明をi
O

I

O

O

lお願いします｡特に､請求人は､役務提供自体を行っていない旨主張しておられますので、 1
0

0

0

6

0

｜その点を踏まえて主張の説明をお願いします｡」 I
0

0

0

0

0

0

， ． ． ・原処分庁の説明・ ・ ・ ，
0

0

0

0

0

8

0

0

1 「ありがとうございました。続きまして、この点について、請求人の主張の説明をお願I
0

0

0

0

1いします｡」 ，
l

O

O

O

O

O

’ ・ ・ ・請求人の説明・ ・ ・
l

O

I Q

O

O

O

O

O

I 「ありがとうございました。この点に関する双方の主張整理につきまして､何かご意見I
O

0

I

O

lはございますでしょうか｡」 I
p

I

O

8

0

8

｜ （留意事項） ’
0

1

0
O

U

I この事例において、例えば、原処分庁が、 「請求人が受領した助成金は、助成金により請I
0

0

0

0

1 求人が取得し運用する資産に助成元の事業に関する広告を掲載することが条件とされておI
0

0

0

0

1 り、請求人は現にそのように運用している。このことは、消費税法上、広告という役務の提I
0

0

0

0

1 供に該当し、また、助成金はその対価である｡」と説明したことに対し、請求人が、 「本件は、 ’
0

8

0

1

0

1 元々が助成金の受領であり、そもそも対価性などあるはずがない。また、広告スペースに比I
I

I

O

O

O

I べて助成金の額が多額であることからも、広告と本件助成金との間には対応関係がないこ’
0

0

O

0

I

O

I とは明らかである。また、請求人は、請求人自身の事業を行っているにすぎず、助成元の事I
l

l

D

O

I 業の広告をするために事業を行っているのではない｡」などと、関連する主張をまとめて、 I
I

l
U

O

I また、順序も前後して、説明を行う場合が想定される。 ‘
0

1

0

－－一一一一ｰｰーーーー‘■■ '■■ ‘■■一一一ｰ－－1■■■■一－一一一一I■■ '■■ー■■一一一一一一'■■■■-‘■■ '■■－1■■－ー－－1■■■■一一一一一一‐－1■■一一一'■■■■ﾚｰｰｰｨ■■一一一一一一一一一一一I■■ '■■ '■■ 4■■－－－－－－－－－－ 0
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｜ このような場合には､担当審判官は､請求人に対し､それぞれの主張の相違点や対立点をI
O I

I 明確に整理するために､一つずつ､事項を絞って説明してもらいたい旨を説明し､当事者双I
0 1

O I

I 方の相違点を明確にしつつ議事の進行を行うように努める必要がある。 1
0 0

0 0

1 （次の主張へ） I
l I

O O

I 「特に、ご意見がないようでしたら、次の主張に移らせていただきます｡」 I
0 0

0 0

1 （留意事項） ’
0 I

I I

I 以下､順次､対価の額としての相当性があるか否か､本件助成金は特定の政策目的の実現I
O I

I を図るための給付金であるか否かについても､原処分庁､請求人の順に､主張の説明を行う i
O O

I O

I ものとする。その際に、担当審判官は､一方の当事者の主張がない場合や双方の主張がかみI
0 0

0 0

｜ 合っていない場合には、そのことを指摘した上で、更に当事者双方の説明を求めるものと I
I 0

U O

I し、また、必要に応じ、主張を裏付ける証拠資料の提出の予定等についても確認するものとI
I O

I O

I する（ただし、事件によっては、当事者双方に対する担当審判官からの質問は、当事者双方！
B I

O O

I による説明が一通り終了してから実施することの方が、主張整理を円滑に実施することにI
0 1

I D

I 資する場合があることに留意する｡)。
B O

O O

O

O

O

1

1 また、事件によっては、主張に関しても担当審判官が読み上げるなどした上で当事者双I
0 0

O I

I 方に確認することも考えられるが、当事者から、主張整理に関し異論が出た場合には、そのI
I O

I O

I 場で十分に意見を聴取した上で、後日、当事者双方に送付する修正後の「争点の確認表（241
O I

O O

I 号)」により確認してもらうように依頼する。 ’
0 0

0 0

1 なお、異論の内容が、単なる主張の修正ではなく、新たな主張と考えられる場合には、当I
0 0

0 0

1 該当事者に改めて書面の提出等を依頼する。
0 0

0

0 0

0

0

0

1 （まとめ） ’
0 0

0 ・ 0

1 「以上で、争点●について、それぞれの主張の説明、確認は終わりましたが、何か追加’
0 0

0 0

'すべき点はございますでしょうか｡」 I
I O

O O

I 「特にないようですので、続いて、次の争点▲に移りたいと思います｡」 ｜
■■一一一一ーー■■■■■■ー■■ー■■ー■■■■一一■■■■■■ー一一一一ー一一一ｰ‐ーーー一一一－一一一ーー－－■■一一ー一一■■■■■■■■ー一一ー■■■■一一一一一■■■■ 4■■一一一一■■ー■■ー■■一一一一一■■一一－－－一一一一一一一一一

， 0

【課税等要件について】

課税等要件とは、納税義務等の成立要件（それが充足されることによって納税義務等の成

立という法律効果を生ずる法律要件）のことであり、前記の発言例1－4では、消費税法は、

資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供

をいう旨規定（消費税法第2条第1項第8号《定義》）しているから、当該行為が「事業とし

て」行われたものであることも要件の一つとなっている。

法人の行為は事業行為とされるため、請求人が法人である場合には事業性が争点となるこ

とは少ないが、請求人が個人事業者の場合には、その行為が必ずしも事業として行ったこと

にはならないため､担当審判官は､特に事業性が争われていない事件についても、当該行為が

事業として行われたものであるか否かについて検討することに留意する。
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第1章同席主張説明

（留意事項）

消費税法基本通達5－1－1《事業としての意義》は、注2において、法人については、

法人自体が事業を行う目的で設立されていることから、 「法人が行う資産の譲渡又は貸付け

並びに役務の提供は、その全てが『事業として』に該当する｡」ことを定めている。

【課税等要件事実について】

各租税に共通の課税等要件としては、①納税義務者、②課税物件、③課税物件の帰属、④課

税標準及び⑤税率などがあり、これらの要件が全て充足されたときに納税義務が成立する。

課税等要件には、これら租税債務が成立するための「積極的な課税等要件」だけではなく、

租税債務の成立や租税債権の行使を阻害する「消極的な課税等要件」も存在する。これらの諸

要件を「課税等要件」といい、これらの諸要件に該当する具体的な事実を「課税等要件事実」

という。

租税法が適用されるためには、課税等要件事実の認定が必要である。

【立証責任について】

租税確定処分の取消しを求める訴訟において、課税等要件事実の客観的立証責任を納税者

と租税行政庁のいずれが負うのかについては、権利発生要件たる事実については、租税債権

者である国等が立証責任を負い、権利障害要件たる事実及び権利消滅要件たる事実について

は、租税債務者たる納税者が立証責任を負うことになると解されている。

この立証ができなかったとき（その課税等要件事実（主要事実）が存在するか否かが不明の

場合を含む｡）に、その法律効果の発生が認められないという一方当事者の不利益を立証責任

という。

審判所の審理は職権調査方式によるから、弁論主義における立証責任及びその分配の概念

をそのまま適用できるものではないが、職権調査にも限界があるため､その限りにおいて、立

証責任について考慮することが必要である。

（留意事項）

立証責任の帰属については、課税等要件事実に関する証拠との距離についても考慮する

必要があるなど、慎重に検討すべきである。

例えば､必要経費の立証責任は､原則として行政庁側にあるとされる一方で､特別経費や

貸倒損失の存在及び金額については、納税者側に立証責任があるとされる場合が多いこと

などに留意する。

また、請求人が総勘定元帳や原始記録自体を提出せずに、確定申告書等の作成の基とし

たとする資料を証拠として提出してくる場合があるが、それでは当該資料の証拠価値、す

なわち証明力を吟味することができず、その価値が減殺されるため、必ず元帳や原始記録

を提出するよう促すべきであり、その提出がない場合には､その理由等を聴取し､その証拠

価値（証明力）を判断する必要がある。
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膠扇面蒋舂廼弓軍用｜ 【担当審判官の発言例（1－5)】

I （主張及び争点の整理）

I

この発言例は、移転価格課税を巡る事件についての発言例であり、原処分庁が残余

利益分割法により事件の対象となった国外関連取引に係る独立企業間価格を算定した

ことに対し、請求人は、原処分には理由付記に不備があることのほか、独立価格比準

法が事件の国外関連取引について最も適切な独立企業間価格の算定方法である旨の主

張をしつつも、仮に、残余利益分割法により独立企業間価格を算定する場合にも、原

処分には「分割対象利益の算定｣、 「基本的利益の算定」及び「分割要因の算定」に誤

りがある旨主張していることを前提としている。

さらに、発言例にある「分割対象利益の算定」に誤りがあること（販売費及び一般管

理費の計算に誤りがある｡）及び「分割要因の算定」に誤りがあること （●●研究所で

行った研究開発費を請求人の分割要因とする計算が過大である｡）という請求人の主張

については、 「反論書」及び「請求人意見書」で新たに主張されたものであり、原処分

庁から、これらに対する主張書面がいまだ提出されていない段階で、審理手続の申立

てに関する意見の聴取が実施されたことを前提としている。

（留意事項）

仮に、発言例の場合において、原処分の理由付記に不備が認められる場合や､独立

価格比準法が当該事件の国外関連取引について最も適切な独立企業間価格の算定方

法である旨判断することになる場合には、残余利益分割法の適用についての判断を

行うまでもなく原処分が取消しとなり、残余利益分割法を巡る前記の争点について

は、判断を示す必要がない争点に帰することになる場合がある。

このため、このような事件の場合には、担当審判官は、法規･審査担当者とも協議

の上早期に合議を行い、また、必要に応じ、所長等の幹部を交えた事件検討会を開催

して、事件の処理方針や今後の審理計画を決定することに留意する。
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０
０
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0

０
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１
０
１

I

(担当審判官）

「 ・ ・ ・続きまして、争点●に移ります｡」
１
１
１
１

I ロ

｜ 「(本件は､移転価格に関する事件であり､）国外関連取引に係る独立企業間価格の算定I
1

1 0

0

'に当たり、原処分庁は、残余利益分割法により、本件の独立企業間価格を算定しておりま!

| _J_ & !0 0
1

0 8
0

1す｡」 ，0

0

0

1 「争点●については､請求人と原処分庁の間に､分割対象利益の算定､基本的利益の算I
0

0

0

1定及び分割要因の算定を巡る多くの事項について､双方の主張に相違点と申しますか､対I
I

O O
O

O OI立点があります｡」 I
O

O

O

I 「お手もとの『争点の確認表』●ページ以下に、この点に関する当事者双方の主張を整i
I

O
D

O

O

l理しておりますが、先に実施させていただいた当事者双方との審理関係人面談において、 ’
0
1■■一I■■ 1■■－1■■■■■■ 1■■－1■■ ，■■ ,■■ I■■ ，■■一一一』■■－，■■ 』■■ 1■■ ィ■■一一一一一一一一一一一一一一一一一一一l■■ 1■■ー－1■■－1■■ー■■ー■■－1■■ I■■ q■■ 1■■ 1■■■■ ｨ■■ ｨ■■ー1■■ 1■■ー'■■ーー一－一一

8

24



第1章同席主張説明

F‘ロローーーーー一一‘■■ー‘■ロ ‘■・ー一口ロー‘ロローー‘■、一一ー！■D一一ーー＝ー1口･ー・・D－q■．ー，■、一一一ーー‘■ロ ･■・ 0■｡ーｰーロローー・■ロロ■■一一!■・ ・■、 ロローーー．■，ーー{■・ｰｰ‘■p 1■｡ーq■・ ・■'－－-一一一‘ーーー一一

|審査請求書や答弁書に記載された主張については､既に双方からご説明をいただいてお：
0

0

1

1

1

1 りますので､本日は､その後､請求人が､反論書及び先日提出いただいた請求人意見書に1
1

1

1

1

1追加して主張された事項を中心にご説明をいただき、主張の確認及び整理をさせていた！
0

0

0

0

｜だきたいと思います｡」 1
0

0

0

1

0

1 「それでは、まず、請求人から、反論書で新たに主張された、分割対象利益の算定に誤I
0

0

0

0

1 りがある旨の主張についてご説明をお願いします｡」 I
O

O

O

O

I

1 ) ･ |
0

1 （留意事項） I
I

O

U

O 9

0

1 請求人が新たに主張した事項であるため、請求人の説明を先とした。 ‘O
U

O

O

I

U

I （請求人） I
I

I

I O

I 「原処分は、国外関連者の営業利益（切出し利益）を算定するに当たり、販売費及び一’
0

0

0

1

1般管理費に加算すべき費用が、減算して計算されております。その結果、国外関連者の営I
O

1

D

I

l業利益が過大に計算されておりますが、このことは、過日、原処分庁から提出された資料I
O

I

O

O

lを請求人が閲覧し、分析した結果判明したものでありますので、審判所におかれましてI
0

0

8

0

0

1も、この点に関し原処分庁から提出された資料を検討していただければ､請求人の主張をI
O

I O

O

l理解していただけると考えております｡したがいまして､請求人としては､この点に関すi
O
1 ．

0

0

1る証拠の提出は予定しておりません｡」 I
9

I Il U
O O

I （担当審判官） i
I II U

I 「ありがとうございました。本日はご説明いただいた証拠書類の検証は行いませんが、 ’
0

0

0

0

｜ご主張いただいた点については理解しましたので、今後、適切に審理させていただきま！
I - . - - I

O

OI ､ I

lす｡」 ！
O

DO O
O

I 「続きまして、この点に関する原処分庁のご説明をいただきたいと思います。なお、原I
0

0 0

|処分庁からは､反論書及び請求人意見書において請求人が新たに主張された点についてi
OO O

1

1は、いまだ主張書面が提出されておりませんので、お手もとの争点確認表には、いずれもI
I II O

O

I空欄とさせていただいております。この点を踏まえ､原処分庁のご説明をお願いします｡」 1
I -I

0

0 1

1 （原処分庁） ：
0

00 0

1 「原処分庁といたしましては､請求人の､原処分には国外関連者の営業利益(切出し利I
I

O O
O

i益)を算定するに当たり、計算誤りがある旨の主張に対しては､原処分の計算は適正に行I
00 0

0

1われている旨の主張書面を●日までに提出する予定です｡なお､証拠となる計算資料につ！
0 0

9

0 0
1いては、今のところ、提出する予定はありません｡」 I
0 1

1

0 0

1 （担当審判官） I
I I0 I

｜ 「ありがとうございました。予定された日までに、書面を提出いただくようお願いしまi
I - - I

D

UI ,__ _ I

lす｡」I I
Q

II O

I 「続きまして､請求人意見書で新たに主張された点についてですが､請求人の分割利益i
l .._. ､_. _ ._ _ _ __" ._ _ _____. =_ _._ __ II O

O

lを算定するに当たり、請求人が●●研究所で行った研究開発に要した費用が過大となっI
I _ _ __ _ _ _ I

O

II -FY,z=/TIs-'EF,ez_､, ､-F===4=I _K､F=､=Mnn-_J.､E=､ ､ , _J__¥ , I
'ている旨の主張について請求人からご説明をお願いします｡」 I
I _ Il l
II '=*g"I , I

I （請求人） ’’
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l 「当該研究開発費は､本件の国外関連取引の対象となった製品を開発するために欠かせ’
、

0

1ない費用であることは認めますが､本件の国外関連取引との関係を再検討していたため､ ’
0

8

|これまで主張してこなかったものです｡請求人としては､少なくとも､原処分庁の計算はI
0

0

|無朧墓鰯鷲噸鷆?鰯f宣言筐欝驚’
0

0

1定金額やその根拠等を資料化し､証拠として提出したいと考えております｡」 I
0

，

！ （担当審判官） 1
0

0

1 「ありがとうございました｡この点に関しましても､ご主張いただいた点については理I
0

0

1解しましたが､原処分庁が検討するための時間が必要となりますので､なるべく早く主張！
O

U

I金額を算定し､併せて､証拠資料を提出していただきますようお願いします｡」 I
0

1

O

I

I 「続きまして、この点に関する原処分庁のご説明をいただきたいと思います｡」 ！
O

D

I （原処分庁) i
O

O

I

I

I 「請求人は､原処分に係る調査の際には､本件の調査担当者に対し､・・研究所は､本’
1

8

1件の国外関連取引の研究開発に関係している旨の説明をされておりました｡また､原処分i
O

O

lの際の計数も､請求人の担当者からの説明及び資料の提出を受けて算出したものです｡現I
0

0

1時点において請求人は､具体的な金額及びその根拠を提示されておりませんので､原処分I
0

1

0

0

1庁としては、請求人の分割要因が過大である旨の主張は認めることができません。その，
0

0

0

1

|旨､前記の主張に併せ主張書面を提出いたしますが､反証のための証拠提出については､ ’
0

0

1請求人から提出された書面や証拠等を検討してからということでお願いしたいと考えてI
0

0

1おります｡」 I
0

0

1 （担当審判官） I
0

0

i 「原処分の調査の際に､請求人の担当者からの説明を受けて算出した金額である旨のお’
0

0

0

0

'話しでしたが、その辺りの事情を確認できる資料はありますか｡」 I
0

0

0

0

1 （原処分庁） ’
0

0

0

0

1 「調査報告書に､その旨の記載があったように記憶しておりますが､証拠となるような！
0

1

｜ものかどうかを検討し､必要があれば､証拠として提出いたします｡」 ！
0

0

i (請求人) i

l 「ただいまの原処分庁のご説明に関し､発言させていただいてもよろしいでしょうか｡｣ I
0 0

i (担当審判官） i
O

I

O

I

’ 「どのようなことでしょうか｡」 ’
0
0 、

0

8

’ （請求人） I
1

0 O

I

I 「私どもは､原処分の調査の際には､誰一人として調査担当者が・・研究所には行かれI
1 0

1ていないと聞いております｡したがいまして､原処分の調査に立ち会った担当者が説明を！
0 0

iしたとしても､その金額は､経理等の担当者が､内容を確認せずによく分からないまま説I
0

0 、 0

0

1明したものか､●●研究所の担当者も、算定した金額が意味するところを理解しないままI
0

0

0

0

1回答した金額にすぎないものと考えます｡」 ’
’

一一一－－－ｰー一一一一一一■■■■■■－■■一一一一一ｰ－－－－ｰ一一一一一一一一一■■■■■■■■一一一■■一一一一一■■一一一－－－－－■■一一一一ｰ一一一一一一一一一一一一－－－－－－－－－．．－－－－－－－－－－－－ｰ－－－－ｰ－．．－－－－－－一
O
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F■■ーー一一一!■■ーーーー■■ーー■■ ‘■■ ！■■一・■’一一ーーーロ■ーーーー'■■ ’■p－－ー‘■■ ‘■■ー‘■■ ‘■■ ‘■■ ‘ﾛ■ー‘■■ー■■－1■■一一一一一‘■・ーｰ一一－一ーｰーーーー‘■■ ｛■D ■■一一一‐一一一‘■'---ーー‘■・ー‘■pー‘

i (担当審判官) |
0

O

0

I I

I 「先ほどの原処分庁のご説明で､請求人の新たな主張に対する主張は､おおむね理解し’
1 1

0 0

1ました。今後、書面の提出を待って、適切に審理させていただきますが、その際には、たI
l

O

O O

lだいま請求人からご指摘があった点を踏まえてご検討していただくようにお願いしまI
0 0

0

0 0
0

'す｡」| ~､ ._ ,_ ,__.__._､ ､ _. _.｡_､,.__ , .｡ ｡i ._._､ ･､ ､ ､ __ ､_ _ |
O

I OI

I 「ほかに、争点●に関し、追加してご説明いただく事項はございますでしょうか｡」 I
i _'_ .__~､_ .､"_ _,_ _ "_ __ _ . ." _ .J. _ _//- |

O

U I

O

‘ ・ ・ ・請求人及び原処分庁の双方から| n""'､/､'4"､､'"Jw､g'J'J%'､/J'､'~J､/q! ､''nD"Jv/IEz.･u-wL-/!' .L,L"""~of｣-I~｡ - - - |1 1
0i ｢RML*L7a-,EOIEow,-rD*WE"WHE_ jjifJ-gwJ--rb,7f-7fa==･d-_ , |

0

0 00 11 「承知しました。争点●についての主張整理は、以上とさせていただきます｡」 ，
| J､, 4 -:JE*eTm.grM=, |

0

0 8
0

1I ･ ． ．以下も、主張整理が続く ・ ・ ・

0| (2==IE) |
0

0 0
0

D O
I （留意事項）) !1

I
O

I 移転価格事件の場合には、請求人の代理人が計算結果を吟味しないまま、請求人にとつI
0

1

0
0

’ て有利な主張だけでなく、時に不利な事項についても主張してくる場合がある。このため、 ’
0 0

9
O

U

I 担当審判官及び分担者は、常に、請求人の主張が所得金額の計算に及ぼす影響を意識して、 I
| _､_L __ L. __._2_=__ __Jr ----~ '~.-~~､-- - . |

O

U| +aErz7,t"F,7､""z"-PM,,=.A,fs_z=L,､_ED=_J_z l
I

O OI 主張及び争点の整理を行う必要があることに留意する。 ，
U OO

O
O

I なお、当日の同席主張説明が長時間に及ぶ場合、担当審判官は、適時、休憩時間を取るこ’
わ 0

0| J-*､zE-d-zi_ !I O
O

I とも考慮する。 ，01
ーー■■■■ '■■----一一1■■ーｨ■■ 4■■ 4■■一一ｨ■■ーィ■■ー1■■ーI■■ 1■■ 4■■ I■■ 1■■一一一I■■－1■■ 1■■ー一一一一I■■一一一一ーーーーー1■■■■ー■■一一■■■■■■■‐l■■ｰｰ－1■■ I■■一一q■■ー‐ーｰーI■■■■一一ｰ一一一一Ⅱ■

【主張の追加、変更について】

前記の発言例1－5は、請求人が、原処分の調査や再調査の請求の際に主張していない理

由を、審査請求において初めて主張してきたものとして発言例を展開している。

担当審判官が、事件に関する実質審理を行う範囲については、次の点に留意する。

イ請求人が再調査の請求段階等で主張していない理由を審査請求段階で初めて主張してき

た場合にも、その主張を原処分庁が認めた（争わない）場合でない限り、争点として審理の

対象とする。

ロ原処分庁が再調査の請求段階等で主張していない理由を審査請求段階で初めて主張して

きた場合にも、原則として、争点として審理の対象とするが、原処分庁が行った不利益処分

（原処分）には理由を付記する必要があるため、理由付記の観点から、原処分庁の主張の追

加、変更には制約がある。

ところで、法の改正により、不利益処分を行う場合には、青色申告等の場合に限らず、全

て理由付記を行うこととされたが、審判所としては、今後、最高裁判所において否定的な考

え方が示されない限り、これまでの考え方を基本的には変更するものではないことに留意す

る。

したがって、処分理由の差替えについては、これまでの基本的な考え方が維持され、 「原

処分庁に新たな主張の追加や変更を認めたのでは、更正処分等の理由付記制度を全く無意義

ならしめるような場合、又は、これを認めることが納税者の正当な利益を害するような特段
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の事情がある場合以外は」処分理由の差し替えが認められることに留意する。

ハ担当審判官が新たな課税等要件事実を把握した場合には、合法性の原則（課税等の要件

が充足されている限り、租税を減免し、又は租税の徴収を免除することは許されず、法律に

定めるところにより税額を賦課徴収しなければならないとする原貝ﾘ）からすれば､担当審判

官が、 自由に租税を減免することは認められない。

このため、担当審判官が新たに把握した事実が、①請求人に有利な事実である場合には、

請求人に事実を告げ､原処分庁に反論､反証の機会を与えた上で､審理の対象とする一方で、

請求人に不利な事実である場合において､②それが主文に影響する場合には､請求人に反論、

反証の機会を与えた上で、審理の対象とする、また、③それが主文に影響を与えない場合に

は、影響を与えないことが判明した時点で、その点に関する調査審理を速やかに打ち切り、

審理の対象としない（議決及び裁決の内容に取り込んだ場合には、余事記載となる｡）こと

に留意する。

ー一一■■■■■■ーー■■一一一一一'■■一一一1■■■■■■ー■■■■■■ー■■ー■■ー一一1■■一一一一一一■■ーｰｰ一－一一■■■■ー■■－1■■ ■■■■一一ー‐－－ー一一一ー一一ー■■ーｰー■■ー■■ー一一一一一一一一一ー■■ー一一－一一一■■ー■■

0

1 【担当審判官の発言例（1－6)】
O

I

I （請求人からの説明の求め） ，9

O
I

I （担当審判官） ，
I

I

O

O
l

l 「続きまして、過日、原処分庁に対して、本日追加して説明をお願いしたい事項につい’
0

1
0

0

1ての書面をお送りいたしましたが、これは､請求人からいただいた説明を求める事項のう I
0

0
0

1ち、担当審判官としても原処分庁にご説明をいただくべきと判断したものです｡」 I
O

0
I

O
O

I 「それでは、原処分庁にお尋ねします。原処分庁は、答弁書の●において、『・ ・ ・と解I
0

0
0

|されている｡』と記載しておられますが､解されているとする根拠､例えば､裁判例や学説i
O O

O
O

O

Iなどがあるのでしょうか。この点についてご回答をお願いします｡」 I
9

0
0

0
0

1 （原処分庁) |
O

O

O

O
O

I 「その点については、東京高裁平成●年●月●日判決において、『・ ・ ・』と判示されてI
0

0
0

1
0

Iいるほか、租税法の学者である○○先生も『(著書名)』の中で、『・ ・ ・』と述べられていI0
0

0 ． ．
｡

O
I

O

|ます。いずれも、後日、証拠として任意提出いたします｡」 I
Q

O
O

O
O

I （担当審判官） ’
0

0

0
，

1 「分かりました。よろしくお願いします｡」 I
O

O

O

O
O

I 「請求人の方で、ただいまの原処分庁の回答に関しまして、何かお尋ねになりたい点はI
U

I
I

O

lございますか｡」 I
O

O

I

I
I

1 （請求人） ’
0

8

0

0
0

1 「いえ、特にありません｡」 I
O

I

I

O O

I （担当審判官） I
I

O

O
O

I 「請求人及び原処分庁から事前にいただいた説明を求める事項に対する説明は、以上で’
○

0
0

0
0

1す｡」 1
0

0

，

＝■■■■－－－－-一一ー一一■■一一ーー‐一一一一一一一－一■■ーー一一一一一－一ｰｰ一一一一一一一一一■■■■一一■■ー■■－－ｰ一一ｰ一一一一一一一一-一一‐一一一ー－－ーーー■■■■一一■■■■一-一一－－一一一一－一一一一ーｰ一一■■一一一一一-一一
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r一一一＝一一‐ー《■’ ■■ー■■■■ ‘■ロー‘■■ ‘■■■■■■ ‘■■ !■■ !■■■■ 1■Dー'■■－1■■ ’■■■■一口■一一一一-－，■P一一一一‘■ロ Ⅱ■、 ■■・■’一一一一一一ー■ロ ‘■■ー’■、ｰ‘■■ーー‘■■ ‘■■ ‘■■ー‘■． ‘■・ｰ‘■■ｰー

I （留意事項） ｜
｜ 当事者から説明を求められた事項が複数ある場合で､担当審判官が､その一部の事項にっ｜
｜ いてのみ説明を求めるべきと判断した場合には、当日の混乱を回避するため、説明を求めな’
I O
I O

I い事項について、あらかじめ当該当事者の同意を得るよう調整する必要がある（なお、同意I
I O
O O

I が得られない場合､説明を求めることが相当と認める事項についても説明を求めないこともI
I U
O D

I あり得る｡）ほか、説明を求める趣旨が明確でない場合にも、直ちに不採用と判断するのでI
0 0
0 0

1 はなく、その趣旨を明確にした上で判断する必要がある。 i
し4■D－1■■一!■■一一一一‘■■－－－‘■ロ ‘■■－－－－－－－－－1■■----1■■ !■■ !■■一!■■ !■■ !■■－－－‘■■一口■D ｛■D－1■・－‘■■－■■－－■■ ‘■■ ‘■■ ‘■■－1■■ ‘■■ !■■－－－’■ロー・■、 ‘ﾛ■－－－－－■■ {■■ ‘■■ ‘
0 0

(6) 当日に原処分庁に対する説明を求められた場合の対応

請求人又は参加人の原処分庁に対する質問（発問権）は、口頭意見陳述（法95の2）の手

続において定められたものであり、同席主張説明においてこれを認める明文の規定はないが、

前記3性)ロのとおり、あらかじめ請求人又は参加人が原処分庁に説明を求め、かつ、担当審

判官がこれを相当と認める場合には､担当審判官を通じて原処分庁に説明を求める運用を行

っていることに鑑み、その申出が同席主張説明の当日に行われた場合であっても、その説明

が担当審判官においても必要と認める場合には、担当審判官は、原処分庁に対してその主張

に関する説明を求めるものとする。

なお、原処分庁がその場で回答できない事項については、後日、口頭又は書面により回答

を求める。

（留意事項）

同様に、あらかじめ原処分庁が請求人又は参加人に説明を求め、かつ、担当審判官がこれを

相当と認める場合には、担当審判官を通じて請求人又は参加人に説明を求める運用を行って

いることに鑑み、原処分庁からの申出が同席主張説明の当日に行われた場合であっても、その

説明が担当審判官においても必要と認める場合には､担当審判官は､請求人又は参加人に対し

てその主張に関する説明を求めるものとする。

0 0
Fｰ■■ー■■■■一一一ｰ一一一一一一一一一■■ー■■■■一一ｰーｰー■■ーー■■■■■■■■■■一一一一ｰ一一一一一一■■ー■■ーーー■■一一一一-一一一一ｰ一一一ｰー一一■■ー■■■■‐ーー■■－■■一一！■■－－一一一■■■■一一一ｰ■■－－－－■■■■－

｜ 【担当審判官の発言例（1－フ)】 ’
0 0
0 0

1 （当日に原処分庁に説明を求められた場合） ｜

｜ 「続きまして､先ほど､請求人から､原処分庁に説明を求めたい事項についてのご発言｜
|がありました。合議体で協議した結果、当日のご依頼ではありますが、担当審判官としてI
0 0
0 0

1は、▲▲の点については、本件の争点に関係しないものと考えますが、●●の点についてI
0 1
0 0

1は､原処分庁からご説明をいただくのが相当であると認めます｡請求人にご異存がなけれ’

|ば･･の点について原処分庁にご説明を求めたいと思います｡」 ’
1 ． ． ． （請求人の同意） ・ ・ ・
0 1
0 0

0 0
O

I

I 「それでは、原処分庁にお尋ねします。原処分庁は、 ・ ・ ・について、どのようにお考I
0 0
0 0

|えでしょうか。ご説明をお願いします｡」 ｜
ｰーI■■ｰ一一一ー一一一一ー一一一■■ーーー1■■ーー一一－一■■一一一■■ー■■一一一一一ｰ一一ー一一一一■■■■■■一一‐■■一一一一ｰ一一一ー一I■■ー■■■■一一一一ー－－－■■■■ー■■一一一一-一一ー■■ー一一一一一ー－－－■■‐一ー一一一■■一
1 0
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Fｰ一一‐ｰ･■' ‘■■一一一・■1－!■｡ ‘■、－1■■ {■■ー!■■ー!■■ ‘■■一一一■■ー'■■ !■・ ‘■■ー■■ー‘■■ー‘■・ーー一一一一ｰ・■・一一一一､■ロ ,■■一一一一一一一一一一－－－ー｛■・ー・ﾛp一一一,■■ー‘ｰq■D一一ー・・・ ！■p－－p■一一一

｜ ・ ・ ・原処分庁の説明・ ・ ・ ’
0 0

1 「ありがとうございました｡なお､本日､原処分庁からご回答をいただけなかった事項i
O 1

0 0

1については、後日、口頭又は書面により担当審判官まで回答をお願いします。また、そのI
0 1

0 0

1回答内容につきましては、審判所から請求人にお伝えしますので、よろしくお願いしまl
I O

O I

Iす。また、回答は、●週間以内にいただくようにお願いします｡」 I
0

0 0

0 0

1 （留意事項） ’
0 0

0 ’

’ 担当審判官が､一部についてのみ原処分庁の説明を求める場合に請求人の同意を得ると I
0 1

I しているのは､議事の進行を円滑にするためであり､原処分庁に説明を求めるか否かは､飽I
0 0

O I

I くまでも担当審判官が判断することに留意する。 ’
0 I

O O

I なお、明らかに許容すべき事項である場合を除き、合議体等の協議は、一度退席し､別室I
O I

O O

I で行うことが望ましいが、その場合には､分担者が会場に残るなど､会場に審理関係人だけI
I O

I I

I を残すことのないよう配意する。 ’
0 0

0 0

1 また､後日に回答する場合の期間については､その内容に応じ､おおむね'～2週間とす！
●

0 0

1 るが､この場合の期間は､答弁書の提出(法93①)及び反論書等の提出(法95①②)に規定1
1 0

0 0

I する「相当の期間」を定めるものではないことに留意する。 I
L－－－.｡‐．ローーロ．－－－－－－．．－－－‘ﾛ.－－－－‘..－｡．‐..－－－－－－－－－－－－－．.－．．－－－－－－－－－－－－－－－－－‘.. ‘pD-..一一一一.．．｡－．.．､－，－．．．－－－－－一一一一一一‘ﾛ.－－－－－－－－－．． ‘ﾛ.．･･、－－－

(ﾌ）議事が円滑に進行できなくなった場合の対応

担当審判官による議事の進行は、出席者の協力を得て、円滑に実施できることを旨とする

が、円滑な実施ができない場合も考えられる。

担当審判官は、同席主張説明を実施するに当たっては、あらゆる場面に対応できるよう、

議事が円滑に進行できない場合も想定して、その場合の対応要領等についても、あらかじめ

検討しておくことが望ましい。

0‐ｰ一一‘■D ･ﾛ。｡ｰ－1ロローー・・ー‐一一ｰー・・一一・・一一・・－一一ー‐--1口D ‘ﾛ｡ '■､一一一・・ー・ローーーーー･ローーー・・一・・・ローーーー一・・一ーーーーーｰーーｰ・・・・・・一一ーーｰーー一一一‐・・一一一ｰ一・・--ーー一一・・一一‘ﾛ,一一一一

！ 【担当審判官の発言例('-B)] i
O O

I （請求人が同様の主張を繰り返す場合) i
O O

I 「その点のご説明､ご主張は先ほどから既に何回もお聞きしております｡請求人にご認
0 0

O Q

l明いただいた内容は､審判所も理解しましたので、ほかにご説明いただく点がないようでI
0 1

O U

Iあれば、議事を進めさせていただきたいと思います｡」 I
0 1

O I

I （請求人が争点や主張と関係しない事項について意見を申し立てた場合） ’
0 0

0 0

1 「ただいまの請求人のご発言は、本件の争点や主張には関係しないものと思われます。 ’
0 0

0 I

|新たなご主張ということであれば､本日の手続終了後にお聞きするか､後日､改めて書面！
0 0

1等を提出していただく必要がありますし､また､そうでない場合には､この場で議論する！
0 0

D O

Iべきものではないと考えますので、話を進めていただきたいと思います｡」 I
U I

O O

I （請求人が審判所の調査及び審理に対する意見を申し立てた場合） ’
0 0

0 I

｜ 「ただいまの請求人のご意見は、貴重なご意見として承りますが､本日の手続の進行に直｜
■■一一一一■■ー■■一一一一一-一一■■一一■■一一一－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一■■一一一一一一1■■－1■■＝---■■■■ーー■■ー■■一一一■■ーー－－－一一一一一一ー一一一一ｰｰー一一一一一■■－一一一一－一一一‐ー一一一一一

0 0
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|接関係するものではありません。いただいたご意見を踏まえた上で今後の調査及び審理I
| I

I

|を進めますので､話を元に戻させていただきたいと思います｡」 I
I I

l

OI ,､n"=4zRR==4-ILU !T_, !$-&"､u_4｣g , |
l （当事者間で直接やり取りを始めた場合) |
I II I

O

I 「冒頭にご説明いたしましたとおり、同席主張説明の場で、当事者双方が直接ご議論して！
I I

0

0 9

1いただくことはできません。当事者間で直接議論等をすることはおやめください｡」 I
I I

I

O ) iI （双方の見解が食い違い、堂々巡りになってきた場合） I
OO O

Q

I 「お聞きしておりますところ､請求人のご主張は●●である一方で､これに対する原処分i
| - - - - - -~ - II I

I庁のご主張は▲▲ということです｡この点について､双方に主張の相違と申しますか､対i
| |l O

I

l立があるということが、審判所としても理解できましたので、今後、それぞれのご主張のi
IO O

I

l相違点や対立点を踏まえて調査及び審理を進めたいと思います｡それでは、この点につい｜
●

00 0
0

1てのご説明は、これまでとさせていただいて、議事を進めさせていただきたいと思いまI
0I , I

0

8 0

'す｡」 I
0 0
0 0

1 （審判所の見解を求められた場合） 1
00 0

1 「審判所としての判断は､本件についての調査及び審理を終了した後､最終的な判断を裁I
I _ _ _ _ _ II O

O

l決書でお示しすることになっております。本日の同席主張説明の場を含め、原則として、 ’
00 0

0

1調査、審理の途中段階で、法令の解釈に関するものであれ、証拠の評価に関するものであI
0I Y_ 2､=-~~"-__-_J"_-"_､ ､､_j_ ,,､_n_､､ , _~_= ､_sf_"ra""_J,_~E-､ . ､ E_ ,__ _ I

0

0 I
lれ、心証の開示を行うことはありませんので、ご理解をお願いします｡」 I
OI ,.0.--""-.0..,-=_="==_､""_._,､, m ."= ､ I

U

D 9
I (当事者が審判所の議事の進行に従わない場合) |
00 ｡ I

0

1 「冒頭にお願いしましたように、○○さんは、担当審判官の議事の進行に従ってくださ’
IO O

I

Iい｡当方の議事の進行に従っていただけないのであれば､同席主張説明を続行することはI
0 0

1できません｡この場合､大変残念なことですが､手続を打ち切らざるを得なくなりますのI
0 0

0

0 ､ 0
1で、この点もご考慮いただき、担当審判官の議事の進行に従ってください｡」 I
I I

I

I| ,==-aE==ggnm､-&-&~-LHT-,g , I
I （同席主張説明の手続を打ち切る場合) |
OO O

O

1 「○○さんには、どうしても議事の進行に従っていただけないようです。大変残念です1
10 0 ･ 0

0

1が、これ以上手続を続行することはできませんので、本日の同席主張説明は、これをもつ’
I I

0

0 ， I

'て終了させていただきます｡」 ’
0－－1■D－■■一一一一一一一一一一一一－一一一一■■一一一一■■－－－1■p－－－－－－■■■■一一■■一一一一一■■一■■■■－■■一一一一－－－1■、--1■、－－－一一一一一一一一一一一一一■■■■一一一一一－－－‘■ロー‘■D－－－－-一一一一一一一

(S) 同席主張説明の終了等

事前に当事者双方に対して説明を求めた事項を含め､事件についての主張及び争点の確認、

整理など、予定した項目についての議事を全て終了した場合には、担当審判官は、同席主張

説明の終了を宣言する。

ー一一一一■■ '■■一一一一一1■■ーI■■ｰ』■■ I■■－1■■ I■■ー■■■■ー‐一一一一一1■■－－ー1■■一一一ーー'■■ ‘■■ '■■ I■■ 1■■一一一I■■ー■■■■ー■■ーI■■ I■■■■■■一一■■ I■■■■■■■■＝一一■■ー一一一一‐ｰー1■■ー1■■ー

｜ 【担当審判官の発言例('-g)] |
I O

I （今後の予定の聴取） I
l O
I I

I 「折角の機会ですので、審理関係人の皆様から、本日の結果を踏まえて、今後の渭加主’
一■■ー■■ー■■ー■■一一一＝ｰ‐一一■■一‐一一一一■■－－ー■■■■■■ー■■ーー■■一一一一一－1■■一一一一－一一一一一一一一一一－一－一一一一一一■■■■■■■■ー■■ー■■一一一一一一一－一一-一一一一■■ー■■ー■■一一一一一－一-一一－
0 8
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『I■D 1口ロ ‘ー！ー‘■■ｰ‘ー‘ﾛ■一一一‘一一一ー‘■Dｰ‘■、一一一一一q■・ーｰ一一一一一－－一一口■ !■■ ‘■■ー‘■■ー‘■■ー■■ ！■■■■ー‘■■ !■■一一‘■■ー‘■■一一一一一一－－－‘■■－－ｰ－1■■ ,■■ ‘■、 q■p q■p ｲ■・ ‘■、ー一－一

1張等のご予定や､証拠の提出､閲覧申請のご予定等の有無についてお聞かせいただければiO
8 ，

6

0 0

|幸いです｡」 I
0 0
0 0
1 ． ． ．当事者双方からの申立て・ ・ ・ D

I -. " H'=~-､" .- - - ' --､- I
D

o ･ 00

1 「今後の手続の流れですが、本日の結果及びいただいたお話しを踏まえ、近々に、これI
I I

I

O

lまでの審理の状況と今後の大まかな予定をまとめた審理の状況･予定表を､双方に洪付さI
I I

0

0

1せていただきます。また、後日、本日の結果を踏まえ、修正後の争点の確認表もお送りしI
I l

O

O O

lますので、それぞれ内容をご確認ください｡」 I
I

O O
O OO

I 「私どもは、引き続き、簡易迅速かつ公正な審理の実現に努めて参りますが、その実現I
0 0

0

0

1のためには､皆様のご協力が必要不可欠であります｡今後ともご協力いただきますようおI
0 0

0

0 0

1願いします｡」 ，
I

O O
O O

I （同席主張説明の終了） ’
0 0
0 0

1 「以上で、本日私どもが予定しておりました議事は全て終了しました｡」 I
O O

O

O O

I 「ほかに、何かお気付きの点や、付け加える必要のある点はございませんか｡」 I
| - - -- I

I

Ol ... _ _ _ _._ _ _ _ __ =____ _ _ _ I

I 「・ ・ ・ないようですので、以上をもちまして、同席主張説明を終了いたします｡」 ’
I - R ･ . -- -- -~- -- - - . -. . .~-~~~- -..~----" - - - -" -' ''- I
0I _ I

O ) |I （留意事項） I
I I

U

O

i 手続終了直後の当事者の率直な意見を聴くためには、いずれかの当事者を別室に案内し、 I
I I

O

O

I 請求人と原処分庁を隔離することにより、当事者双方が自由に発言できる場を確保した上I
O 0

I

O O

I で、意見を聴くことも有効である。 ’
0

0

0 00

｜ なお、同席主張説明の際にも、当事者双方から、今後の反論書又は意見書の提出予定や、 ’
0 0

0

0

0

’ 証拠の提出及び閲覧申請の予定等を聴取するが､この場合に､当事者双方からその後の審理I
0 00

0

1 手続の予定を聴取する行為は､担当審判官が法第97条の2《審理手続の計画的遂行》の規定i
I I

O

I

I の履行を宣言して行うものでない限り、同条の規定に基づく意見聴取には該当しないことにI
I I

O

II Er,=fzn_- I

I 留意する。 ’
0

0

1
‐一一一ｰ－－ｰーｰｰｰｰー一一一一一一一－一-一一一一一一ー■■■■ー■■■■ー■■ー■■ーー■■■■ーー■■ーー■■ー一一一‐1■■ー1■■一－一一一一一－一■■■■ｰ■■一一一一ｰ一一一一一一ーー－－ｰーｰ一一ー一一一一一一一－一一一一一一一一一一■■■■■

同席主張説明の実施後の措置

「審理の状況・予定表（32

5

(1) 「審理の状況・予定表（32号)」の作成

担当審判官は､前記4(5)へにおいて確認した当事者双方の意思を勘案して、同席主張説明

実施後遅滞なく、参加審判官及び法規・審査担当者とも協議した上で、 「審理の状況・予定

表（32号)」を作成する。この場合において、分担者は、審査事務提要第2編第5章第4節

《審理の状況･予定表》1《審理の状況･予定表の作成及び送付又は交付》の定めに準じて

処理する。

なお、 「審理の状況・予定表（32号)」に記載する議決及び裁決の予定時期を具体的に示す

ことができない場合には、同表の該当箇所に「議決・裁決（原則1年以内を目途)」 と記載

して差し支えない。

32



第1章同席主張説明

(2) 記録の作成等

担当審判官は、 「同席主張説明実施事績書（137号)」を作成する。

【口頭意見陳述及び審理手続の計画的遂行との関係】

担当審判官と当事者双方とが一堂に会する機会としては、この同席主張説明のほかにも、

法第95条の2《口頭意見陳述》の口頭意見陳述及び法第97条の2《審理手続の計画的遂行》

の審理手続の申立てに関する意見の聴取がある。

同席主張説明においては、①一方の当事者が他方の当事者の主張について説明を求めるこ

とができ、また、②今後の主張の予定の有無や証拠書類等の提出の有無、更にはそれらの予定

時期等についての確認を行うことからすると、この同席主張説明は、①について口頭意見陳

述及び発問権の行使、②について審理手続の計画的遂行における審理手続の申立てに関する

意見の聴取を補完､代替する機能を有するものである。ただし、口頭意見陳述の申立てがあっ

た場合には、担当審判官は、その機会を設けなければならないことに留意する。
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第2章審理手続の計画的遂行

【関係法令等】

| gsiigg'l" |--･-----･------------------･----------------･･-----------･---･-･･--------,■ﾛ■ー‘■■ ‘■■ー！■■ーーq■■ー一一ーーーー 0
0

｢-I 国税通則法 |--------･･-･･--･･--･･-････-･･----･･････-･･-･･-･･--------････-････--･･--･･．.~~~…~~~~~..~.~~~~~~~~~．~..~~~~~~-~|l L･ﾛ. ､ﾛ､－．｡. ‘＝－．-. .口.－－－.･･･■･････ﾛ･I
D

8

1 （審理手続の計画的進行） ，1

0

0

0

1第92条の2審査請求人、参加人及び次条第1項に規定する原処分庁（以下「審理関係 ’
0

0

0

0

0 1，人」 という。 ）並びに担当審判官は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理におい ’

0IT､ *BHIcw]-j-z&M)IE､="¥"oDFImH<]'thiEfTamMRw',wfem,｡ |
0

0 0
0

1て、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。
0

0i (pggg%M") !
O

O I
O

I （口頭意見陳述） ，
O

I

O

'第95条の2審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、担当審判官は、当該申立て！
I

I

O

O

I をした者に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならな’

O O
U

O q.__" _~____ . ___" ____ __ !
0

0 ･ 0
0

1 い。 ’1

0

8

1 2前項の規定による意見の陳述(次項及び第97条の4第2項第2号(審理手続の終結）におI
I

O

I

D

O

I

I いて「口頭意見陳述」という。 ）に際し、前項の申立てをした者は､担当審判官の許可を得I

0| -<､=g=*lc"5¥#IEggL､Fw>jTIEMx､RRMw-5EM"=5｡ !
0

0 0
0

’ て、審査請求に係る事件に関し、原処分庁に対して、質問を発することができる。
0

i (=iMII="=m*gH) !
0

1| (:EML="¥MEM) !
0

I （証拠書類等の提出）iEM&=*¥fAUHM,nAH. =rFM=*FvH.､,,"ixfH_I+z-M､f;z: !
0

'第96条審査請求人又は参加人は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。1 ，8 ，O
I

O

I

O

I 2原処分庁は、当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を提出することがで’

1 0
0

0 0
0

i きる。
0

0

0

0
O

Q

l 3前2項の場合において､担当審判官が､証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件i
O

O
I

I を提出すべき相当の期間を定めたときは､その期間内にこれを提出しなければならない。 i
O O

e

O

O O
O

I （審理のための質問、検杳等） ’
0

0

1

1第97条担当審判官は､審理を行うため必要があるときは､審理関係人の申立てにより､又はi

O| "tG､ IMEjg'%fT"w-5z":-"5｡ !
0

0 B
O

I 職権で、次に掲げる行為をすることができる。
0

Ii -¥g"M､L<MwUM=xIj:""hEwM==MERM-aE&｡ |
D

ロ 0
0

’ 一審査請求人若しくは原処分庁又は関係人その他の参考人に質問すること。0 0
0

1

0

0

0

0

： 二前号に規定する者の帳簿書類その他の物件につき、その所有者､所持者若しくは保管i
I

O

I

O

O

I 者に対し､相当の期間を定めて、当該物件の提出を求め、又はこれらの者が提出した物件！
0 0

0

0 0
0

1 を留め置くこと。| =2,g.HgfH-zi*IME"=MF"I"7#MIMs+x-" !
●

． 0

0 0
0

’ 三第1号に規定する者の帳簿書類その他の物件を検査すること| =¥'5I"rj-5=''IE"=wDIMwMI"-j-5E&｡ i! m"*MF.""~zi-L I
0 00

0 00 ，
0

’ 四鑑定人に鑑定させること。| ,~- "" |
0

1 8
0

’| 2~5 [."] |
1 2～5 〔省略〕| ,ws=",,､=","s, |

O

l 0
1 （審理手続の計画的遂行） ，

I

D

I

'第97条の2担当審判官は、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又I

｜ は錯羅しているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行｜
｜ うため､第95条の2から前条第1項まで(口頭意見陳述等)に定める審理手続を計画的に遂’
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I 行する必要があると認める場合には､期日及び場所を指定して､審理関係人を招集し､あら1
0

0

1 かじめ、これらの審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。 i
0

I

i 2担当審判官は､審理関係人が遠隔の地に居住している場合その他相当と認める場合には､ ’
0

1

0

0

｜ 政令で定めるところにより、担当審判官及び審理関係人が音声の送受信により通話をするI
0

0

0

0

1 ことができる方法によって、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。 ’
0

D

I

I

I 3担当審判官は､前2項の規定による意見の聴取を行ったときは､遅滞なく､第95条の2か1
0 、 0

｜ ら前条第1項までに定める審理手続の期日及び場所並びに第97条の4第1項(審理手続のI
O I

I 終結)の規定による審理手続の終結の予定時期を決定し、これらを審理関係人に通知するI
0

9 、

O

O

I ものとする。当該予定時期を変更したときも、同様とする。 ’
0

1

0

1

I (審理関係人による物件の閲覧等) i
O

B O

O

i第97条の3審理関係人は、次条第1項又は第2項の規定により審理手続が終結するまでのI
O

0 I

I

I 間、担当審判官に対し、第96条第1項若しくは第2項(証拠書類等の提出）又は第97条第1 1
0

0

O

I

I 項第2号(審理のための質問､検査等)の規定により提出された書類その他の物件の閲覧I
O O

i (電磁的記録にあっては､記録された事項を財務省令で定めるところにより表示したものI
0

0

0

1

1 の閲覧）又は当該書類の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面のI
0

ヶ ■

0 ．
0

1

1 交付を求めることができる。この場合において、担当審判官は､第三者の利益を害するおそ’
O

B

O

O

I れがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒I
I I

O

O O

i むことができない。 I
0 0

1 2～5 〔省略〕 i
D I

i （審理手続の終結） ’
00 0

0

1第97条の4担当審判官は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものI
I ･ I

O

8 9

1 とする。 I
IO O

O

l 2前項に定めるもののほか､担当審判官は､次の各号のいずれかに該当するときは､審理手I
I I

O

II ,_n_ ､ ,"_,,_ ､ __ = ､ _.､ ___ ___ I

I 続を終結することができる。 0

0

00 0
0

1 －次のイからホまでに掲げる規定の相当の期間内に、当該イからホまでに定める物件がI
0 0
0 0
0 0

1 提出されない場合において、更に一定の期間を示して、当該物件の提出を求めたにもかI
I I
O O

I O

I かわらず、当該提出期間内に当該物件が提出されなかったとき。 I
I I
O O

I - ･ . - .- --- .--- - -- --- - -- - I

I イ第93条第1項前段（答弁書の提出等） 答弁書 1
1 0
0 0

0

1 ロ第95条第1項後段（反論書等の提出） 反論書 1
0 ､ 0
0 0

0 0

I ハ第95条第2項後段参加人意見書 1
00 0

． 0

1 二第96条第3項（証拠書類等の提出） 証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物I
I I
O . I
0 0

0

件 10

0

0 ･ 0
0 0

0 0 0

1 ホ第97条第1項第2号（審理のための質問、検査等） 帳簿書類その他の物件 I
OI - -- - -r - . . . - -- - - ..~ - - - .- - O:l 0

1 二第95条の2第1項（口頭意見陳述）に規定する申立てをした審査請求人又は参加人が、 I
O O
O O

O O

I 正当な理由がなく、口頭意見陳述に出頭しないとき。 I
I II O

O

l 3担当審判官が前2項の規定により審理手続を終結したときは、速やかに、審理関係人に’
’
－－－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一■■－－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一■■－－－■■一一一一一，■■－－■■‐■■一一一一一■■■■■■■■－■■ '■■一一一■■－－－ｰ一一－一一■■ーーーー一一■■－－ーー

0
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0 0
0

1 対し、審理手続を終結した旨を通知するものとする。 ’0

I

L－1pp．.－‘ﾛ．一一‘－－－1．，－－－．.,一一一一一一一，.p 、.,－－－－1pP ．■p－｛■p 1口． !■ロ ‘ロローーー‘■｡■■一ロローー‘■ロロロ !■ロー‘■■ロローーロロー一一一一‘■ロロロ ！■ロー－．■b一一一一！■D－－－q■p－－－－－‘ロローーーーーー

ーq■■ q■■ーq■■ー－－－ーq■■ーーq■■ 4■■ーーq■■ーー■■■-

I ,="-､=R.,_..=__ !
r－l 国税涌則法施行令 ｝---------------..---------------------------------------------..--皇------------------‐ 0

1 0－－－‘.．一一､.､－－－－－．｡.－－－－－．ﾛ．－，I --~.-------~~~~----.. l
I

I 0
0 I

I （通話者等の確認）I ’|10 0

’第35条担当審判官は、法第97条の2第2項（審理手続の計画的遂行）の規定による意見の｜
I - = - -=- -- - --･- I

1

0 0
0 0

1 聴取を行う場合には、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。
L一一一一一一,.、－－1．．－－‘.．－4．，－－－‘.． ‘.．一一{.． !.． ‘.．－‘.■ ‘■■ !■■一一一一‘■■一一一一一一!■■－－－－－－－－－－－‘ﾛ■・■，－－－－－－－■■■■ !■■-‘■■ ‘ﾛ■ ‘■■一一一一一！■p一一一一一‘■■ q■， !■■ !■■ !■

1

0

－ーーーーー0■■－－ー･■●一一ー一一ーq■■｡■■ーーq■■ー｛■■－－－0口■一一0■■0■■ーーーー一一ー■ﾛ■一ーーー｛■■・■■ ’■■勺

『-｜ 不服審査基本通達(国税不服審判所関係） ﾄｰｰ.--.-------....-------------…－，
0 ) i
0 0
O L一一一・口. ‘ﾛ･･ﾛ､､ロローーーー一･･･一一･口.一一・口｡｡･･一・・・一一一！■･一･･･ ･口.｡■････一一一一一一一・口････－．．．－－－－口｡ I

’ （審理手続の計画的遂行が必要であると認められる場合） I
OO O

O

I 97の2－1 法第97条の2第1項の「審理手続を計画的に遂行する必要があると認める場合」 ’
0

| - . - . - - - -- . . . . - -. - " -･-.~~---- -~". .- - -- -~､.~. ~, I
■

0 0
0

1 とは､例えば､次のような事件で､審理手続に要する期間が長期間に及ぶことが見込まれるI
0I __ I

0

0 0
0 I

｜ 場合をいう。 ，0
0 0

0

0 0
1 （1）争点が多数ある事件 I
O O

O

そう’ 0
0 0
1 （2）事実関係が錯綜している事件 1
0 0

0

1 （3）審理関係人から提出された証拠書類等が膨大にある事件 I
O OO
O O
I は）証拠又は資料の収集やその検討に時間を要する事件 I
I - -- - - - - - - I

O

I r,ix=r=xm/f4=fzL_"H,zl_-､ I
O O

I （必要な審理を終えたと認めるとき）) |
10 0

0

I 97の4－1 法第97条の4第1項の「必要な審理を終えたと認めるとき」とはl .~~~.- -.- --'--=､ - -~~~~. -~ '....-~~.'､ . .~.--"---､-､､-'-､ .~..~'-"､r~ I担当審判官及I
DI OI I

i び参加審判官が、当該審査請求に係る事件の調査及び審理を行い､合議により、当該審査請I
0

0
0

1 求に係る事件について令第36条((議決))に規定する議決をするのに熟したと判断したとI
0I -._-､ ､= I

0

0 I

｜ きをいう。 ，U
U

OO O

i なお､担当審判官は､審理関係人から審理手続を終結することを求められたとしても、こI
l - - - --- - -~ . 1I OO

l hl7-kf,.Fz¥#,+f>,,､s-LI-"=-J=z i

I れに応ずる義務はないことに留意する。! ---- -~~~-. -- I
0

0

0 0

0 ) !
U O

i （審理手続を終結した場合の効果） I
OO OI

I97の4－2法第97条の4第1項又は第2項の規定に基づき担当審判官が審理手続を終結しI
0

0
0

1 た場合には､審理関係人又は担当審判官は､例えば､次の行為をすることができないことにI
00 ，0

1 留意する。 I

I

I

OO OI

I （1）答弁書の提出（法第93条第1項) !
0

0

0

0

＄

I （2）反論書の提出（法第95条第1項） l
0

I

I

O

O

I （3） 参加人意見書の提出（法第95条第2項） ’
0

0

0

0

0

1 （4） 口頭意見陳述の申立て（法第95条の2第1項） ’
0

0

1

0

9

I （5）証拠書類等の提出（法第96条第1項及び第2項） I
0

U

I

I

I （6）審理関係人による担当審判官に対する質問・検査等の申立て（法第97条第1項） I
I

I
O

I （7） 担当審判官による質問､検査等(法第97条第1項第1号から第4号まで)及び国税審判’
0

0

O

I

I 官等に対する質問、検査等を行わせるための嘱託等（同条第2項) i
O

I

I

O

O

I （8） 閲覧請求又は写し等の交付請求(法第97条の3第1項） ｜
O
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0

37



第2章審理手続の計画的遂行

Fq■・ーー一一一ー・■・ ‘ーーーーーー‘■ローーーーー‘■ロ ‘■ローーーーー！■ローー！■■ーーⅡーーーー・I■, q■・ーーー‘ーーーー‘■ローq■・ーーーーーーー,■ローー,■・ーーーーーq■，ーーーーー一一一’ーー｛ーーー一一一ーーーーーq■。 !ーーーーー

1 （9）審理関係人の主張の追加､変更又は撤回 ：
0

0

0

0

0 0

I （注） 担当審判官が審理手続を終結した後であっても、審査請求人は､法第110条第1項(( ｛
0 0

4

0 0

不服申立ての取下げ)）の規定に基づき審査請求を取り下げることができることに留意！
0

0

0

0 0

0 0

0 O

する。 ’
0 0

1 1

1 1

1 1

’ （審理手続の終結） ，
I

O

l l

O

I97の4－3審理手続は、法第97条の4第1項又は第2項に該当すると担当審判官が判断す!
0 0

O 0

I O

I ることにより終結することに留意する。 ’
9

0

0 0

0 0

0

｜ なお、法第97条の4第3項の「通知」は、書面により行うものとする。
I

O

O
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【事務フロー：審理手続の計画的遂行】

審理手続の計画的遂行計画的遂行

担当審判官が必要と判断
ｰ■ー■ ■■■ ● d■■■ ■■■、 ■■■■ー● ■■■●ー● q■■●■■■●

i①全ての審理関係人を招集！

i②特定の審理関係人を招集ト．－．－．－．－●

LQ.電話” ． ,“ ． ,… ._._!1
招集対象者及び実施方法の決定
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凸

画
一

Ｉ
Ｏ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｏ
Ｏ
Ｏ

’
０
１
０
１
１
１
１

証拠書類等の

提出の有無等
物件の閲覧等の

求めの有無等

口頭意見陳述の申

立ての有無等
審理のための質問、検査等
の申立ての有無等

ローニニニー一 二二 一一 ﾃ 一三 一 三二二二一二二 二 一二＝一一一 二 二 - ---＝二二三二二二二 二= ﾆ ﾆﾆ － 二三 一二二二二二二

匡壼壼壼ﾖｰ駕壼蕊！面談による「－陳述録’

}---------L取書(34号)」の作成 0壼頁雨悪〒I---------L禦誓竿篁竺ﾆﾆﾆ言！
～－'･･･一一・■・ーT･■･ーー，■・・■・ー〆

1

1

毒孟三扇五面~房祠 ’
1

章菫菫菫蔑お濯藷』 ｜
I

I

I

I

I

司驍認卜
I■

画｛審理関係人｝ ‘
1

8

0．，口ﾛ．－－－－－q,、一一一‘ －－ ，－， ‘.■ ‘ ， ‘ ， ‘ 』

審理手続を終結した場合の効果の説明等

計画的遂行に係る意見聴取の終了［ 一 二一＝＝ ＝ 二 -二＝＝＝＝＝ニ 二二 ﾆ ニ

｢審理手続に関する意見の聴取実施事績書(141号)」の作成

■■■■■・■■■■■･■■■■■● ’■■■■ロ ● ！■■■■■｡ー●｡■■■■■, ●ロ■ﾛ■■■●弓

参加審判官及び法規・審査担当者・

との協議､今後の審理予定の決定卜．

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

｢審理手続予定等通知書」の作成
ー●ー●－●ー●■■■■■● q■■■■■●■■■■■■■■■■■■一

審理手続予定等

通知書

『主張・争点の整理、確定』へ
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第2章審理手続の計画的遂行

1 審理手続の計画的遂行の趣旨

審査請求の調査及び審理は､原処分がされた段階でその内容及び理由が名宛人に示されてい

ることからすると、基本的には、原処分庁が答弁書を提出し、それに対して請求人が反論書を

提出し､参加人があれば参加人意見書を提出した段階で､担当審判官が事案の概要及び争点を

把握し､口頭意見陳述や証拠書類等の提出要求等の法第95条の2《口頭意見陳述》から第97条

《審理のための質問、検査等》までに定める審理手続の採否を決定し、審理を迅速に進めるこ

とができると考えられる。
そう

しかしながら､審理すべき事項が多数であり又は錯綜しているなど事件が複雑である場合な

どは､答弁書及び反論書が提出されたのみでは､審査請求の趣旨や請求人と原処分庁の主張の

対立点等を正確に把握できず､審理手続の必要性やその合理的な実施順序についても的確に判

断できないことが考えられる。このような場合は、担当審判官と審理関係人が一堂に会し、口

頭で､審理関係人が法第95条の2から第97条までに定める審理手続の申立てに関する意見を述

べ､担当審判官が、その申立ての趣旨及び理由や事件に関する主張の趣旨及び内容等について

質問し、主張及び立証事項の内容を明確にすることにより、その後行うべきこれらの審理手続

の採否を的確に判断することが可能になると考えられる。

そこで、簡易迅速に請求人の権利利益の救済を図るため、担当審判官は、迅速かつ公正な審

理を行うために法第95条の2から法第97条までに定める審理手続を計画的に遂行する必要が

あると認める場合には、争点及び証拠の整理を行うことができるよう、審理関係人を招集し、

あらかじめこれらの審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができることとするも

のである。

（留意事項）

審理手続の計画的遂行は､法第95条の2に規定する口頭意見陳述とは異なり、担当審判官が請

求人又は参加人からの申立てによらずにできる手続であること、また､審理関係人と一堂に会し

て実施することができるだけではなく、審理関係人の一部と、それぞれ別個に実施することがで

きることから、事件が複雑であるなどの場合に、その実施の要否や方法について検討するが、審

理手続の申立てに関する意見の聴取を実施した場合には、遅滞なく、法第95条の2から第97条第

1項までに定める審理手続の期日及び場所並びに審理手続の終結の予定時期等を決定し、これ

らを審理関係人に通知することが法定されていることに留意する。

【審理手続の計画的遂行】

「平成26年度税制改正の解説」 （財務省）によれば、改正行政不服審査法においては、審理

すべき事項が多数であり又は錯葎しているなど事件が複雑である場合には､弁明書及び反論

書が提出されたのみでは審査請求の趣旨や審査請求人と処分庁の対立点等を正確に把握でき

ないことが考えられることから、審理員は、このような場合に、同改正法第36条《審理関係人

への質問》に基づく質問を適切に行いつつ、争点及び証拠の整理を行うことができるよう、

審理関係人を招集し、あらかじめ、審理手続（口頭意見陳述や物件の提出要求等の手続）の申
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立てに関する意見の聴取を行うことができることとされ、また、当該意見聴取は､審理の迅速

化の観点から行うものであるから、それ以降の手続が計画的になされるよう、審理員が審理

関係人に審理予定を通知することとされた（同改正法37)。これらの見直しに合わせ、通則法

においても、同様の観点から、審理手続を計画的に遂行するための規定が創設された旨解説

されている。

なお、前記の解説には、参考として、これまで国税不服審判所では、担当審判官、請求人又

はその代理人及び原処分庁との間で、事件の理解を共通にし、主張及び争点を明確にするこ

とにより、適正かつ迅速な裁決に資するとともに、透明性の確保を図るため、担当審判官が審

査請求人又はその代理人及び原処分庁と同席の上、当事者から主張等について説明を求める

こと （同席主張説明）を行ってきたところである旨解説されている。

このように、審理手続の計画的遂行は、同席主張説明と共通する部分が多いのであるが、同

席主張説明は、主張及び争点を明確にするために実施するのに対し、審理手続に係る計画的

遂行は、審理関係人から今後の審理手続に関する申立てについての予定を聴取するために実

施するものであること、また、審理手続の申立てに関する意見の聴取を実施した場合には､遅

滞なく、法第95条の2《口頭意見陳述》から第97条第1項《審理のための質問、検査等》ま

でに定める審理手続の期日及び場所並びに第97条の4第1項《審理手続の終結》の規定によ

る審理手続の終結の予定時期を決定し、これらを審理関係人に通知することが法定されてお

り、これを怠ると裁決固有の暇疵になる可能性があるなど、手続要件の違いに留意する。

【終結の予定時期】

審理手続の終結の予定時期は、決定した法第95条の2から第97条第1項までに定める審理

手続を予定どおり実施すれば必要な審理を行えると認められる場合における審理手続の最終

期日をいい、飽くまでも「予定」であるから、当該予定時期に審理手続を終結しなければなら

ない義務が担当審判官に課されるものではない。

なお、法第97条の4第2項の規定により審理手続を終結するのは、相当の期間内に物件が

提出されない等、予定に反する事情が発生した場合であるから、同条第2項の規定に該当す

る場合には、同条第1項の規定に基づき示された予定時期の前に、審理手続が終結される場

合があることに留意する。

【審理手続を終結した場合の効果】

法第97条の4第1項及び第2項の規定に基づき担当審判官が審理手続を終結した場合に

は、審理関係人又は担当審判官は、法第110条第1項《不服申立ての取下げ》の規定に基づき

審査請求を取り下げることを除き、例えば、次の行為をすることができないことに留意する

（基通97の4－2)。

イ答弁書の提出（法第93条第1項）

ロ反論書の提出（法第95条第1項）

ハ参加人意見書の提出（法第95条第2項）

ニロ頭意見陳述の申立て（法第95条の2第1項）
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ホ証拠書類等の提出(法第96条第1項及び第2項）

へ審理関係人による担当審判官に対する質問・検査等の申立て（法第97条第1項）

ト担当審判官による質問､検査等(法第97条第1項第1号から第4号まで)及び国税審判官

等に対する質問、検査等を行わせるための嘱託等（同条第2項）

チ閲覧請求又は写し等の交付請求（法第97条の3第1項）

リ審理関係人の主張の追加、変更又は撤回

審理手続を計画的に遂行する必要性の判断等

担当審判官は､基通97の2－1《審理手続の計画的遂行が必要であると認められる場合》に

定める事件について、迅速かつ公正な審理を図る観点から、法第95条の2《口頭意見陳述》、

法第96条《証拠書類等の提出》、法第97条《審理のための質問､検査等》及び法第97条の3《

審理関係人による物件の閲覧等》の規定に基づく申立て等の審理手続を計画的に遂行する必

要があるかどうかを検討し､必要があると認める場合には､審理関係人から審理手続の申立て

に関する意見の聴取を行う。

なお、基通97の2－1に定める事件に該当しない場合であっても、法第92条の2《審理手続

の計画的進行》の規定により、担当審判官は、事件の計画的な進行を図らなければならず、審

理関係人は、当該計画的な進行に協力することが求められていることに留意する。

油担当審判官は､審理関係人から法第92条の2の規定を根拠に法第97条の2《審理手続の計

画的遂行》に規定する審理手続に関する意見の聴取等の実施を求められたとしても､これに

応ずる義務はないことに留意する。

閥

2

【審理手続を計画的に遂行する必要があると認める場合】

基本通達97の2－1《審理手続の計画的遂行が必要であると認められる場合》は、 「審理手

続を計画的に遂行する必要があると認める場合」とは、例えば､次のような事件で、審理手続

に要する期間が長期間に及ぶおそれがある場合をいう旨定めている。

イ争点が多数ある事件
そう

ロ事実関係が錯綜している事件

ハ審理関係人から提出された証拠書類等が膨大にある事件

二資料の収集やその検討に時間を要する事件

担当審判官は、簡易迅速かつ公正な審理の実現を念頭に置き、審理手続の申立てに関する

意見の聴取を実施すべき事件を選定するが、実施の要否は、事件の個別具体的な事情等に鑑

み、飽くまでも担当審判官が判断することに留意する。

なお、審理手続の申立てに関する意見の聴取は、事件の調査及び審理の具体的な計画を決

定することにより、その後の審理手続の円滑な遂行に資するためのものであることから､担当

審判官は、できるだけ早期に実施することを検討する。
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また、審理関係人との面談や同席主張説明等の場においても、担当審判官が、審理関係人か

ら今後の証拠提出の予定の有無及びその時期等について聴取することができるが、担当審判

官が、当該聴取を、審理手続の計画的遂行に係る手続を履行して実施するものでない限り、こ

れらの意見の聴取は、ここにいう審理手続の申立てに関する意見の聴取には該当しない。

なお、担当審判官には、審理手続の計画的進行を図る責務が課せられている（法92の2）こ

とに鑑み､審理手続の申立てに関する意見の聴取を行わない事件についても､審理手続の期日

等について審理関係人に通知するなど､審理手続の透明性を確保しつつ､事件の計画的な進行

に努めることが求められることに留意する(審理手続の計画的進行については､第1章同席主

張説明3(1) 【審理手続の計画的進行】を参照｡)。

【審理手続の申立てに関する意見の聴取の求め】

審理手続の計画的遂行が、法第97条の4第1項《審理手続の終結》の規定による審理手続

の終結の予定時期の決定等を義務付けていることから、今後、審理関係人から、担当審判官に

対して審理手続の申立てに関する意見の聴取の実施について求めがあることも考えられる。 ・

この場合において、担当審判官には当該求めに応ずる義務はない（審理関係人の求めに応

じて担当審判官が審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことは規定されていない｡）

が、単に審理関係人による求めに関する規定がないからという理由のみで当該求めを不採用

にすることはせず、その理由等について十分に検討し、実施の要否について検討する。

s審理手続の申立てに関する意見聴取の事前準備

（1） 日程等の確認

審理手続の申立てに関する意見の聴取を行う場合には、担当審判官は、当該聴取の趣旨を

説明し、招集を求める審理関係人の都合、出席者等を事前に確認する。

なお、審理関係人が遠隔地に居住等している場合、審理関係人が出席を望まない場合、担

当審判官が請求人若しくは参加人又は原処分庁と一対一で通話することにより目的を達す

ることができる場合などには、電話により意見の聴取を行うことができることに留意する。

また、担当審判官が適当と認める場合は､適正かつ迅速な裁決のために必要と認められる

関係人その他の参考人の出席も可とする（補佐人帯同申請に対する許否の決定（第3章口頭

意見陳述7(2)）に準ずる｡)。

性）審理関係人の招集は､口頭意見陳述とは異なり、審理関係人全員を招集する必要はなく、

担当審判官が必要と認める範囲で行えばよい。

（留意事項）

担当審判官は、 口頭意見陳述の場合とは異なり （法95の2③)、審理手続の申立てに関する

意見の聴取を実施する場合において、必ずしも全ての審理関係人と一堂に会して行う必要は

ないため（法97の2)、例えば、担当審判官が、請求人又は原処分庁とそれぞれ別々に実施す

ることや、審理関係人の一部のみを招集し、招集しなかった審理関係人については、電話によ

り実施することとしても差し支えない。
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このほか、 「担当審判官及び審理関係人が…通話する」態様として、担当審判官が意見聴取

手続を行う場所として審判所を指定し、同所に原処分庁等（原処分庁等の職員）が出席し、こ

れらと請求人とが電話で話す方法も可能であるが、この場合には、意見聴取手続を行う場所と

して指定する審判所の会場に、スピーカーフォンがあることが必要である。

1

【原処分庁側の出席者について】

原処分庁が税務署長である場合、原処分庁側の出席者としては、原処分庁所属の職員で不

服申立ての事務を担当する職員等が出席するものと考えられる。

当該事務を指導監督等する局審理課等の職員（沖縄事務所にあっては課税総括課等の職員）

が原処分庁職員を補佐する目的で同席したい旨の申し出があった場合には、あらかじめその

旨を請求人等に伝え、担当審判官の裁量により同席を認めて差し支えない。

なお、審理手続の申立てに関する意見の聴取が、 口頭意見陳述など審理関係人から今後の

審理手続の申立てに関する予定等を中心に聴取するものであることに鑑みれば、担当審判官

は、局職員や次の補佐人に準ずる者の出席を認める必要性は低くなることに留意する。

【請求人及び参加人側の出席者について】

審理手続の申立てに関する意見の聴取の際に、請求人及び参加人に対して補佐人等の帯同

を認める規定はないが、担当審判官が適当と認めるときは、迅速かつ公正な審理を行うため

必要と認められる関係人その他の参考人の出席も可とする。

なお、この場合には、口頭意見陳述の際の補佐人の帯同申請に対する拒否の決定(第3章口

頭意見陳述7(2)参照）に準じて帯同を認めるほか、担当審判官及び原処分庁の守秘義務に留

意する。

【意見聴取を実施する場合の留意点】

口頭意見陳述を実施する場合には、法第95条の2第3項《口頭意見陳述》が「全ての審理

関係人」 と規定しているのに対し、審理手続の申立てに関する意見の聴取を実施する場合に

は、法第97条の2《審理手続の計画的遂行》は、 「審理関係人を招集し」 と規定しており、全

ての審理関係人を招集することが実施の要件とはされていない。

しかし、審理手続の計画的遂行を実施した場合には､遅滞なく、法第95条の2から第97条第

1項《審理のための質問、検査等》までに定める審理手続の期日及び場所並びに第97条の4

第1項《審理手続の終結》の規定による審理手続の終結の予定時期を決定し、これらを審理

関係人に通知することが法定されている（法97の2③）ことから、担当審判官は、全ての審理

関係人と一堂に会して実施する場合でなくても、結果的には、当該通知は､全ての審理関係人

の予定等を聴取し、これらを勘案した上で行う必要があることに留意する。

なお、審理手続の申立に関する意見の聴取を実施する場合において、主張の確認や整理を

併せて行うときには、同席主張説明を実施する場合に準じて、担当審判官が審理関係人に対

して説明を求める事項や審理関係人が他の審理関係人に主張の説明を求める事項について、

あらかじめその内容を記載した書面をそれぞれの通知書等に同封し、事前に検討するよう依

44



第2章審理手続の計画的遂行

頼することに留意する。

また､審理手続の申立に関する意見の聴取において、担当審判官が、審理関係人から口頭意

見陳述など今後の審理手続の申立てに関する意見を聴取する場合においても、審理関係人の

主張については、必ず確認し、整理した上で､審理手続の申立てに関する意見聴取を行うもの

とする。

(2)

イ

期日及び場所の指定

日時の決定及び通知

担当審判官は､招集する審理関係人と審理手続の申立てに関する意見の聴取の日時及び

場所を調整した上で、決定する。この場合において、分担者は、 「審理手続の申立てに関

する意見聴取の実施について（139号)」を作成し、担当審判官の決裁を経た上で、当該審

理関係人に送付又は交付する。

なお、原処分庁に「審理手続の申立てに関する意見聴取の実施について（139号)」を送

付又は交付する場合には､原処分庁の職員が出席する場合の当該職員の所属及び氏名を記

載させる「○○○○に係る出席者届出書（140号)」を同封する。

（留意事項）

通知書には、 「審理手続の申立てに関する意見聴取の実施について（139号)」のほか､意見

聴取の際に当事者双方に説明を求める事項がある場合には、その内容を記載した書面を同封

する。

また､審理関係人が他の審理関係人に説明を求める事項がある場合において、担当審判官

もその必要があると認めるときは､担当審判官又は分担者は､説明を求める事項を適宜の方

法により他の審理関係人に伝えるものとするが､説明を求める事項が多い等の場合には､審

理手続の申立てに関する意見の聴取を実施する前に、まず､審理関係人と面談や同席主張説

明を行い、それぞれの主張を確認し、整理した上で、審理手続の申立てに関する意見の聴取

を実施することを検討する。

【審理手続の申立てに関する意見の聴取の実施時期】

審理手続の申立てに関する意見の聴取は、 口頭意見陳述や証拠の提出など、審理関係人か

ら今後の審理手続についての予定等を聴取するために実施するものであることからすると、

担当審判官は､審理手続に係る意見の聴取については、できる限り、早い時期に実施すること

を検討する。

なお、担当審判官は、主張及び争点の整理が不十分な場合、その後の調査及び審理が的確に

実施できないことに留意し、審理関係人の主張等についても、的確に整理した上で､審理関係

人に対して、その後の審理手続についての意見を聴取するものとする。

また､審理関係人の主張が不明確であり、かつ､課税等要件に沿った主張となっていない場
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合には、審理手続の申立てに関する意見の聴取を実施してもその効果が期待できないため、

担当審判官は、まず､審理関係人と面談や同席主張説明を行い、それぞれの主張を課税等要件

に沿ったものに整理した上で、審理手続の申立てに関する意見の聴取を実施する。

【招集対象となる原処分庁】

原処分から審理手続の申立てに関する意見の聴取までの問に請求人の納税地の異動に伴っ

て原処分庁が異動した場合に招集対象となる原処分庁は、原則として、その招集時の原処分

庁である（審査事務提要第2編第1章第1節参照)。

また、法第97条の2第1項《審理手続の計画的遂行》の「審理関係人」とされる原処分庁と

は、例えば、税務署長、国税局長、税関長等をいうのであるから、原処分庁に対する招集の通

知書の宛先は､飽くまで原処分庁とし、併せて現に出席する担当者に関する「○○○○に係る

出席届出書（140号)」を原処分庁に送付又は交付するものである。

口実施場所（会場）等

実施場所は、原則として、支部又は支所の庁舎内とするが、担当審判官は、審理関係人

の事情等を考慮し、その理解を得た上で、適切な場所を指定することができる。特に、審

理関係人が支部又は支所から遠隔地に居住、所在している場合には、支部又は支所への来

所を強いることがないよう配意する(審理関係人が支部又は支所に来所する場合にあって

も、交通費の支給はない｡)。

なお、無用な誤解を避ける観点から、税務署又は国税局の会議室等の使用を避ける。

（留意事項）

審理関係人のうちに遠隔地に所在している者がいるなどの場合には、担当審判官は、 「音

声の送受信により通話をすることができる方法」 （電話）により実施するほか、審理関係人

の負担や利便性を考慮し、外部公共施設等の利用を含め適切な場所を指定することができ

るのであるが、会場を確保するに当たっては、参加者の人数を勘案し、参加者相互の距離感

がある程度保つことのできる会場の広さ、また、予定時間を超過した場合にも対応できるよ

うある程度時間に余裕がある会場、更には、隣室等に話し声が漏れるおそれがない機密性な

どについても考慮する必要がある。

なお､審理手続の申立てに関する意見の聴取を実施する場合には､予算措置の必要等があ

るため、事前に管理課と協議する。

【電話による審理手続の申立てに関する意見の聴取】

担当審判官は、審理関係人が遠隔の地に居住しているなどの場合には、担当審判官及び審

理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法、すなわち、電話による通話の

方法により、審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。

電話により意見聴取を実施する場合の具体的な進行方法については、個々の事案に応じ、
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担当審判官が適切に判断すべきであるが、基本的には、審理関係人を招集して実施する場合

と同じである。

イ通話者等の確認

担当審判官は、本人確認のため、通話者及び通話先の場所を確認する（令35)。

ロ審理関係人からの意見聴取

担当審判官は、通話者である審理関係人から、意見聴取を行う。

申－－－1■■ 4■■ーｲ■■ I■■ 1■■ 1■■■■一一ーー一一ー1■■‐ー一一~I■■ーーーｰーイ■■一一ーー--イ■■-1■■ 1■■ 1■■一一一－－－1■■ー1■■ーｰ1■■一一一－1■■ イ■■ イ■■ I■■ｰーーｰｰーｰI■■一一ーーｲ■■ーーーI■■一一ーー－4■■ーｰ1■■一一

I r4B,0"=､0,,0=~~=JBI ,~ =､T I
0

｜ 【担当審判官の発言例(2-1)] |
I I

I

O O

I （先に請求人と実施する場合の日程調整)． I

O

OI ,"=-.､E､ I
O

I 8

1 （対請求人） ！
0 1

1 「今回の○○株式会社さんからの審査請求事件につきましては､争点が多数あるだけ！
O I

Iではなく､先日の反論書において､審査請求書に記載された主張に追加して主張がされてi
O O

1おり、更に､今後､追加の主張や証拠の提出等を行う旨を記載しておられます｡」 i
I U

i 「担当審判官としては､これまでにいただいた○○株式会社さんの主張を確認､整理し､ ’
0

0

0

1

|今後、予定されておられる追加主張等の概要や、証拠提出の有無、証拠の提出時期等につ！
0

0

0

0

1いて、あらかじめ、ご意見等をお聴きさせていただいた上で、今後の審理計画を決定したI
0

0 0

0

|いと考えております｡」 I
0

0

1 （留意事項) i
U 、 0

1 以下の発言例は､請求人から追加主張する旨及び証拠の提出や時期についての方針が固i
I

U

I まった旨の回答があった場合を前提としたものである。 ’
0

0

0

0

I 請求人から、いまだ追加主張するかどうかを含め、スケジュール等が具体化していない！
0

0

0

8

1 旨の回答があった場合には､担当審判官は､請求人に対し､迅速な審理のため追加主張等をI
0

0

0

0

｜ するかどうかについて早期に決定し､また､追加主張等をする場合には､速やかにその旨連I
O

I

I 絡するように依頼するものとする。 ’
0

0

i 「近々に追加して主張されるとのことですので､担当審判官としては､主張書面を提出i
I

O

lしていただいた後､できるだけ早い時期に､○○株式会社さんとの間で､通則法第97条の！
0

0

1 2に規定する審理手続の申立てに関する意見の聴取を実施したいと考えております。こ！
0

0

1

0

|れは、今後、審理を計画的に進めるために必要な手続と考えておりますので、ご協力をおI
0

0

0

0

1願いします｡」 。 ’
0

0

8

0

1 （留意事項） I
I

O
I

I

I 主張書面が提出されるまでになお時間を要するなどの場合には､請求人から主張書面がI
I

I

O

O

I 提出される前に、審理手続の申立てに関する意見の聴取を実施することも検討する。
O

j

O

D

O

i (対請求人：了解が得られた場合) |

｜ 「ご理解いただきありがとうございます｡ところで追加主張に係る書面は､いつ頃提1
1-伽荏は菫海_堅二期一一_….…一一……一一-－－……一一I
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0 1
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1 ． ． ．請求人の回答・ ・ ・
0 0
0 1
0 0

0

0

1 「それでは、いただいた書面を当方が検討させていただく時間を1週間程度頂戴するI
O 0
I O

Iとして､審理手続の申立てに関する意見の聴取は●●頃に、当審判所の会議室でお願いしI

’たいと思います｡主張書面を提出いただいた段階で､改めて日程調整等のためご連絡を差｜
〆

●

0I T ,)_JF_J__J_/r､= ､ ,m.､=､ .､ ､4, _m_｣_ J I
8

0 1
’し上げますので、よろしくお願いいたします｡」 1
I I0

I . . .j=RE=FRWMRMzkJ,, s=reALRgggMx"1 Js-". . . lI - JJxeu''~｣""-4､'､ pH"J､/､<-H'izaIvHjzEa･ L/'(-'"- - - I請求人と日程調整をした後・ ・ ・0 IO O

O III --- ----- -- IO I

I 「それでは、○○株式会社さんの審理手続の申立てに関する意見の聴取を、●月●日 I
0

11 ’ 00

1 （●)、●時から●時間程度の予定で、当審判所の会議室で実施いたします｡近日中にごi
I_. . _._ _ _ .__ _ _ _ IO II

l案内の文書をお送りしますので、よろしくお願いします。その際、当日、私どもから説明I
L _ _ I0 IO

Iをお願いしたい事項を記載した書面を同封させていただきます｡大変恐縮ですが、内容をI
00 0

0

｜ご確認いただき、当日、口頭で回答をいただきたいと思いますので、事前にご検討いただI
0I , ､_= .n_､=､ _､ ､_x. ､ _a_L_ . I

O

I O

｜ くようお願いいたします｡」 II
I ,_--_=､ |O O

i （留意事項) !O
I :I O

l 審理関係人間で意見聴取の実施時期が異なる場合において､今後の審理手続の予定時期等i
OO O

I

I についての通知は、先に意見聴取を行った審理関係人（請求人）に対する通知についても、 ’
0

0
0

i 後から意見聴取を行った審理関係人(原処分庁)に対する通知と合わせて行うことに留意i
O O

O

O ･ 0

I する。I I0
O

I O
O I

I （対請求人：了解が得られなかった場合） ’
00 0

1 「ご賛同がいただけず残念です。なお、このことで、請求人のお立場が悪くなることは！
I - - . -.- - - - ~~ -' . --- -.- I

O

OI,_ ,_ ､_､ ､ _ __ ,[ ,,_ ､ ､ ､_..､L､-_. ､,E_ . _ _.､_ _ _ _ __ _ ___ _ _ |

lありませんので、今後とも、迅速な審理にご協力いただきますようお願いしますl . ･- -. --~-- .~--~- .~~"- .----.. ..~- " -~- .." .- .'･~､ - ､~- -･､. ' ､.' ~' I」 II O
I

| "_､ . _ I) !
I I

I （留意事項） I
OU 1

0

1 請求人の不同意が、審判所での開催を望まない趣旨である場合には、審判所が出向いてI
0I EEf-_J_-=,.e=Es=f,_,_-=E-nu=U=-fF+f_%--,_xL,L=,_j_- I

0

0 。
｜ 実施することや電話による意見聴取を実施することも検討する。 ，0
0 0

0

0 0

1 （対原処分庁）l . 1I0 ・0 I

｜ 「今回の○○株式会社さんからの審査請求事件につきましては、先日、原処分庁宛に、 I
| - . -- . -~ --- . - --- . II O

O

I○○株式会社さんからの追加主張に関する書面をお送りしましたが、過日、請求人に対しI
O

O

I __ ~_.__.､. L=｡.._ .. __ . _ _L__ __ . . . .. _._. _ ._ _ .. _ _ _ _ _ |
I

iて、通則法第97条の2が定める審理手続の申立てに関する意見の聴取を実施いたしまし’
0

0 ・
1

0

'た｡つきましては､その結果を踏まえ､今度は原処分庁との間で､通則法第97条の2が定！
I _ . I0 0

・ 0

1める審理手続の申立てに関する意見の聴取を実施したいと考えておりますので、ご協力I
00 0

0

|をお願いします｡意見聴取は●●頃に、当審判所の会議室でお願いしたいと考えておりまI
I I

O

II n_,s, ､=､-",､"_､ _ , ,g,____､ > ､ I

'すが、ご都合はいかがでしょうか｡」 I
1

0 0
0 0

1 （対原処分庁：了解が得られた場合） ’
00 0

1 「ご理解いただきありがとうございます｡それでは､近日中に通知文書をお送りします！
0I -. - - - -- - -" ､' -- . - .- . -~-･". ---- -~ ~. '~~･--.､.-- -､~- ' 0|0 I

'ので、よろしくお願いします。その際、当日、私どもから説明をお願いしたい事項を記載I
0

0

0

Iした書面を同封させていただきます｡大変恐縮ですが､内容を確認いただき、当日、口頭i
I II O

I

lで回答をいただきたいと思いますので、事前にご検討いただくようお願いいたします｡」 ’
0

6 ■
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i (留意事項) |
0

0

0

1

1 審理手続の申立てに関する意見の聴取は、担当審判官の判断により審理関係人を招集してI
0

1

0

0

1 行う手続であり、同席主張説明の場合のように審理関係人の同意を得る必要はないが、審理I
0

0 O

I

I 関係人の理解と協力が得られない限り、審理手続の申立てに関する意見の聴取は、円滑に実I
O

O

I

I

I 施できないことに留意する。 1
0

0

0

1

1 なお、原処分庁との日程調整は、請求人に対する意見聴取を終えてから行うのではなく、 ’
0

0

0

0

｜ 実施を見越して､早めに調整しておくことが望ましい。
I O

I

U

O

O

i また､前記の発言例の場合に､原処分庁から､近日中に主張書面を提出する旨の申立てが！
O I

O O

I あった場合には､担当審判官は、当該主張書面が提出されるのを待って審理手続の申立てにI
O I
O O

I 関する意見の聴取を実施することも検討する。 ｜
ー1■■■■ 1■■ 4■■ーーー■■-4■■一一一I■■ 1■■ｰI■■ 1■■ I■■ 1■■ー1■■－1■■一一一一一一1■■一一一ーI■■－－■■ー－，■■ーｨ■■ 4■■ー1■■ I■■ 1■■ 4■■ー一一一一一■■一一一一一ー一一一一一I■■一一一一■■ーー4■■ 4■■ー1■■ 1■■
1 0

0ーーｰ一一ーー－－ーー－1■、ーーー■■一一ー■■ーー一一一一一一一ｰ－－－－■■ー■■ーー一一一一一ｰ一－一一一一一一ｰ■■一一■■ー■■■■■■一一■■■■一一ー‐一一■■一一一ｰｰ一一一口■ー一一ーーー■■■■■■一一一ｰ一一‐ｰ－－ーーーーーー一口■

！ 【担当審判官の発言例（2－2)】 I
1

I

| (¥*mriFRBiFJE-.I=aL-r=hWH-gignBfggg") || ,=;ze&m7fEhn.2LEL=,_-!-=gE_J_z4a-/w,nzq=m*e, |D
I （請求人及び原処分庁と一堂に会して実施する場合の日程調整） ，
|-==e! ､ |

9 0

0| (#i¥* ) !
1

I （対請求人）) |
O

O

O

I 「今回の○○株式会社さんからの審査請求事件につきましては、争点が多数あるだけI
0

0 、 0

0

1ではなく、先日の反論書において、今後、更に証拠の提出等を行う旨を記載しておられまI
im_ |

O

O| +! |
I

'す｡」 IO

I

O

l 「担当審判官としては、請求人、原処分庁、審判所の3者が一堂に会した上で、通則法I
0

0

1

1

1第97条の2が定める審理手続の申立てに関する意見の聴取を実施し、これまでの主張やI
U

Q

O

O

l争点を確認して整理し、また、請求人及び原処分庁のそれぞれから、提出される証拠の内I
I

I

O

O

I容や時期など､今後の審理手続に関するご予定等をお聞かせいただいた上で､今後の審理I

嘉藤 駕
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i 求人と原処分庁と、それぞれ別々に意見聴取を実施することや電話により実施することもI

｜ 検討する。

！ （対原処分庁） ’
1

1

1 「今回の○○株式会社さんからの審査請求事件につきましては､争点が多数あるだけI
0

0

0

0

|ではなく､先日の反論書において､請求人は､今後更に証拠の提出等を行う旨を記載してI
O

I

Iおられます｡」 I
O

D

I 「担当審判官としては､請求人､原処分庁､審判所の3者が一堂に会した上で､湧則法！
0 0

1第97条の2が定める審理手続の申立てに関する意見の聴取を実施し、これまでの主張やI
I _ _ |I l

O

l争点を確認して整理し、また、請求人及び原処分庁のそれぞれから、証拠提出の予定や時I
I II I

O

I期など､今後の審理手続に関するご予定等をお聞かせいただいた土で､今後の審理計画をI
0I､L_-､ 4_,,i__==_m,､､-=､hE,_FFP_,_,___a.-L､. ､_､ n_ ､ _ ､ _L. ,.___ ,_,~､_ ､ |

0

0 I
|決定し、本件の審理が円滑に実施できるようにしたいと考えております｡」 I
OO O

O

I 「開催時期は●●頃、開催場所としては、審判所の会議室を考えておりますが、実施にI
00 0

0

1ついては､既に請求人のご了解をいただいておりますので､原処分庁にも是非ともご協力I
0 0
0 0

1いただくようお願いします｡」 1
0 'l 'LbLEITn"LE_-A"s"B-｣-4_4B , |I I
O O

I （対原処分庁：了解が得られた場合) |
00 ､ 0

0

1 「ありがとうございます｡それでは､改めて請求人のご都合を確認した上でご連絡いたI
0I , _z_,_ . I

1

0 I

Iします｡」 ’
0 0
0 0

1 （留意事項） ’
00 0

1 審理手続の申立てに関する意見の聴取についても、審理関係人の理解と協力が得られな’
00 0

0

1 い限り円滑に実施することはできないが､請求人の同意があるのに原処分庁が不同意であi
O O

I る場合には､審理手続の申立てに関する意見の聴取は､同席主張説明の場合とは異なり､審I
I |0 1

1

｜ 理関係人の同意を前提とした手続ではないことを説明し、原処分庁の同意が得られるよう I
0I =2,-J__" _r =~､j_- I

0

0 0
1 説得するものとする。 0

0

0

0

0 0

1 審理手続の申立てに関する意見の聴取について審理関係人の了解が得られた場合には、 ’
I IO I

O

｜ 審理関係人と改めて開催日時や開催場所等についての調整を行った上で、実施に関する詳I
0I '. .. _. . _ L__._. ,__ _ ____ . _ _ I

0

0 、

｜ 細を決定し、審理関係人に通知する。 I
0 0
0 0

1 （対審理関係人：日程の調整等） 1
00 0

0

1 「先日お願いしました審理手続の申立てに関する意見の聴取の件ですが、●月●日 I
I I0 1

0

I （●）●時から、●時間程度の予定で、当審判所の会議室で行いたいと思いますが、ご都’
I I

O

O O
I合はいかがでしょうか｡」 I
O O

O

O ) iI （対審理関係人：了解が得られた場合） I
I II O

O

I 「ありがとうございます｡それでは､近日中に実施についての案内文書をお送りしますI
| II O

I

lが､その際､当日､私どもから説明をお願いしたい事項を記載した書面を同封させていたI
| Il O

O

lだきます。大変恐縮ですが、内容をご確認いただき、当日、口頭でご回答をいただきたいI
I I

O

D| ,_m, ._z__J_/g､_==af_,_=､Lf=L, ､_" _Js," ,_=Je===､ _､ ._z. ､ _z_z . l
l と思いますので、事前にご検討いただくようお願いいたします｡」 I
I II O

U

l 「なお、原処分庁（あるいは、○○株式会社）に説明を求めたい事項がございましたら、 ’
一■■一一■■■■一一一一一一一一一－一一一一ｰ一一一一一一一一－一一一一ｰ一一一ｰ一一ー一一一一ー■■ー■■-■■ーーー■■■■ー■■■■■■ー■■ー■■■■■■一一一■■一一一一一一一ｰ一一ｰ一一一一一一一一一－一－一一一一一一一一－－－－■■一一一一一

，
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01■・-･■－－－‘■■一｡■■－‘■■一一一・■’一・■’－－‘ﾛ■ｰ‘■ロ ‘■、 !■■ｰ一一!■p一一!■■ !■■ !■■ーｰー一一・口。ーー‘■ロ ‘ﾛ■－－ーｰ－1■■ ！■、 ‘■D■■一一一!■■ ‘■■-1■■ !■■ 0■、ーー一一一一!■■ ’■・ー！■・ーーｰ一一ー｛■

!●月●日 (●)までに､当方までその内容を記載した書面を提出していただくようお願いi
O O

iします｡ただし､実際に原処分庁(○○株式会社)に対し説明を求めるのは､審判所とし！
0 0

0 0

1ても、原処分庁（○○株式会社）に説明をいただく必要があると判断したものに限ります’
0 0

0 1

1ので、あらかじめご承知おきください｡」 I
1 1

1 0

1 「また、同様に、原処分庁から○○株式会社（あるいは○○株式会社から原処分庁）にI
I I
O I

lお尋ねしたい事項がある場合で、審判所としても説明をいただきたいと判断した場合に！
0 0
8 0

1は､追加のお尋ねをするかもしれません｡その場合には､改めて､追加のお尋ね事項に関I
0 0

｜する文書をお送りいたしますので､あらかじめご承知おき願います｡」 ｜
｜ 「それでは、よろしくお願いします｡」 I
0 0
O I

I （留意事項） ’
0
0 0

1 審理関係人に対し､他の審理関係人に主張の説明を求めることを認めるのは､口頭意見陳I
0
0 1

1 述の際の発問権の行使(法95の2） とは異なり、審理関係人の権利として認められるものでi
O O
O O

I はないが､担当審判官が必要と認める場合､原処分庁にも機会を付与することに留意する。 I
0

D
O

O

l なお､担当審判官は､審理手続の申立てに関する意見の聴取で取り上げる主張及び争点を！
0 ．

O

I

I 限定する場合には、事前にその旨を審理関係人に伝えるものとする。
I ！.． ‘.． ‘ﾛ．．．－‘ﾛ． !pp－－p．ロ．－1．．．． ！ﾛ．、1．－一一一・． ‘.. ．．一一・．－‘ﾛ．．．.., .., ‘ﾛ． ‘ﾛロ ‘ﾛ．ロロ ,.． ‘.． ,.．．． ,ﾛ．一一一‘.｡－！.． ‘ﾛ． !.． ,.． ‘.．．．．．一一、． ‘-1.p－1．． ．． !ﾛ． ‘.、 1..-1口.一一,ﾛ､－．.p ‘.. ‘

0

0

0

rーーー‘ーー！■● ‘ﾛ● ！ﾛ● ！■● !■● ‘■● ‘･● ‘■･ ！ﾛ･ー！ｰ！ﾛ●ｰ､ﾛ,ー一一‘ー‘■● |･･一一・●･●'一一ー‘ーーー|･● !■･ ｜■･ ！●●ｰ！ﾛ●･･－1口･ｰ‘ﾛ● !■● !■● !■●一一一一一一‘■'一'ｰー●● ‘■● ‘･● ‘･● ‘ﾛ･ 'ﾛ｡･･･ 1口･一ーー!･● !p● ！■･ ！

I 【担当審判官の発言例（2－3)】
1

0

1 （電話により実施する場合の日程調整）
0

I

i (対請求人) !I
I

O

I

l

I 「今回の○○株式会社さんからの審査請求事件につきましては、争点が多数あるだけl
l

O

O

O

lではなく、先日の反論書において､今後､更に証拠の提出等を行う旨を記載しておられまI
! _ - iOO! _+ , i

'す｡」! __ _ i
O

II O

I 「担当審判官としては、通則法第97条の2に定める審理手続の申立てに関する意見のI
00 00

1聴取を実施し、これまでの主張や争点を確認させていただき、○○株式会社さんからご提！
0

0 ．0 01

|出いただく証拠の種類や時期だけではなく、今後の審理手続に関するご予定等をお聞か’
! _､." ,､. , , _ ,< ",._._._, ､ ､ ､.._ . . . "_____ . __ i01 00

'せいただいた上で､今後の審理計画を決定し､本件の審理が円滑に実施できるようにした1
1

! _ ､ _. _ _ . _ _ ､ iOI! !,､Lzs-f､Jazw,EIz_J- ! i

lいと考えております｡」 . |UOO O

i 「なお、○○株式会社さんの本店所在地は、遠方ですので、今申し上げた手続は、同条’
0

0

，

'第2項が定める音声の送受信による方法(電話）により実施したいと考えております｡」 i
O

U

O

I 「つきましては､後日、争点の確認表をお送りした後､改めて､お電話を差し上げますI
0 00

0 90 0

1ので、よろしくお願いします｡」 I

O ) !
1

0 0
1 （対請求人：了解が得られた場合） I
! r､_,.__ , ､､､ . ._ __､ ､_､ .､､ _ ､ __ _ _ iU OO

I 「ご了解いただきありがとうございます。それでは、●日●時頃に、改めてお電話を差I
0 000 0
1し上げますので、よろしくお願いします｡」 I
O! /"==T=､ i

I

I O

I （留意事項） ’0

－ーーー一一一'■■一一一ーー一一一ー一一ｰ■■ I■■■■一一一'■■－－－－－－■■■■‐■■－－－■■－－－■■－－－■■■■－－－－■■p－－－■■－，■■■■ '■■一一■■－－1■■ '■■ '■■ ,■■一一一一一q■■ ,■■ ,■■ I■■－－－1■■一一一■■-■
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｜ 主張を確認するだけではなく主張の整理等が必要な事件や､審理関係人に対し担当審判i
l

l

I

O

I 官から説明を求める事項が多数あるような事件などについては､通常､電話により主張をI
0

0
8

0

1 的確に整理することは困難であるため、電話録取による方法にはよらず､可能な限り、審理I
O

0

I

O

O

I 関係人と同席した上で意見聴取を実施すべきである。 ’0
1

1

0

｜ なお､請求人が同席の上での意見聴取を希望した場合には、 日程を調整した上で実施すI
0

0
0

0

0

1 る。 U

I

O

O 1
，

0

1 また、電話による意見聴取を行う場合には、実施についての通知文書を送付する必要はI0 0U

| ,tR<､wi:､%=FI''"IEwwwD""=aML'tRIMMMMowI"":､ |
U

OI EEHFMw=MMwE､sfo'"¥"''¥E""fEL､ igw-MEwb"|
I なく、また、発言例のように必ず争点の確認表を送付しなければならないものではないが、 ｜

i 意見聴取を実施した後に､今後の審理手続の予定時期等を決定し､通知する必要があるこ’U I
O O

Q O

O ､ O
O

i とに留意する。
0

0

0 0｜ このほか、 「担当審判官及び審理関係人が…通話する」態様として、担当審判官が意見聴I0 00

1 取手続を行う場所として審判所を指定し、同所に原処分庁等（原処分庁等の職員）が出席I0 00 0

0I L､ gghew*M""FH.j~"EIEM=m~5'sI"､=､'"5IG､|0 0
0

’ し、これらと請求人とが電話で話す方法により実施する場合には、請求人の発言についてIO IO

I は､審判所の会場において、担当審判官と原処分庁がスピーカーフォンにより、同時に聴取I0 00 O
I

I して行うことを説明する。
O

L－．.－－．ローーーーー.．－.．一一ﾛロ－－－－－－－－．.－．－，－－－－－‘..－－一一一一一一一一‘｡. ‘｡.－－一一一・・一・・・・一一一一一‘･･一一一一一一一一一一一一一一一一・・一・・一－一・口－－－．．－一一一一一一p・一一・口－－－－－－－－一

0

0

0

(3)事前の検討

審理手続の申立てに関する意見の聴取が実施されるまでには､既に審理関係人の主張があ

る程度整理され、また、審理関係人に対して説明を求める事項等が整理されているが、審理

手続の申立てに関する意見の聴取は、それぞれの主張等を踏まえ、審理関係人に対してその

後の審理手続の予定等についての意見を聴取した上で今後の審理計画を決定するために実

施する手続であるから、担当審判官は、当日の議事が円滑に進行できるよう、審理関係人の

主張及び争点から考えられる今後の審理関係人の立証方針についてあらかじめ検討するほ

か､審理関係人から提出される予定の資料に漏れがないかなどについても検討するなど､事

前に十分な準備を行う。

4審理手続の申立てに関する意見聴取の実施

（1）会場設営

意見の聴取の会場の配置は､原則として、担当審判官に対して審理関係人が向き合う形と

する。

（留意事項）

参加人がいる場合には､参加人の立場(請求人と利害関係が一致するか否か｡）などにより、

配席を工夫する必要がある。

また､意見聴取を特定の審理関係人と行う場合には､審判所と当該審理関係人が対面する方

式で行う。

このほか、 「担当審判官及び審理関係人が･･･通話する」態様として、担当審判官が意見聴取

52



第2章審理手続の計画的遂行

手続を行う場所として審判所を指定し、同所に原処分庁等（原処分庁等の職員）が出席し、こ

れらと請求人とが電話で話す方法により実施する場合には､審判所の会場においては、スピー

カーフォンを使用することになるが、電話回線は、通常、各会議室に1回線分しかないことが

多いため、担当審判官は、スピーカーフォンを使用しての意見聴取が円滑に実施できるよう、

会場の配置を工夫する必要があることに留意する。

なお、事件によっては、秩序維持の必要性が生じた場合の対応（庁舎管理者（庁舎外で実施

している場合には当該施設の管理者） との連携）について検討する必要がある。

１
１
１

0

原処分庁職員

分庁職員

請１
１

I

L､､--...-.-..---.､－－．．－－－．..､-,-....--..-.､-.-...､--..-........--..-.........................-......................-..-...-..-..-..,......-ー‘_‘_‐....‘-..................................‐--....--..‐‐‐-......-..-..........-ー』

(2) 出席者の確認

担当審判官は、出席者に対して、当該出席者が審理関係人であることについて確認を行

う。

なお、次の点に留意する。

イ請求人又は参加人の介助者

担当審判官は、請求人又は参加人の精神的・身体的状況から判断し、介助者が必要で

あると認める場合には、介助者の身分確認を行い、請求人又は参加人の同意（口頭によ

る同意で足りる｡）を得た上で（請求人又は参加人から介助者の立会いの申出があった

場合を除く。)、審理手続の計画的遂行に係る意見聴取の場に介助者を立ち会わせること

ができる。この場合、担当審判官は、介助者に対し、外部へ情報を一切漏らしてはなら

ないこと及び介助者は事件に関して発言その他一切の行為を行うことはできないこと

を説明する。

性） 担当審判官は、請求人等の同意を得たこと （又は請求人等から申出があったこと）

及び介助者に対して外部へ情報を一切漏らしてはならないことを説明した旨を記載

した「調査事績書（149号)」を作成する。
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口総代以外の共同審査請求人

総代が選任された場合、総代以外の共同審査請求人は、総代を通じてのみ審査請求に

関する行為をすることができることから、当該共同審査請求人は、審理手続の計画的遂

行に係る意見聴取の場において発言することができない。ただし、当該共同審査請求人

が審理手続の計画的遂行に係る意見聴取の傍聴を希望する場合には､担当審判官の判断

により、その傍聴を認めることとして差し支えない。

(3)進行予定の説明

担当審判官は､意見の聴取の冒頭において､審理手続の申立てに関する意見の聴取を行う

趣旨等について説明し、出席者の紹介を行うとともに当日の進行予定（次にイからへ）を説

明する。

イ審理手続の申立てに関する意見の聴取の趣旨の説明

ロ出席者の紹介

ハ審理手続の申立てに関する意見の聴取の手順及び注意事項の説明

二審理関係人に対する主張等の確認又は審理関係人からの主張等の説明

ホ審理関係人の説明等を踏まえた上で､審理関係人からの意見の聴取(事実に関する主張

に対する認否の聴取を含む｡）

へ審理関係人の今後の予定等を踏まえた上で、審理関係人から意見の聴取

（留意事項）

出席者の紹介に当たっては、主宰者側（審判所側）の出席者を紹介（又は自己紹介）し、次

いで、請求人、参加人及び原処分庁に、順次、氏名及び役職等について紹介（又は自己紹介）

を依頼する。

なお､審理手続の申立てに関する意見の聴取を特定の審理関係人と行う場合に､既に当該審

理関係人と面識がある場合には、出席者の紹介（自己紹介）は省略して差し支えない。
，------..-..---..--....-..----．･･･----....----..----..-----..---------..-....----．･･･--..-..--..----------~.｡..~..~~~~~~~~~~~~~..~~~~~.'~....~..~1

1 【担当審判官の発言例（2－4)】

I （請求人と実施する場合の冒頭のあいさつ）

i 「本日は､お忙しい中、お集まりいただき誠にありがとうございます｡ただいまより、 ’

’○○株式会社さんからの審査請求事件につきまして､通貝ﾘ法第97条の2、審理手続の計画｜

I的遂行の規定に基づく審理手続の申立てに関する意見の聴取を行います｡」

｜ 「これは、口頭意見陳述、証拠書類等の提出、職権調査の申立て、閲覧請求などの審理｜

｜手続等に関しまして､審理関係人から、今後の申立て等についての意見を聴取させていた｜

｜だいた上で､今後の審理計画を決定し､担当審判官が今後の事件の審理を適正に行うため｜

｜に実施させていただくものですが､本日は､請求人に対して意見聴取をさせていただきま｜

’す｡」

， 「なお､原処分庁に対する意見聴取は､・日に実施する予定です｡今後の審理手続の予｜

｜定時期等についての通知は、原処分庁の予定等を勘案してお送りすることになりますのI
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|で､少し遅くなります｡あらかじめご了承をお願いします｡」 i
I -/a ,I､, ､E"J>In-J-_ -kF .K､T､s,4､>d､->zFf._,J-､E=w ､1 =J-=J- ! I

O 1

1 「早速ですが､初めに､本日の進行予定について簡単にご説明申し上げます｡お手もと I
O U

O O

Iに配付させていただいております『審理手続の申立てに関する意見聴取について」をご覧’
0 － 0

1 1

1いただけますでしょうか｡」 I
O I

I 1

1 ． ． ．以下、省略・ ・ ・
0

0

D

I O

O O

I （留意事項） I
0

I

O I

I 以下､ ｢進行予定の説明｣及び｢出席者の紹介｣の要領等については､同席主張説明を実i
O

O

I 施する場合とおおむね同様であるため､ ｢請求人及び原処分庁と一堂に会して実施する場合l
I

O

O O

I の発言例」は省略した。 i
O O
O l
O

なお、この場合の担当審判官の発言要領等については、第1章同席主張説明4(3)の発言I1

0

0 0
O I

I 例1－2を参照のこと。 I
0 1
1 9
1

また、説明の際には、席上に、 「審理手続の申立てに関する意見聴取について（｢審理手’
0

0

0 Q
I O

i 続の申立てに関する意見聴取の実施について(139号)」裏面｡以下同じ｡）を配付する。 ’
'－－－－－－－－－－－‐－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－．－－－－－－－－‐..－－－－－－－－－－．．，－－－－－－－－－－－－－－－－－‐‐‐‐‐‐‐‐‐..‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐」

0
ーーーーーーーⅡ■■■■ I■■一一1■■ーーー■■ 1■■ 1■■一一ｲ■■ 1■■‐一一一一一ー'■■ー1■■ーｲ■■ I■■－－ｰ一一－-1■■ ｲ■■ 1■■ 1■■ I■■一一一一一一一1■■ーーI■■ I■■ー-1■■一一一ｰ－1■■ー1■■ 1■■ 1■■ d■■ 4■■ 1■■ I■■－－ｰｰー1■■

｜ 【担当審判官の発言例（2－5)】 ，
! ,=-_-! !======HF_f=g/L_､7*=""､ i0 ｡ ’

I （請求人と電話で実施する場合の確認等） ’
0 00 ･ 0

1 「○○株式会社ですか。代表者の△△さんをお願いします｡」 1
! - ----~､'- i0 ，0

1 「私、○○株式会社さんの審査請求事件を担当しております審判官の××です! -- .~.-~~- - . . -~-~~. - --- -- ' ~' . '~' - - ' ｡ -''~' i本日 I
U

0I OO

lは､お忙しい中お時間をいただきありがとうございます｡ただいま､御社の本社事務所に！
0 000 0
1お電話させていただいておりますが、近くにどなたかいらっしやいますか｡」 I
O OO

O! ･ ･ ･ft**"F/ftEfb,Z=FTT. . . i， ・ ・ ・代表者から、代理人がいる旨申立て・ ・ ・0 0

!0 _ _ _ i
8

1 01 I

｜ （留意事項） ’
0 00 0

1 代理人に電話を代わってもらい、代理人であることの確認等を行う。 ’1
! . . -- --. - - ~. iIO! ,==,,"､｣_' ､ .｣__､ i

I （冒頭のあいさつ) iO
OO O

I 「それでは､ただいまより、○○株式会社さんからの審査請求事件につきまして､通則I
0

0
0

1法第97条の2、審理手続の計画的遂行の規定に基づく審理手続の申立てに関する意見の！
0 010 0

1聴取を行います｡」 IO
IO O

I 「お手もとに、先日お送りした『審理手続の申立てに関する意見聴取について』や争点’
1 000 0

iの確認表を置いていただくようにお願いします｡」 iI

! r,_J_F/,_､=-,｡___, .__,.n_ =､=､_z.m.､､___, ､m_, , __ __ ､､_._____. i
I 「これらの書面については､ご一読いただいていると思いますので､注意事項等についi
I

OO OO

'ては､既にご承知いただいていることを前提に進めさせていただきますが、よろしいですI
! , _ iO IOO O

lか｡」! _._ ,､ .___ i
1 ． ． ．請求人了承・ ・ ・0 00 U

! "".~/-- ".. iI OO
II! ,_ .__ . . . .___ _ i

I 「本日は、本件の審理手続等に関しまして、○○株式会社さんから、今後の審理手続の1
! . . ._ _ _ - .- - ､~- i， 18

1申立て等についてのご予定を聴取させていただいた上で､今後の審理計画を決定し､事件’’

一一一－一ー■■ー■■一－一一一■■－－－－－－一一ーーー■■一一一一一■■■■一一一一一一一■■■■一一一一一一一一■■■■－■■一一一'■■－■■■■■■■■■■､一一一一■■■■一一■■■■一一一一一一一一一一■■－■■－4■■ I■■一一一一一■■＝ 0
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|の審理を迅速かつ適正に行うために実施させていただくものです｡」 I
O D

I 「なお､原処分庁に対する意見聴取は､●日に実施する予定です｡今後の審理手続の予I
0 0

0 0

1定時期等についての通知は、原処分庁の予定等を勘案してお送りすることになりますのI
I O

O O

lで、少し遅くなりますが、あらかじめご了承をお願いします｡」 I
0 0

0 0

1 「それでは、早速ですが、初めに、本件に関する○○株式会社さんの主張の確認からさ’
0 0

1 。 ’

'せていただきます。 ・ 。 ．。」 ’
0 I

D O

O

I ・ ・ ・以下､省略・ ・ ・
0

0

0

0 0

0 0

1 （留意事項） 1
0 0

0 1

1 審理手続の申立てに関する意見の聴取を電話により実施する場合、 「出席者の紹介（確I
0 0

0 0

1 認)」の代わりに、 「通話者の確認」等を行う必要がある。 I
0 U

O O

I なお、相手方と対面して実施するものではないため、基本的には「進行予定の説明」や次I
I I

O I

I の「注意事項等の説明」については、それらを記載した書面を手もとに置いてもらうなど、 I
l O

D O

I

I 注意を喚起することにとどめ、細かな説明は省略する。
I

O

l O
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(4) 注意事項の説明

担当審判官は、前記(3)の進行予定の説明と併せて、次に掲げる注意事項についての説明を

行う。

イ審理手続の申立てに関する意見聴取手続は非公開で行うこと。

ロ録音及び撮影並びに電話の発着信等は禁止すること。

性）審理手続の申立てに関する意見聴取手続に際し、申立人から意見聴取の状況を録音、

録画したい旨の申出があった場合には､審査請求に関する手続は公開を予定したもので

はなく、審理の妨げになるので、これを許可しない。

ハ担当審判官の進行に従い、担当審判官に対して今後の審理手続の予定等を説明するこ

と。

なお､他の審理関係人に対して直接質問したり苦情等を述べたりすることや､事件に関

する意見を自由に陳述することはできないこと。

二所要時間は○時間を予定しているが､進行次第で所要時間が増減することもあり得るこ

と。

【その他の注意事項】

審理関係人から今後の審理手続に関する予定等について聴取する前提として、審理関係人

の主張及び争点を確認し､整理するために、審理関係人から、それぞれの主張について説明を

求めることも考えられる。この場合において、担当審判官は、必要に応じ、審理手続の申立て

に関する意見の聴取手続の冒頭、次の注意事項等について説明する。

なお、審理関係人の一部に対して審理手続の申立てに関する意見の聴取を実施する場合に
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は、下線を付した事項については、説明を要しない。

イ審理手続の申立てに関する意見の聴取は非公開で行うこと （録音・撮影を禁止すること

及び他の審理関係人の発言内容等を公にしないこと）

ロ担当審判官の進行に従い、

を説明すること

また、審理関係人は担当審判官に対して主張や今後の予定等

審理関係人が他の審理関係人に対して直接質問することはできないことノ､

二事件の審理とは直接関係がない苦情等を述べることはできないこと

ホ担当審判官が審理関係人から説明を受けた内容を踏まえて、更にその場で説明を求める

場合もあること

へ審理手続の申立てに関する意見の聴取の場は、主張等に対する最終的な見解や判断結果

を示す場ではないこと

ト審理手続の申立てに関する意見の聴取において審理関係人からその主張に関して説明さ

れた内容は、そのまま正式な主張として扱うものではなく、新たな法律上又は事実上の主

張がある場合は、後日、正式に担当審判官に対して、その主張を記載した書面（反論書、意

見書、回答書等）の提出等が必要であること

チこの場で説明ができなかった事項については、後日説明を求める場合があること

チ

リ 話者の権l堀や守秘義 H上

きない事項については、その旨を申し出ること

ヌ ヨカョトH庶l .弗焦裸′の恥 今） 冒音求人又

到称 速胃里 （禅

収部訟務官室）の担当者が出席していること

ル当日の進行次第で、予定の時間が増減することもあること

（留意事項）

審理関係人から、録音・撮影をすることや他の審理関係人の発言内容等を公にすること

を認めるよう、申立てがある場合も考えられる。

このような場合には､審理手続の申立てに関する意見の聴取は非公開の手続であること、

また、録音等により出席者の発言が公になる可能性がある場合には、出席者をい縮させる

おそれがあることなどについて説明し、審理関係人の理解を得ることに努めるものとする

（非公開で実施することについては、第3章口頭意見陳述6(1) 【非公開で実施することに

ついて】参照｡)。

、ー！ー‘■■ ‘■■ ！■■ ！■■ ！■■ ！■■ーー－－■■ ‘■■ ！■■ ‘■、一一！■■ーー！■■ ‘■■ー‘■D－q■・ーq■・ ‘■■一一一一一■■一一■■ー！■■■■■■一一ｰ一一-一■■ ‘■■ ！■■ー！■｡ ！■p ‘■、ｰーロ■ローーーーーー’■D ‘■ローｰ！■D

O U
I 【担当審判官の発言例（2－6)】(2-6)] |

I

! "=_4. . ._,._ . ._ .._. . ____.____. . _._ iOI! rs=*l l_=&#-z+g-,7､g+=*T=¥,T,sHDn, i
l （請求人と実施する場合の注意事項等の説明) !
! ,_ . ___ _ ､ __-_ _ _ . . _ _ iI OO

l 「お手もとの『審理手続の申立てに関する意見聴取について』の2の注意事項をご覧い’
! _ __ _ _ - -- - - -- -- i11| .J:_.JzJgrF,=.f_"s! ､_ gk .g､ , i

|ただきますでしょうか｡」 ｜l
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！ 「(3)にありますように､本日の議事の進行は審判所が行います｡なお､ (1)のとおり、こ’
0 0

1の手続は非公開手続ですので､録音及び撮影は禁止させていただいております｡」 I
0 0

1 「次に､ (3)に関しまして､本日ご説明いただく内容については､基本的には､事前におI
0 1

0 0

|送りさせていただきました書面に沿ってお尋ねさせていただきますが､本日、ご説明をいI
0 0

0 1

'ただけない場合には、後日、審判所にご回答いただくようにお願いします｡」 I
0 0

0 0

1 「また､本日、ご説明いただいた内容に新たな主張として扱うべき内容のものがあったi
O O O

O O

l としても､これをそのまま正式な主張として取り扱うものではありません｡審判所においI
I U

'て、主張書面としての陳述録取書や証拠書面としての質問調書などを作成することは予！
0 0

0 1

1定しておりませんし､証拠書類などの検査も行いません｡審理手続の申立てに関する意見I
0 1

O I

Iの聴取は、飽くまでも、審判所が、○○株式会社さんの主張の真意を確認し、証拠の提出I
0 0

0 0

1の有無やその時期など、○○株式会社さんの審理手続についてのご予定をお間かせいたI
0 0

O I

Iだいた上で､審理計画を決定し､審判所として今後の審理を適切に行うために実施するもI
0 1

1のです｡なお､新たな主張をされる場合には､後日､正式に書面を提出していただく必要1
1 0

|がありますので、よろしくお願いします｡」 ！
0 0

0 0

1 （留意事項） I
l I

O I

I 請求人及び原処分庁と一堂に会して行う場合の「注意事項等の説明」要領については、同’
1 0

0 ● 0

1 席主張説明を実施する場合とおおむね同様であるため、この場合の審判官の発言要領等にI
I O

I O

I ついては、第1章同席主張説明4は)の発言例1－3を参照のこと。 ’
1■■ 1■■■■ 1■■ d■■-‘■■－－1■■－1■■一一一一一一一I■■－一一＝1■■ー一一一一一一一一1■■‐－1■■ 1■■‐ー1■■ 1■■ I■■ 1■■ '■■一一一一1■■■■ ‘■■ I■■ I■■ I■■ ｲ■■ 1■■■■ 1■■ 1■■ I■■ '■■ 1■■ーー‐‐ーーーー■■一一－一一

I ｡ I

(5) 主張及び争点の確認、整理

審理手続の申立てに関する意見の聴取については､担当審判官が、審理関係人から口頭意

見陳述の申立てや証拠提出の有無など､今後の審理手続に関する予定等について意見聴取す

る目的で実施するのであるが､その後の調査及び審理を適切に行うためには､担当審判官は、

その前提として､審理関係人に主張及び争点を確認し、双方の主張等の相違点や対立点を的

確に整理しておく必要がある。この場合において、主張と争点とは密接に関連するものであ

り、また、主張に関しても、法令解釈を巡る主張と事実関係を巡る主張との別、更には課税

等要件に関するそれぞれの立証責任の帰属をも意識しつつ､的確に主張等の整理を行うこと

が必要である。

（留意事項）

審理関係人による主張説明を行う際には､審理関係人に対して事前に送付した｢説明を求め

る事項を記載した書面（資料)」や「争点の確認表（24号)」を席上に配付し、それに沿って議

事を進行するものとする。

なお､審理関係人から、あらかじめ他方の当事者に主張の内容について説明を求める旨の申

出があり、審判所が追加事項として当該他方の当事者に説明を求めた事項については､審理手

続の透明性の観点から、その旨を明らかにした上で説明を求めることが望ましい。

審理関係人の主張が不明確であり、かつ、課税等要件に沿った主張となっていない場合や、
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それぞれの主張に関する説明を求める事項が多数ある場合には、審理手続の申立てに関する

意見の聴取を実施してもその効果が期待できないため、このような場合には、担当審判官は、

まず､審理関係人と面談や同席主張説明を行い、それぞれの主張を課税等要件に沿ったものに

整理した上で、審理手続の申立てに関する意見の聴取を実施する。
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! 【担当審判官の発言例（2－ﾌ)】 應転而蒋舂迩弓軍用
I （先に請求人と実施する場合の主張及び争点の整理）

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｏ
Ｏ
Ｉ

発言例2－7及び2－8は、移転価格課税を巡る事件についての発言例である。

当事者双方が同席した上での発言例は、第1章同席主張説明4(5)の発言例1－5と

して掲載している。

これらの発言例は、原処分庁が残余利益分割法により事件の対象となった国外関連

取引に係る独立企業間価格を算定したことに対し、請求人は、原処分には理由付記に

不備があることのほか、独立価格比準法が事件の国外関連取引について最も適切な独

立企業間価格の算定方法である旨の主張をしつつも、仮に、残余利益分割法により独

立企業間価格を算定する場合にも、原処分には「分割対象利益の算定｣、 「基本的利益

の算定」及び「分割要因の算定」に誤りがある旨主張していることを前提としている。

さらに、発言例にある「分割対象利益の算定」に誤りがあること（販売費及び一般管

理費の計算に誤りがある｡）及び「分割要因の算定」に誤りがあること（●●研究所で

行った研究開発費を請求人の分割要因とする計算が過大である｡）という請求人の主張

については、 「反論書」及び「反論書(2)」で新たに主張されたものであり、原処分庁か

ら、これらに対する主張書面がいまだ提出されていない段階で、審理手続の申立てに

関する意見の聴取が実施されたことを前提としている。

（留意事項）

仮に、発言例2－7及び2－8の事例において、原処分の理由付記に不備が認め

られる場合や、独立価格比準法が当該事件の国外関連取引について最も適切な独立

企業間価格の算定方法である旨判断することになる場合には、残余利益分割法の適

用についての判断を行うまでもなく原処分が取消しとなり、残余利益分割法を巡る

前記の争点については､判断を示す必要がない争点に帰することになる場合がある。

このため、このような事件の場合には、担当審判官は、法規・審査担当者とも協議

の上早期に合議を行い、また、必要に応じ､所長等の幹部を交えた事件検討会を開催

して、事件の処理方針や今後の審理計画を決定することに留意する。
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｢ ・ ・ ・続きまして、争点●に移ります｡」
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｢(本件は､移転価格に関する事件であり､)国外関連取引に係る独立企業間価格の算定I

'に当たり、原処分庁は、残余利益分割法により、本件の独立企業間価格を算定しておりま｜
■
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｜立点があります｡」 I
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I 「お手もとの『争点の確認表』●ページ以下に、この点に関する当事者双方の主張を整I
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I理しておりますが､先に実施させていただいた請求人との面談において､審査請求書に記’
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1

1載された主張については、既にご説明をいただいておりますので、本日は、その後、反論I
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1書及び先日提出いただいた反論書(2)に追加して主張された事項を中心にご説明をいただI
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1き、主張の確認及び整理をさせていただきたいと思います。もちろん、その他の事項に関I
0 0

0

0 0
Iしましても、修正いただく点がございましたら、ご遠慮なくお申し出ください｡」 I
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O

I 「それでは、まず、反論書で新たに主張された、分割対象利益の算定に誤りがある旨のI
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I主張についてご説明をお願いします｡」 I
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1 ． ． ．請求人からは、原処分には、国外関連者の営業利益（切出し利益）を算定するにI
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1 「承知しました。争点●についての主張整理は、以上とさせていただきます｡」 I
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1 「承知しました｡争点●についての主張整理は､以上とさせていただきます｡」 1
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(6)意見聴取事項

担当審判官は、聴取の順序を定めて、審理関係人に対し、次に掲げる審理手続の申立て等

をするかどうか及び申立て等をする場合にはその内容及び理由を聴取する。

イ法第95条の2第1項《口頭意見陳述》に規定する申立て

ロ法第96条第1項及び第2項《証拠書類等の提出》に規定する提出

ハ法第97条第1項《審理のための質問、検査等》に規定する申立て

二法第97条の3第1項《審理関係人による物件の閲覧等》に規定する求め

間法第97条の3第1項については､法第97条の2《審理手続の計画的遂行》に規定する審

理手続には該当しないが、迅速かつ公正な審理を図る観点から、意見を聴取することにす

る。

（留意事項）

口頭意見陳述等の申立てや閲覧請求の申出がされた場合には､別途、その申立て等に関する

書面の提出を依頼する。また、閲覧等が見込まれる事件については、あらかじめマスキング等

の作業を開始しておくことも検討する。

なお、法第97条の2が規定する審理手続には､審理関係人の主張や物件の閲覧等に関する規

定が含まれていないが、審理関係人が主張の追加､変更や物件の閲覧等を予定している場合に

は、その内容や結果いかんによって、審理関係人の審理手続の申立て等の予定が大きく変更さ

れることも考えられるため、担当審判官は、招集した審理関係人から、今後、主張の追加、変

更や物件の閲覧等の意向があるかどうかについても聴取し、これらを行う意向がある場合に

は、その内容及び理由のほか、予定時期等について併せて聴取するものとする。

【実施に当たっての留意点】

担当審判官は、審理手続の申立てに関する意見の聴取を実施するに当たり、次の点に留意

する。

イ審理関係人が担当審判官の許可なく争点についての主張を行うなど、意見の聴取の趣旨

に照らし相当でないと認める場合には、その発言を制限するなど、秩序維持のための必要

な措置を採る。この場合において、発言を制限したにもかかわらず、なお発言を続けるなど

したときは、意見の聴取を打ち切る。

（留意事項）

審理手続の申立てに関する意見の聴取は、原則として、担当審判官が審理関係人から今

後の審理手続に関する予定を聴取するための手続であり、審理関係人は、 口頭意見陳述と

は異なり、審理手続の申立てに関する意見の聴取の手続において事件に関する意見を自由
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に陳述する権利が与えられているものではないことに留意する。

ロ審理手続の終結に関して説明し、当該説明に当たっては、基通97の4－2《審理手続を

終結した場合の効果》に定める効果を審理関係人が十分に認識するよう丁寧に説明する。

ハ審理関係人から、次に掲げる内容の発言があった場合には、審理手続の申立てに関する

意見の聴取を終了した後又は後日別途面談等により、主張等を聴取及び録取する旨説明す

る。

A主張の追加、変更及び撤回があった場合

B他の審理関係人に対して説明を求める場合

（留意事項）

新たな主張等がされた場合において、担当審判官は、これらの聴取及び録取を審理手続

の申立てに関する意見の聴取の終了後に行うのではなく、審理関係人から新たな主張等に

ついての概要等を聴取し、当日の手続に合わせて処理することが可能であると判断した場

合においては、新たな主張等に関する意見聴取等を行っても差し支えない。この場合にお

いて、担当審判官及び分担者は、一旦手続を中断し、主張等の「 陳述録取書（34号)」

を作成することも考えられるが､審理関係人の了解を得て､録取書の作成は､審理手続の申

立てに関する意見の聴取後に行うこととして差し支えない。

二電話によって意見聴取を行うに当たっては、通話者及び通話先の場所の確認を行う。

ホ審理手続の申立てに関する意見の聴取は､基本的な事実関係や争点、また、争点を巡るそ

れぞれの主張を確認し、整理した上で、今後の審理関係人の審理手続に関する申立て等に

ついての意見を聴取することを目的として行うものであるから、主張書面である「陳述録

取書」及び証拠書面である「質問調書」は作成しないし、証拠書類等の検査も行わない。

｡ （留意事項）

事件によっては、担当審判官が、審理関係人から証拠が提出されていないことや不足し

ていることなどについて、審理関係人に対して釈明を求める場合や確認する必要がある場

合も考えられるが、このような場合には、審理関係人が一堂に会する場では釈明を求めな

いか､確認の仕方を工夫するなどの配慮が必要である。これは､審理関係人が一堂に会する

場で、一方の審理関係人に対して証拠がないことや不足していることについて安易に指摘

することは、既に証拠等を提出する旨の意思表示がされているのにいまだ証拠等の提出が

されていないなどの場合を除き、心証開示につながりかねないというだけではなく、その

ことによりその後に他方の当事者が有利な主張を展開することになることも考えられるた

めであり、審理関係人から担当審判官による議事の進行が公平でない旨のそしりを受ける

ことのないように配意する。

へ審理手続の申立てに関する意見の聴取を終了する場合には、担当審判官は、その旨を宣

言する。

（留意事項）

審理手続の申立てに関する意見の聴取の際に、主張及び争点を確認、整理する場合の要
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領（｢事件の概要等について｣、 「争点の確認｣、 「主張の確認｣、 「相手方当事者等から説明を

求める事項｣、 「当日に原処分庁に対する説明を求められた場合の対応｣、 「議事が円滑に進

行できなくなった場合の対応」及び「手続の終了｣）については、同席主張説明を実施する

場合とおおむね同様であるため、この場合の担当審判官の発言要領等については、第1章

同席主張説明4(5)から(8)の発言例1－4から1－9を参照のこと。

なお､審理関係人の主張がかみ合っていない場合には､担当審判官は､双方の主張を課税等

要件に沿ったものに整理した上で、審理手続の申立てに関する意見の聴取を実施することを

検討する。

一一－1■■一一－－1■■一一‐ーｰーｰー■■一一1■■ーI■■ー1■■ーー4■■ 1■■一一4■■ー｡■■－1■■-4■■-1■■－1■■ー'■■ '■■ 1■■ーｨ■■■■■■■■-4■■ー＝一一ー1■■ 1■■-1■■ 1■■一一1■■■■ーI■■ーI■■ ，■■ 1■■■■■■ I■■一一一

| 【担当審判官の発言例(2-9)】厩而落舂証弓軍用 ’
0 0

1 （当事者双方が出席して行う審理手続の申立てに関する意見の聴取） I

この発言例は、移転価格課税を巡る事件についての発言例である。

当事者双方が出席している場合の発言例としているが、当日に、第1章同席主張説明4

(5)の発言例1－5のような主張等の整理及び確認が行われ、引き続き実施されたことを前

提としている。

なお、一方の当事者から別々に意見の聴取を行う場合の手順も、おおむね同様である。

Ｉ
ｌ
Ｏ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

１
１

I

、

0

１
１
１
１

｜ （審理手続に関する予定等の聴取） ，
1

I I
0

0I r ,､, 0 _= 4_,QL__n_-=-F7=｡szzL.,__､___-L=as =f_m-".f._=､ _n_m__ . l

1 「 ・ ・ ・以上で、本件の主張及び争点についての確認、整理を終了します｡」 ，
00 0
0 ． 0

1 「続きまして、審理関係人から、今後の審理手続等の申立て等に関するご予定等をお伺I
DO O

O

lいしたいと思います。なお、ただいま、審理関係人に、それぞれの主張について確認してI
I ID O

O

lいただいた際に、予定を申し出ていただいた点も多数ございましたが、誤りがないよう、 I
●0 ． 0

0

0 0

1念のため､今後のご予定等について､ご意見をお聞きする際に､重ねてご説明をお願いしi
O O

I

O . 0

1ます｡｣ ’
10 9

1 「なお、本日、ご予定をお聴きした上で、後日、審判所で今後の審理計画を決定し、審I
I II O

O

I理手続の実施時期や審理手続の終結の予定時期等をお知らせしますが、証拠等の提出にI
0

0

0 0

1関し期日を定めた場合には、通則法第96条第3項が定める相当の期間を定めたことにな｛
9

0 0
0 0

1 りますので、ご留意ください｡」 I
O

O ) !
O O
I O

I （留意事項） I
I I
O I
I 。

’ 担当審判官は、必要に応じ、審理計画として決定した時期にその提出がない場合には、 ’
00 0

0

1 「更に一定の期間」を示した上で審理手続を終結する場合がある(法97の4②）ことについ1
0

4

0 0

・ 0

0

1 て説明するものとするが、この点をあまりに強調すると、審理関係人が提出時期等を明示！
00 0

0

｜ せず､飽くまでも「予定」にすぎない旨申立てるなど、かえって今後の審理計画の決定がや！
DI _=, _ ､ __ _ . _.._ ._ ､ __ Io I

O

I り難くなることに留意する。 ’0
0

00 0

｜ なお、担当審判官が、審理関係人から今後の予定等を聴取する場合には、適宜、ホワイト I
D

ｰ＝‘■■ I■■--,■■－■■ ‘■■ ‘■■ ‘■■ ,■■－1■■■■一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一,■. ｲ■.－－．. ‘.. ‘.. ‘..一一一.Ⅱ. 1..--‘＝‘.. 1....---..－－－－－‘..一一－－1．.一一一一一一一一一一一一一一‘..一一一一一一‘.. ,..-1.. ‘.. ,

I
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｜ ボーF等を利用して行うのが効果的である。 ‘0 0

1

1

00 ● 0

1 （主張の追加、変更の予定について） ’
0

0

0

0

1 「それでは、初めに、主張の追加や変更の予定について｡」 I
O

O

O

O

l ｡ . .mERBIEA$､､EZ_J/,ZN｣/1mLU _ _ I
O

O

， ・ ・ ・審理関係人からそれぞれ申出・ ・ ・ ‘
0

0

0

l ._.__ . __ I
O

i (留意事項) |
0

0 0
0 0

1 今後の審理手続の予定時期等を聴取する場合にはI - - - -- -. "- --.--- " --=~.-｡-､ --､'"､~-~s'.F, =~z~､ -I"! ! ､'/izEJ"zJFT'､'- I変更や物件の閲覧等がI
00 0
1 0

1 予定されている場合にも、できる限り、これらを織り込んだ上で審理手続の実施時期等及I
0 0
0 0
0 0

1 び審理手続の終結の予定時期を決定することが望ましいが、無理に決定した予定は、流動I
I - --. ~- ､ ･'.~-l0I O

i 的なものにならざるを得ないことに留意する。I I＆
0

0 0
0 I

I なお、審査請求の際に請求人が代理人を変更した事件などの場合には、請求人の主張がI
09 0

｜ それまでの主張から変更されることが多いが､特に､移転価格課税など国際事件について’
1 0
0 0

1 は、反論書が提出された場合にも、請求人の代理人からI -- .~､ - --､ .~'- --" ､. - ' ､.-/､.- =､ -'､." .~- ､､.､ o,/ !J~'~'rw.c'､/FIJm､pu-Jxe,'/ Iより詳細な反論や証拠のi
O O
O O

I 提出を追加して行うなどと申し立てられることもある。再調査の請求で原処分が一部取消！
0

0

I 1 -r.l/T .k_=JFI-=)_]_ =a_L,Lp､"/r､,,｣_r-,_n4_~=､ _=a_-__ .__._ _.___ |
I しされた事件では､請求人がその分析に時間を要し､反論書等の提出に時間を要したとしI
0

0

， てもやむを得ない場合もあると考えられるが､このように､請求人側の主張| - . -.- - - -."~=-~~~~､--'.'-~-~' ".. /･ I立証方針が明！01 0

1 確には定まっていない段階において､審理手続の申立てに関する意見の聴取を実施したとI
00 0

｜ してもその効果を期待することはできないから、このような場合には､むやみに審理手続！
0 0
0 0

1 の申立てに関する意見の聴取手続を実施するのではなく、請求人面談等を実施し、請求人！
00 ● 0

1 に対し早期に今後の方針を決定するよう要請するとともに､請求人から面談時点においてI
l .... _ _ _ 1
OI =LLTF1 -",､zL､"z/r,_¥-JEd-､_L==r-/F､4_&IAaAP_J__ _"E, ,_wu_~､ _､ ､ ､ _ I
O I

I 計画している今後の主張や立証の方針等をできる限り聴取するものとする。 0

0

1I /n===F*､J&"､FH--"R-FHO__. ._､ I
O

I I
I （口頭意見陳述の申立ての予定について) |
O O

O

O O

I 「次に、 口頭意見陳述の申立ての予定について｡」 ’0
00 0

． ． ． ．請求人から､原処分庁が本件の国外関連取引の独立企業間価格を残余利益分割法’1

0

0 ．I 0

によって算定したことに対し､本件の独立企業間価格は､独立価格比準法により算iO

O

O

O
I ● 0

定することができ､また､当該方法が本件の国外関連取引の独立企業間価格を算定iO

O

OO O
O O

するために最も適切な方法であることI ･ .- - - - -.~､~"F--- ~"~."､' '-､.-Q"､-､-､ ､--/wc､'､'､ ､'/J.nw--,'v . ､ H¥R'SZJ II
O

I

O ●
0 ･ ･0 0

陳述を･･頃に実施するよう申立てる予定である旨､また､その際､原処分庁に対I0

0

0

0 0
0 O

し、発問権を行使したい旨の申立てがあった。 ・ ・ ・
IO OO O
O l
I O

， ． ． ．申立てを受け､担当審判官は､原処分庁とも日程等を調整し､審判所会議室を確iO

I E.-d-X/ixp l=1"qZggg""JRE=--_ _ _ I
O OO O

保するなど、ほぼ日程調整等が完了・ ・ ・ ’
8

I - - . -~~- .. --- ･ l0 1
0 ． I

1 「それでは､口頭意見陳述についてはI - - .~----.--- - .-~､-~--.-=~"ua' Q//J!F･J .'"ERJLzIL-v - (--'EJ,v .d~ I●月●日に実施する方向で検討したいと思いまi
O I
I D

'すが､請求人は､早急に申立書を提出いただくようお願いします｡なお､正式に開催が決I
0 0

8

1定した場合には､後日、 日時等を文書でお知らせしますので、よろしくお願いしますI _. . - - . . -･."､ ､~- -'- ' ､.'｣ I」 I
0 ) |
D O

I （留意事項） I
I

O

I ,=xmBBf"a [=- ".､*_,__._A.A_,_,". " &_､,._.,_._L_ _ ､ _ J I

， 審理関係人からの申立て等に備え､担当審判官は､あらかじめI - -. - .~~-､ -- -.~ .- - -､ -.T~~-.. -.~--.''､L'"､T'､- I会議室等の空き状況等にI
0 0
B O

I ついて、把握しておくことが望ましいが、外部会場で実施する場合にはL-----------------------------------------------_____:_EJ_E_=/Z:_Z_=Xr_:__XZT_HEEE_EEX-F.I=c~'､g>QH'､' - I仮の日程を幾日か｜
い

ｰ－■■一一一ｨ■■■■ー‐I■■－1■■ー■■＝■■ーー1■■－－－1■■ 1■■一一一-一1■■ーー一一一■■b－1■■ I■■ 1■■ 1■■一一1■■ 1■■ 1■■ー■■ー一一一一一一一一一一一I■■ー1■■－1■■ I■■ー■■ーーー1■■一一一一I■■－－一一ーー‐－－1■■0 8
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| "UE_L-e､="o$rmf""､"B､"b- BE"o""wzf5*､oH-zL I。D OO
O

O

O
O

O

U

I なお、審理手続の申立てに関する意見の聴取の際に、請求人又は参加人が口頭意見陳述I
O

I

O

O

I を行う予定がない旨の申立てを行ったとしても、その後、 口頭意見陳述の申立てがされたI
0

0

0

0

｜ 場合には、このことのみを理由に、 口頭意見陳述の機会を与えないものとすることはできI
| _, ､_"_,｡､_._ !

O

li fiswMFM=-d-jz !
O

I ないことに留意する。 0

| ,=､_.,=__4=.,. ____._.__._､ |
O

O| rgwhn="=,MEMrn¥-I--､!､=, |
O

I （証拠書類等の提出の予定について）) !
O OO

I

I 「続きまして、証拠書類等の提出についてですが､先ほどご説明いただいたところで’
0

0
0

0

0

1は、請求人は、 ・ ・ ・に関し●●頃に、また、原処分庁は、 ・ ・ ・に関し▲▲頃に、それぞI
0

0

I

I

iれ提出いただく予定ということで、よろしいでしょうか。もちろん、追加主張の内容や閲I
0 0

0

0 ､ 0
0

1覧等の結果によっては、更に主張や証拠等の提出があるという前提ですが・ ・ ・。」 ，
0 0

0

0 0
0

’ ・ ・ ・審理関係人からそれぞれ申出・ ・ ・ ’
0

0 00 ‘ 00
0 ･ 1
1 （留意事項） ’0

0

1 前記の追加主張等にも関係するが、事件によっては、請求人の主張立証が複数回に分けI
| _______._-i.qT_ _ /i-~-_1--- -~----. IO

O
O

O

I て行われる場合があり、これに応じて原処分庁の主張立証も複数回にわたることになる場I
0

1

O

I

I 合がある。事件によってはやむを得ないと考えられるが、細切れに主張立証がされた場合、 ’
0

0
0

0

i 前後の主張立証に矛盾が生じることが懸念されることや、それぞれの時点で閲覧等の請求i
I

I

I

I

I が繰り返された場合には､主張等が錯葎し､迅速な審理に支障を来すおそれもあることかI
0

0

0

0

I ら、担当審判官は、このような場合には､審理関係人からの追加の主張立証が若干猩延するI
I

O p

O

I

I ことになるとしても、一時にこれらを行わせた方が、かえって迅速な審理に資する場合がI
0 ， 9

0

0 0
0

0 01 あることに留意する。 ‘0 O
0

I II （職権調査及び鑑定の申立ての予定について） ，
I l

O

O

O

I

I 「続きまして､審理関係人に対する質問の申立て及び帳簿書類等の物件の提出要求の申I
0

0
0

1立て､審理関係人の帳簿書類等の検査の申立て､鑑定人による鑑定の申立てに関し､ご予i
OI FF",+､=s;xi,,､az-j--7sl,_ JwI, , |

O

O I
O

l定等はございますでしょうか｡」 I
O OO OO
‘ ・ ・ ・審理関係人からそれぞれ申立て・ ・ ・0 0
l ._ _ ._ !0 00
O| ,"==Ta, |
I （留意事項）) !O| ._T_. __ _ .___ tJ _ lIU I
I 発言例の前提とした事件を例に考えると、例えば、租税特別措置法が独立企業間価格と I
0

0

0

0

1 は、 「・ ・ ・最も適切な方法により算定した金額をいう」旨規定していることから、請求人I
I

O

O

O

I から、原処分庁が提出した証拠や担当審判官が職権で収集した資料等以外に、原処分庁はI
0

1

O

I

I どの程度の調査をし､検討を行ったのかについても職権調査をし、担当審判官として、そのI
0

8

0

0

｜ 当否について審理してほしい（もちろん､原処分庁は、その必要はないと反対するものと思I
0 0

0

0 O
I

I 料される｡）旨申し立てることなどが考えられる。 ’
8

0

0

0

0

‘ 一方で| "J"､"J,x､'｣"~EJD､ !H｣':aw~､ nR'j､'､".D"Lucs4'''L-n'EnuFTY~'"L/='､｣wJnImgaz=UIg IlI OI OU

O

O

’ すべきであるなどと、担当審判官に対して職権調査の申立てが行われることも考えられるI
0

1 6

0

1 が、いずれにせよ、職権調査の要否については、その場で回答する必要はないことに留意すI
| _ |

I

Ii x l
O

I る。
’
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0

0
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l 「審理関係人からの申立ては､確かに承りましたが､それぞれの要否は､申立書を提出1
0

1

1

|いただいた後､検討した上で決定いたします｡採否は､後日、お電話等により、それぞれI
I

I I

I

lにご連絡させていただきますが、調査等の要否の判断は担当審判官が行うものでありま’
1

1 0

0

'すので、必ずしも、申立てどおりに実施するものではないことを、あらかじめご了承願いI

i az+, |
U

l|w-｡｣ |
O

lます｡」
0

（留意事項）

審理手続の申立てに関する意見の聴取の際に担当審判官に対する職権調査の申立てが行｜

われた場合において、担当審判官が直ちにその要否等について判断できる場合は別にして、 ｜

通常の場合には、前記の発言例のように、その要否等については、申立書が提出された後、 ｜

担当審判官等が合議等により検討した上で決定することにした方が、当日の議事が円滑に｜

実施できる場合が多いと考えられる。この点は､職権調査を実施しないとする場合に、その’

場において申立てを行った審理関係人の理解を得ることは難しいと考えられるためであ1

り、また、職権調査の実施日についても、その場で実施の要否を決定することは困難なため｜

である。
｜

なお、原処分庁からも担当審判官に対する職権調査の申立てができるようになり、また、 ｜

閲覧等の請求についても、閲覧等の対象に担当審判官による職権収集資料等が追加され、 ｜

担当審判官による職権調査が相当程度｢可視化」された上で､原処分庁からも閲覧等の請求I

ができるようになったことから、今後、閲覧等の請求が増加するだけでなく、閲覧等の結果｜

に基づいて､ ｢●●に対してなぜ職権調査を実施しないのか」など、担当審判官に対する職｜

権調査に関する申立て等が増加することが考えられる。

職権調査については、担当審判官の判断によりその要否を決定するものであるとしても、 ｜

担当審判官は、既に任意で提出され又は職権で収集した証拠等により争点に対する判断をI

することができるか否かについて、常に、問題意識を持って調査審理を行う必要がある。 ｜

(閲覧請求等の予定について）

「最後になりますが、物件の閲覧請求等の予定について｡」

・ ・ ・審理関係人からそれぞれ申立て・ ・ ・
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O

I
O
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'は、その際にさせていただくことにします。なお、予定通り▲▲頃に証拠資料等が提出さ，
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'の閲覧等ということになると思われます。 ・ ・ ・ということで、原処分庁には、追加の証，
lO O， ，
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『~｢二芳蒄原賜序ぼ．嗣三羅蕊振薊ご岑套あ藺賓尋あ識あ芋走ぽ尭蔵
|ど請求人から説明のあった追加提出される証拠資料等に関するものについてということ ！
I D
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lになります｡請求人から証拠資料等が提出されましたら、原処分庁にご連絡を差し上げま!

'すので､ 日程の調整等については.その際にさせていただくことにします｡なお､予定漁｜
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|グの要否についても､ご検討を済ませていただくようご協力をお願いします｡」 I
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0

0
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【証拠について】

証拠とは､過去の事実に基づいて残された各資料等のうち、現時点において、当事者から審

判所に提出されたものをいう。

通常、手形、遺言書、売買契約書のように、法律上の行為がその文書によってなされた「処
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分文書」の方が、その他の文書、特に作成者の見聞、意見、感想等を記載した日記などの「報

告文書」よりも一般的証明力が高いといわれている。 「質問調書」は報告文書である。

なお、当該証拠の信用度は、それぞれの固有の事情によって決まってくる。例えば、押印の

ない契約書は、押印のある契約書に比べて一般的証明力は低いが、同一人による場合に、必ず

しも、担当審判官に対する「答述」の方が、原処分の際の調査担当者に対する「申述」よりも

信用度が高いとはいえない。

審判所における審理では、現時点で見ることができない過去の事実を、現在見ることがで

きる証拠に基づいて認定することによって、原処分庁が行った処分の適否や当否を判断しな

ければならないため、証拠から過去の事実を認定する際には、誰もが納得することができる

と考えられるルールに基づいて認定しなければならないが、このルールとして使用されるの

が、経験則である。

課税等要件事実とは、法律効果の発生に直接必要な事実をいうが、この課税等要件事実を

認定するために用いられる証拠が直接証拠である。

また、課税等要件事実を推認させる事実を間接事実といい、この間接事実を認定するため

に用いる証拠を間接証拠という。

（留意事項）

審理手続の申立てに関する意見の聴取では、 「質問調書（133号)」を作成することはなく、

また、証拠書類等の検査は行わない。

証拠に関し、審理手続の申立てに関する意見の聴取の際に聴取されるのは、飽くまでも、

今後の証拠提出等の予定であり、既に提出された証拠について評価を行う場ではないこと

に留意する。

(ﾌ）意見聴取に当たっての留意事項

担当審判官は、意見聴取に当たり次の点に留意する。

イ審理関係人が争点についての主張を行うなど､意見の聴取の趣旨に照らし相当でないと

認める場合には、その発言を制限するなど、秩序維持のための必要な措置を採る。この場

合において、発言を制限したにもかかわらず、なお発言を続けるなどしたときは、意見の

聴取を打ち切る。

ロ審理手続の終結に関して説明し、当該説明に当たっては、基通97の4－2《審理手続を

終結した場合の効果》に定める効果を審理関係人が十分に認識するよう丁寧に説明する。

ハ審理関係人から、次に掲げる内容の発言があった場合には､意見の聴取を終了した後又

は後日別途面談等により、主張等を聴取及び録取する旨説明する。

㈹主張の追加、変更及び撤回があった場合

（ﾛ）他の審理関係人に対して説明を求める場合

二電話によって意見聴取を行うに当たっては、通話者及び通話先の場所の確認を行う。
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(S)意見聴取の終了

意見聴取を終えた場合は、担当審判官は､審理手続の申立てに関する意見聴取の終了を宣

言する。

(9)記録の作成

担当審判官は、 「審理手続の意見聴取実施事績書（141号)」を作成する。

5審理予定の決定

審理手続の申立てに関する意見聴取を行った場合には、担当審判官は、その結果を踏まえ、

遅滞なく、法第95条の2《口頭意見陳述》、法第96条《証拠書類等の提出》、法第97条《審理

のための質問､検査等》及び法第97条の3《審理関係人による物件の閲覧等》に規定する審理

手続のうち､どの審理手続をどの時期に行うかを整理して当該審理手続の期日及び場所を決定

するとともに､法第97条の4《審理手続の終結》に規定する審理手続の終結の予定時期を決定

する。この場合において、次に掲げる事項に留意する。

（1） 口頭意見陳述の申立てに係る期日及び場所の決定は､第3章《口頭意見陳述》の定めに従

う。

（2） 証拠書類等の提出に係る期日は､法第96条第3項に規定する相当の期間又は法第97の4第

2項に規定する更に一定の期間の終期となる。

(3)法第97条第1項に規定する申立てについては､その必要性を検討した上で当該申立てに対

する採否を決定する。

性） 物件の閲覧及び写しの交付の求めに係る期日及び場所の決定は､審査事務提要第2編第5

章第11節《審理関係人による物件の閲覧、写しの交付》の定めに従う。

(5)審理手続の終結の予定時期の決定に当たっては、参加審判官及び法規・審査担当者と協議

する。

（留意事項）

審理計画は、全ての審理関係人の予定を踏まえたものとすべきであるが、担当審判官による法

第97条第1項各号の職権発動については､事件の調査及び審理の過程でその要否が決定されるも

のであるため、それぞれの期日等を具体的に決定し、表記しなくても差し支えない。

なお、審理関係人の予定自体が流動的である場合には、確定した期日でないことを示すため、

「(予定)」と表示することとするが､前記(2)のとおり､証拠書類等の提出に係る期日については、

「相当の期間」又は「更に一定の期間」を定めたことになることに留意する。

6審理関係人への通知

（1）決定通知

担当審判官が前記5の定めにより各審理手続の期日及び場所並びに審理手続の終結の予

定時期を決定した場合には、当該各期日及び場所が決定されたときに遅滞なく、分担者は、
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「審理手続予定等通知書(142号)」を作成し、担当審判官の決裁を経た上で、全ての審理関

係人に送付又は交付する。

（留意事項）

請求人､参加人及び原処分庁と別々に意見聴取を実施した場合には、最後に実施する意見聴

取を実施した後、遅滞なく通知することに留意する。この場合において、審理手続の終結予定

時期は、原則として、標準審理期間を考慮した上で決定するものとし、具体的な予定時期の表

示については、例えば「●年●月頃」 とある程度幅を持たせたものであっても差し支えない。

(2) 審理手続の終結の予定時期を変更した場合

審理手続の終結の予定時期を変更したときは､適宜の方法により変更した理由を説明した

上で、前記(1)と同様の手続をする。

（留意事項）

審理手続の進捗の状況により、その後、審理手続の終結の予定時期を変更した場合には、分

担者は審理関係人に対する「審理手続予定等変更通知書(142号様式を修正)」を作成し、担当

審判官の決裁を経た後､審理関係人に送付又は交付して通知しなければならない(法97の2③）

が、この場合に、担当審判官は、改めて審理関係人と審理手続の申立てに関する意見の聴取を

行う必要はない。

【審理手続の終結の予定時期を変更する場合の留意事項】

担当審判官は、必要に応じ、変更通知書を送付する前に、審理関係人に対し、審理手続の終

結の予定時期を変更した旨及びその理由を電話等により説明し、審理関係人の理解を得られ

るよう努めなければならない。

なお、審理手続の終結の予定時期の変更は、当初通知した時期からおおむね1か月以上相

違する場合をいうのが相当であると考えられ、 1，2週間程度の遅延等する場合には、変更通

知を行う必要はないが、 1， 2週間程度であっても、終結予定時期を早める場合には、予見可

能性の観点から、審理関係人に対し、あらかじめ、電話等により変更する旨を伝えるものとす

る。

【口頭意見陳述との関係】

請求人又は参加人が審理手続の申立てに関する意見の聴取の際に、 口頭意見陳述の申立て

を行わない旨の申立てを行った場合であっても、その後、請求人又は参加人が口頭意見陳述

の申立てをした場合には、担当審判官は、その機会を与えなければならないことに留意する。

また＄担当審判官は、口頭意見陳述を終了した後、その場に出席していた審理関係人の同意

が得られれば、 口頭意見陳述に続いて、審理関係人と担当審判官とにおいて審理手続の申立

てに関する意見の聴取を実施しても差し支えない。

（留意事項）

口頭意見陳述は､請求人又は参加人が申し立て、その場において申立人が「審査請求に係
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る事件に関する意見」を口頭で陳述し、申立人が原処分庁に対して質問を発するものであ

る。

他方､審理手続の申立てに関する意見の聴取は､担当審判官がその必要性を判断し､必要

な審理関係人を招集等して、審理手続に関する申立ての有無や、申立てがある場合の申立

ての内容及び理由等を聴取するものであり、原則として、口頭意見陳述のように「事件に関

する意見」を述べる場ではない。このように、両手続は実施手順が異なるというだけではな

く、その根拠規定が異なるから、引き続き実施する場合にも、先の手続を一旦終了させて

後、後の手続を開始する必要があることに留意する。

なお、この場合には、審理手続の申立てに関する意見の聴取の実施通知書の作成は不要

であるが、今後の審理手続の予定時期等を決定し、通知する必要があることに留意する。
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【行政不服審査法第37条逐条解説】

【行政不服審査法第37条《審理手続の計画的遂行》に関する総務省行政管理局平成27年4月

「逐条解説行政不服審査法｣】

法第97条の2と基本的に同様の規定である行政不服審査法第37条について、総務省行政管理

局平成27年4月「逐条解説行政不服審査法」においては、次のとおり記載されている。

1審理手続の申立てに関する意見聴取手続の意義 ・ ・ ・略

2審理関係人を招集して行う意見聴取手続（第1項）

（,） 「審理すべき事項が多数であり又は錯羅しているなど事件が複雑であることその他の事
情により」

「審理すべき事項が多数であり又は錯葎しているなど事件が複雑であること」とは､第
31条から第36条までに定める審理手続を採る必要がある事項が多数ある、又は事実関係が

錯葎しているなどのため､審査請求事件が複雑であることをいう。
「その他の事情」とは、審理手続を計画的に遂行する必要があると認める前述以外の事

情をいい、例えば、審査請求の趣旨及び内容が多岐にわたっていることや、審査請求の趣

旨及び内容に暖昧な部分があるため事後の審理手続を決定できないことなどが考えられ

る。

（2） 「第三十一条から第三十六条までに定める審理手続」

第31条に規定する口頭意見陳述、第32条に規定する証拠書類若しくは証拠物又は書類そ

の他の物件の提出、第33条に規定する物件の提出要求、第34条に規定する参考人の陳述及

び鑑定の要求、第35条に規定する検証並びに第36条に規定する審理関係人への質問を指

す。

これらの審理手続は､弁明書､反論書及び意見書の提出後に実施されることが想定され、

かつ、審理関係人の申立て等により実施が認められるものであることから、この項に基づ

く意見聴取の対象としている。

（3） 「迅速かつ公正な審理を行うため…計画的に遂行する必要があると認める場合」

事件が複雑であるなどのため、審理手続の実施日時や順序、審理手続の終結予定時期を

あらかじめ定め、 「計画的に」これらの審理手続を執り行う必要がある場合をいう6改正法

の目的（第1条第1項）に照らし、全ての審査請求に係る事件が迅速かつ公正に審理され

なければならないことはいうまでもない。

樫） 「期日及び場所を指定して、審理関係人を招集し」

意見聴取手続は、複雑な事件等について、書面によるやりとりでは迅速な審理の遂行が

困難と考えられる場合に、主張及び立証事項を明確にし、その後の第31条から第36条まで

に定める審理手続を計画的に遂行するための手続である。したがって、当事者が指定され

た期日及び場所に出頭し、 口頭で行うことを基本とする。

「期日及び場所」は、審理員の裁量により指定されるが、審理関係人が出頭可能な期日
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及び場所である必要がある。運用に当たっては、審理員が審理関係人の都合等を事前に聴

取した上で、期日及び場所を指定することが想定される。

「審理関係人を招集し」とは、審理関係人に指定した期日及び場所を通知して呼び集め

ることをいう。口頭意見陳述では「全ての審理関係人を招集し」としている（第31条第2

項）のに対し、この項では単に「審理関係人を招集し」としているのは、意見聴取手続は、

飽くまで審理手続を計画的に遂行するためのいわば準備的な手続であるから、そのために

必要な審理関係人を招集することも許容されることを意味する。

また、審理員が指定した意見聴取の期日に招集した全ての審理関係人が出頭しなかった

場合でも、出頭した審理関係人により意見聴取手続を実施することができる場合は、再度

の意見聴取手続を実施する必要はない。

(5) 「あらかじめ」

意見聴取手続を、第31条から第36条までに定める審理手続を実施する前の時点において

行う趣旨である。

一般的には、弁明書、反論書及び意見書の提出後、これらの審理手続を実施する前に意

見聴取手続を採ることを想定しているが、事件によっては、審理員の判断により、弁明書

の提出後（反論書及び意見書の提出前）の時点で行うことや、口頭意見陳述を実施した後

に、その他の審理手続を計画的に遂行するために行うことも考えられる。

(6) 「これらの審理手続の申立てに関する意見の聴取」

第31条及び第33条から第36条までに定める審理手続の申立て又は第32条の証拠書類等

の提出の申出の有無や、当該申立て又は申出がある場合にはその内容及び理由等を、審理

員が審理関係人から聴き取ることをいう。

意見の聴取に際し、審理員が、争点及び証拠を適切に整理するために、その申立ての趣

旨及び理由や審査請求事件に関する主張の趣旨及び内容等について審理関係人に質問し、

主張及び立証事項の内容を明確にすることが考えられるが、この場合における質問は、第

36条の規定に基づき行われることとなる。

意見の聴取は､飽くまでこれらの審理手続の申立てに関するものであり、審理関係人は、

口頭意見陳述とは異なり、意見聴取手続において審査請求に係る事件に関する意見を自由

に陳述する権利が与えられているものではない。したがって、不規則な発言が認められな

いことはいうまでもない。

(7) 「行うことができる」

意見聴取手続を行うか否かを審理員の裁量に委ねるとの趣旨である。

意見聴取手続を行うか否かは、審理手続を主宰する審理員が、審理手続を計画的に遂行

し、迅速かつ公正な審理を行う観点から判断するものである。したがって、第31条及び第

33条から第36条までに定める審理手続とは異なり、審査請求人又は参加人が申立てをする’

ことはできない。
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…

3電話による意見聴取手続（第2項） ；

意見聴取手続は、審理員が指定した期日及び場所に審理関係人が出頭して行うのが原則で

あるが、審査請求人が遠隔地に居住地している場合等、審理関係人が指定された期日及び場

所に出頭して口頭で意見聴取手続を行うのが困難な場合も考えられる。

第2項においては、このような場合に意見聴取手続を円滑に行うため、民事訴訟法（第170

条第3項）を参考にし、審理員の判断により、電話による方法で行うことを認めるものであ

る。

(1) 「審理関係人が遠隔の地に居住している場合その他相当と認める場合」

「審理関係人が遠隔の地に居住している場合」とは､意見聴取手続を実施する場所から、

社会通念上、遠隔と認められる地に審理関係人が居住している場合をいう。

「その他相当と認める場合」とは、これ以外で通話による意見聴取をすることが適切と

審理員が認める場合をいう。例えば、遠隔の地ではない場合であっても審理関係人が出頭

を望まない場合や､審理員が審査請求人若しくは参加人又は処分庁等と一対一で通話をす

ることにより目的を達することができる場合が該当すると考えられる。

（2） 「政令で定めるところにより」

この項の規定による意見聴取の手続の詳細については、政令に委任することとするもの

である。

（3） 「審理員及び審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によって」

「審理員及び審理関係人が…通話をする」とは、審理員と審理関係人が通話をするとい

う意味であり、審理員と審理関係人の一部の通話も認められる。意見聴取手続は、簡易迅

速な審理の進行を実現するために行うものであるからであり、民事訴訟法第170条第3項

の弁論準備手続では、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限り電話による方法を採

ることができるとされているのとは異なる。

具体的な態様としては、例えば、審理員が意見聴取手続を行う場所として審査庁を指定

し、同所に処分庁等（処分庁等の職員）が出頭し、これらと審査請求人とが電話で話す方

法や、審理員が意見聴取手続を行う場所として処分庁等を指定し、同所に審査請求人及び

処分庁等（処分庁等の職員）が出頭し、これらと審理員が電話で話す方法が考えられる。

（参考） 「音声の送受信により通話をすることができる方法」とは電話による通話を指

す。

性） 「前項に規定する意見の聴取」

第1項に規定する「これらの審理手続の申立てに関する意見の聴取｣、すなわち、第31条

から第36条までに定める審理手続の申立てに関する意見の聴取を指す。

4審理予定の通知（第3項）

意見聴取手続は､審理すべき事項が多数であり又は錯葎しているなど事件が複雑である場
合について、審査請求の趣旨や審査請求人と処分庁等の主張の対立点等を明確にし、第31条
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から第36条までに定める審理手続を計画的に遂行するために行うものである。そのため、審

理員は、意見聴取手続を採ったときは、その後の審理予定を審理関係人に通知することとす

る。

(1) 「前二項の規定による意見の聴取を行ったときは、遅滞なく」

審理員は､意見聴取手続を採ったときは、 「遅滞なく」第31条から第36条までに定める審

理手続の期日及び場所並びに審理手続の終結予定時期を決定しなければならないものと

する。

「遅滞なく」 とは、 「すぐに」の意味であるが、 「直ちに」及び「速やかに」に比べ時間

的即時性が弱い場合が多く、正当な又は合理的な遅滞は許されるものと解されている〔法

制執務715頁〕・意見聴取手続においてこれらの審理手続の採否や期日等を決定することが

可能な場合には、その場において決定すればよいが、審理員が検討を要するような場合に

は、合理的な期間内に当該決定をすることになる。

(2) 「第三十一条から第三十六条までに定める審理手続の期日及び場所」

口頭意見陳述や参考人の陳述、検証等についてはそれを実施する日時及び場所を指す。

証拠書類等の提出や物件の提出要求等については、それらを提出すべき相当の期間の終期

を意味する。

(3) 「第四十一条第一項の規定による審理手続の終結の予定時期」

決定した第31条から第36条までに定める審理手続を予定どおり実施すれば必要な審理

を終えると認められる場合におけるその最終期日をいう。これは、飽くまで「予定」であ

るから、当該予定時期に審理手続を終結しなければならない義務が審理員に課されるもの

ではない。なお、第41条第2項の規定により審理手続を終結するのは、相当の期間内に物

件が提出されない等、審理予定に反する事情が発生した場合であるから、その予定時期を

明示するものではない。

性） 「これらを審理関係人に通知するものとする」

審理手続の期日及び場所並びに審理手続の終結の予定時期を審理関係人に知らせるこ

とをいう。審理手続の透明性を図る観点から、また、審理予定について審理員及び審理関

係人が共通の認識を持ち、それ以降の審理を適正かつ計画的に行う観点から、意見聴取手

続に参加した審理関係人に限らず、全ての審理関係人に通知することとしている。通知の

方法は、審理員の判断に委ねられる。

審理員は、意見聴取手続を行ったときは、審理手続の期日及び場所並びに審理手続の終

結予定時期の決定及び審理関係人への通知を必ずしなければならない。

(5) 「当該予定時期を変更したときも同様とする」

審理の終結予定時期は、審理手続の進行状況によって変わり得るものであり、その場合

も変更後の終結予定時期が審理関係人に通知されるべきであることから、審理員は、審理

の終結予定時期を変更したときは、その変更後の予定時期を審理関係人に通知しなければ
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0 0

0 0

0 0

｜ きる。 ’
0

0

0

0 00

1 2前項の代理人は､各自、不服申立人のために、当該不服申立てに関する一切の行為をするI
0 0

0 0

1 ことができる。ただし、不服申立ての取下げ及び代理人の選任は､特別の委任を受けた場合I
0 0

0 0
0

1 に限り、することができるぴ I

I

I I
O

O

I 3 〔省略] !
O

O

O

O O

I （総代) |
O

O

O

O O

O D

i第108条 I
O

O O

O I

I 1～2 [省略] |
0

0

0

0 1

' 3総代は、各自、他の共同不服申立人のために、不服申立ての取下げを除き、当該不服申立I
O O

O O

’ てに関する一切の行為をすることができる。
0

0

0

0 0
1■■ 1■■■■ 1■■ーー1■■ ‘■■ 1■■ 1■■ イ■■ 1■■ 1■■ 1■■■■一一ーー‐ー一一一一1■■ー‐ｰ-1■■‐ｰI■■一一一ーィ■■ーィ■■ ィ■■ーI■■ーI■■ 1■■ I■■ 1■■■■一一1■■一一‐'■■一一一一一一一一一1■■ーィ■■一一一－一ｰーーI■■ I■■ー

●
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rq■D一一一一一一0■･一‘■p－－1■■－0■・一!■ローーーー‘■、一!■｡ !■ロ－－－1■、一一一一一一ーーーーq■･ーー!■・ｰーー一!■・ ・■' 1■、 !■、ー-1■ロロ■ーー・口･ ロロ一一一一一一q■・ ‘ロローーーー'■・ーー1口・ーー‘ロローー‘■・ーー一一一ーー

1 4総代が選任されたときは､共同不服申立人は､総代を通じてのみ前項の行為をすること ｜
↓ 0
0 0

0 0

1 ができる。 ’

0 ] |
0 0
0 ･ 0

1 5～7 〔省略〕 I
O
－－－－－4■■ ,■■ ,■■一一■■ 4■■－－－－，■■－－－－－－－－1■■－1■■－1■■－’■■－1■■ ’■■ 4■■■■一一一－一一一一一一一一一一一’■■■■ ’■■■■一一一■■一一ｨ■■ー－－4■■■■ ，■■－1■■－1■■ー■■ ’■■ ，■■一■■ー’■

0

－口.．－－1■■ 0．．－－‘■■ ‘■■ ！■■■ﾛ■・■■一一一ロ■■ ！■■一一一’■■ q■■ ‘■■ ！■■－‘■■■■D ｛■■－《■■－1■■ ‘■■ー‘■■一・■、 ’■■ーー一一一ーq■■ ‘■■勺

0 0

『I 不服審査基本通達（国税不服審判所関係) I--･･-------------･･------------------･･--･･----･･--･･-----I
IL'-.--.-.--．･･･-.--..-...-..--.-．･･･-..--.-...-.-.-‘-.-‘--.---.-.-.-.--.－－．．．．．．．－．－．－‘－－コ ‘
0 0

1 （意見陳述の申立て） ’
0

I

0

I

l 95の2－1 法第95条の2第1項の規定による申立てがあった場合には、同条第3項におい’
0

0

0

0

’ て準用する法第84条第1項ただし書((決定の手続等)）の規定に該当する場合を除き、担 I
0

0

0

0

1 当審判官は必ず当該申立てをした審査請求人又は参加人（以下第95条の2関係において I
I

I

l

I

I 「申立人」 という｡）に口頭で意見を述べる機会を与えなければならないから、その機会 I
0

0

1

0

1 を与えない又は申立人にとり意見陳述が不可能に等しい機会を与えたことにより、その陳’
1 、 I

｜ 述が行われないままされた裁決は違法となることに留意する。
0 ｡ O

D

O

O

I

i (注)1 申立人に対し日時及び場所を指定して意見を述べる機会を与えたにもかかわら i
O

O
O

ず､正当な理由がなく、その機会に出頭しないときは､法第97条の4第2項第2号！O

0

I

U ● 8
8 0

（(審理手続の終結)）の規定の適用がある。 ’0
O I
O 8

0
0 0
0 0

2担当審判官が指定した期日に申立人が出頭した場合には、申立人以外の審査請求！0

0

0
0 1
0 0

人又は参加人が出頭しなかったとしても、当該申立人に改めて口頭意見陳述の機会I0

0

0

0 0

0 0
0

0

0 0を与える必要はないことに留意する。 ，
I O
U O

i （申立人の所在その他の事情） i
0

I

l95の2－2法第95条の2第3項において準用する法第84条第1項ただし書の「申立人の所I
O U

I 在その他の事情」 とは､例えば､申立人が矯正施設に収容されていて相当の期間出所の見I
I 1
0 0

1 込みがない場合など、申立人が担当審判官の指定した期日及び場所に出頭して口頭で意見I
8 1
0 0

1 を述べることが困難であると認められる事情をいう。 ’
0 O
I O

！ （意見陳述の制限） ’
9 I
O I

O O

I 95の2－3法第95条の2第3項において準用する法第84条第5項の「その他相当でない場1
1 8
0 8

1 合」 とは､例えば､申立人の行う意見陳述が既にされた陳述の繰り返しにすぎない場合そI
Q I
O O

I の他その発言が口頭意見陳述の趣旨、 目的に沿わないと認められる場合がこれに当たるこ I
I O
I O

I とに留意する。 ’
0 I
I O

i （注） 代理人によってされた意見陳述の効果は、申立人本人に帰属するものであるから、 ’
0
O I
O ． I

申立人本人から改めて口頭意見陳述の申立てがあったときは、代理人によってされたI0

0

0 0
0 0

0 0

意見陳述と重複しない限度でこれを行わせることができる。 ’0
0 0

0 0
0 0

i (質問の許可) i
I O
I O

l 95の2－4担当審判官は、例えば、申立人の行う質問が審査請求に係る事件に関係のないI
I O
l O

I 事項にわたる場合や、既にされた質問の繰り返しにすぎない場合その他口頭意見陳述の円 I
I I
I I

I 滑な遂行を阻害するおそれがある場合を除き、原則として、法第95条の2第2項の規定に’
1 . O
I O

｜ よる申立人の質問を許可することに留意する。 ’
一一一■■ー■■一一一一一一一一一一■■■■－－ーーー■■ー■■■■■■‐ー一一一一一－一－－1■■一一一ー■■■■■■■■■■ー一一■■■■■■ー■■ー1■■一一一一一ーー■■■■一一一ーーーー一一一ーーー一一一■■一一一一一一■■‐ー－ー■■ー一一一
0 0
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【事務フロー：口頭意見陳述の手続】

口頭意見陳述の手続
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
■
ｇ
●
ら

一
陳
ま
事
記
一

睡
見
務
ｒ
に
》

一
意
事
、
ｊ
”

一
頭
の
ｊ
等
唖

一
個
縦
翻
砿
》

》
は
実
⑫
計
唖

》
て
、
表
ｒ
”

》
い
施
討
び
一

一
お
実
検
及
一

一
に
の
件
』
《

畢
続
そ
事
〕
函

一
手
、
ｒ
暘
意
一

一
の
ら
を
也
留
一

一
述
か
跡
表
に
一

一
陳
て
軌
過
と
一

一
見
立
の
経
こ
《

》
意
申
そ
理
る
唖

一
頭
の
、
処
す
一

睡
口
述
で
件
録
一

Ｆ
●
●
●
●
ｅ
●
●
●
●
●
●
■
Ｄ
Ｄ
Ｄ
ｇ
Ｄ
●
、
●
●
●
●
●
●
、

再度の
申立てて

認めるか

否か
再度

口頭意見陳述をさせない

否 認

《
》同希望／

申立て
の方法法

即時聴取
希望ｶｭ望か希

口頭
唾

否文書書

『補佐人の帯同申請』へ

申立てが独立した書面でされて

いない場合は、書面の提出依頼

書面でされて

面の提出依頼 ．:鴬黙………………………………………………
●

;提出の有無にかかわらず、口頭意見陳述i
● I

;は実施する必要があることに留意 ｜
も.............､..､...｡....､...｡...............｡.｡..｡....｡......｡.....･・

《
》

権
使 使

口頭意見陳述の手続と並行し
て、質問事項の確認を実施

口頭意見陳述

て、質問事項

質問書面の提出依頼質問書面

撒
有

提出の

有無

質問書面の収受
JQ

(原処分庁）

「口頭意見陳述の開催に
ついて」の作成

(担当審判官）

口頭意見陳述の

開催について

(144）

(申立人、原処分庁）

ー一一ーーーーー･･･ ･ﾛ･ I

|原処分庁の出席を 1
1鰐賎噛合噂､トー----
1厘処分庁に耐る ’
1踊知はlgZHW:Z___｣l ‐,＝‘ ，｡＝r ，‐ I ”

『口頭意見陳述の実施』へ
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【事務フロー：口頭意見陳述の実施】

口頭意見陳述の実施口頭意見陳述の実施
P■□●●■●●■●b■●●●●●■ロ●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●■、●●q
●

●

；口頭意見陳述の手続におい

:述の申立てから、その実施
;で、その軌跡を「事件検討
;件処理経過表(23号)」及び
●

:録することに留意
●

、・・■・・・･･･■･････････・・・・・・・・■・・．．□..．．.......．

■●●●●●、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●
●

●

ては、 口頭意見陳：
●

、実施後の事務ま；
表(22号)」 、 「事；
「計画表等」に記；

申立人の出席

出席の

有無無
蛭 ■・■・・・・・・・■・・・・●●■p・■・・、■■■■■ざ
グ0，、

脳
か
正当 理由

の有無有

審理手続の終
結の必要性

有

日時の変更日時

口頭意見陳述を実施しない

まま調査及び審理の続行
『審理手続の終結』へ

-ーーーーー一一ー、

|補佐人による口1
1頭意見陳述 1

， ， －， ， 0 ， ‘ q ，ノ

口頭意見陳述の実施 申立人に対する補佐人の陳述内容の確認

グーーーーーーーーーーーーーーー一一ーーーーー
1

(請筐や言動許よ季喧蕊“?状隼の美学I

補佐人の口頭意見陳述の打切り

申立人の口

頭意見陳述

継続の意思継続

「口頭意見陳述録取書(34号)」
及び「口頭意見陳述実施記録書
(143号)」の作成（即時実施の

場合にはその旨の記録を記載）

取書(34号)」

述実施記録書

(即時実施の

記録を記載）
補佐人の排斥補佐

申立人によ

陳述の継続

申立人によ る口頭意見

陳述の継続

口頭意見陳述の終了述の終了

口頭意見陳述の

際に、未回答と

ゞなった部分＝

原処分庁から回答書面入手

一件書類つづり（主張関係

書類)に編てつ
(申立人）

『主張・争点の整理、確定』へ
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【事務フロー：補佐人の帯同申請】

補佐人の帯同申請 口頭意見陳述の手続においては、口頭意見I

述の申立てから、その実施、実施後の事務

で、その軌跡を「事件検討表(22号)」 、 「。
牛処理経過表(23号)」及び「計画表等」に；
暴十スールlァ函審《

》

●●■●■●、●●●■■■●■●■■■●●●●●●●●●●●●●●｡●●■●●●●●●●■■●●●■□■●､■●●●●●●●●●●●●●●
I

図
0

1

補佐人帯同の許否

●●ワロ■ロ｡■｡■U●●●ー●■の●■●．■■●●●●●●■●｡●●．●●●●●●●●●●●●●●●●●｡●●■｡●●●●●●●●、●●●●●
●

；複数の補佐人帯同申請がある場合、全て
；の者を不許可とする場合（一部の者を不

・,鞠曙････；許可とする場合には、許可する者の氏楽
｡

一一

１
１
１

ーー、

l

可1
J

１
１
１

１
１
１

許可 不許可

●●●●●｡ のみの許可通知書を発行）D

●●●●●●●、●●●●●●、●●●■●●●●●●●､●■■●●●●●●●■●●●ロ●●●●

＝ーーq■■ー

●■､●●●｡●●■●e①●

「補佐人帯同の不許可につ

いて」の作成

（

補佐人帯同の不許
可について

(147）

(申立人）

「補佐人帯同許可の

取消しについて」の
作成

１
１
１
－

由
一
事
一
消
一
取
一

人
生
一

佐
発
一

補
の
一一

１
１
１

補佐人帯同許可の

取消しについて

(148）

(申立人）

『口頭意見陳述の実施』へ

85

｢補佐人帯同の許可につい

て」の作成



第3章口頭意見陳述

1 口頭意見陳述の趣旨

口頭意見陳述は､書面による主張を補う観点から、請求人又は参加人に原処分の取消しを求

める理由を口頭で補足させること、また、原処分の法律上及び事実上の根拠に関する質問、回

答を通じて､攻撃防御の対象を明確にすることで手続保障の機会の充実を図ることを目的とす

るものである。

したがって、担当審判官は、この制度の趣旨に沿い、かつ、調査及び審理を尽くす意味から

も、口頭意見陳述の場においては、請求人又は参加人に意のあるところを十分に主張させるよ

う努める。

（留意事項）

． 法第95条の2第1項《口頭意見陳述》は､請求人又は参加人の申立てがあった場合には､担当

審判官は、当該申立てをした者（以下、この章において「申立人」 という｡）に口頭で審査請求

に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならないと規定しており、また、同条第2

項は、口頭意見陳述に際し、申立人は、担当審判官の許可を得て、事件に関し、原処分庁に対し

て、質問を発することができると規定していることから、口頭意見陳述及び原処分庁に対する発

問の機会は、原則として、申立人に付与しなければならないことに留意する。

【書面審理と口頭意見陳述】

書面審理は､簡易迅速性、資料の明確性等の面で長所を有する一方で、印象が間接的である

ことや真実が正確に書面に記載されているとは限らず、釈明により疑問点を明確にし得ない

こと等の短所を有するといわれている。書面審理の長所は口頭審理の短所であり、書面審理

の短所は口頭審理の長所と裏腹な関係にある。

担当審判官が行う調査及び審理は、書面審理が原則である。

改正前の通則法では、口頭意見陳述は、請求人と原処分庁が担当審判官の前で攻撃防御を

行うという対審的構造まで保障するものではなく、口頭意見陳述の機会も、実際には､担当審

判官が請求人の主張を聴いて記録にとどめるものであったため、対審構造を採る訴訟とは大

きな差があるとされてきた｡

これに対し、改正法では、口頭意見陳述は､全ての審理関係人を招集してさせるものとする

（法95の2③）旨規定されるなど､対審的構造が一部導入され、申立人は原処分庁に対して質

問を発することができるものとされた（法95の2②） ところである。

なお、質問が許可制とされたのは、請求人の無関係な質問や繰り返しの質問が行われた場

合にこれを認めないことができるようにするためであり、質問を行う旨の申立てがあった場

合には、原則として、許可すべきものであることに留意する。

2 口頭意見陳述の申立て

（1） 申立てができる者

口頭意見陳述の申立てができる者は、請求人又は参加人（それらの代理人を含む｡）に限
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られる。

（留意事項）

口頭意見陳述を職権で行うことはできない。

また、口頭意見陳述の申立てがあった場合には、担当審判官は、原則として申立人に対し口

頭で事件に関する意見を述べる機会を与えなければならないのであり、口頭意見陳述に代えて

他の手続（請求人面談や同席主張説明等）を行うよう誘導してはならない。

ただし、際限なくこれを認めることは、迅速な審理の妨げになるだけではなく、公正な審理

に資するものではないから、一度その機会を与えた後は、再度その機会を与えることに特段の

理由がない限り、その機会を与える必要はないことに留意する（再度の機会を与える例として

は、口頭意見陳述が実施されて後、新たに争点化された主張等に関して意見を述べる場合など

が考えられる｡)。

なお、代理人によってされた意見陳述の効果は、申立人本人に帰属するから、申立人本人か

ら改めて口頭意見陳述の申立てがあったときは､代理人によってされた意見陳述と重複しない

限度でこれを行わせることができる（基通95の2－3個)。

【口頭意見陳述の実施方法に関する裁判例】

口頭意見陳述の実施方法が問題となった事件としては､熊本地裁平成7年10月18日判決(税

資214号172ページ）がある。

これは、請求人らが口頭意見陳述を申し立てたのに、担当審判官がその機会を与えないま

ま裁決したことには、重大かつ明白な暇疵があるとして、その取消しが求められた事件であ

る。

この事件は、請求人が同人及び代理人ら合計9名が同時に臨席する方法での口頭意見陳述

を求めたのに対し、担当審判官が3名ずつ3回に分けて聴取を行う旨通知したところ、請求

人が9名全員が一堂に会しての意見陳述に固執して、結局、 口頭意見陳述が実施されないま

ま、裁決（棄却）がされたものである。

なお、会場として指定された審判所の会議室は、 9名全員の収容が可能であるとされつつ

も、本件の決定は、担当審判官の合理的裁量の範囲内であるとして棄却された。

（判決要旨）

「法が口頭意見陳述権を認めた趣旨は、請求人の手続的権利を保障することによって、職

権審理の専断を防止し、また､審査請求の審理が書面審理を基調としつつ、口頭意見陳述をさ

せることによって、書面のみでは十分にその意を尽くせないところを補充させ、もって、公正

な審理に資するためであると解すべきである。しかしながら、 口頭意見陳述の方式について

は法は何ら規定を設けていないことに鑑みるならば、いかなる方式でそれを実施するかは、

右制度の趣旨、 目的に反しない範囲で事案の審理に当たる審判官の合理的裁量に委ねられて

いるとみるべきであり、ただ、口頭意見陳述の機会を与えたとしても、申立人にとって意見陳

述が不可能に等しい機会を与えた場合のように、審判官が右裁量の範囲を逸脱したと認めら
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れるときは、審理手続は違法となり、裁決も取消しを免れないというべきである｡」

（留意事項）

前記の判決は、 口頭意見陳述の場に原処分庁が招集されない法改正前の事例である。基

通95の2－1《意見陳述の申立て》は､担当審判官が、意見陳述の機会を与えないか､又は

申立人にとって意見陳述が不可能に等しい機会を与えたことにより、その陳述が行われな

いままされた裁決は違法となることに留意する旨定めており、今後、 口頭意見陳述に原処

分庁が招集され、また、発問権が行使される場合にあっては､複数回に分けて実施するかど

うかについて慎重に検討する必要がある。

【口頭意見陳述に同席する代理人の数の制限についての判決例要旨】

異議申立てに係る調査における口頭意見陳述に同席する代理人の数が制限されたことにつ

いて、名古屋高裁金沢支部平成20年3月26日判決（税資258号順号10930）は、 「一度に同席さ

せる代理人の人数を制限させることが直ちに、職権審理の専断を防止して書面のみで十分に

意を尽くせないところを補充させて公正な審理に資するという口頭意見陳述の趣旨に反する

ものとは認め難いから、複数の代理人が同席することを制限したことをもって、裁量権の逸

脱があったということはできない｡」 と判示している。

(2)

イ

申立ての方法

申立書の提出の求め

担当審判官及び分担者は､口頭意見陳述を行う旨の申立てをした者に対し､原則として、

「口頭意見陳述の申立書（14号)」の提出を求める。

性)1 口頭意見陳述の申立てを書面によって行わなければならないとする法令上の規

定はないが、手続の明確化のため求めることとしていることに留意する。

2形式審査の段階で口頭意見陳述を行いたい旨の申立てがあった場合には､担当審

判官の指定の通知があった後に「口頭意見陳述の申立書（14号)」を提出するよう

説明する。

（留意事項）

口頭意見陳述の申立てを書面によって行うように求める趣旨は､口頭意見陳述が全ての審

理関係人を招集した上で実施される手続であること、また､原処分庁に対して質問を発する

ことができる手続であることから、請求人又は参加人が口頭意見陳述を申し立てる意思が

ある､ことを明確にするためである。

しかしながら、申立てを書面によるものとする法令上の規定はないから、前記の依頼は、

飽くまでも協力要請であり、提出を求めたにもかかわらず、その後申立人が申立書を提出し

ない場合には、後記二のとおり、再度、その真意を確認し、申立人が口頭意見陳述を行う意

向である限りにおいては、申立書の提出がなくても、口頭意見陳述を実施する必要があるこ

とに留意する。
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口審査請求書等に申立てを行う旨の記載があった場合

担当審判官及び分担者は、審査請求書､反論書等において口頭意見陳述の申立てをする

旨記載されている場合には、請求人又は参加人に対しその真意を確かめた上、口頭意見陳

述を行う意向であるときは、審理手続の経過を記録上明確にしておく必要があるから、こ

れらとは別に「口頭意見陳述の申立書('4号)」の提出を求める。

ハ面談等の際に申立てがあった場合

担当審判官は、請求人又は参加人と面談等している際に、その場において請求人又は参

加人から口頭により、口頭意見陳述をしたい旨の申立てがあった場合（質問、検査等を行

う目的で請求人又は参加人の自宅等に臨場した際に申立てがあった場合を含む｡）には、

原則として、次の説明を行い、その場における口頭意見陳述を実施することなく、 「口頭

意見陳述の申立書（14号)」を求める。

け） 口頭意見陳述は、原処分庁も出席した上、原処分庁に質問を発することができるが、

この場において口頭意見陳述を行うと質問を発することができないこと。

（ﾛ） 口頭意見陳述とは別に、担当審判官が申立人との面談において、申立人が主張した内

容は、これを録取し、申立人の主張として取り扱うことができること。

． （留意事項）

1 上記の説明を行うに当たっては、 「口頭意見陳述の申立てをされる方へ」 (145頁）を

活用する。

2 その場に担当審判官がいない場合には、その場において口頭意見陳述を実施しない

ことに留意する。

二面談等の場での口頭意見陳述の実施をなお要望する場合

前記ハの場合において､担当審判官が説明してもなお申立人が口頭意見陳述を行いたい

旨申し出たときには、口頭意見陳述を実施する。この場合には「口頭意見陳述実施記録書

（143号)」にその旨を明らかにしておくことに留意する。なお、その場に担当審判官がい

ない場合には口頭意見陳述を実施しない。

性） 口頭意見陳述を実施した場合の陳述と担当審判官が審理関係人に対してする質問(法

97①）に対する答述とは、明確に区分することに留意する。

.【口頭意見陳述の陳述と担当審判官の質問に対する答述とを区別する理由】

口頭意見陳述は、審査請求書及び反論書等に記載された審査請求の趣旨、理由を口頭によ

り敷延説明することを趣旨とするものであるから、その内容は、いわば「主張」とみるべきも

のである。

他方、担当審判官の質問に対する答述は、特に、証拠資料として位置付けることができる。

このような性格の相違からして、 口頭意見陳述の陳述と質問に対する答述とは、 じ後にお

ける処理手続に差異を生じることとなるから両者を区分する必要がある。

なお、担当審判官は、 口頭意見陳述の機会を利用して申立人に対し口頭意見陳述の範囲を
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超える質問を行うことが妨げられるものではなく、法第97条第1項《審理のための質問、検

査等》の規定により、証拠資料として位置付けることができる答述を求める質問をすること

ができる。ただし、これは口頭意見陳述の手続とは別の手続によるものであるので、その旨を

明らかにした上で質問する必要がある。

ホその後も申立書を提出しない場合

前記ロ又はハの説明にもかかわらず､その後申立人が口頭意見陳述の申立書を提出しな

い場合には、再度、その真意を確認し、申立人が口頭意見陳述を行う意向であれば、口頭

意見陳述の申立書の提出がなくても、口頭意見陳述を実施することとし、日時、場所等を

通知する。
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1 （請求人） ’
0

0 0

1 「反論書に申立てをする旨記載していることをもって､申立てを行ったものと考えておI
I O

O

O O

I りましたが、何か不備がありますか｡」 I
I

O OI

I （担当審判官） ’
0 1

0 1

1 「ご存じのように、口頭意見陳述は､全ての審理関係人を招集した上で実施する手続でI
0 0

0 0

1あり、原処分庁に対して質問していただくこともできる重要な手続ですから、申立人の意I
I 0

I O

i思を明確にしていただくため、申立てをされる際には､ 『口頭意見陳述の申立書(14号)』 ！
0 1

1の提出をお願いしております｡お手数をおかけしますが､申立書を別途提出していただく I
0 ． 0

0 0

Iようお願いします｡」 ． ’
0 0

0 8

1 （請求人) i
O 9

0 0

1 「分かりました。近日中に提出します｡」 I
8 0

0 0

I (留意事項) i
I O
O O

I 担当審判官が親切丁寧に対応する必要があることのほか､必要に応じ、この段階で依頼’
0 9

0 1

1 を行うことなどについては、発言例3－1の場合と同じである。
0

0

I
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G)再度の口頭意見陳述の申立て

口頭意見陳述を実施した後、当該申立人が再度口頭意見陳述を申し立てた場合は、次によ

る。

イ ロ頭意見陳述は､請求人又は参加人に繰り返しこれを行う権利を付与するものではない

から、原則としてこれに対応する必要がない。担当審判官は、再度口頭意見陳述を申し立

てた者に対し、口頭その他適宜の方法により、その旨及び主張書面を提出できる旨連絡す

る。

ただし、担当審判官がその申立てが口頭意見陳述の趣旨、目的に沿っているか否かを検

討の上、口頭意見陳述の機会を与える必要があると判断した場合には、再度口頭意見陳述

の機会を与えることを妨げるものではない｡担当審判官が再度の口頭意見陳述の機会を与

えると判断した場合の招集手続は、第1回目の手続と同じである。

（留意事項）

第1回目の口頭意見陳述の実施後に、新たに争点となった事項等に関して口頭意見陳述

の申立てがされたなどの場合については、原則として、その機会を付与することに留意す

る。

なお、代理人によってされた意見陳述の効果は、申立人に帰属するものであるから、申

立人から改めて口頭意見陳述の申立てがあったときは、代理人によってされた意見陳述と

重複しない限度でこれを行わせることができることに留意する（基通95の2－3性))。

p既に実施した口頭意見陳述において、申立人の質問に対する原処分庁の回答書面が提

出された後、その回答に関して申立人が､更に質問を行うことを前提として再度の口頭意

見陳述の申立てを行った場合には､担当審判官はその内容を聴取した上､必要に応じて原
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処分庁に釈明を求めることとし､原則として､再度の口頭意見陳述の機会を与えないが、

口頭その他適宜の方法により、その旨及び求釈明事項等を記載した書面を提出できる旨

連絡する。

（留意事項）

既に実施した口頭意見陳述の際の質問に対する回答が、後日、原処分庁から書面により

行われた場合において､その回答が明らかに質問に対応していないときは､担当審判官は、

原処分庁に対して釈明を求めた上、必要に応じて、再度回答させるものとするが、申立人

が、原処分庁の回答に対して、納得できないことなどを理由に、再度口頭意見陳述の申立て

を行ったとしても、担当審判官は、そのことのみを理由としては､原処分庁に対して釈明を

求めることや再度の回答を求める必要はない。

また、既に実施した口頭意見陳述において原処分庁が回答を行った際に、申立人の陳述

や質問が足りなかったことを理由に再度口頭意見陳述の申立てがあった場合についても、

そのことのみを理由としては、重ねて機会を付与する必要はないことに留意する。
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1 【担当審判官の発言例(3-3)] i
O O

O O

I （口頭意見陳述の申立て：再度の申立てを許可する場合） ’
1 0

0 0

1 （請求人） ’
0 0

0 I

｜ 「今回の審査請求事件については、先日、口頭意見陳述を実施していただきましたが、 ’
0 1

0 0

1争点●については、その後に争点となったものです。請求人としては、新たに争点となっ’
0 0

0 0

1た争点●についても、書面で言い尽くせなかった点について口頭で補足したいと考えてI
0 0

1おり、また､前回と同様に､原処分庁にも質問したいと考えております｡以上の理由で、 #
U O

O O

i第2回目の口頭意見陳述を実施していただくよう申し立てたいと考えておりますが、申I
0 6

0 0

1立書を提出すればいいですか｡」 ’
’ 0

0 0

I (担当審判官) |
0 0

0 0

1 「分かりました。おつしやるとおり、争点●については、前回の口頭意見陳述の後に争’
0 0

0 0

1点となったものですので､実施する方向で検討いたします。なお､前回同様､ 『口頭意見i
I O

1陳述の申立書('4号)』を提出していただくほか､陳述の概要やく原処分庁に対する質問i
O I

O O

l事項を記載した書面についても提出いただくようお願いします｡」 ’
ロ

0 0

0 0

1 （請求人） ’
0 0

0 0

1 「承知しました。近日中に申立書を提出いたします｡」 I
I 0

I O

I （留意事項） ’
0 0

0 0

1 申立人が､第'回目の口頭意見陳述の際に質問事項等を記載した書面を提出しなかった’
0 0

0

1 場合については､当該書面の提出を依頼しないことも考えられる°
0

0

0

0 O

I O

， なお、書面が提出されなかったことにより、第’回目の口頭意見陳述の際に申立人が行’
1 0

1 0

， つた質問に対する原処分庁の回答の多くが当日に得られなかったなどの場合には、担当審’
1 1

1 0

， 判官は、申立人が早期に原処分庁の回答を得るためにも、事前に質問事項等を記載した書’
1 0
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8

1 面を提出するよう、改めて申立人に依頼することを検討する。 ’

1
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0 1

ー一一一一一一一一.■■ーｨ■■ '■■ 1■■ 1■■ '■■ーーI■■ 1■■一一一一一一4■■－－－－1■■ 1■■ ’■■ー，■■ーー一一ｰーー1■■一一一－－－■■ 1■■－1■■‐1■■ I■■ '■■－1■■ 1■■ '■■ q■■ ■■－1■■－－－'■■一一一一一一一一●■DーーI■■ｰ
0

IM=z¥I'%=IFI (3-4)1J I
1

｜ 【担当審判官の発言例（3－4)】| ,n-==m=f,w､m-_.==,f､Eb-_=zJr=T! f"'､E-､ |
0

1 1
●

Oi (DggF-BE7M$#･r:gED$n･mwwLtEL,ig:) |
O

I （口頭意見陳述の申立て：再度の申立てを許可しない場合） ‘
0

0

1

0

1 （請求人） ID

O

I

I

I 「今回の審査請求事件については､先日、 口頭意見陳述を実施していただきましたが､ ’
1

0 ． 0

0

1不慣れなこともあり、陳述が足りない点が多数ありました。また、質問の一部は、当日原I
0

0 0

0

1処分庁に回答してもらえず､後日になって審判所から回答書が送付されてきましたが､請I
0

8

O

I

I求人としては､前回の口頭意見陳述で意を尽くせなかった点について、更に口頭で補足しI
0

0

0

1

1たいと考えており、また、原処分庁の回答書に記載された事項についても、原処分庁に質I
0

0

0

0

1問したいと考えております｡以上の理由で､第2回目の口頭意見陳述を実施していただく ’
1

0

8

0

｜よう申し立てたいと考えておりますが、申立書を提出すればいいですか｡」 ：
0

0

0

0

U

B

I （担当審判官) |I
O

I

O

i 「申立ての趣旨は理解しましたが､前回ご説明させていただいたように､口頭意見陳述i
O

O

O

I

Iの開催は、迅速な審理の観点からも、原貝ﾘとして1回でお願いしているところです。口頭I
0

0

O

D

I意見陳述の場で○○さんが意を尽くすことができなかった点につきましては、主張書面I
I

0

I

I

Iを提出していただくか、審判所が○○さんのご主張を録取させていただくことで対応さ’
0

0

0

0

1せていただきたいと思います。また、原処分庁の回答に関しましても、○○さんににご納I
0

9

0

1

|得いただけるものではなかったかもしれませんが、○○さんのご質問に対して回答が記I
0

0
0

0

|載されておりますので､更にお尋ねになりたい点を私にお話ししていただければ､必要にI

0i lfn*")3F,EhIM;.FFIFfl.I-rWBH"zIMM-,,､j=BI,､*.j-. ! |
0

0 I
O

l応じ、私から原処分庁に対して釈明を求めたいと思います｡」 ‘
| ,=-, ､ |

0

0I (E=*m l
0

I （請求人） ’0

0

1 「仕方がありません。それでは、担当審判官が私の話を聴いていただくようにお願いしI
0 0

8

0 8
0

1ます｡」| /fRJ4=*,,-､ . |
9

0 Il .._.. .¥._. . |

1 （担当審判官） ：● 0

0

1 ’ 「ご理解いただき、ありがとうございます｡改めて､その日程を調整させていただきま！
0| -j-_ I I
0 0O
I I
'す｡」 I0
0 ) |
0 0
1 （留意事項） I
O

I

I 前記の発言例は､請求人が2回目の申立てをしないことを了承した事例としているが、 i
O

O

O

O

I 請求人が口頭意見陳述の申立てを行う場合、たとえそれが2回目の実施であり、また、陳I
8

0

0

0

｜ 述内容も繰り返し的な要素が強いものであったとしても、開催が1回に限られることが法I
0 00

1

1

0

｜ 令で規定されたものではない以上、担当審判官が、 「迅速な審理の観点から、原則1回でおI
D

O

1

1

1 願いしている・ ・ ・。」 と説明するだけでは、申立人が了承することは少ないものと考えら’
| ｣~ |

0

0! hz_ |
1

｜ れる。 ，0

1
0

1

I このような場合には、担当審判官は、申立て後直ちに機会を与えない旨回答するのでは’
0

■■ーーー■■■■ー一一一一一一一一一一一ーー‐一一一一一ー■■一一■■一一■■一一1■■一一一一一一一一一一一一一一■■一一一一一一一一一一■■－ーー■■ーー－－ーー一一一一■■D一一一一一一一一一一一一■■■■一一一一一一－－－－一一一一一一一一一一
0
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0
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1 なく、一旦話を引き取り、後日改めて連絡した方が、申立人の理解を得易い場合があるこ’
0

i !=f="_4_z l
I

II M)=Ig-､5 1
O

I とも考慮する。 P

L---..-..---------..-------------..-----------‐--..--..-..------..__‐__________‐__‐....____‐_‐_‐_____‐‐_______-..-------.._......__I

3不適法な審査請求と口頭意見陳述との関係

担当審判官を指定する前に審査請求書等において口頭意見陳述の申立てがあった場合にお

いて､法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》の規定により不適法なものとして審査請

求を却下するときには、 口頭意見陳述の機会を与える必要はないことに留意する。

(留意事項）

結果的に不適法となる事件の場合でも、法第92条の規定による却下事件ではない事件(期限後

に審査請求書を提出したことにつき請求人が正当な理由がある旨主張する場合など｡）について

は、審理手続を経て裁決する必要があるため、担当審判官は、請求人又は参加人から口頭意見陳

述の申立てがあった場合には、その機会を付与する必要があることに留意する。

この場合において、申立人は、 「審査請求の適法性」について陳述できるだけでなく、 「原処分

の違法性」についても陳述できるが、口頭意見陳述の申立てが行われた時点において原処分庁か

ら原処分の適法性に関する答弁書が提出されていない場合には､担当審判官は、申立人が審査請

求の適法性に関してのみ陳述及び原処分庁に対する発問権の行使を行う旨を申し立てる場合で

ない限り、原処分の適法性に関する答弁書が提出されるのを待って、口頭意見陳述を実施する日

程等を調整することに留意する。

0

ーq■■ 4■■一一－1■■ I■■一一'■■ー'■■ 1■■一一一I■■－－1■■一一一一一一一一一ーｰー1■■ー1■■ーーー1■■－1■■ーｰーー1■■ー1■■ーー4■■ーーーI■■ー4■■ー■■ ‘■■ '■■ー1■■ 1■■ 1■■ 1■■ーI■■■■ 1■■ーーー1■■ I■■■■ー一一-一

8

1 【担当審判官の発言例（3－5） （形式審査担当審判官)】 ’
0

O

I

I

I （口頭意見陳述の申立て：不適法な審査請求である場合） ’
0
0 ，

0

0

1 （請求人） ！
0

0

0

0

1 「先日提出した審査請求事件に関して、口頭意見陳述をしたいと考えておりますが、手I
0

0 O

I

I続を教えてください｡」 ！
0 0

i (形式審査担当審判官) |
0 0

1 「○○さんから提出いただいた審査請求につきましては､現在､今回の審査請求の対象i
O

O

I

I

iとされた処分について､○○さんが審査請求を行うことができるか否かを検討しておりま!
00 <, O

1

1す。仮に、○○さんが、今回の審査請求の対象とされた事件について審査請求をすること I
0

0

0

0

1ができないということになると、口頭意見陳述の機会を設けることはできませんのでよるI
9

1 0

0

'しくお願いします｡」 . i
O O

i （請求人） ’
0 0

1 「口頭意見陳述ができるかどうか､連絡してもらえるのですか｡」 ！
0

0

0

0

1 （形式審査担当審判官） ’
0

0

0

0

1 「口頭意見陳述ができる場合には、改めてご連絡を差し上げますが、そうでない場合にI
I

O

O

O

Iは、改めて事前に連絡を差し上げることはせずに、却下裁決書がお手もとに届くことにな’
0

■■ー■■ー‐■■＝■■ー■■ー■■‐ｰ一一－一ｰ一－一一一一一一ーーーー一一ー－－■■ーーーーー■■■■ー■■■■ー一一■■一一一ー■■ー■■一一ｰーー一一一一■■ー■■一一一一一一■■一一ー■■■■ーⅡ■■一一一■■ー■■■■■■ー■■■■■■■■－

0
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O

l ります｡」 I
0

0

O

I

I ) |I （請求人） I
O

O

I

I

I 「私としては、せめて意見だけでも聞いていただけないものかと考えておりますので、 I
l l

l O

U

l何分よろしくお願いします｡」 1
0

1

0 ．
I

I （形式審査担当審判官）
I

O

D

「適正に判断させていただきます｡」

（留意事項）

前記の発言例は、不服申立適格のない者が行った審査請求に関して口頭意見陳述の申立’

てがあった場合の発言例である。

所長決裁を了し、近日中に却下裁決書が発送される段階であるなどの場合は別にして、 ｜

所長決裁を受ける前に、形式審査担当審判官が当該審査請求が不適法であることやその理i

由について説明することは適切ではなく、かといって、不適法却下が明らかであるのに、何I

ら前提を置かずに申立書を提出させることも適切でないことに留意する。

なお、形式審査担当審判官が申立人に対し、例えば、 「申立人が処分の名宛人でないこと I

及び処分によって自身の法律上の利益が侵害されるものではないことを理由に、本件につ｜

いて審査請求をすることはできない｡」などと説明したとしても、申立人が容易に納得する｜

とは限らず、むしろ、 「知り合いの弁護士から、請求人は口頭意見陳述の場において、審査｜

請求の適法性についても陳述できると聞いている。確かに、今回審査請求の対象とした処｜

分は、母親の相続税の申告に関するものであり、請求人に対する処分ではないが、母親が今｜

回の処分を受けたことによって請求人が将来母親から相続すべき財産が減少することにな’

るのは明らかである。母が審査請求しないというので、やむを得ず母親の処分に関して審｜

査請求をしたが、請求人としては、請求人には本件に関して法律上の利益があると考えてI
｜

おり、その点についての意見を陳述したいと考えている｡」などと、かえって請求人との間｜

に無用の論争を呼び込むことになりかねないことに留意する。
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4申立人に対する要請

担当審判官は、 口頭意見陳述の申立てがあった場合には、簡易迅速かつ公正な審理の実現

（法92の2）という観点から、法令上の規定はないが、申立人に対して口頭その他適宜の方法

により、次の事項を要請する。

（1） 口頭意見陳述は、できるだけ一度の機会で終わるよう準備すること

（2） 口頭意見陳述の円滑な実施のため、 口頭意見陳述の内容を記載した書面を提出すること

（事件の内容等に応じ、担当審判官が書面の提出の必要がないと判断した場合を除く｡）

（3） 「口頭意見陳述の申立書（14号)」に原処分庁に対する質問がある旨の記載があるがく原

処分庁に対する質問事項を記載した書面(以下この章において｢原処分庁質問書面｣という｡）

の添付がない場合には、任意の様式により、原処分庁質問書面を提出すること

（留意事項）
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担当審判官は、前記の要請に当たり、陳述内容及び原処分庁質問書面(原処分庁に対して質

問する意向がある場合）を担当審判官が依頼する期限までに提出することを併せて要請する

ほか、口頭意見陳述への出席要望が多数である場合には､会場等の都合や議事を迅速に促進す

る観点から、出席者数の調整を要請する。

なお、口頭意見陳述を実施する場合には、後記6(3)のとおり、原処分庁に対する申立人から

の質問事項がある場合には、当該質問事項を記載した書面等を通知書に同封するのであるが、

同席主張説明や審理手続の申立てに関する意見の聴取を実施する場合とは異なり、 口頭意見

陳述の場において担当審判官が主張整理を主導し過ぎることは、必ずしも制度の趣旨に沿う

ことにはならないから、担当審判官が申立人を含む審理関係人に対し当日に説明を求める事

項など、それ以外の質問事項が多数ある場合には､担当審判官による主張整理がやり過ぎとな

らないように、申立人からの質問事項を記載した書面以外の書面を通知書に同封しないこと

も検討する。

5発問権を行使するか否かについての申立人の意思の確認等

「口頭意見陳述の申立書（14号)」において申立人が法第95条の2第2項《口頭意見陳述》

に規定する原処分庁に対する質問を発する(この質問を発することを｢発問権の行使｣という。

以下この章において同じ｡）か否かが不明の場合には、担当審判官は、申立人に対して口頭意

見陳述の場における発問権の行使の趣旨を説明した上で､発問権の行使の有無及び原処分庁の

出席を求めるか否かを確認する。

【発問権が付与された趣旨】

口頭意見陳述の際に、申立人が原処分庁に対し、事件に関する質問を発することができる

こととされた（法95の2②)。この発問権が創設された趣旨は、申立人が原処分について、そ

の法律上及び事実上の根拠を原処分庁に対して直接質問し、その回答を受けることによって、

攻撃防御の対象を明確にするということで、手続保障の機会の充実を図ることにあると解さ

れる。

なお､平成25年6月21日総務省｢行政不服審査制度の見直し方針｣の「3審理手続｣の「【説

明】 （総論)」には、 「行政手続法により事前手続が整備されたことを踏まえれば、事前手続と

の均衡を図るとともに、より一層の公正性を確保する観点からも、弁明書の作成を義務付け、

口頭意見陳述において処分庁に対する質問権を付与するなど、不服申立人等に対する手続保

障の充実を図ることが適切と考えられる｡」 と記載されている。

(1) 申立人が発問権を行使する場合

口頭意見陳述の申立書に原処分庁質問書面が添付されていない場合には、担当審判官は、

提出期限を定めて、原処分庁質問書面の提出を要請する。

なお､質問の内容によっては許可されないことがあり得ること及び原処分庁質問書面の提
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出がない場合には、口頭意見陳述の場で原処分庁からの回答が得られないこともあり得るこ

とを併せて説明する。

（留意事項）

担当審判官が、申立人に対して、陳述内容及び原処分庁質問書面を提出するよう求めること

は、法令上要求されたものではないが、原処分庁が事前に申立人の陳述内容や質問内容を承知

していない場合には、 口頭意見陳述の場で申立人の質問に対して回答が困難な場合が生じる

ことが想定されるため、あらかじめ質問事項等を原処分庁に伝えておくことにより、当日に、

できる限り原処分庁から回答が得られるようにするために提出を求めるものである旨を説明

し、申立人の理解を得た上で、提出期限を定めて当該書面を提出するよう要請する。

(2) 申立人が発問権を行使しない場合

担当審判官は、 「電話聴取書（108号)」などに申立人が発問権を行使しない旨を必ず記録

する。

性） 申立人が発問権の行使をしないとの意思表示があった場合には、口頭意見陳述の場に原

処分庁の出席を希望するかどうかの意思表示をさせ､原処分庁の出席を希望しないとの意

思表示がされた場合には､原処分庁の出席を求めないこととする。

（留意事項）

申立人に発問権の行使の意思がない場合でも、申立人が原処分庁の招集を希望する場合は

もちろんのこと、申立人が原処分庁の招集を希望しない旨の意思を明らかに表示しない場合

には、担当審判官は、原処分庁を招集することに留意する。

【原処分庁の出席を求めない理由】

法第95条の2第3項《口頭意見陳述》は、口頭意見陳述を実施する場合には、 「全ての審理

関係人」と規定しており、全ての審理関係人を招集することが実施の要件とされているが、こ

れは、申立人に原処分庁に対する発問権が付与されたためであると解される。

そうすると、申立人が発問権を行使しない場合には、原処分庁の出席がなくても、口頭意見

陳述の実施の趣旨が損なわれることはないと認められ、申立人が原処分庁の出席を希望せず、

原処分庁に質問する意向がない場合にも、原処分庁の出席を必要とすることは、単に有益で

はないというだけではなく、申立人の意見陳述がやりにくくなるという弊害が生ずることも

考えられることから、担当審判官は、申立人から原処分庁の招集を希望しないなどの意思が

明確に示された場合には、当該口頭意見陳述の場に、原処分庁を招集しない。

なお、この点につき、総務省は「全ての審理関係人が出頭しなければ口頭意見陳述を実施で

きないものではない｡」旨回答している。

（留意事項）

申立人が原処分庁の招集を希望したものの発問権を行使しない旨の意思を表示した場合

であっても、申立人が口頭意見陳述の当日までに発問権の行使を希望した場合には、担当
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審判官は、それが制限すべき質問でない限り、質問を許可することに留意する。

また、申立人が、発問権を行使せず､原処分庁の招集も希望しない旨の意思表示をしたに

もかかわらず、その後になって発問権の行使を希望した場合には、それが、開催期日等の通

知後である場合には、原則として応じる必要はないのであるが、通知書の発送前である場

合や､担当審判官がその必要性を特に認めた場合には、日程等の変更を含め、弾力的に対応

するものとする。
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1 O
I I

｜ 申立書に併せて「陳述の概要を記載した書面｣や｢原処分庁に対する質問事項を記載したI
O O
O O

i 書面(原処分庁質問書面)」が既に提出されている場合には､原処分庁に対して､今回の口I
0 0

1 頭意見陳述の際に陳述される概要を伝えた上で､原処分庁質問書面のうち担当審判官が質I
I O

I 間を許可するものを示した書面を送付するので当日に回答できるようあらかじめ検討する！
0 0
0 0

I よう、また、当日回答できない事項がある場合には、あらかじめその内容及び理由を担当審I
0 0

0 0

1 判官まで連絡するよう依頼する。 ’
一一■■ー■■一一一一■■■■一一一－一一‐ｰー‐一一ーーー■■－－ー■■ーーー■■ーー一一一一一一一ー一一ｰ一一一ーーーーーーー■■■■■■■■■■ー一一一一－－－－－－ｰｰ一一ｰｰｰーｰｰ一一一■■－－ー■■ー■■ーーーーー一一一＝一一-一一■■一一一一一一
I 1

6審理関係人の招集

（1） 期日及び場所の指定

イ担当審判官は､原則として、口頭意見陳述の場に全ての審理関係人を招集する必要があ

るから、その期日を指定するに当たっては、審理関係人の都合を調整する必要がある。一

旦指定した期日を変更する場合も同様である。

（留意事項）

担当審判官は、期日等を指定するに当たり、口頭意見陳述が円滑に実施できるように、審理

関係人と出席予定者や陳述内容、質問事項を含め、 日程調整等を行う必要がある。

なお、口頭意見陳述は申立人による申立てにより実施するものであることから、担当審判官

は、申立てがあった後、速やかに日程等の調整を行うことが望ましいが、当事者双方の主張が

いまだ尽くされていないなど､事件の進捗状況によっては、直ちに口頭意見陳述を実施するの

ではなく、実施時期等を調整する必要があることに留意する。

ロ ロ頭意見陳述は非公開であることから、実施場所は、原則として、支部又は支所の庁舎

内とするが、担当審判官は、審理関係人の事情等を考慮し、その理解を得た上で、適切な

場所を指定することができる。特に、審理関係人が支部又は支所から遠隔地に居住、所在

している場合には、支部又は支所への来所を強いることがないよう配意する（審理関係人

が支部又は支所に来所する場合にあっても、交通費の支給はない｡)。

なお、無用な誤解を避ける観点から、税務署又は国税局の会議室等の使用を避ける。

性） 申立人が支部又は支所から遠隔地に居住、所在していることは、法第95条の2第3項

《口頭意見陳述》において準用する法第84条第1項《決定の手続等》の「申立人の所在

その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場

合」には該当しないことに留意する。

（留意事項）

担当審判官が指定する期日や場所は、審理関係人が出頭することが可能な日時及び場所で

なければならない。
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この場合において、当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる「申立人

の所在その他の事情」とは、例えば、申立人が矯正施設に収容されていて相当の期間出所の見

込がない場合など、申立人が担当審判官の指定した期日及び場所に出頭して口頭で意見を述

べることが困難である原因となる事情をいう （基通95の2－2)。

なお、会場を確保するに当たっては、参加者の人数を勘案し、参加者相互の距離感がある程

度保つことのできる会場の広さ、また、予定時間を超過した場合にも対応できるようある程度

時間に余裕がある会場､更には、隣室等に話し声が漏れるおそれがない機密性などについても

考慮する必要がある。

また、口頭意見陳述を実施する場合には、予算措置の必要等があるため、事前に管理課と協

議する。

ハ申立人が原処分庁の出席を求めない場合には､口頭意見陳述の期日及び場所に関する原処

分庁との調整は不要である。

【招集対象となる原処分庁】

口頭意見陳述に関しては、申立人から、 「原処分庁」 として「税務署長」等を出席させるこ

とや､原処分を行った際の「調査担当者」を出席させるように申し立てられることも考えられ

る。

原処分から口頭意見陳述までの問に請求人の納税地の異動に伴って原処分庁が異動した場

合に招集対象となる原処分庁は､原則として、その招集時の原処分庁であること（審査事務提

要第2編第1章第1節参照)、また、法第95条の2第3項《口頭意見陳述》において準用する

読み替え後の法第84条第2項《決定の手続等》の「審理関係人」に含まれる原処分庁とは､例

えば、税務署長、国税局長、税関長等をいうことから、原処分庁側の出席者は、招集時におけ

る原処分庁に所属する不服申立ての事務を担当する職員となること （このため、原処分庁に

対する招集の通知書の宛先は、飽くまで原処分庁とし、併せて現に出席する担当者に関する

「○○○○に係る出席届出書（140号)」を原処分庁から提出させている｡）に留意する。

【非公開で実施することについて】

口頭意見陳述を公開で行うか否かについては､通則法は､行政不服審査法と同様に、申立人

に公開審理請求権を付与していない。また、担当審判官の裁量により、口頭意見陳述を公開で

行う取扱いをすることは認めていない。

しかしながら、個別法において、公開審理請求権が認められている場合がある（国家公務員

法91@)ほか、請求人の請求がなくても公開が義務付けられている例（都市計画法50@)、公

開を義務付けているが当事者の申立てにより非公開とすることができるとしている例（社会

保険審査官及び社会保険審査会法37)、不服申立てを審理する行政庁の裁量で公開審理を行う

こととしている例（地方税法433⑥）もあるなど、公開審理が行われる手続もある。

このため、請求人によっては、他の不服審査手続に公開による口頭意見陳述が認められて

いることを理由に、担当審判官に対して、 口頭意見陳述を公開で行うよう求めてくることも
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考えられるが、通則法における口頭意見陳述については、上記の理由から非公開で実施する

ことを説明する。

【申立人が日程調整に応じない場合】

担当審判官からの日程調整の要請に対し、申立人が、出席可能な日を提示しない等、日程調

整に応じようとしない場合であっても、口頭意見陳述の申立てがされた以上、基通95の2－2

に定める事情がある場合を除き、 口頭意見陳述の機会を与えなければならないことから、担

当審判官は、できるだけ申立人が出席可能な日を提示できるように配慮する。

なお、担当審判官の数度にわたる日程調整に対し、合理的な理由もなく申立人から一向に

出席可能日が提示されないなど迅速な審理の妨げとなると認められる場合には、担当審判官

は、申立人に対して、担当審判官が指定する複数の開催希望日（又は期間）の提示を行うとと

もに、これに対する出席可能日の回答期限を定めて回答させ、回答期限を経過しても回答が

ないとき、あるいは合理的な理由もなく出席不可能である旨の回答がされたときには、その

提示した開催希望日（又は期間）のうちから口頭意見陳述の開催日を決定し、審理関係人に対

して口頭意見陳述の開催日を通知することとして差し支えない。

｢龍蕊莉菅あ堯言何て葱二師一一一一一－－－－－－－｜
i (多数の代理人による陳述等を要請された場合) |
I

O

l （担当審判官） ｜
｜ 「先日､申立書の提出をいただいた口頭意見陳述の件でお電話させていただきました｡ ’
0

0

1開催時期は●●頃､原処分庁も招集し､開催場所は､審判所の会議室を考えておりますが､ 1
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F一一・･ロ ，■D ･ﾛロ ‘ー1一－’一一ー一一一一一一‘ﾛロー‘ー一一一ー‘ーー!ーー'ーー1－一一一ー一一plp－p■．一‘qP一一一-一一・口pーｰ一一一一一・・一q■D－－－－p■ ‘ロロロローー‘■■-1ロローー！■・一一・■！ ■■ｰ・'ローーーーーーーーーー0■pーー■｡

1 （申立人） ，
I

O

O O
I

I 「'0名の代理人がそれぞれ陳述の上､原処分庁に質問したいと言っておられますI ' . . --~- - ' -- . -- . ." .----. -..=---. - - -~"- - -- -｡~. -.r-.~"- -"- " ､~' =~ I一度I
IO O
I O

Iの開催が無理というのであれば､複数回に分けて開催していただいても結構ですので､是I
I I0 B

O

I非とも、私を含め、 11名全員に、陳述の機会や原処分庁に対する発問の機会を与えていたI
I I

O

OI ,_､､a_ n .w=_-_ ､ I

Iだきたいと思います｡」 I
I

I ,,._. _.._..___ ._､ I
O O

I （担当審判官) |
I

I ID I

I 「申出の趣旨につきましては承知しました｡実施方法等につきましては､合議体で検討i
I _ _ _ _ __ _ _ _ _ I
II /T､L=F>d､+n=k_AFJJ_=-, ､_E__JzRt.g-_f/7､-= 1_ , "､J_､Ez, ､T -4-_F , I
I - . . - - ~-- - .- -"- I

lの上、再度ご相談させていただきますので、よろしくお願いします｡」 I
I II O
O O
I （留意事項） ，
01 0

1

1 担当審判官は、前記2(1)の「口頭意見陳述の実施方法に関する裁判例」のとおり、必ずしI
I IO I

I

I も、複数回に分けて口頭意見陳述の機会を与える必要はないのであるが、複数回に分けてI
I II I

l

l 実施する必要があると判断した場合にも、できる限り同日の午前と午後に分けて開催し一I
I I1 1

1

I 度に済ませることや実施時間についても限定するなど、他の審理関係人の負担についても’
I - - - - I

0

0I _._ ._ _ _ _ _ |

｜ 配意する必要がある。 ‘I
O

I _ IO I
I

I なお、会場によっては、傍聴人の数についても制限すること及び傍聴人の発言等は許可I
I I

B

OI , _L､､ ､=,. ,_Kwgz_z_- |
I しないことに留意する。 I

I

I II I
U

I ・ ・ ・その後I ､- --"~､ J--=rJH~､ ' ･~' --/､-H''wJ｣- !J ､ ､ !g/I､~~'z､､-'/UIHJ~I"､'-!J Uc､HR"J, I陳述及び発問権の行使は請求I
0

00 0
0 0

人及び代理人のうち3名が行うことI /､/z/､､J ! ､J~=/､.// -/､J-H~'J/､--､ -~' ､ I/IJ IF=Hvc､ I IJ'J, I IpL､'/~R=r･､J IRJ">=I午後の各2時間で実’
0

0 0
0 0
1 ，

0 0

施することなどで決着したI "uz7 .o"､-G-- 'd､ "I/､/BL/' o I
I

O O
I O
B Q

l （対原処分庁） 1
1

0

0
1

1 「先日、○○さんの審査請求事件に関し､請求人から、 口頭意見陳述を実施したい旨､ I
I _ _ II O

I

lまた、その際には、原処分庁に対し発問権を行使したい旨申立てがありました。担当審判I
00 0

0

1官としては、申立人に対して意見を陳述する機会等を付与する必要があると考えており I
I I

O

II _z_%/===LIT,LF-,__T _Iggwfe_､-L__-､_､¥,,､ ,_=-_ , =__._ ､_ I
lますので、原処分庁にも招集の通知をお送りする予定です｡」 ’
l . II I

I

I 「つきましては､開催時期は●●頃､開催場所は､審判所の会議室を考えておりますが、 ’
I - - --- - -- - - " . l0 ，

0

!ご都合はいかがでしょうか｡なお､申立人からは､請求人と代理人3名の合計4名が陳述I
U

I__.__ ._.._. .c__ ､ ,__.. _ ､_ _ ._ ___. _ _ _ .__._. ._._ _ .. __ _ _ II O
O

I及び発問権を行使することを予定しており、開催日当日は、午前、午後の2回に分けて、 1
10 0

0

1各2時間で実施する予定ですので、あらかじめご承知置き願います。また、当日の陳述のI
I_ _ II I

O

l概要や原処分庁に対する質問事項は､▲▲頃までには、申立人から審判所に提出いただく ’
I I

0

0I -E==R_¥/F､_=FHT arz=-ms=JL._z_L_ . l
|予定ですので申し添えておきます｡」 I
I I

1

0 0

’ ・ ・ ・原処分庁から申立て・ ・ ・| "｣､/､=/J'｣ '､'LzT-､ I
I

OI I
I O

I 「それでは、近日中に改めて通知文書をお送りいたしますので、よろしくお願いしま’
I - - - -- ､ -~. - -. - - " - . --- -- . . "~=､ --~- I

I

II , I

'す｡」 ，0
l .____. _. I

0

0 ) I1 （留意事項） 1
10 0

0

I 口頭意見陳述を午前と午後の複数回に分けて実施する場合にも、同一の者が参加するこI
I II OI

i とが前提であるが、例えば､代理人のうち一人が、自身が午後に陳述及び発問する時点からI
O b

－－I■■ーI■■ーー一一一，■■ '■■一一一一一一一ーd■■ '■■ ’■■ d■■一一一一一一一一’■■ ｲ■■-■■－－－1■■ I■■一一一一一'■■--1■■ '■■一一一一一一一一4■■ I■■－1■■－1■■ ’■■ I■■一一一一,■■ ,■■－ｲ■■一一■■ '■■■■■■-■■
0
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『■■ーｰーー一口■ｰｰｰ‘■■ ‘■■ '■■ ‘■■■■ ‘■■ '■■ ！■■ !■■ー‘＝'■■-1■■ー‘■■ !■■ー!■■■■一一■■ ‘■■ ‘■■ ‘■■ ‘■■ !■■■■■■ ‘■■ '■■ '■■ !■■ーｰ!■D一一一‘■■－－－ー一ーーｰ‘■■ ‘■■ ‘■■ー!■■ !■■ !■■ ‘■

｜ の出席を希望する場合には､議事の進行予定の説明や注意事項の説明など､既に実施した！
0 0

1 手続については､繰り返して行わないことをあらかじめ了承することを条件に許可するな’
I O

I I

I ど、担当審判官は、当日の円滑な議事の進行に配意する。 ’
0 0
1 0

1 なお､申立人等の［陳述の録取書(34号)｣の作成に時間を要する場合には､意見陳I
0 1
0 0

1 述を行った者の了解を求めた上で、口頭意見陳述の当日に録取書を完成させるのではなく、 ’
0 0
1 0

1 後日、郵送等により録取書の確認を求め､完成させることを検討する。 ’
一－一－一一一－－ー一一■■‐－－－－－ー一一一ー－－－一一一ーーー■■－1■■ ■■－－■■■■ーーーー■■■■■■■■－－－－－一一一一一一1■■一－一一－一一■■■■一一一■■一一一一－－－‐－－－－ーーー■■ー■■■■■■－－－一一一ー一一－－－

－1■■ー■■ー－1■■-1■■－1■■ I■■ 1■■ I■■ I■■ 1■■ I■■ーｲ■■ーI■■ 1■■ 1■■ I■■ 1■■■■ I■■ I■■ 1■■＝ー－－1■■ー'■■＝一■■ I■■ d■■ーｰ－－－‐ーｰ一一Ⅱ■■‐ｰ■■ー■■ーーI■■ーI■■ 1■■■■ '■■ー一一一ｰ－－～‐ーⅡ■■－

｜ 【担当審判官の発言例(s-9)] |
0

0

0

0

1 （異動前の調査担当者の出席が要請された場合) I
O

I

O

O

I （申立人） i
O

O

I

I

i 「今回の口頭意見陳述は､主に原処分の際の調査手続が違法であったことについて陳述’
1 1

｜する予定であり､原処分庁に対する質問も､その点についての質問が多くなります｡原処！
0 0

1分がされた後､請求人の住所地が異動したため､原処分庁が異動し､●●税務署長となっI
0 0

｜たことは承知しておりますが､今申し上げた陳述及び発問権の行使の趣旨からすると､現I
1

0

0

0

|在の原処分庁である●●税務署の職員では、申立人の質問に対して適切に回答すること i
1

0

0

0

1ができないことは明らかです。また、担当審判官に適正な審理を行っていただくためにI
j

O

O

O

iも､何とぞ､原処分の際の▲▲税務署の調査担当者を今回の口頭意見陳述の場に招集してi
O ● I

|いただくようお願いします｡」 1
0 0

1 （担当審判官） I
C D

i 「お申出の趣旨は理解できますが､現在の原処分庁は●●税務署長であり、審理関係人I
I

I

O

I

I として原処分庁を招集する場合にも、●●税務署長に対して招集の通知を行います｡今回I
0

0

0

0

1の口頭意見陳述に際し、原処分庁側から誰を出席させるかについては、基本的には、●●！
0

0 ． 0

0

1税務署長が判断し、決定するものであり、●●税務署等から､､適切な答弁をすることがでI
I

I

U

O

1きる職員が出席することになると考えますので、ご理解をお願いします｡」 I
G I

i (留意事項) !
0 0

i 原処分庁については､一般には､その補助機関たる職員が出席することとなり､具体的に！
0
0 、

0

0

1 出席する者は原処分庁の判断に委ねられるが、申立人の原処分庁に対する質問の実効性をI
I

0

I

O

i 担保する観点から、申立人が発する事件に関する質問に適切に回答し得る者を出席させるI
0

0

O

I

I 必要がある。 I
I II O

I なお、 「原処分の際の調査担当者に出席させよ」 との要請は、原処分庁が異動した場合にi
I

I

O

O

I 限らず､また、当該担当者が異動した場合にも要請される場合があることに留意する。 ｜
モーーー■■－－－－－！■D一一一一一一一一一一一一一一一一一一■■一一一‘■ロー■■一一一■■一一一一一，■D一一一，■D－－－－－－■■－－－－－－－－4■D一一一一一一！■、－一一一一一一一一一一一一一一■■一一一一一－－－－－－－－－－－－■■■■

(2) 「口頭意見陳述の開催について」の送付等

担当審判官による口頭意見陳述の期日及び場所等を決定後、分担者は、 「口頭意見陳述の

開催について（144号)」を作成し、担当審判官の決裁を経た上で、これを審理関係人に送付

又は交付する。この場合において、法第95条の2第3項《口頭意見陳述》において準用する
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読替え後の法第84条第2項の「審理関係人」に含まれる原処分庁とは、例えば、税務署長、

国税局長、税関長等をいい、原処分に係る調査の担当者や再調査の請求に係る担当者等では

ないから、 「口頭意見陳述の開催について(144号)」は、その宛先を原処分庁とし、原処分

庁の職員が出席する場合に当該職員の所属及び氏名を記載させる｢○○○○に係る出席者届

出書（140号)」 とともに原処分庁に送付又は交付する。

なお、申立人が原処分庁の出席を希望しない場合には、原処分庁に「口頭意見陳述の開催

について（144号)」及び「○○○○に係る出席者届出書（140号)」を送付又は交付する必要

はない。

（留意事項）

担当審判官は、申立人が原処分庁の招集を希望しない場合にも、その旨を電話等により原処

分庁に連絡することに留意する。

また、分担者は､後記7は)の補佐人の帯同申請に対する許否の通知をすることができる場合

には、招集の通知に併せて通知する。

【局職員が出席する場合の同意について】

口頭意見陳述の場合には、局職員に併任発令がされていることから、同席主張説明及び審

理手続の申立てに関する意見の聴取の場合とは異なり、局職員が原処分庁職員とともに出席

することについて、申立人側に事前に伝える必要はないことに留意する。

【総代以外の共同審査請求人】

総代が選任された場合､総代以外の共同審査請求人が口頭意見陳述への陪席(傍聴）を希望

する場合には、担当審判官の判断により、その陪席（傍聴）を認めて差し支えない。

ただし、総代以外の共同審査請求人は、総代を通じてのみ審査請求に関する行為をするこ

とができる（法108④）ことから、これらの者は口頭意見陳述において発言することはできな

い。

（留意事項）

総代以外の共同審査請求人の陪席（傍聴）は、例外的に認めるものであることから、担当

審判官は、会場等の関係や迅速な議事の促進の観点から、陪席（傍聴）を認める場合の人数

についても、必要に応じて制限する。

【請求人が法人である場合の代表者以外の役員又は使用人】

請求人が法人である場合において、代表者以外の役員又は使用人が意見の陳述を希望する

場合には、原則として代理人の届出が必要となる。

しかしながら、陳述する内容によっては、当該口頭意見陳述の機会に限り代表者に代わっ

て意見を陳述する場合もあることから、このような場合には､担当審判官は、代表者から委任

状を提出させた上で、当該役員等に代理人に準じて陳述することを許可しても差し支えない。
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(3) 原処分庁質問書面の送付等

申立人から原処分庁質問書面が提出されている場合には、分担者は、その写しを前記(2)の

「口頭意見陳述の開催について（144号)」に添付して、原処分庁に送付又は交付する。

また、 「口頭意見陳述の開催について（144号)」を送付又は交付した後、原処分庁質問書

面が提出された場合には、分担者は、 「送付書（145号)」を作成し、原処分庁質問書面の写

しを添付して、担当審判官の決裁を経た上で、原処分庁に送付又は交付する。

なお、担当審判官は、原処分庁質問書面のうち不相当であるとして不許可とする質問事項

がある場合には、申立人に対しその旨を説明し、併せて原処分庁に対しても回答不要である

旨を伝える。

（留意事項）

伝達事項に遺漏がないようにするため､また､原処分庁に申立人の質問事項を知らせるため、

担当審判官は、申立人からの質問事項の一部を許可しない場合にも、原則として、申立人から

提出された書面の写しをそのまま原処分庁に送付又は交付することに留意する。

補佐人の帯同申請

｜ 申請の方法等

担当審判官は、申立人から補佐人の帯同申請があった場合には、次の点に留意する。

イ申請の方法

補佐人の帯同申請は、口頭意見陳述の申立てごとにしなければならない。

口口頭で申請があった場合

補佐人帯同申請が口頭によってされた場合には、原則として、 「補佐人帯同申請書（15

号)」の提出を求める。

（留意事項）

口頭意見陳述の際の補佐人の帯同申請を書面によって行うように求める趣旨は､口頭意見

陳述までの審理手続に参加していない者を、口頭意見陳述の場において、また、口頭意見陳

述の場に限って同席することを認めることになるためであり、担当審判官や原処分庁に所属

する職員等に課せられた守秘義務の観点からも、申立人が補佐人の帯同を申請する意思があ

ることを明確にし､担当審判官が補佐人帯同の許否について適切に判断することができるよ

うにするためである。

しかしながら、申請を書面によるものとする法令上の規定はないから、前記の依頼は、飽

くまでも協力要請であり、提出を求めたにもかかわらず、その後申立人が申請書を提出しな

い場合には、再度、その真意を確認し、申立人が口頭意見陳述に際して補佐人の帯同を希望

する限りにおいては、担当審判官は、申請書の提出がなくても、補佐人の帯同申請の許否に

ついて検討する必要があることに留意する。

なお､担当審判官は、申立人から口頭意見陳述の際補佐人を帯同したい旨の申請があった

ときは、速やかにその許否を決定するものとする（基通95の2－6)。

7

(1)
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ハ審査請求書等に申請を行う旨の記載があった場合

審査請求書、反論書等において補佐人帯同申請がされた場合には、申立人の真意を確か

めた上で､審理手続の経過を記録上明らかにするために別途｢補佐人帯同申請書(15号)」

を提出して申立てを行うように求める。

二事前に申請のない補佐人

口頭意見陳述の当日に申立人が補佐人を帯同し､出席の許可をを求める場合もあると想

定される。この場合には、担当審判官は、申請の手続をとらせた上で、速やかに許否につ

いて判断し、申立人に対し補佐人帯同の許否を口頭で伝えるとともに、 「口頭意見陳述実

施記録書（143号)」に記載する。なお、不許可とした場合には、 口頭意見陳述の終了後、

速やかにその旨を所長に報告する。

（留意事項）

補佐人の帯同に関しては、申請の時期や方式に関する法令上の規定がないため、申立人が

「補佐人帯同申請書（15号)」を作成しないことも考えられる｡

このため、担当審判官は、申立人が申請書を作成しないまま、その場で帯同の理由及び補

佐人の身分等を聴取し、その許否を決定すべき場合があることに留意する。

この場合についても、前記と同様に、補佐人帯同の許否については、申立人に対し口頭で

伝えるが、その旨確実に「口頭意見陳述実施記録書（143号)」に記録することとし、不許可

とした場合には、 口頭意見陳述の終了後、速やかにその旨を、所長に報告する。

ホその後も申請書を提出しない場合

前記ロ及びハの場合において､その後申立人が補佐人の帯同申請書を提出しない場合に

は、再度、その真意を確認し、申立人が補佐人の帯同申請を行う意向である限りにおいて

は、申請書の提出がなくても､補佐人の帯同についての許否を決定する必要があることに

留意する。

「｡｡.ｰ‘ﾛロー'■･ ‘ﾛ｡ !■･ ‘ﾛロー‘ﾛ･ ‘■｡ !■･ ‘■･ ‘｡｡ ‘■･ ‘･･ー‘ロﾛ ‘■･ ‘■･ー‘･･ ･ﾛ．‐‘ﾛ｡ ‘｡.ー'ｰ‘ﾛ､･･ !｡｡ー1口ﾛ !■ﾛ !■･ーーー!■･ ‘ﾛﾛ･ﾛ．一････. ‘･････‐ｰ－1ﾛﾛ ‘■･ ‘■･ ‘■･ ‘■･＝ー‘･･‐ｰ‘ﾛ。 ‘ﾛ･ ‘ﾛ･ '■･ーー‘■･ ‘一一一一一ーー‘ﾛ･ ‘ロロー
O

I 【担当審判官の発言例（3－10)】 I
! ,､0,.__,_-L,_"2g FL=,"､_n ,_ ,=,& ､ II I

I （当日に補佐人の帯同申請がされた場合） ’
0I ,_n_ . . ､ I

0

0 0

1 （申立人） ’
! ,_____､ .､ ._._. ....__ .__､ _ _ _ I1 10

1 「口頭意見陳述の開催日当日になって申し訳ありませんが、本日の口頭意見陳述を行う I
0 ・ IIO O
lに際し、○○さんを補佐人として帯同することを許可いただくようお願いします｡」 I
O! /+D2,,=",,f,,-､ I

O

I O
I （担当審判官) |
O

U8 0

1 「開催時間が迫っており、速やかに、帯同申請の許否を判断する必要がありますので、 I
I

I
I

lまず､補佐人が必要である理由と､○○さんが補佐人としてふさわしい方である理由等をi
O OOO O

lご説明願います｡」 ，l
! _,_ , . ,_"_.__ ,_､ _ _ _..,__ iI OO

l ・ ・ ・申立人（申請者）からの説明・ ・ ・ ，0
! .-~" - ､ . '.'. ..~' .- -. --'.~". i
1 ．
1 0

1

0

I （担当審判官) |
0

l ._ _ .__ _ iI IU

I 「今のご説明で了解しましたが、補佐人の帯同の申請に関する手続をしていただき、そ’
0

ー｡■■ーー1■■ 1■■ ｲ■■ ，■■ ，■■ ，■■ ■■■一一一一一一ーー｡■■ 1■■ I■■ ，■■ 1■■ q■■一一一I■■ー---1■■ 1■■ q■■ 1■■ 4■■ I■■ q■■一一ーー1■■ーーー4■■■■ ■■■一一一一ー4■■一一ｰ一一ー4■■ 1■■-1■■一一ｰ一一一一ー－1■■ I■■ 0
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Fーー‘■■ ‘■･ ‘■． ‘ﾛﾛｰｰｰｰｰ‘ｰ一一一‘ｰ一一一一一一一‘ロローーーー1ロロー‘■ローーー‘ﾛ･一一・口' ■・ロﾛ'一・・． ，ー一一一一ーーー‘一一‘■ローーー‘■■ ‘ロローー!ー‘一一一一口ロ ‘ｰ，■、一一一一q■、ーｰ－1口･ーーｰ・ロ,一口ローーーーーー!■･

1の後、○○さんがご本人であることの確認をさせていただく必要があります｡」 I
0 0

1 ． ． °申立人(申請者)により、申請書が作成､提出され､引き続いて､担当審判官にI
0

0

0

0

より、補佐人の身分の確認が実施された。 ・ ・ ・ I
0

I

I

I

I

O

I

I （担当審判官） I
I

O

I

I

I 「ただいま提出されました、本日開催する口頭意見陳述の際に、○○さんを補佐人としI
1

0

0

0

'て帯同する旨の申請を許可します。なお、許可の通知は、改めてお送りすることはしませI
0
1 '

0

0

1んので、よろしくお願いします｡」 ！
O I

i (申立人) |
I D

I 「ご理解いただきありがとうございました｡」 I
L－－,･･－－－－－一一一一・一一一一…･一一・一・・・,一一‘･･－－‘････－－－－－－‘ﾛ･ ‘･･一一一一一一一一・ローーーーーローーーー‘ﾛ．－－－－－‘･･-･弓一‘･･一一一－－－－－－－－．－－｡･･－－－－.….－．･－－－．----.､一一一一一一一一.ﾛ..－口.一一 0

(2)補佐人の帯同申請に対する許否の決定

担当審判官は、補佐人の帯同申請があった場合には､速やかにその許否を決定するものと

する（基通95の2－6《補佐人帯同申請に対する決定義務》）。

また、担当審判官は、補佐人帯同の制度の趣旨に従ってその許否を決するのであるが（基

通95の2－7《補佐人帯同の許可の基準》）、具体的には次の事項に留意する。

イ申立人が補佐人を帯同したいという理由を検討し､申立人の主張又は説明を補佐させる

べき相当の理由があり､かつ、補佐人となる者が適当であると認めたときは、その帯同を

‘許可するものとする。

性）補佐人の帯同の必要性は、申立人が外国人である等の事情や事件の性質、内容との関

連において、補佐人として申請があった者の知識､能力等をもって申立人を補佐する必

要があるかどうかにより判断する。

ロ補佐人は、事実に関する陳述に限らず､法律上の点についても陳述することができるか

ら､同居の親族、使用人及び記帳代行者等、事件の事実関係に密接な関連のある者に限定

されない。

（留意事項）

補佐人の帯同は､専門的知識をもって申立人の意見陳述を補佐させる趣旨の制度であるか

ら、担当審判官は、この趣旨に従って許否を決定することになるが、会計に関する知識が乏

しい者のために会計帳簿の記載を代行している者が会計帳簿の記載に関して補佐人になる

場合も考えられる。

ハ請求人が代理人を選任している場合には、補佐人の性格に鑑み、通常、補佐人帯同の必

要性が低いと認められるから、その必要性については慎重に検討する。

二後記11(2)において補佐人の陳述の打切りの基因となった補佐人について､他の申立人か

らこの者を補佐人とする補佐人帯同申請があった場合には､当該陳述の打切りに至った経

緯を検討する。

㈱補佐人が税理士法に規定する税理士業務の制限規定に該当する行為をするおそれが

ある場合その他税理士法違反のおそれがある場合には、許可を与えず又は既に与えた
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許可を取り消すことに留意する（基通95の2－8《税務代理行為との関係》）。

(3)複数の補佐人の申請があった場合

担当審判官は､複数の補佐人の申請があった場合には、具体的にそれぞれ補佐すべき事項

について釈明を求め、その回答に基づき帯同申請の許否を判断する。なお、回答のない場合

は、原則として、その中の1名を許可することとして差し支えない。

【他の行為を目的とする補佐人帯同申請があった場合】

補佐人の帯同申請が許可されるのは、口頭で意見を述べる場合に限定されている（法84③、

法95の2③）から、他の行為を目的とするもので、例えば、原処分関係書類の閲覧（法97の

3①）について、補佐人の帯同が許可されないことは法文上明らかである。

ところで、このような閲覧に関する補佐人の帯同申請について､その決定義務の存否が問

題となるが、 「補佐人の帯同申請」 自体は、 口頭意見陳述に係る規定（法95の2③、法84③）

が存在する限り、形式的には同条に規定する申請行為と解するほかなく、申請行為がたまた

ま同条に規定する要件である口頭で意見を述べる場合に該当しないにすぎないと解される。

そうすると、前記の申請は法令に基づく申請行為であり、これに対して審判所（担当審判官）

は応答すべき義務を負うものである。ちなみに、その応答は同条に基づく許可ないし不許可

であり、その性質は行政処分と解される。

【補佐人の必要性に関する判決例要旨】

イ東京地裁昭和41年4月30日決定（月報12巻7号1048ページ参照）

①当事者に弁論能力がないとはいえないが、難聴、言語障害、老齢、知能不十分等の原因

に基づき訴訟上の行為をするについて相当の困難があり、これがため訴訟が必ずしも円滑

に進行しない場合、若しくは、②当事者又は訴訟代理人が事案の性質上特に必要とされる

専門的知識を欠くため、適切な攻撃防御を行うことが困難であり、これがため権利の伸張、

擁護に万全を期し得ないおそれのある場合において、裁判所は裁量により補佐人とともに

出頭することの許可を与えることができるけれども、③単に、当事者が日常､訴訟と無縁で

あってこれにうといとか、相手方が訴訟事務に熟達した訴訟代理人を選任しているとかい

う事情だけでは補佐人の許可を与えるべきものではない。

ロ京都地裁平成7年8月18日決定（税資213号419ページ参照）

補佐人制度の趣旨に鑑みれば、裁判所が裁量により補佐人とともに出頭することの許可

を与えることができるのは、訴訟代理人の選任によっては救済されない不利益が当事者な

いし訴訟代理人に生じていると認められる場合に限られ、単なる法律問題や通常の事実問

題のように訴訟代理人の選任によって処理されるべき事柄に関しては、補佐人制度を利用

することは許されないものと解するのが相当である。したがって、裁判所が裁量により補

佐人とともに出頭することの許可を与えることができるのは、①当事者に弁論能力がない

とはいえないが、難聴、言語障害、老齢、知能不十分等の原因に基づき訴訟上の行為をする

109



第3章口頭意見陳述

につき相当の困難があり、そのために訴訟が必ずしも円滑に進行しない場合、②当事者又

は訴訟代理人がその事案の性質上特に必要とされる人文・社会・自然諸科学の専門的知識

を欠くため、適切な攻撃防御を行うことが困難であり、そのために権利の伸張､擁護に万全

を期し得ないおそれのある場合、③その他これに準ずる場合に限られるものと解される。
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I 【担当審判官の発言例（3－11)】 ’
01 0

1 （補佐人の帯同申請:通訳） ’
0 I
I O

I （担当審判官） ’
0 0

1 「今回の口頭意見陳述には代理人にもご参加いただく予定ですが、 口頭意見陳述の際I
D O
l O

lに､通訳として補佐人を帯同したい旨の申請をいただいております｡ところで､補佐人とI
I

O I

O

lして申請された△△さんも外国の方のようですが｡」 ！
D

D I

O

i （代理人） ’
0 1

！ 「△△さんは外国の方ですが､大変りゆうちように日本語をお話しになります｡請求人！
1 0

1も、ある程度日本語に通じておられますが､外国の方であり、私も､毎年､請求人の申告I
0 0

1書等を作成する際に､請求人と込み入った事情についてお話する必要がある場合には､△’
0 0

1△さんに同席していただいております｡本件に関しても、申告する際に､△△さんに同席I
0 0

｜してもらっており､ある程度本件の事情もご存じの方です｡今回の口頭意見陳述においてI
O D

lも､話の展開によっては､請求人に込み入った事情を確認する必要があると考え､通訳と I
I U

lして△△さんを申請した次第です｡」 I
0

0 0

0

i (担当審判官) !
0 0

1 「ありがとうございました｡事情が良く分かりました｡それでは､△△さんを補佐人と ！
0 0

｜して許可する方向で検討いたしますが､正式には､文書でお知らせします｡」 i
I

I O

O

I （代理人） ’
0

O I

I

｜ 「ありがとうございます。よろしくお願いします｡」 ！
L‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐..‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐－－－－－－－．．－－－－－－－．．－－－－－－－－－－－･･････－－－－．．－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－．

(4)補佐人帯同の許可についての送付等

補佐人帯同の許可についての送付等に当たっては､事前に申請のない場合を除き、次によ

る。

イ担当審判官が補佐人の帯同を許可する場合は、分担者は、 「補佐人帯同の許可について

（146号)」を作成し､担当審判官の決裁を経た上で、申立人に送付又は交付する。

ロ担当審判官が補佐人の帯同を許可しない場合(申請のあった複数の補佐人の全ての者に

ついて許可しなかった場合を含む｡）は、分担者は、 「補佐人帯同の不許可について（147

号)」を作成し、所長の決裁を経た上で、申立人に送付又は交付する。

ハ担当審判官が申請のあった複数の補佐人のうち、一部の者について許可し、他の者につ

いて許可しない場合は、分担者は、 「補佐人帯同の許可について（146号)」を作成し、担

当審判官の決裁を経た上で、申立人に送付又は交付する。この場合において、補佐人帯同
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の許可については、許可する者のみを記載するとともに、なお書として、例えば「なお、

前記の者以外の者については許可いたしません｡」のように記載することに留意する。

二担当審判官が既に帯同の許可を与えた補佐人につき、その許可を取り消す場合には、分

担者は、 「補佐人帯同許可の取消しについて（148号)」を作成し、所長の決裁を経た上で、

申立人に送付又は交付する。

（留意事項）

口頭意見陳述の当日に補佐人帯同の申請が行われた場合には、 「補佐人帯同の許可につい

て（146号)」又は「補佐人帯同の不許可について（147号)」の作成は不要であるが、分担者

は、 「口頭意見陳述実施記録書」 (143号）に実績等を確実に記載する。

(5) 申立人とともに出席することの必要性

補佐人は、代理人とは異なり、申立人とともに出席した場合でなければ陳述することがで

きない。

【補佐人と代理人】

補佐人は、代理人とは異なり、申立人とともに出頭した場合に限り、これらの者のする口頭

意見陳述の範囲に限定してその補佐を行うことができる一種の代理人とみることができる。

したがって、補佐人に申立人を一般的に代理する権限（法107）はもとより存在しない。

性）民事訴訟手続においても「補佐人」 （民事訴訟法60①）の制度があり、その性格は、補

佐人も自分の意思に基づいて発言し、その効力が当事者本人に及ぶのであるから、一種

の代理人であるとする見解が通説となっているが、当事者又は訴訟代理人とともに出頭

しなければ陳述をすることができないという点で制限があることには留意すべきである

とされている（三宅省三ほか注解民事訴訟法【I】初版582ページ参照)。

B 口頭意見陳述の事前準備

（1） 口頭意見陳述は､申立人の意見陳述及び申立人の質問とこれに対する原処分庁の回答とい

う行為が主体となるが､申立人がこの場において主張の変更等や従来の主張と矛盾する意見

の陳述をする場合もあるので、担当審判官は、口頭意見陳述に当たり、これまでの審理関係

人の主張を十分に吟味、整理しておくことが不可欠である。

（2） 参加審判官は、担当審判官とともに口頭意見陳述の場に臨み、申立人の質問の許可、申立

人の陳述の制限を行う場合もあるから、事件の内容を把握しておく必要がある。

（留意事項）

口頭意見陳述は、特に口頭で意見を陳述し､原処分庁に質問したいという申立人の申立てを

受けて実施される手続であるから、同席主張説明や審理手続の申立てに関する意見の聴取の

場合と比べて、申立人から、原処分調査の際の不満だけでなく、担当審判官に対しても、調査

審理の進め方等について、不満を含めた申立てがされることもあると考えられる。
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このため、担当審判官は、口頭意見陳述の当日、申立人が口頭意見陳述の場で予定された以

外の陳述を行った場合にも適切に対応することができるよう、事前に十分な準備を行う必要

がある。

口頭意見陳述の実施要領

(1) 会場設営

審理関係人が一堂に会する場合には、口頭意見陳述の会場の配置は､原貝Iとして、担当審

判官に対して審理関係人が向き合う形とする。

（留意事項）

担当審判官及び分担者は、口頭意見陳述の出席者の数に応じ､十分な広さや機密性のある会

場の確保に努めるほか、参加人がある場合、特に、参加人が申立人である場合には、参加人の

立場（請求人と利害関係が一致するか否か｡）などにより、配席を工夫する必要がある。

なお、口頭意見陳述を請求人又は参加人の一方とのみ行う場合には､審判所と請求人又は参

加人が対面する方式で行う。

また、事件によっては、秩序維持の必要性が生じた場合の対応（庁舎管理者（庁舎外で実施

している場合には当該施設の管理者） との連携）について検討する必要がある。

9
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(2) 出席者の確認

担当審判官は、出席者に対して、当該出席者が審理関係人及び補佐人であることについて

確認を行う。なお、次の点に留意する｡

イ原処分庁の職員

原処分庁の職員が出席する場合には､原処分庁の作成による当該職員の所属及び氏名を

記載した「○○○○に係る出席者届出書(140号)」を提出させる。
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口事前に申請のない補佐人

事前に申請のない補佐人が出席する場合には、前記7(')二に掲げる事項に留意する。

ハ申立人の介助者

担当審判官は、申立人の精神的・身体的状況から判断し、介助者が必要であると認め

る場合には、介助者の身分確認を行い、申立人の同意（口頭による同意で足りる｡）を

得た上で（申立人から介助者の立会いの申出があった場合を除く｡)、口頭意見陳述の場

に介助者を立ち会わせることができる。この場合、担当審判官は、介助者に対し、外部

へ情報を一切漏らしてはならないこと及び補佐人でない介助者は事件に関して発言そ

の他一切の行為を行うことはできないことを説明する。

㈱担当審判官は、申立人の同意を得たこと（又は申立人から申出があったこと）及び

介助者に対して外部へ情報を一切漏らしてはならないことを説明した旨を記載した

「調査事績書（149号)」を作成する。

（留意事項）

補佐人でない介助者が､口頭意見陳述の際に発言等をすることができないことは当然であ

るとしても、担当審判官や原処分庁に所属する職員に課せられた守秘義務の観点から、担当

審判官は、介助者について申立人との関係を確認し、必要に応じて、補佐人としての手続を

行わせることも検討する。

二総代以外の共同審査請求人

総代が選任された場合、総代以外の共同審査請求人は、総代を通じてのみ審査請求に関

する行為をすることができることから、当該共同審査請求人は口頭意見陳述において発言

することができない。ただし、当該共同審査請求人が口頭意見陳述の傍聴を希望する場合

には、担当審判官の判断により、その傍聴を認めることとして差し支えない。

（留意事項）

総代以外の共同審査請求人に関する留意事項については､前記6(2)【総代以外の共同審査

請求人】参照。

【原処分庁の職員】

原処分庁の職員が出席する場合には、原処分庁の作成による（原処分庁の押印が必要であ

る｡）当該職員の所属及び氏名を記載した「○○○○に係る出席者届出書（140号)」の提出が

必要である。

【申立人側の出席者について】

請求人側に、補佐人や介助者、請求人が法人である場合の代表者以外の役員又は使用人が

出席する場合には、担当審判官は､必要に応じて、身分証明書や運転免許証等の提示を求める

など、出席した者が、 口頭意見陳述に出席することの許可を受けた本人であることの確認を

行う。
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【傍聴者の確認】

総代以外の共同審査請求人が傍聴する場合には、担当審判官は、その旨出席者に紹介する

とともに、傍聴者が総代以外の共同審査請求人であることの確認を行う。

また、傍聴者は、申立人の陳述等に関し、発言等をすることができないことを説明する。

｢腱薑莉菅あ堯罰恵三m－－－－－－－－－－1
1 （介助者の同席が要請された場合） ’
0 I
I O

i (申立人の代理人) I

｜ ｢ご存じのように､請求人が外出等をするに当たっては､介助者が必要となります｡今｜

驚
|発言その他一切の行為を行うことはできないので､ご留意ください｡また､介助者は､口I
0

0

1頭意見陳述における発言内容等を外部へ一切漏らさないようお願いいたします｡なお､必｜

|要に応じ､○○さんには退席していただくことも考えられますが､○○さんが請求人の補I
l佐人となる手続をしていただければ､請求人の陳述等が不明瞭である場合などに､請求人I
0

0

1に代わって○○さんが発言する等の補佐をしていただくことが可能です｡」 i
O

I

i (申立人の代理人) |
D

O

I 「了解しました。それでは､補佐人の手続をさせていただくことにします｡」 i
IpD－‘■･ ‘ロローーーーー－1－－－－－1口・－‘･D－－－pD－‘ロロ 1口･ ‘ﾛロ 1口ロ ‘ロローーーーー－－－1■D ‘pD－－－‘pD－－－－‘ロローーー‘ロロ－－1口ロー‘ロロ一一・・一一一!■・ ‘－－，ﾛ． ‘･ロー‘ﾛロー‘■ロー■･ ‘ロローーーーー－－－‘■p ・ロー 0

(3)進行予定の説明

担当審判官は、口頭意見陳述の冒頭において、申立人からの申立てを受け口頭意見陳述を

行うこと、及び口頭意見陳述を行う趣旨等について説明し、出席者の紹介を行うとともに当

日の進行予定（次のイからリ）を説明する。

イ ロ頭意見陳述の趣旨の説明

ロ出席者の紹介

ハロ頭意見陳述の手順及び注意事項の説明

二申立人による意見陳述及び審判所による意見の録取

ホ申立人に原処分庁に対する質問事項がある場合（発問権を行使する場合)、質問の許可

及び申立人の原処分庁に対する発問

へ申立人の質問に対する原処分庁の回答

ト前記を踏まえた上で、申立人による追加の陳述等

チ担当審判官による審理関係人に対する釈明の求め

リ審理関係人の今後の予定等についての意見を踏まえた上で、審理関係人から意見の聴

取
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（留意事項）

参加人が申立人である場合には、参加人の紹介を先にする。

また、出席者の紹介に当たっては、主宰者側（審判所側）の出席者を紹介（又は自己紹介）

し、次いで、請求人、参加人及び原処分庁に、順次、氏名及び役職等についての紹介（又は自

己紹介）を行う。

なお、口頭意見陳述を特定の申立人と行う場合において、既に出席者相互に面識があるとき

には、出席者の紹介（自己紹介）は省略して差し支えない。
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1

1 【担当審判官の発言例（3－13)】 ，
、

0 ，
l

O O

I （冒頭のあいさつ） ’
00 0

1 「本日は、お忙しい中、お集まりいただき誠にありがとうございます。私は、 『○○さ’
I I9 0

0

'ん、△△さん及び□□さんの3名による共同審査請求事件』の担当審判官の●●です。よ’
O 0

I

O O

Iろしくお願いします｡」 I
O

IO O

I 「ただいまから､本件に関しまして､先日､総代の○○さんから開催についての申立てI
0 0
0 0
0 0

1がございました、国税通則法第95条の2の規定に基づく口頭意見陳述を行います｡」 I
I I0 U

O

I 「これは、○○さんに、本件に関するご意見を口頭で述べていただくほか、○○さんかI
: " IO

卓

0

1ら、直接原処分庁に本件に関する質問を行っていただき、原処分庁から質問に対する回答I
08 0

1

|をいただくための手続です。本日は、特にこの点にご留意いただき、発言等につきましてI
I I0 0

0

1は、担当審判官の指示に従い、スムーズな議事の進行にご協力くださいますよう、よろし’
0 0

0

0 0
0 0

1 くお願いします｡」 I
l ._ ､ _ _ __.._. _ __ ._. .._ ____._ _ _____ _ _ _ IO I

O

I 「なお、お手数ですが、携帯電話は、電源を切るかマナーモードに設定していただくよ！
0 0

0

0 0

1 うお願いします｡」 ‘ 1ノ

0I 'fff==="R=¥nn, I’ 0
1 （進行予定の説明) |
I ID I

O

I 「早速ですが、初めに、本日の進行予定について簡単にご説明申し上げます。お手もと I
: I0 I

O

iに配付させていただいております『口頭意見陳述について』をご覧いただきますでしょう I
0| ､ |

I

O O
I O

lか｡」 I
O

O

i 「この文書は､先日お送りしておりますので､既にご一読いただいていると思いますがl .~ ~ .~~.~. ~~. . ~~~~~ ~ ~ . ~~. ' j ~. ､ .~.~. ~~ ~'~~ . ~.~.~~ ~ ~ ~､~.. ･~~ ~ ､'~ ' "~ ､ ’|
10 ， ，
I O

I 1の概要にございますように、本日は、 (1)出席者の紹介、 (2)本日の手順及び注意事項の説I
00 0

1

i明、 (3)申立人の意見陳述及び審判所による意見陳述の録取､性)原処分庁に対する申立人の’
00 O

I

I質問（担当審判官による質問の許可が前提となります｡)、 (5)原処分庁による質問への回I
I I0 0

0

1答､ (6)今後の審理の予定等についての説明や確認です。口頭意見陳述は●時間程度を予定I
I

I
U

lしておりますが､本日の議事の展開によっては､時間が伸縮する場合もございます｡あら’
I - - . - . - . . . .-" --~･~' -- ~- -- ' ､' -.- ..- !

I

I ､ ､_､ _､,､_, ､__ . ､､､_ ､ ､ ､ ､_ ､ _ _ _ ､ ロI0 1

1かじめご承知おきくださいますようお願いします｡」I - -- - - " - .- - -.~. - ､~- ' ､.' ~. l
O O
1 I
O I

I （留意事項） ，
00 0

0

1 口頭意見陳述の冒頭、担当審判官が進行予定や注意事項を説明する際には、出席者の席I
00 0

1

I 上に「口頭意見陳述について（口頭意見陳述の開催について（144号．その1）審査請求人・ ’
’

一ｰー一ー－－1■■－1■■－1■■■■■■一一一'■■一'■■一一一一一一一'■■－－－1■■ I■■一一I■■ '■■ '■■ '■■■■一－－－－－■■■■ ｨ■■ I■■ I■■－－'■■一一一一一一一'■■ '■■－1■■－－－1■■－1■■ '■■■■ '■■ I■■ '■■ '■■ '■■ ,■
0

，
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｜ 参加人用)裏面)。以下同じ｡」を配付し､これに沿って説明等を行うものとする。
0

0

0

0

0

0

1 また､原処分庁に対して事前に送付した原処分庁質問書面(資料)や｢争点の確認表(241
0

0

1 号)」も併せて配付し､その後､申立人による意見陳述や申立人が原処分庁に対して発問す！
I

0

I

U

I る際等に活用する。 ’
0

0

0

0

｜ なお､申立人が複数いる場合には､録取･記録の観点から､発言に当たっては名前を言う I
0

0

1 ことを要請しておく。
1

0
1

0

0

0

0

1 （出席者の紹介） I
0

0

1 「それでは、出席者の紹介(又は自己紹介）を行います｡」 I
0

0

1 「改めまして､私､今回の審査請求事件の担当審判官の●●と申します｡よろしくお願I
0

8

0

0

1いします。そして、私の両側におりますのが、今回の事件の審理に参加する審判官の▲▲I
0

0

0

0

1と副審判官の■■です｡それから､後ろにおりますのが､記録者の審査官××です｡本件I
0

1

1の分担者として､主に手続面の整理等を担当します｡」 I
0

0

1 「次に､お座りいただいたままで結構ですので､お名前と、お立場(役職名)等､請求I
0

0

1人側からご紹介(又は自己紹介）をお願いします｡」 ！
0

0

1 ． ． ． (請求人側の紹介) ・ ・ ・ I
U U

I 「続きまして､原処分庁側のご紹介(又は自己紹介）をお願いします｡」 I
0

0 ・0

0

｜ ・ ・ ・､ (原処分庁側の紹介） ・ ・ ・ ’
0

0

0

0

1 「なお､議事の進行上､○○さんや代理人のことを請求人と、また､税務署や国税局のI
I O

I 職員のことを原処分庁とお呼びしますので、よろしくお願いします｡」 I
0 0

1 「また､本件は､○○さんが総代に選任されておりますが､本件の総代以外の共同審査i
l l

1請求人である△△さんと□□さんに､本日の口頭意見陳述の傍聴を許可しております｡なi
I I

Iお､傍聴人は､本日の口頭意見陳述の場において､発言等をすることはできませんので、 ’
0

0

0

0

|よろしくお願いします｡」 I
I

O

O

O

I （留意事項） ’
0

1

0

0

1 介助者が出席している場合や総代以外の共同相続人の傍聴を認めた場合には､担当審判I
l O

i 官から介助者等を紹介するものとする。 I
D一一一一一一一一一一一一一一一一一一口E一一一一一一一一一一一■■－－1■■■■■■一一一■■一一一一一一一一一一一一一一一一一■■■■ ‘■■一一一一一一一■■一一一－一一一一一一一一一一一一一一一一■■一一一■■一一一一一一■■一一一一一一一一一！■

(4)注意事項の説明

担当審判官は、 口頭意見陳述の冒頭において、次の注意事項についての説明を行う。

イ ロ頭意見陳述は非公開で行うこと。

ロ録音及び撮影並びに電話の発着信等は禁止すること。

閥口頭意見陳述に際し、申立人から口頭意見陳述の状況を録音、録画したい旨の申出が

あった場合には､審査請求に関する手続は公開を予定したものではなく、審理の妨げに

なるので、これを許可しない。

ハ進行に当たっては担当審判官の指示に従うこと。

二発言は要点を押さえ簡潔に行うこと。
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ホロ頭意見陳述において基通95の2－3《意見陳述の制限》の定め及び原処分庁に対す

る質問において基通95の2－4《質問の許可》の定めを適用し､陳述を制限し、また、質

問を許可しない場合があること。

へ出席者の権限や守秘義務などといった事情により、その場で主張の説明をすることがで

きない事項については、その旨を申し出ること。

ト所要時間は○時間を予定しているが､進行次第で所要時間が増減することもあり得るこ

と。

（留意事項）

出席者が担当審判官の指示に従わない場合には、その者を退席させるほか、口頭意見陳述を

終了させる場合があることに留意する。

【その他の注意事項】

担当審判官は、必要に応じ、 口頭意見陳述の冒頭、次の注意事項等についても説明する。

なお、原処分庁を招集することなく口頭意見陳述を実施する場合には、下線を付した事項

については、説明を要しない。

他の審理関係人の発言内容等を公にしないことイ

ロ事件の審理とは直接関係がない苦情等を述べることはできないこと

の発問及び原処分庁の回軽 ヨ句L今午斤貼ノ、

幹半| | ‘ ‐C

得る必要があること

二担当審判官が審理関係人から説明を受けた内容を踏まえて、更にその場で説明を求める

場合もあること

ホロ頭意見陳述の場は、主張等に対する最終的な見解や判断結果を示す場ではないこと

へ申立人から口頭意見陳述として陳述された事項については、申立人の主張に関する陳述

であり､､審判所として、正式に録取し、 「 陳述録取書（34号)」を作成するが、申立人が

汝うも0

7）干啼 野弔」＝

(意見書、回答書等）の提出等が必要であること

（留意事項）

申立人から、録音・撮影をすることや他の審理関係人の発言内容等を公にすることを認

めるよう、申立てがある場合も考えられる。

このような場合には、口頭意見陳述は非公開の手続であること、また、録音等により出席

者の発言が公になる可能性がある場合には、出席者をい縮させるおそれがあることなどの

ほか、担当審判官の裁量でこれらを認めることは許されていないことについて説明し、申

立人の理解を得ることに努めるものとする。
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！ 【担当審判官の発言例(3-14)] !

I I) |
0 0

0

’ （注意事項等の説明） I
O O
O O

O

I （担当審判官） ’
00 0

1 「お手もとの『口頭意見陳述について』の2の注意事項をご覧いただきますでしょう I
I _ I
0 0

0

1か｡」 . i
I _' L _ _ _ _ _ ､_ _ . _､. L _.. .__._..____､__ _ .. l
I I

i 「(3)にありますように、本日の議事の進行は審判所が行います｡」 I
00 0

1 「審判所の議事の進行に従っていただけない場合には､退席いただく場合や口頭意見I
0 0

0

1陳述を終了する場合もございますので､ご留意ください｡」 i
I II O

O

i 「口頭意見陳述を行う目的は､先ほどもご説明したように、申立人に事件に関する意見I
00 ・ 1

0

1を口頭で述べていただくこと等ですが､性)のとおり、事件の審理とは直接関係がない苦情I
I O
O O

O

I等を述べることはできません｡」 I
I I0 I

｜ 「なお、 (,)のとおり、この手続は非公開手続ですので、録音及び撮影は禁止させていたI
0 0
0 0

0

｜だいております｡」 ､ I
I O
I O

I 「また、審理関係人の発言内容は、公にはしないようにお願いします｡」 I
I O
I O

I 「次に､性)に関しまして､本日ご意見を陳述いただく際や､ (5)の原処分庁に対して質問I
00 O

I

Iしていただく際、あるいは、原処分庁が質問に対して回答していただく際には、お手もとI
UO O

O

lに配付しております、 『原処分庁に対する質問事項を記載した書面』や『争点の確認表』 I
0

0 0
0

0

1をご活用いただければと思います｡」 ル ’
00 0

1 「なお、 口頭意見陳述の手続が一通り終了した後､本日陳述等をいただいた内容に関I
10 0

1し､当方が必要と認めた場合には､ご出席の皆様にお尋ねする場合があると思います｡な’
Q U

Iお､その場でご説明をいただけない場合もあると思いますが､その場合には､後日､審判I
0

1 0

0

1所に回答いただくようにお願いします｡」 I
0

0 0

0

1 「また、本日、申立人からの原処分庁に対する質問やその回答に関しまして、仮に、そI
O

I

O

O

lの内容に新たな主張として扱うべきものがあったとしても、これをそのまま正式な主張I
0

0 0

0

1として取り扱うことは予定しておりません｡申立人による意見陳述についてのみ､主張と ！
0 0

iして陳述録取書を作成いたしますが､そのほかの事項につきまして､審判所において主張！
0 0

1書面としての陳述録取書や証拠書面として質問調書などを作成することは予定しており i
I O

lませんし､証拠書類などの検査も行いません｡口頭意見陳述の際の発問及び回答は､飽く I
00 、 0

0

1までも、関係者の間で主張の真意を確認するために行うものです。なお、ご発言いただいI
1

0 0

0

'た事項のうちで新たな主張とされる事項がある場合には、後日、正式に反論書、意見書等I
0

0
1

9

iの書面を審判所に提出していただくなどの必要がありますので、よろしくお願いしま！
0

I ､ ､

'す｡」 I
！ （留意事項） i
O

O

I この発言例では想定していないが､迅速な審理に資する観点から、申立人の質問事項にi

l 関し､申立人の主張として取り扱う場合には､後日の書面提出ではなく､当日に「 陳述I
0

0
9

0

0

1 録取書（34号)」を作成することも考えられる。
0
－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一.．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一■■■■－■■一一一■■一一一一一一一一一一一■■－－－1■■一一一一一一一一一一一■■■■ーー■■■■ー■■ｰ一一一Ⅱ■■ｰ一一一一一－一一ーーー

0

0

0
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！ 【担当審判官の発言例（3－15)】 ！
0 0

1 （録音することを求められた場合） I
I O
O O

I （請求人） ． ’
8 1
0 0

1 「ただいま、担当審判官から、この手続は非公開手続であり、録音及び撮影は禁止する’
1 ･ 0
8 0

1こと、また、審理関係人の発言内容は､公にはしないようにとの注意事項の説明がありまI
I I
O l

iした｡審判所の審理手続は非公開手続であるため､審理関係人の発言内容を公にしないよI
0 0

1 うにというご趣旨は理解しますが､本日、申立人が行った陳述や､質問の内容､また､原I
0 ． 0

1処分庁による回答の内容については､審判所だけではなく､原処分庁を含め､我々審理関I
0 1

1係人としても承知しておくべきものと考えます｡このため､申立人の陳述録取書の写しやI
0 0
0 0

1質問及び回答を記載した書面をいただけないのであれば、録音した内容については絶対I
0 0
0 0

1に公にしないことを条件に､本日の出席者に､本日の議事を録音させることの許可をいた！
I I
O O

lだけないものかと考えますがいかがでしょうか｡」 I
0 0
0 0

1 （担当審判官） ’
0 I
I I

I 「お申し出の趣旨は理解できますが､先ほどもご説明したように､審判所における調査I
0 0

1審理は､非公開で行っており、担当審判官の裁量により、録音を許可することは認められI
0 0
B I

iておりません。ご理解いただくようお願いします｡」 i
I O
O O

I （留意事項） ’
0 0
0 0

1 申立人が録音等についての申立てを執ように行うなどの場合には、担当審判官は、申立I
I O
I O

I 人に対し､録取した陳述書等の内容(要旨)を読み聞かせ申立人が自ら筆記することや､申I
D O

｜ 立人の陳述書の写し等を交付することについても検討する。 ’
’－－－－－－－．．－－－．．－‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐_‐‐‐‐‐_‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐_‐‐‐‐‐_‐‐__..．_‐‐‐‐‐..‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐_‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐_‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐－．．－－－－－‐」

【発問権の行使と回答】

審理関係人の主張を理解するために、担当審判官が同席主張説明などを実施するのと同様

に、口頭意見陳述は、審査請求書等に記載した審査請求の趣旨等について、申立人が、担当審

判官や原処分庁に対して口頭でその趣旨等を敷延して説明するというにとどまらず、原処分

庁に対して事件に関する質問を発しくまた、その回答を原処分庁から得ることを通じて、申立

人が、原処分庁の主張を理解するための手続という一面を有しているということができる。

このように、口頭意見陳述の場において申立人が原処分庁に対して質問を発し、また、原処

分庁が回答することは、これらが担当審判官や原処分庁にとっても、それぞれの主張を理解

するために資するものであるとしても、申立人が原処分庁の主張を理解するために設けられ

た手続であるから、これら「質問」及び「回答」は、 「主張」及び「証拠」のいずれにも該当

しない。

【陳述の制限】

担当審判官は、申立人の口頭意見陳述における陳述が事件に関係のない事項にわたる場合

その他相当でない場合には、これを制限することができることに留意する（後記(5)ハ参照)。
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【事件に関する意見】

申立人によっては、 「事件に関する意見」の意味を広く解し、原処分庁の調査の在り方や、

審判所の調査審理の在り方等についても意見として陳述することができると解した上で、そ

の点に関する苦情等についての陳述を申し立てることも考えられるが、陳述等が事件の争点

の審理とは直接関係のない事項にわたる場合には、その陳述を認める意義に乏しいというだ

けではなく、そのような陳述等を許容することは、迅速かつ適正な審理を行うことを妨げる

ことになるため、担当審判官は、その陳述を制限することができることに留意する。

(5) 申立人の意見陳述

イ陳述の開始

担当審判官は、まず、申立人に事件に関する意見を陳述させる。

㈱ 「事件に関する意見」には、原処分の違法・不当についての意見のほか、審査請求期間

を経過した正当な理由などの審査請求の適法性についての意見も含まれることに留意す

る。

ロ陳述者が複数の場合

陳述者が複数存在する場合には、陳述の順序を定めて、順次陳述を行わせる。

陳述中に、他の出席者が適宜発言を補佐することは差し支えないが、当該他の出席者

によりその陳述を妨げる発言等があった場合には、これを制止する。

（留意事項）

申立人が陳述を行う際には、審理関係人に対して事前に送付した原処分庁質問書面や

「争点の確認表（24号)｣を席上に配付し、それに沿って議事を進行するものとする。

ハ陳述の制限

申立人のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合のほか、例えば、次に掲げる

場合に該当するときは、その陳述を制限することができる。

㈱既にされた陳述の繰り返しにすぎない場合

（ﾛ）喧騒又は混乱が生ずるおそれがある場合

いその発言が口頭意見陳述の趣旨、 目的に沿わないと認められる場合

（留意事項）

法第95条の2第3項《口頭意見陳述》において準用する読替え後の法第84条第5項

《決定の手続等》は、口頭意見陳述において、担当審判官は、申立人のする陳述が事件に

関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる

旨規定している。

「その他相当でない場合｣とは､例えば､既にされた陳述の繰り返しにすぎない場合や、

喧騒又は混乱が生ずるおそれがある場合がこれに該当する。

また､代理人によってされた意見陳述の効果は､申立人本人に帰属するものであるから、

申立人本人から改めて口頭意見陳述の申立てがあった場合において、申立人の陳述が、代
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理人によってされた陳述と重複する場合には､担当審判官は、これを制限することができ

ることに留意する。

ｰ’■■ー一一一一一一！■■ イ■■－－－．■D－－－－－1■■－－ー一一一‘■■一一一一一一一一’■■－‘■■ｰ‘■■－－－‘■■●■一－一一一一一ー一一一一一一一一一ーー‘■■－q■p一一一一‘■■-■■ ’■■--1■■一■■一一‘■■一一一一一一一一一一！■

｜ 【担当審判官の発言例（3－16)】

I （請求人による意見の陳述）

修正申告の無効・正当な理由を巡る事件
I

I

１
１

3－16の発言例のほか、 3-17， 3-18， 3-21及び3-22の発言例は、いずれも修

正申告が無効であることや過少申告加算税の賦課に関し正当な理由があることなどを

巡る事件についての発言例である。

これらの事例は､請求人の親族が交通事故により死亡し､保険金が年末とその翌年の

2回にわたって支払われたが、翌年に支払われた特約部分の保険金について、請求人が

調査を受けて修正申告を行ったことに対する過少申告加算税の賦課決定処分が審査請

求の対象とされたことを前提としている。

I

I

I

１
１
１

I

I

I

０
０
０
８

Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

｜ （担当審判官：事件の概要等の説明） ’
1

1
0 〆

0

0

1 「これから申立人である○○さんから、本件に関する意見陳述をしていただきますが、 ’
0 0

I 4_､z ,_g=,｡I__｣w=､__､ . ____ ~,__, " A.e."f,_=､,RF, <_ _､_､E ,-､_､_ ､ I
O

i初めに事件の概要について、私の方から、簡単に説明させていただきます｡」 I
O

O

O

O

I 「本件は、原処分庁が、○○さんから提出された所得税の修正申告に対し、過少申告加I
0

0

0

0

1算税の賦課決定処分を行ったことに対するものであり、その全部の取消しが求められてII
OI ､JarmTT=- ! I

I

O Q

Iおります｡」 I0

I _ _ _ _ _ __ _ I0 0

｜ 「本件では、○○さんのご親族の死亡保険金が年末とその翌年の2回にわたって支払I
IO O

O

lわれておりますが、修正申告は、翌年に支払われた特約部分の保険金についてのものでi
OO O

O

Iす。争点は、①修正申告の無効、②通則法第65条第4項の正当な理由があること及び③再’
I I1 0

0

1調査の決定の違法の3点ですが､それぞれの主張については､お手もとの『争点の確認表」I
I - - -I

O

OI ,_=_n <_､ ____ , ,_､､_ __､_ ､_ , ､ |

Iに整理させていただいております｡」I -- I
O

O O
U O

I 「それでは、○○さん、意見の陳述をお願いします｡」I . . ---- .~---- - -.~- -" ､.' ... l
0

I O

O ) I
I O

I （留意事項） 1
00 、 0

1 口頭意見陳述は､同席主張説明や審理手続の申立てに関する意見の聴取の場合とは異なI
00 0

0

1 り、申立人が陳述したい旨を申し立てた事項を中心に当日の議事を進行させるべき手続でI
I I0 1

0

｜ あるが、担当審判官は、申立人が陳述を行うに際して、あらかじめ事件の概要や争点及び羊’
I I

0

0 ．

’ 張について簡単に紹介した上で議事を進める方が、議事の進行が円滑にできる場合が多いI
0 0

0

0 0
0 0

I ことに留意する。 ‘O
OI /===el , II I
O 1

1 （請求人）) |ゆ

l .__ _._ _､ _ _ _ . ' ._ II O
I

I 「おはようございます。今回は、口頭意見陳述の機会を与えていただき、ありがとうご’
I __ _ . I

0

1 ･ 1
1ざいます｡」 0

｜ 「早速ですが、今回、私が特にお話しさせていただきたい点は、①修正申告の提出は無’
1■■ I■■－1■■ー1■■■■一一一一一一一一I■■ー1■■■■一一ｰー一一一ｰー1■■ 1■■ー＝1■■一一一－一一一ー－1■■ I■■■■■■ー■■一一一－1■■ーー－－1■■ー■■－1■■ 1■■‐一一I■■一一■■ｰー一一一一‐一一一-一一一ー1■■ーー■■ 1■■■■ 1
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｜ 【担当審判官の発言例（3－17)】
1

1 （請求人による意見の陳述の制限）

修正申告の無効・正当な理由を巡る事件
I

１
１ 以下の発言例は、3－16の発言例の、担当審判官による事件の概要等の説明から、請求人

の陳述が始まり、 「さて、原処分庁の職員により、私に対して事業所得に関する調査が行わ

れましたが､」までについては、同様の発言がされた前提で展開している。

１
０

0

｜ （請求人） ；
U

I

O

O O

I 「さて、修正申告が無効であることに関係しますので、今回の原処分の際の調査についiO
O O

O

O O
’て、お話しさせていただきます｡」 I
08 0

0

1 「私は、リース業を営む個人の事業者であり、これまでにも何度か税務署の調査を受け’
00 0

0

'てきた経験がありますが、今回の調査は、平成●年の10月の初めに開始され、翌年の5月I
I - . l0 0

0

1に私が修正申告をすることで調査が終了しております｡調査担当者からは､事業所得につI
0I __ _.'___ .__,_" . . . . ._.._. _ ~" _ ._､ _ __ .､ _ _ .. _ .__. _ I

0

01 0

Iいては、記帳等の仕方に関して若干の指導を受けたものの修正項目の指摘は受けており I
O O

O

O O
O O

iません。」 I
O

I
O

I 「本件の生命保険金収入の申告については､保険会社から､確か､入金された年分の所i
OO O

O

I得として申告すればよいと説明を受けたことや、本件で問題となった特約部分の保険今I
00 0 0

0

1は､保険会社による事故の調査が終了し､査定を受けてからでないと支払われるか否かさ’
I - I0 0

0

1え分からないものであると何度も説明したのですが､調査担当者からは､何ら説得的な説！
I - - -- - . . - - .--.---.､~~. l8 8

0

i明をしていただけないまま､しかも､長期間にわたり調査を終了させないまま､執ように､ i
由

00 0
0

1平成▲年分の収入として修正申告すべきと言われたため､私としては､最後は根負けしたI
0 ．0 ． 0

0

i と申しますか､調査が終わるのであればという気持ちに追い込まれ､修正申告することに’
I _ / I

0

0 ･ 0
1応じてしまったものです｡」 I
: IU O

O

I 「大体が､この不景気の中､資金繰りや取引先からのクレームの対応に走り回っているI
00 0

1

|最中に、長期間調査を打ち切ることなく、延々と続けること自体、不当な調査といえるのI
I - - - . . - - - .. ---- -- I0 UO

lではないでしょうか。正に、弱い者いじめの、税金の無駄遣いです。このことは、調査担I
0 0

1

0 0

1当者の統括官に対しても申し上げたのですが､取り合ってもらえませんでした｡このよう ！
O

I
Q

lな場合に､我々零細な事業者は､どこに訴えていけばよいのでしょうか｡そもそも、ごく i
l _ __ _ _ . . . =_ II OO

lわずかな特定の事業者に対してのみ調査が行われていること自体、不当です。 ・ ・ ・」 ’
| I0
II ,+D,,2=u,gi,=､ I
I （担当審判官) |
l lI OO

I 「陳述いただいている最中に申し訳ありませんが､請求人の陳述は､本件の争点に関す｜■

|る主張から外れてきているように思われます｡請求人のお気持ちは理解しますが、時間の！
L________.._________..___..___．．－－－．．－－－－－－－－．.‐－－－－－－－－．．－．.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐..‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐_！

123



第3章口頭意見陳述
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|関係もありますので､請求人は､本件の争点に関係する事項に絞って陳述していただくよ！

i うにお願いします｡」 ，
0

0

0

0

0 ＄I （請求人） ，0 01
1

｜ 「陳述しているうちに､調査を受けた当時のことが思い出され､ついつい興奮してしまI
0

0

0

| b,*L7E｡$LwMDMM,｡ ｣aL-M:､ gl="=､ I"t$Exwiffrj-｡ ･ ･ ･｣ |
0

|いました。申し訳ありません。それでは、引き続き、陳述させていただきます。 ・ ・ ・」 ’

0 ) |
0

1 0
0

1 （留意事項） I
O

O

I 申立人が、調査が不当であることなどに関して陳述する場合には、申立人の陳述が延々I0 0
0

0

O

I

| &Fw>IEM-5FPw"EMwa､tJ=ji-MI,":､"5FF･ww"#IEBw!I と原処分に関する不平や不満に及ぶ場合も考えられるが、単なる不平.･不満や事件に関係I
I

0

I

I のない事項に関する陳述については、結論に影響するものではないため、担当審判官は、 ’0 0
0 l

I

O O
O

I 迅速な調査審理の観点から、必要に応じ、陳述を制限する。
O

I
O

i fR;ja､nfisM%=FIqJD｢IR"-"､e､"､､xf=wEBMgf&L-wM-t',IfiU I
I

O

| JgwmQM¥IMs｣5oD"":､ iB*oDrHE=EIEIJ:yn,wg'tHf"5'､lc'd:､ |I O
O

I

| ja==¥FIj:､aL"THRMEM-"､""""Ltz_lz-e､LEIEIM､"MIciI I
| ｡g,.!=j,ii,"､"H,=*! _n,､zM,,~､EIr.=､,,､-m"H-jzwhMfrH.zi_ |

I

I| "L-GMowMg¥EL-d,"*EoD,#lc｡b,-m"･j-5cM)Mh･5｡ |
O

I 対して証拠の提出を予定しているかなどの点について確認することも検討する。O| "L-GMowMr¥EL-d,"*EoD,#lcob,-m"･j-5cM>Mh.5｡ !
O

O
I

! (E)"RMwJw"oDJ<5'twitmad)､"umwwzw'"NEM'5"|0 0
0

0

0 0合もあり、単なる不平や不満であるからという理由で直ちに陳述を遮ってしまうとかI0 00

0

0

0 I| >zoTfTT'w"IED"xjazN)bso~G､ IMw$IIMw:'2z7gR¥UwTwz､2&7:R I
D

! 5｡ iD‘ る。
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I OD O
I OD O
D O

【口頭意見陳述と発問権の行使】

口頭意見陳述における申立人の陳述は、主張に関する陳述として録取する必要がある一方

で、当該陳述に際して申立人が発問権を行使し、原処分庁に対して質問を行って以降質問に

対して原処分庁の回答があるまでのやり取り （より正確には、 口頭意見陳述の際の申立人に

よる意見陳述以外の全てのやり取り）は、審理関係人の主張等にはならない。

前記の発言例3－16（請求人による意見の陳述）は、陳述事項の①から③について、申立人

に一度に陳述させ、これらについての「 陳述録取書（34号)」を作成した後に、申立人の

陳述事項に関する発問権の行使に関する手続を行うという手順としているが、事件によって

は、争点ごとに、①の争点について陳述=>録取=>質問=今回答を行った後、②以後の争点につい

て同様の手順で実施することも考えられる。

しかしながら、要点録取であるとはいえ、 「 陳述録取書（34号)」の作成自体が時間を要

するものであることから、争点ごとに「 陳述録取書（34号)」を作成する場合はもとより、

当日中の「 陳述録取書（34号)」の作成に固執した場合には、口頭意見陳述の手続自体の

流れが悪くなるだけではなく、予定した時間内に手続が終了しないおそれもあることから、

担当審判官は、 「 陳述録取書（34号)」の作成に相当の時間を要する場合には、必要に応

じ、意見の陳述を行った者に了解を求めた上で､後日、郵送等により確認を求めることも検討
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する。

いずれにせよ、担当審判官等及び分担者は、 口頭意見陳述の場における審理関係人の発言

等については、 「主張になる」申立人の陳述だけではなく 「主張にならない」発問権の行使等

に関する発言の2種類があることに留意する。

（留意事項）

当日の口頭意見陳述が長時間に及ぶ場合、担当審判官は、適時、休憩時間を取ることも

考慮する。

(6)発問権の行使

イ申立人の行う質問が次に掲げる場合を除き、原則として、申立人の質問を許可する。

㈱事件に関係のない事項にわたる場合

（ﾛ）既にされた質問の繰り返しにすぎない場合

例喧騒又は混乱が生ずるおそれがある場合

目前記㈱から㈱までに掲げる場合のほか､口頭意見陳述の円滑な遂行を阻害するおそれ

がある場合

（留意事項）

上記の事件に関係のない事項にわたる質問として、仮定の質問【担当審判官の発言例（3－

22)】もこれに当たると考えられる。

ロ 申立人の質問について担当審判官がその都度許可を与え､これを行わせしめるか、それ

とも申立人から質問をさせ、その質問が不相当の場合（前記イに該当する場合）に、担当

審判官がこれを不許可として原処分庁の回答を求めないこととするかは､口頭意見陳述の

主宰者である担当審判官の判断による。

性） 申立人から事前に原処分庁質問書面が提出されなかった場合や､原処分庁質問書面に

記載がない質問を発する場合であっても、担当審判官は、そのことを理由に質問を許可

しないことは許されない。

（留意事項）

担当審判官が、前記の判断をするに当たっては、申立人から事前に提出された原処分庁に

対する質問事項に、特に不許可とすべき質問事項が含まれていない場合には、質問すること

自体についての許可を与えた上で(包括的な許可)議事を進行した方がより円滑な進行が期

待できる一方で、申立人から事前に質問事項が示されなかった場合や､事前に質問事項が提

出された場合であっても、申立人から提出された原処分庁に対する質問事項に、不許可とす

る質問事項が多く含まれる場合には､質問に対する許可を個々に与えつつ(個別的な許可)、

議事を進行した方がより円滑な進行が期待できるものと考えられる。

なお、事前に質問事項が提出された場合において、不許可とすべき質問事項がある場合に

は、担当審判官は、当日の議事を円滑に進行できるよう、口頭意見陳述の期日までに、申立

人に不許可とする理由等について説明し、申立人の理解を得るように努めるものとする。
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【質問の許可】

基通95の2－4《質問の許可》は、担当審判官は、例えば、申立人の行う質問が審査請求

に係る事件に関係のない事項にわたる場合や、既にされた質問の繰り返しにすぎない場合そ

の他口頭意見陳述の円滑な遂行を阻害するおそれがある場合を除き、原貝Iとして、法第95条

の2第2項の規定による申立人の質問を許可することに留意する旨定めている。

（留意事項）

質問の不許可及び陳述の制限をする事例としては、例えば「原処分庁等の職員に対する

侮辱や誹誇中傷であって口頭意見陳述の趣旨に合致しない場合」などが考えられる。

また、発問権の行使に関しては、原処分庁が、前記の通達に該当することを理由に、質問

の全部又は一部について不許可とすべきである旨申立てを行うことも考えられる。

このような申立てがあった場合には、担当審判官としても、該当性の有無について真筆

に検討する必要があるが、質問を制限するか否かは、飽くまでも担当審判官の判断による

ものである。

ｰ-1■■－－－1■■●■－－，■■■■ 1■■ 1■■ I■■ 1■■ I■■ーI■■■■ーI■■ ｨ■■一一－一'■■ 1■■一一一1■■ 1■■ 1■■ーーーｰ一一一一一一一一一'■■ 1■■ '■■ I■■ーー＝‐ｨ■■一一一－一ｰ一一I■■ｰ1■■ 4■■－1■■ーI■■ ‘■■一一ー1■■ー－－ー

腫垂【担当審判官の発言例(3－18)】 ０
０
１
１

i (質問の許可及び発問) |
I

O OOO O
I 「それでは、原処分庁に対する請求人の質問に移りたいと思います｡」 I
! iO IU

i 「お手もとの資料にございますように､請求人からは､●点､原処分庁に対する質問をI
0

0! !,､".ja:,,､-ftgh*-i-- , i
0

0 0
1いただいております｡」 I
I

O
O

I 「(本件は、過少申告加算税の賦課決定処分が争われている事件ですが）いずれの質問1
0

0
0

1

1も、制限事項には該当しませんので、請求人は、原処分庁に直接質問していただいて結構I
O

O OOO O
lです。なお、ここに記載された順に、質問をお願いします｡」 1
0

1
0

1 「また、原処分庁には、質問に対する回答をお願いしますが、原処分庁の回答は、一問II
O! eA____L=m=､"_z_z_ i

C

0

0 0

1－答でお願いします｡」 ，
●

0

! ,=_,. . ､ i0

0 ) |1 （請求人） I
O

I

I 「原処分庁には､本件の特約分の保険金収入の帰属年分について質問したいと思いま!
0

! _ i00! _J- ! i

'す｡」 IO
O

O

I 「特に、本件の特約分の保険金収入はく保険会社によって、本件の死亡事故に係る特別！
0

0

8

0

1の調査が実施された後、支払拒否事由に該当しないことが確認された後に初めて支払わ’1

0 ， ' 000 0

1れたものです｡」 10
8

8

1 「一時所得である保険金収入が､そもそも死亡時ではなく､支払があった時の年分に帰i
O

ll OO

l属するべきであるという点は置くとしても、少なくとも、保険会社が本件の事故が支払拒I
0

0
0

0

1否事由に該当しないと判断した後でなければ、本件の保険金の帰属年分を決めることはI

●

|できないと考えます。原処分庁は、いつ、保険会社が支払拒否事由に該当しないと判断しI
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1たか調査されましたか｡」 I
0

0

1 （留意事項） I
I

O

I 前記発言例は､質問する理由を請求人が説明した上での質問例としている。 ’
0

1

0

1

1 質問としては、 「原処分庁が本件の特約分の保険金収入の帰属年分を●年とする理由は何I
I

O

O

I

I か｡」や、 「原処分庁は、保険会社がいつ本件の事故が支払拒否事由に該当しないと判断したI
1

0 、 1

0

i か調査したか｡」など､できる限り端的なもの(質問事項を絞ったもの)であることが原処’
0

0

1 分庁から回答を得るためにも望ましいと考えられるが､担当審判官が申立人からの質問事！
O

I

i 項を整理する場合にも､むやみに｢その質問事項は､課税等要件の該当性に影響しない｣な1
0

0

l どとして､質問自体を制限している印象を与えないように配意する。 i
I

O

l

O

I なお、質問が複数ある場合、これを同時に質問させたときには、回答漏れが生じるおそれI
0

0

0

0

1 があることや、質問と回答の対応を明確にして録取しやすくするという観点から、申立人I
0

0

O

I

I からの質問を始める前に､質問と回答は一問一答形式によることを審理関係人に伝えておI
0

0

1 くことが望ましい。
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0

0

0

8

【所得の帰属年分と過少申告加算税の課税等要件】

3-18の発言例では､過少申告加算税の賦課決定処分が争われている事件であるのに､所得

の帰属年分が争点とされている。これは､修正申告書が無効であるとの主張の関係で争点とし

ているためであるが、修正申告書に無効事由が認められない場合には､修正申告による納付す

べき税額の適否については審理の対象外であり、修正申告により納付すべき税額を基に算定

された過少申告加算税の額について、賦課決定の要件を具備しているか否かについて審理す

るのであって、所得の帰属年分を理由として（言葉を換えて言えば、修正申告により納付すべ

き税額の多寡を理由として）賦課決定処分を争うことはできないことに留意する。

（過少申告加算税の課税要件）

法第65条第1項《過少申告加算税》は､期限内申告書が提出された場合において､修正申告

書の提出があったときは、当該納税者に対し、その修正申告に基づき法第35条第2項(期限後

申告等による納付）の規定により納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に

相当する過少申告加算税を課する旨規定している。

また、法第65条第4項は､第1項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となった事実のう

ちにその修正申告の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認めら

れるものがある場合には、第1項に規定する納付すべき税額からその正当な理由があると認

められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、第1

項の規定を適用する旨、同条第5項は、第1項の規定は、修正申告書の提出があった場合にお

いて、その提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について

更正があるべきことを予知してされたものでないときは適用しない旨、それぞれ規定してい

る。

127



第3章口頭意見陳述

これらの規定からすると、原則として、①期限内申告書及び修正申告書の提出及び②税額の

計算（増差税額及び税率）については原処分庁側が、また、③正当な理由があること及び④更

正を予知してされたものでないことについては納税者側が、それぞれ主張立証すべきものと

考えられる。

（留意事項）

「正当な理由」には、税務署員の誤指導が含まれるが、これは、過少申告になったことに

対する誤指導であり、修正申告に対する誤指導は含まれないと解されている。
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0 (3-19)] !
0

1 【担当審判官の発言例（3－19)】 I
O

| /=ER,7､"EELFT .=Egg-z-,_=EL=T! ,ix=I-"!｡-"IRBx-zIg-､ || ,._________.____._ ._._. ｡_... . . ~_ . . _､ __4｣._,_. .._｡ .& ､ |O

i （質問の不許可：質問することを許可し、必要に応じて制限する場合） ，
0

O

I

O

｜ 「ただいま○○さんが原処分庁に質問された事項は、事前にいただいた質問ではないI
0

0

0

0

i というだけでなく､原処分庁が､請求人以外にどのように調査対象者を選定しているのかI
0

0 9

0

0

1 というものであり、担当審判官としては､本件の争点からみて、本件の審理には関係のな’
1

0

●

0

0

1い事項であると考えます。したがいまして、ただいまの質問は、許可することができませI
! , |O IIQ ･ 0
'ん｡」 I

O ) !O O
O

I （留意事項） 10

0 、 1

1 原処分庁に対して質問することを申立人に許可した上で、不相当な質問に限って制限すI
0

0 0

0

1 ることとした場合、担当審判官は、常に細心の注意を払って議事の進行に努める必要があI
I

| - |I

II DO

I るが、質問の許否については、合議体で協議するなど、慎重に判断することに留意する。 ！
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1 0

1 【担当審判官の発言例(3-20)] |
0 I

O O

I （質問の不許可:個々の質問ごとに許可又は不許可とする場合） ’
0 0

1 「ただいま○○さんが原処分庁に質問された事項は､原処分庁が､請求人以外にどのよ’
I O

l うに調査対象者を選定しているのかというものであり､担当審判官としては､本件の争点I
0 0

0 0

1からみて、本件の審理には関係のない事項であると考えます。したがいまして、ただいまI
0 0

0 0

1の質問は、許可することができません｡」 I
0 0

0 0

｜ ・ ・ ・請求人が、課税の公平の観点から審理を行う必要があるなどと、なお質問するこ’
0 0

O I

I との許可を申し立てた場合・ ・ ・ ． ’
O I

O 8

1 「○○さんの申出は承りましたが､担当審判官としては、ただいまの理由をもっては､ ’
0 0

1本件の争点からみて､本件の審理に関係する事項であるとは考えられません｡質問の許否I
0 0

0 0

1は､担当審判官が判断すべき事項ですので､ただいまの質問を許可することができないこ’
0 0

0 ， 、

| とにつき、ご理解をお願いします｡」 I
I O

I O

I （留意事項） I
I O

I O

I 申立人に対し、原処分庁に対する質問について、一間ごとに許可する場合においても、担i
O

O 、 0

0

1 当審判官が常に細心の注意を払い､必要に応じて合議体と協議した上でその許否を決定す’
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1 るものとするが､その許否に関し、申立人と担当審判官との間で議論を応酬する事態に陥I
l l

l ることにならないよう留意する。 i
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(ﾌ） 原処分庁からの回答

イ原処分庁が事前に回答を書面により作成し､口頭意見陳述の場でこれを読み上げた場合

において、申立人から回答書面の交付を求められたときは、担当審判官は、後日、原処分

庁から回答書面を提出させ、当該書面を申立人に送付又は交付する。

ロ原処分庁が回答に時間を要するなどの事情によりその場で回答することが困難である

場合には、後日、書面により回答させる。この場合において、担当審判官は、原処分庁に

対し、提出期限をおおむね2週間以内と定めて、回答書面を提出させる。

なお、原処分庁が回答内容が守秘義務に抵触するとして回答しない場合には、担当審判

官は、原処分庁に対して、守秘義務に抵触しない範囲での回答をするよう促す。

（留意事項）

原処分庁の回答が守秘義務に反するか否かについては､原則として、原処分庁が判断すべ

き問題である。

担当審判官は､原処分庁が回答しない場合において、当該回答を守秘義務に抵触するもの

ではないなどと明示して、原処分庁に対し、回答を強要してはならないことに留意する。

ハ原処分庁が前記イ又はロにより回答書面を担当審判官に提出した場合には、分担者は、

「送付書（145号)」を作成し、同書面を添付して担当審判官の決裁を経た上で、申立人に

送付又は交付する。

【原処分庁の回答義務】

法令上、申立人の質問に対する原処分庁の回答義務に関する明示的な規定はないが、原処

分庁は審理に協力すべき責務（法92の2）を有しており、また、全ての審理関係人を招集した

上で申立人に原処分庁に対する発問権が付与された趣旨に鑑みれば、原処分庁が申立人の質

問に対して誠実に回答すべきことは当然であり、その回答は､原則として、口頭意見陳述の場

において行われるべきである。

r‘･･ ‘．.．. ‘｡. ’~‘．. ‘~‘｡. ‘｡. ‘｡. ‘｡.~... ‘｡.･･･. ‘~.~。. ‘｡. ‘~‘~.．~･ ‘~‘．．‐‐‘｡. ‘･･..･･･.. ‘~‘｡. ’..‐．.｡~.． ‘~.･･ ‘｡. ‘･･ ‘･･ ‘~‘｡､弓‘･･ ‘･･.. ‘--. ‘-‘｡.･･'.．.． ‘．． ‘｡. ‘｡. ‘｡．-． ‘･･ ‘---． ‘･･ ‘･･ ‘･･ ‘-‘－．． ‘･･ ‘･･ ‘

| 【担当審判官の発言例(3-2')】 |修正申告の無効･正当な理由を巡る事件’ ｜
I （原処分庁の回答： 3－18の発言例に対応するもの） ’
0 O
I O

I （担当審判官） ’
0 I
O O

I 「それでは、ただいまの請求人からの質問に対し、原処分庁の回答をお願いします｡」 I
I O
I O

I （原処分庁） I
I O
l I

l 「本件で請求人が受け取られた金員は、生命保険金であります。生命保険金は、それがI
I O
I l

l特約によるものであるか否かにかかわらず､保険契約の性質上､被保険者が死亡した時点｜
－－－－－－－－－．．．．－－－－－－．．－－－－．．－－－．．－－－－－－－．．－－－．．－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－．.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐－．．－－－－－－．.‐‐‐‐‐‐‐..‐‐‐‐‐－－－－－－－－－1
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lで給付が明確となることから､死亡時が､所得税法第36条が規定する権利確定時期と言う ！
0 0

1 0

'ことができます。この観点から、通達の定めがあることについては、答弁書●頁に記載しI
0 0

0 0

'たとおりです。以上が、一点目のご質問に対する回答です｡」 I
0 0

0 0

1 「そうすると、保険会社による調査結果に基づく判断時期については､保険金の帰属年I
0 0

0 0

1分には関係しないということになります。したがいまして、原処分庁といたしましては、 ’
0 0

0 1

1いつ保険会社が支払拒否事由に該当しないと判断したかについて調査はしておりませI
0 0

0 0

'ん｡以上が、二点目のご質問に対する回答です｡」 ！
0 0

1 （留意事項） ’
0 I

G O

I 所得税法第36条第1項《収入金額》は、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額と！
0 0

0 0

’ すべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年にI
0 0

O I

I おいて収入すべき金額（金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合I
0 " 0

0 0

1 には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額） とする旨規定している。 I
I O

U O

I （担当審判官） ’
8 0

1 「ありがとうございました。それでは､請求人は､次の質問をお願いします｡ 」 I
0 0

0 0

1 （留意事項） ’
0 、 0

0 0

1 原処分庁から回答がなされた後、担当審判官が何も発言をせずにそのまま申立人が次のI
0 0

1 0

1 質問に移り、申立人と原処分庁との間でやりとりが続けられると、申立人の質問を遮る夕I
0 0

0 0

1 イミングが難しくなり、許否の判断をする十分な時間が得られないまま原処分庁から回答I
0 0

0 0

1 がされてしまうなど､議事進行に支障が生じるおそれがある。そこで､発問権を行使させるI
0 0

0 0

1 に当たっては､申立人が次の質問に移る前に､担当審判官が上記のような発言を入れ､議事I
0 0

i をいったん担当審判官の手元に戻し､その上で次の質問を許可するなどして､整然かつ円I
I

I I

O

I 滑な進行に努める。 ｜
L‘.､一一一一‘ﾛ.-....,-..-‘.､-....--.. ‘...､--,口.一一一一－-..-..｡｡－－－－．．．．－．．－‘ﾛ..､－－－－－－－－－－口.一一･･･.－．．－－－－－－．､－－．. ‘.. ‘.､ﾛ....､－－－－－．．．，－．.一一‘ﾛ.､－－‘.....､－－－－．. ,..-..‐ー｡､－－－．｡.. 0

F1■。 !■。 !■・ ‘■・ｰ'ﾛ･ ！・・ !■・ ！■・ ！■・ー!■・・・ ！ﾛ｡ !■・一1.・ー‘ﾛ･ ‘■・ー･ロ･ー‘・・ｰ‘･･-1.・‘■･ ‘■・ーー・・ !・・ー!p･ー1.・ '・・ '・・‐‘･ロー！■・ ！■｡一！・・ ！・・ !｡｡ ！・・ーー'ﾛ･ー‘■・ '＝‘■。 !■。 !■・ ‘■。 !■。 !■・ ‘

0

【担当審判官の発言例(3-22)】
０
０

！ （原処分庁の回答に対する申立人の更問：3－21の発言例に関連するもの） ・
I

O

O

I

I

O

O

I （請求人） ’
0

0 0

0

｜ 「原処分庁の回答に関連して、更に質問させていただいてもよろしいでしょうか。 」 I
0

0 0

1

1 （担当審判官） I
I

O O

O

I 「どのようなご質問でしょうか。 」 I
0

0 O

I

I （請求人） 1
0 0

1 「原処分庁は､生命保険金は､それが特約によるものであるか否かにかかわらず､保！
0 9

|険契約の性質上､被保険者が死亡した時点で給付が明確となることから、死亡時が､所i
l

I q

O

l得税法第36条が規定する権利確定時期と言うことができるとおつしやいます。確かに、 I
l

I U

O

l本件の場合には、翌年になったとはいえ、比較的早い時期に特約部分についても保険金I
l

0 I

I

lが支払われたということもできます｡」 ’
1
ー一一一一■■ー---ーー■■ー一一■■一一－1■■一一一一一'■■一ー■■ー－－－－－ー一一一一一ｰ一一一一一一■■■■一一■■ー■■■■■■ー■■■■－－ー一一一一一一一一一一一一一一一■■ー■■ーーｰ■■一一一一一一一一一‐ー一一一一一一一一一一一一一
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1 「しかしながら、事故の状況いかんによっては､何年も保険金が支払われない場合も I
0 1

1あると思います。このように､何年も保険金が支払われない場合､あるいは､保険金の 1
0 8

0 0

1支払があるとしても、その全額が支払われることがないことが明らかであると見込まれI
I U

O O

lる場合、これらの場合においても、原処分庁は、死亡時が権利確定時期であるとおつし I
0 0

O I

Iやるのでしょうか｡」 I
I O

O I

i （担当審判官） I
0 0

8 0

i 「ご質問の趣旨は理解できますが、ただいまの質問は､仮定の質問であり、本件の審i
O O

i理に直接関係するものではないと考えます。したがって、ただいまの質問を許可するこ i
I O

l とはできません。ご理解をお願いします｡ 」 I
0 0

0 0

1 （留意事項） l
0 I

I O

I この発言例の場合においては、請求人の「更問」を許可し、回答するか否かの判断を原I
0 参

0

0 0

1 処分庁に委ねることも考えられるが、担当審判官は、原則として、仮定の質問は許可しな’
O I

O I

I いことに留意する。
0

0

0

8

ｰ－－－－－－－－－■■－－－－－－－－－■■一一■■－■■■■■■■■■■－－－一一一一一一一一一一一■■－－－－■■－－－－－－－－－－■■－■■■■■■－■■－■■一一‘■■－－■■一一一一一一一一一一一一一■■■■－＝一一一一■■■■一一－－－

(8) 口頭意見陳述の中止

担当審判官は、申立人その他の陳述者が担当審判官等による陳述の制限に従わず、また、

担当審判官等の許可を得ることなく原処分庁に質問を続けるなど、その言動に照らし、口頭

意見陳述の続行が困難であると認められる場合には、口頭意見陳述を中止し、口頭意見陳述

の終了を宣言する。なお、その状況を「口頭意見陳述実施記録書（143号)」に詳細に記載す

る。
i,...............ー.............. ‘~’~..ー..ー....ーー.．ｰ-..-....‐........．､－．．－ーｰ..........‐.....．ー~......... ‘~.......､......ー..~.~.~. ‘~.．..．~-..-......‐‘.. ’.．..‐-.ｰ‘-‘--.. ‘-......--‘-..-...､－．．－･･ ‘－．．．．－－．．･･･

｜ 【担当審判官の発言例（3－23） （議事が円滑に進行できなくなった場合の対応)】

I （請求人が同様の主張を繰り返す場合）

｜ 「その点の陳述は先ほどから既に何回もお聞きしております。請求人に陳述いただい’

’た内容は､審判所も理解しましたし､請求人のご主張として陳述の録取をさせていただき’

1ますが､陳述の録取は､いわゆる要点録取の方法で行いますので､繰り返し陳述いただい’
｜

’ても意味はありません。ほかに陳述いただく事項がないようであれば、口頭意見陳述を終｜

｜了させていただきたいと思います｡」

I （請求人が原処分の調査担当者をひぼう中傷し始めた場合）

｜ 「何度もお伝えしたように､担当審判官としては､ただいまの請求人のご発言は､原処i

1分に係る調査が違法又は不当であったことに関する陳述である域を超え、調査担当者の’

1人格をひぼう中傷するものと認めます｡調査担当者の人格は､原処分の調査が違法又は不｜

｜当であることには直接関係しないものと思われますので､調査担当者の人格を誹誇中傷｜

'するような陳述をおやめいただけないのであれば､ 口頭意見陳述を終了させていただき！
’たいと思います｡」

I (当事者間が感情的になり冷静な質疑ができない場合）
一一－一一一一一ーー■■■■ー一一一一一一一一一一ー一一一一一一一一一ーー■■■■ー一一一‐ー‐‐－－ーーーー■■ーー■■一一一一一－一一一一一一一■■＝ー＝－－－一一●■ー一一一一一一一一一■■－－－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
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！ 「何度も申し上げたとおり､発問権の行使に関し､当事者間で直接やり取りしていただI
0 0

iいて､お互いの理解を深めていただくことに異論はありませんが､発問権の行使は､飽く 1
0 0

0 0

|までも、当事者双方が冷静に質疑応答していただくことが前提です。このように、双方がI
0 0

0 1

1感情的になり、冷静な質疑応答ができないのであれば､発問権の行使を制限し、口頭意見I
0 0

O I

I陳述を終了させていただくしかありません。 （ ・ ・ ・なおもこの状態が続く ・ ・ ・ ）残念I
0 0

O I

Iですが､以上をもちまして､本日の口頭意見陳述を終了します｡」 I
0 0

1 （請求人が当日の回答に固執した場合） 1
0 0

1 「請求人がおつしやるとおり､原処分庁は､申立人の質問に対して､口頭意見陳述の場I
0 0

0 0

1で、かつ、口頭で回答するのが原則です。また、請求人は、本日原処分庁から回答が得らI
l I

O O

Iれるよう、あらかじめ質問事項を書面で提出していただいております。しかしながら、原I
1 0

0 0

1処分庁からの説明にもあったように､原処分庁は、回答を行うための調査に思いのほか時I
U 8

I O

l間を要したため、本日回答をすることができないというのであり、後日、文書で回答するI
0 0

O I

I旨申し立てておりますので､これ以上､当日の回答を求められましても､回答は得られな1
1 0

|いものと考えます｡ほかに質問していただく事項はないようですので､口頭意見陳述を終I
0 0

1了させていただきたいと思います｡」 I
0 0

O I

I （原処分庁の回答に対する担当審判官の見解を求められた場合） ’
1 1

1 0

1 「冒頭でご説明させていただいたように､発問権の行使に関する質問及び回答は、いわ’
0 0

0 0

1ゆる主張又は証拠のいずれにも該当するものではありませんので、直接評価を下すべきI
0 0

0 0

|ものではありません｡また､審判所としての判断は､本件についての調査及び審理を終了I
0 0

｜した後､最終的な判断を裁決書でお示しすることになっておりますので､原則として､調I
O I

i査､審理の途中段階で､法令の解釈に関するものであれ､証拠の評価に関するものであれ､ ’
0 1

0 0

1判断を示すなど､心証の開示をすることはありません。このことをご理解いただけないのI
I 0

I I

lであれば、口頭意見陳述を終了させていただくしかありません。ほかに質問していただく ！
0 0

， 0

|事項はないようですので、 口頭意見陳述を終了させていただきます｡」 1
－－一一‐一ｰｰI■■‐－1■■一一一1■■一一ｲ■■ ｲ■■ーI■■ ｲ■■ーー-1■■ 1■■ 1■■ーーI■■ 1■■ '■■ 1■■ '■■ーｲ■■ ‘■■ I■■ ｲ■■ 1■■ I■■ 4■■ I■■ 1■■ I■■ 1■■ I■■■■ー■■ーｲ■■ー1■■ 1■■ 1■■ 1■■ I■■■■ 1■■ーー1■■ I■■ I■■ I■

1 0

0 0

ー■■ー■■■■ー■■■■■■■■■■■■一一ーー■■－－－－－‘■■－－ー,■■－－－ーーーーー■■‐ｰ一一一一■■一一一－一‘■■一一一■■＝一一■■一一一－一-一一ー一一一一ｰ■■’－－－－‐■■ー一一－一ー一一一■■一-一一一ーー■■ーーーーー一一

1 【担当審判官の発言例（3－24)】 ’
0 0

6 0

1 （口頭意見陳述の中止及び終了1） ’
0 0

0 0

1 ． ． ．請求人が、原処分庁に対する発問権の行使の場面で、担当審判官が制限した原処I
0 0

0 0

1 分庁に対する質問を繰り返した場合・ ・ ・ 1
0 0

0 0

I (担当審判官) |
0 0

0 I

！ 「ただいま○○さんが原処分庁に質問された事項は､先ほどの質問の繰り返しにすぎな’
I U

iいというだけではなく､先ほども申し上げましたとおり､本件の審理に関係のない事項でi
U O

O O

Iあると考えます。このような質問は、担当審判官として許可できないというだけではな｛
0 0

0 0

1 く、このような質問を繰り返されますと、議事の進行ができなくなり、本日の議事の進行I
0 0

I D

Iに重大な支障を来しますので、そのような質問はおやめください｡」 ’
一■■■■■■一一-一-一一一一ｰー一一一一一一－一一ーー一一一一－－－■■一一一一一一一■■－－■■■■■■－■■ーー一一ー■ロー■■一一一一ーー－－－－－一一一ｰ一一一一一ｰ一一一一一-一一一一一一一■■■■ーーーー■■ー－－ーー一一一一ー一一ーー一一ｰ
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1 o o ．それでも請求人が質問を繰り返す場合・ ・ ・ I

O

l 『繰り返しになりますが､ただいまのような質問は議事の進行に支障を来すもので｜
'す。冒頭にお願いしましたように、○○さんは、担当審判官の議事の進行に従ってくださ’

|い｡当方の議事の進行に従っていただけないのであれば､これ以上､口頭意見陳述を続行I
1 0
1 0

｜することはできません。この場合、大変残念なことですが、手続を打ち切らざるを得なく ’
1 I
I U

lなりますので、担当審判官の議事の進行に従ってください｡」 I
I l
O I

I ・ ・ ・請求人が更に故障を申立て、議事が進行できない場合・ ・ ・ ｜

｜ 「｡･さんには､どうしても担当審判官の議事の進行に従っていただけないようです｡ ｜
|大変残念ですが､これ以上手続を続行することはできませんので､本日の口頭意見陳述｜
|は、中止することとし、これをもって終了させていただきます｡」 I
I O
O I

I （留意事項） ’
0 O
I O

I 口頭意見陳述の機会は、申立人に与えられた権利であるという一面を有していることかI
0 0
0 0

｜ ら、安易に手続を中止することは好ましいものではない。このため、手続を中止し、終了さ’
9 0
O U

I せる場合には、担当審判官が繰り返し議事進行に従うよう要請し、それでもなお従わないI
0 0
， 0

0 0

｜ 場合にやむを得ず行うものであることに留意する。
U

U

L－－-..-----------..----..-..------------------..---‐‐‐‐－－_________-... ..._____.._________‐_‐‐________‐‐‐‐‐‐‐_-...._..__.._________I

「‐‐‐‐‐‐ 'ーーーーー!ーー‘ー'ﾛ･ー‘ーー！■・ ‘■・一！■・ ‘ﾛ･ ‘＝!■･ ！ｰー'ﾛ･ー‘ﾛ・・・ ‘■・ー！■・ ！・・ !■・ーー‘■･ ‘・・ー‘・・ '■・ ！■・ ！■・ ‘■・ー！ﾛ･．■ ‘ﾛ･一一一一一'・・ー‘････・ｰ‘･ロ ‘・・ ‘■･ ‘■・ ‘■・ ！ﾛ･ ！■・ ‘■・
0

1 【担当審判官の発言例（3－25)】 ’
! ,_==-._==､_L..__L,___"｡,..___､ II - i

I （口頭意見陳述の中止及び終了2） ’
1
! - - - . - - - - - - - !0 U

｜ ・ ・ ・請求人が、意見陳述の場面で、担当審判官の職権調査に関する苦情を申し立てたI
0 0U

; fa/a_ _ _ i

I ) !
O OI O
O OO OO IO O

I （請求人） I
! __ _ iO II

i 「先日も、担当審判官に、職権調査によって収集された資料の閲覧請求をしましたが、 ’
0 000 、 0
1閲覧できる資料はないということでした｡」 1
01 00

1 「これまで請求人が、何度も●●に対する職権調査を実施するように申し立てているI
0

00 80

1にもかかわらず､担当審判官は､いまだ調査を実施しておられないようです｡●●に対すI
! _=_,､. ､ _,_ '､ ___､. . ､ _ _ _ ____. _ _ _._ _ iI DO

Iる調査は、原処分が違法であることを証明するために絶対に必要な調査であると考えてi
O

O

I

O

lおります。担当審判官は、なぜ、請求人の職権調査の申立てを取り上げないのか。この場I
0

0 〆

l

I

lをお借りして、その理由を、お伺いしたいと考えます｡」 I
O

! _ _ iOO! ,+Dg,g="｡ki,=､ i
l （担当審判官) |
O

U

I

I

I 「ただいまの請求人のご意見は、貴重なご意見として承りますが、以前にも申し上げた！
0

0
1

'ように､職権調査の申立てがされた場合においても､その要否は担当審判官が行うことに’
1

1
0

0

|なっております。また、審判所としての判断は、本件についての調査及び審理を終了したI
0

1

1

0

1

1後、最終的な判断を裁決書でお示しすることになっていることをご理解願います｡」 I
O

I

l

l

I

l 「いずれにせよ、ただいまのご発言は、審判所の職権調査に関するものであり、この場I
I

I

O

O

lでお答えすることはできませんし、本日の手続の進行に直接関係するものではありませ’
ー一一1■■一一一一一■■ー一一■■ーI■■ 1■■一一一一－1■■ ｲ■■－－－－1■■ ‘■■ '■■ーー－－1■■ー4■■ 1■■ 1■■一一一一一一一一一4■■ ｲ■■ '■■ '■■■■一一－－－－1■■ーｲ■■ 1■■一一一一l■■一一一一I■■ I■■ー1■■－1■■一一一一4■■ー

0
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1んので､おやめいただくようにお願いします｡」 i
U O

O I

I (請求人) |
0 0

0 0

1 「請求人としては、●●に対する職権調査は、本件の帰すうを制する問題であり、正にI
0 0

0 0

1事件に関する陳述であると考えております。そこまで審判所がかたくなであるというこ’
0 1

0 0

1とは、原処分庁から、担当審判官に、何か圧力でもかかっているのでしょうか｡」 I
0 0

O I

I （担当審判官） ’
0 0

0 0

1 「圧力などあるはずもありませんが､この問題は､本日の手続の進行に直接関係するも！
0 0

1のではありません｡担当審判官の指示に従っていただき、これ以上､この点に関する発言I
O I

O O

lをおやめいただくようにお願いします｡」 I
0 0

0 0

｜ ・ ・ ・それでも請求人が職権調査に関して発言・ ・ ・ ’
0 0

0 I

I （担当審判官） I
I O

I I

I 「冒頭にお願いしましたように､○○さんは､担当審判官の議事の進行に従ってくださ’
0 0

0 0

1い｡当方の議事の進行に従っていただけないのであれば､口頭意見陳述を続行することはI
0 0

1できません｡この場合､大変残念なことですが､手続を打ち切らざるを得なくなりますの1
0 0

1で、この点もご考慮いただき、担当審判官の議事の進行に従ってください｡」 ！
0 0

0 o 0

1 ． ． ．請求人がなお職権調査の申立てを行う場合・ ・ ・ ’
0 9

0 0

1 「請求人は、どうしても担当審判官の議事の進行に従っていただけないようです｡大変I
0 0

0 0

1残念ですが、これ以上手続を続行することはできませんので、本日の口頭意見陳述は、こ’
1 1

0 1

|れをもって終了させていただきます｡」 I
O I

I （留意事項） 1
0 0

1 口頭意見陳述の機会は、申立人に与えられた権利であるという一面を有していることかI
0 8

0 0

I ら、安易に手続を中止することは好ましいものではない。前記の発言例のように、申立てのI
0 0

0 0

1 矛先が担当審判官に対して向けられたものである場合には、尚更である。手続を中止し、終I
0 6

0 0

1 了させる場合には、担当審判官が繰り返し議事進行に従うよう要請し、それでもなお従わ1
6 0

0 0

1 ない場合にやむを得ず行うものであることに留意するが､発言例のような場合には､担当I
0 0

｜ 審判官はき然たる態度で対応しつつも､口頭意見陳述の終了後又は後日に､必要に応じ､改！
0 ． 0

1 めて､請求人との面談を行うことなどについても検討する。 ｜
坐一一一一一一．ローー,.．－－－－－．.-..,--,ロローーーーーーーーーーーーーーーーーー．．－－－－－－－－－－－－－－一一一一一一一一一一‘■．－－－－－－－－－－．，－－－－－－－－－－－－‘■D一・口一・ローーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

10陳述の録取等

口頭意見陳述の内容の録取等は、次による。

なお､口頭意見陳述の手続は､法第95条の2《口頭意見陳述》の規定に基づくものであって、

法第97条第1項《審理のための質問、検査等》に規定する証拠収集のための質問の手続とは異

なる。担当審判官等が、申立人に対し、事実関係を質問する必要があると認めるときは、口頭

意見陳述の手続とは異なる質問手続を行う旨を当該申立人に伝えた上で､これを行うこととす

る。

また､発問権の行使に対する原処分庁の回答の内容に新たな主張又は証拠となると認められ
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るものがある場合には、別途、書面を提出させる。

（留意事項）

陳述の録取に関する担当審判官の発言例等については､前記9(5)申立人による意見の陳述の発

言例3-16を参照のこと。

(1) 口頭意見陳述の内容の録取並びに質問及び回答の内容の記録

担当審判官は、口頭意見陳述を主宰し、参加審判官又は分担者に指示して、口頭意見陳述

の内容の録取並びに発問権の行使の有無、内容及び原処分庁の回答の有無、内容の記録をさ

せる。この場合において、 口頭意見陳述の内容については「 陳述録取書（34号)」に、

発問権の行使の有無及び質問並びにその回答（後日、回答することとなった場合は、その期

限､必要とする書面数等の要請事項を含む｡)については｢口頭意見陳述実施記録書(143号)」

に、それぞれその要旨を記載する。

また、口頭意見陳述に際し、請求人及びその代理人並びに参加人及びその代理人が陳述し

たときは、請求人及びその代理人の陳述は請求人の「 陳述録取書（34号)」に、参加人

及びその代理人の陳述は請求人のものとは別の参加人の「 陳述録取書（34号)」に、そ

れぞれの発言者を明らかにしてその要旨を記載する。

なお、申立人から事前に口頭意見陳述の内容を記載した書面の提出があり、これに沿った

陳述が行われた場合には、これを上記の「 陳述録取書（34号)」の別添として使用して

差し支えない。

（留意事項）

1 陳述を制限し、又は質問を不許可とした場合は、申立人の発言要旨を「口頭意見陳述実施記

録書（143号)」に記録した上で、陳述を制限し、又は質問を不許可とした理由等とともに、発

言を制限した旨を記録する。

2 申立人及び代理人の各陳述は、同一の「 陳述録取書（34号)」にその発言者を明らかに

した上で記録するが、代理人によってされた意見陳述の効果は、申立人本人に帰属することに

留意する。

また、口頭意見陳述について録取した書面（主張書面）と担当審判官が審理関係人に対して

する質問（法97①）に対する答述（証拠書面） とは、明確に区分する必要があるが、 「口頭意

見陳述実施記録書(143号)」は、主張、証拠のいずれにも該当しないことに留意する。

なお、申立人から事前に口頭意見陳述における陳述内容等を記載した書面の提出があった

場合には、 「 陳述録取書（34号)」の作成の効率化のためにあらかじめ作成しておくといっ

たことも考えられるが、実際の口頭意見陳述の場における発言内容との齪饒が生じないよう

に留意する。

【要点録取】

法改正前の異議審理庁に関する事件であるが、 口頭意見陳述の録取書の記載について定め

た法の規定はないから、全文録取ではなく要点のみを記載したことにつき違法となるもので
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はないとした裁判例として岡山地裁平成7年2月22日判決（税資208号383ページ）がある。

(2) 口頭意見陳述録取書への押印等の求め

担当審判官は、参加審判官又は分担者が作成した「 陳述録取書（34号)」を陳述者に

読み聞かせ、又は閲覧させて記載に誤りがないかどうかを確認した上で、 「 陳述録取書

（34号)」に陳述者の署名押印を求める。ただし、陳述者が署名押印を拒んだ場合には、そ

の旨を記載するが、陳述者の署名押印がないことをもって、本来主張として取り上げなけれ

ばならない事項を無視することはできない。

なお、口頭意見陳述に際し、請求人及びその代理人並びに参加人及びその代理人が陳述し

たときは、それぞれの「 陳述録取書（34号)」に陳述者の署名押印を求める。

（留意事項）

「 陳述録取書(34号)」の作成に時間を要する場合を含め、口頭意見陳述の当日に「 陳

述録取書（34号)」を作成しない（又はできない）場合には、担当審判官は、意見陳述を行った

者に了解を求めた上で、後日、郵送等により確認を求めることとして差し支えない。ただし、こ

の取扱いは、あくまで口頭意見陳述録取書に限る取扱いであり、これ以外の釈明陳述録取書等に

ついても同様の取扱いとするものではないことに留意する。

なお、 「口頭意見陳述実施記録書(143号)」は、出席者に記載内容の確認や署名押印を求める

必要がないため、当日に作成する必要はないことに留意する。

(3) 口頭意見陳述録取書の追加変更等

担当審判官は､前記(2)により記載内容について陳述者に誤りがないかどうかを確かめた際

において、陳述者から陳述の追加変更等の申立てがあった場合には、 「前記の録取事項を陳

述者に読み聞かせたところ、次のとおり陳述の変更があった｡」などのように、陳述の追加

変更等であることを明記した上、その内容を「 陳述録取書（34号)」に追加記録する。

なお、記録そのものに誤りがあるときは、誤りを訂正した上で、前記の追加等を行う。

【原処分庁の回答の位置付け】

申立人の原処分庁に対する質問は、申立人の疑問点を解消させ、もって、正当な権利利益の

救済のための手段の充実を図るためのものであると解されるから、申立人の質問に対する原

処分庁の回答は、基本的には、新たな主張又は証拠となるような性質のものではないと考え

られる。

11 補佐人の陳述における留意事項

（1） 申立人の意に反する陳述をした場合等

担当審判官は､補佐人が申立人の意に反する陳述をした場合又は申立人の陳述を妨げた場

合には、補佐人に対し注意を促し是正させるほか、状況に応じ、補佐人の発言を差し控えさ
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せて、申立人自らが陳述するよう促す。

(2) 陳述の打切り

担当審判官は、補佐人の言動により喧騒、混乱の状態となった場合には、直ちに補佐人の

陳述を打ち切るものとする。また、補佐人の陳述内容が同じことの繰り返しに終始し、いた

ずらに時間を空費してそれ以上補佐人による陳述を聴取する実益がないと認められるに至

った場合も同様とする。

(3) 陳述を打ち切った後の措置

担当審判官は、補佐人の陳述を打ち切った場合であっても、申立人には口頭意見陳述の機

会を与えなければならないから、申立人のみで口頭意見陳述を行う意思があるかどうかを確

認する。その結果、申立人のみで口頭意見陳述を行う意思がある場合には、補佐人を退席さ

せた上で､申立人による口頭意見陳述を続行する｡当該意思がない場合には､担当審判官は、

口頭意見陳述の終了を宣言する。

（留意事項）

口頭意見陳述録取書の作成に当たっては､通常､申立人及び補佐人に署名押印を求めるが、

補佐人の陳述を打ち切って退席させた場合には申立人の署名押印のみを求め、 口頭意見陳

述実施記録書には、補佐人の陳述を打ち切って退席させた旨を記録する。

(4)補佐人の陳述の記録、押印等

担当審判官は､参加審判官又は分担者に指示して､補佐人の陳述の要旨を申立人の「 陳

述録取書（34号)」に補佐人の陳述であることを明らかにして、その旨を記録させ、前記10

(2)及び(3)の手続に準じ、申立人及び補佐人に対して署名押印を求めることとする。

なお、担当審判官は、申立人に対して補佐人の陳述に誤りがないかどうかを確認し、申立

人が補佐人の陳述について意見を述べた場合には､その旨を当該「 陳述録取書(34号)」

に記録する。

性） 申立人が補佐人の陳述を直ちに取消し又は訂正しない限り、当該陳述は申立人の陳述と

みなされる。

12 口頭意見陳述の終了

全ての陳述並びに質問及びその回答(後日回答を除く｡）を終了した場合は､担当審判官は、

口頭意見陳述の終了を宣言する。

【担当審判官による主張整理等】

口頭意見陳述は請求人又は参加人の申立てを受けて行うものであるが、担当審判官は、必

要に応じ､審理手続を効率的に進める観点から、口頭意見陳述の終了後、申立人を含む審理関
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係人に対して主張の確認を行うほか、今後の事件に関する予定の聴取を行うなど、主張整理

や審理手続についての予定の聴取を行うこととする（その時点での「争点の確認表（24号)」

を席上に配付するほか、適宜、ホワイトボード等を利用して行うのが効果的である｡)。

また、予定された証拠の提出がされていない場合には、当該証拠の早期の提出を促すこと

とする。

（留意事項）

主張整理や今後の予定の聴取については、担当審判官が法第97条の2《審理手続の計画

的遂行》の規定の履行を宣言して行うものでない限り、同条の規定に基づく意見聴取には

該当しないことに留意する。

【口頭意見陳述と同席主張説明との関係】

口頭意見陳述が設けられた趣旨(書面のみでは十分に主張を尽くせない部分を補充させ

る｡）及び目的（簡易迅速、公正な審理に資するために行う｡）と、同席主張説明を設けた趣旨

（事件の理解を共通にし、主張及び争点を明確にすることによって、適正かつ迅速な審理に

資するとともに、審判の透明性の確保を図る｡） とは異なることに加え、口頭意見陳述は、請

求人又は参加人のみが意見陳述及び発問権の行使ができるのに対して、原処分庁はこれをす

ることができない。

したがって、口頭意見陳述が全ての審理関係人を招集して行うこととされたこと、また、請

求人側に原処分庁に対する発問権が付与されたことをもって、同席主張説明を実施する意義

がなくなったわけではないと考えられる。

しかしながら、口頭意見陳述も同席主張説明も、原則として、全ての審理関係人が出席して

行われる手続であることには変わりがなく、同席主張説明においても、請求人の疑問につい

て、担当審判官を介する形で原処分庁に対して質問し回答させるという運用を行っているか

ら、口頭意見陳述の申立て及び発問権の行使が行われる事件についても、その機会を通じて、

法の趣旨を没却しない範囲内で、担当審判官による主張及び争点の整理を行うことが、事件

処理の迅速化に資するものと考えられる。

’
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0

1 【審判官の発言例（3－26)】 I
I

I
O

I

I （口頭意見陳述の終了） I
I

I
I

I

l 「以上で､本日の口頭意見陳述の手続を､全て終えることができました｡何か､お気付I
I

O

lきの点や､付け加える必要がある点はございませんか｡」 i
l

I

I 「 ・ ・ ・ないようですので､以上をもちまして､口頭意見陳述を終了いたします｡」 i
I

O

I 「私どもは､引き続き､簡易迅速かつ公正な審理の実現に努めて参りますが､その実現’
1 ｡ I

|のためには､皆様のご協力が必要不可欠であります｡今後ともご協力をいただきますよう i
I

I
O

O

|お願いします｡」 I
I

D
O

O

i___[量煙僅杢旦1主さ蕊瘻嘘でi唾9－菫勧拠甕レヱ主曼上塑壹涜壹位肛』
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1お帰りください。ありがとうございました｡」
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13 正当な理由により口頭意見陳述の期日に出席しなかった場合

申立人が口頭意見陳述の期日に出席しなかった場合､担当審判官は、法第97条の4第2項第

2号《審理手続の終結》の規定により審理手続を終結することができるが､基通97の4－6《

口頭意見陳述に出頭しない場合の正当な理由》に定める正当な理由があるときは､再度の口頭

意見陳述の申立手続によることなく、口頭意見陳述の期日及び場所の変更をすれば足りる。こ

の場合において､期日及び場所の変更に関して審理関係人との調整が必要となることに留意す

る。

（留意事項）

口頭意見陳述は､一定の期間を指定するのではなく、特定の日時等を指定して実施するもので

あることから、例えば、指定された期日の当日に、申立人が急病を発症することも考えられる｡

この場合において、担当審判官は、通達が定める「不服申立人の責めに帰すべからざる事由」を

限定的に解することなく、申立人の事情を十分に斜酌して柔軟に対応することに留意する。

また、指定した期日に申立人及び原処分庁は出席したが、申立人以外の請求人又は参加人が出

席しなかったとしても、申立人は陳述を行うことができ、原処分庁に対する発問権の行使もでき

るのであるから、担当審判官は、改めて期日を設定することなく、当日に口頭意見陳述を行うこ

とに留意する。

なお、当日出席しなかった申立人以外の請求人又は参加人に正当な理由があると認められな

い場合には、当該者に対して改めて口頭意見陳述の機会を与える必要はないことに留意する。

【口頭意見陳述に出頭しない場合の正当な理由】

基通97の4－6《口頭意見陳述に出頭しない場合の正当な理由》は、第97条の4第2項

第2号《審理手続の終結》の「正当な理由」には、例えば、次の場合がこれに当たることに

留意する旨定めている。

イ担当審判官が口頭意見陳述の日時又は場所を誤って教示したことにより出頭できない場
〃ヘ
ロ

ロ ロ頭意見陳述の申立てをした審査請求人又は参加人の責めに帰すべからざる事由によ

り、出頭することが不可能と認められるような客観的な事情がある場合(具体的には､地震、

台風、洪水、噴火などの天災に起因する場合や、火災、交通の途絶等の人為的障害に起因す
る場合）

14審理手続が終結した後に口頭意見陳述の申立てがあった場合

担当審判官等は､審理が終結した後に口頭意見陳述の申立てがあった場合には、申立人に対

し、審理手続が終結していることから口頭意見陳述は行うことができない旨を説明する。

139



口頭意見陳述第3章

l
l ． 、

記録の作成 ノ

担当審判官は、 「口頭意見陳述実施記録書（143号)」を作成する。

15
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【行政不服審査法第31条逐条解説】

【行政不服審査法第31条《口頭意見陳述》に関する総務省行政管理局平成27年4月「逐条解説

行政不服審査法｣】

法第95条の2と基本的に同一の規定である行政不服審査法第31条について、総務省行政管理

局平成27年4月「逐条解説行政不服審査法」においては、次のとおり記載されている。

1 （趣旨）この条は、旧法（第25条第1項ただし書） と同じく、審査請求人及び参加人に

主張する機会を十分に与えるため、書面主義の例外として、審査請求人又は参加人が口頭

で意見を述べる手続を規定するものである。

改正法においては、充実した審理とするため、全ての審理関係人を招集してさせるものと

するとともに、 口頭意見陳述の申立人に処分庁等に対する質問を認めることとしている。 ’

2 口頭意見陳述の機会の付与（第1項）

審査請求人及び参加人に主張する機会を十分に与えるため、書面主義の例外として、審査

請求人又は参加人の申立てがあった場合には、口頭意見陳述の機会を付与しなければならな’

いこととしている。 ， i

（1） 「審査請求人又は参加人の申立てがあった場合」

口頭意見陳述は、審査請求人又は参加人の申立てを要件とするものであり、審理員が職

権で行うことはできない。

（2） 「口頭で審査請求の事件に関する意見を述べる」

「審査請求の事件に関する意見」とは､処分又は不作為の違法又は不当に限らず､審査｛

請求の適法要件も口頭意見陳述の対象となることを含む趣旨である。

審査請求人又は参加人の立場からすると、 自己の主張を直接的に訴えたい場合があり、 ｛

口頭意見陳述の機会は､改正法においても引き続き保障することが必要である｡旧法では､ ｛
審査請求の適法要件について口頭意見陳述が認められるか否かについて必ずしも明確で｛

はなかったが〔注釈行審法202～204頁〕、不服申立人適格のように本案審理にも関わり得：

る論点について口頭意見陳述を望む審査請求人もあることから､審査請求の適法要件につ｛

いても口頭意見陳述の機会を保障することを明確にしたものである。

(3) 「審理員は､当該申立てをした者(以下この条及び第四十一条第二項第二号において｢申（
立人」 という｡）に…機会を与えなければならない」

申立人が出席することが可能な日時及び場所を指定･して、全ての審理関係人に通知し、

申立人が口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べ､処分庁等に対する質問を発するI場を与える義務が審理員にあることを意味する。
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｢口頭意見陳述の申立てをされる方へ」

函

曇讓玉 董五謹垂簿

’
I口頭意見陳述C

申立雪』の提出

．， 弓員祁開1モ

国税不服審判所
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囮

口頭意見陳述の申立てをされる方へ

毒
￥･■己､■●
h■寺■■夕■ ③■

f■古■姑･ ■ ･÷｡

蓑
b■Ⅱ■凸■いむ濤罵鰄篝還蔭雲毒蕊

′ 、

口頭意見陳述は書面による主張を口頭により補うことを目的に行うものですが、意見陳述の機会を

より有効なものとするため、また簡易迅速な審理の実現のために、一度の開催で終わることができる

ように事前の準備をお願いします。
L ノ

○口頭意見陳述を希望する場合には、所定の事項を記載した『口頭意見陳述の申

立書』を、担当審判官宛に提出してください。また、併せて口頭意見陳述の円滑

な実施のため、「陳述の概要を記載した書面」及び「原処分庁への質問の内容を記

載した書面」（原処分庁に対して質問がある場合）の提出をお願いしています。

○補佐人※を帯同することを希望する場合は、所定の事項を記載した『補佐人帯同

申請書』を担当審判官に提出してください。

※補佐人とは、口頭意見陳述の際に申立人と共に出席して、申立人の陳述

を補佐する者（例通訳など）をいいます。

なお、理由によっては補佐人の帯同を許可しない場合があります。

○ 『口頭意見陳述の申立害』の提出を受けた担当審判官は、審査請求人、原処分

庁等と調整の上、口頭意見陳述の日時、場所等を決定し、書面でお知らせします。

また、補佐人の帯同申請があった場合には、担当審判官は、帯同する理由、補佐

人となる者が適当か検討した上で、その許否を書面にてお知らせします。

○事前に指定した日時、場所において審判官の進行により口頭意見陳述を行

います。口頭意見陳述の場では、審判官の進行に従って※意見の陳述・質問を

するようにお願いします。また、次の点に注意してください。

①意見の陳述は要点を押さえ簡潔に行ってください。

②口頭意見陳述は非公開で行います。

⑧審査請求とは直接関係のない苦情等の発言は控えてください。

④同じ陳述・質問を繰り返す場合や、審査請求に関係のない陳述・質問を

する場合などには、陳述を制限する場合や質問を許可しない場合がありま

す◎

⑤口頭意見陳述に際し、録音・撮影・携帯電話の使用はできません。

⑥陳述の内容に関して、その場で更に説明を求めることがあります。
－凸三G－一 Q一一■｡ ~ .■●凸 ■= ▲ a企凸 二一凸 今▲ぬ ｡ a 二一一

合があります。

○口頭意見陳述終了後には、担当審判官が、意見の陳述内容をまとめた記録

書を作成し、署名・押印をお願いする場合がありますので、口頭意見陳述の

際には印鑑を持参してください。

※注意正当な理由がなく、口頭意見陳述の場に出席しない場合には、審査

請求の審理手続を終結する場合がありますので、ご注意ください。
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担当審判官の発 例 （点線枠で囲った箇所）
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（1－2）
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出席者の紹介

15
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16
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（1－3）

注意事項等の説明

17
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（’－4） |消費税を巡る事件｜

事件の概要等について

争点の確認

主張の確認
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（’－5） |移転価格を巡る事件｜

主張及び争点の整理

20
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22
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（1－6）

請求人からの説明の求め

28
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（1－7）
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（1－8）

請求人が同様の主張を繰り返す場合
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双方の見解が食い違い、堂々巡りになってきた場合
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当事者が審判所の議事の進行に従わない場合

同席主張説明の手続を打ち切る場合

30

30

30

30

31

31

31

31

31

147



発！言:例の”内:容 |頁’
州2霊

頁蕊
壷

÷

鱗 鵜灘 灘 鍵鱗 灘》輔
金主

第1簿鳥潤席主張説明
…

（1－9）

今後の予定の聴取

同席主張説明の終了

31

31

32

蕊驚鵜蕊 灘鍵鍵蕊鳶訟;譲燕鰻診璽嘘蕊至 鱗 鵜

（2－1）

先に請求人と実施する場合の日程調整

47
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（2－2）

請求人及び原処分庁と一堂に会して実施する場合の日程調整

49
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（2－3）

電話により実施する場合の日程調整

１
１
５
５

（2－4）

請求人と実施する場合の冒頭のあいさつ

※進行予定、出席者の紹介は第1章4(3)の発言例1－2を参照
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請求人と実施する場合の注意事項等の説明
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の発言例1－3を参照

７
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（2－7）惨転価格を巡る事件｜
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当事者双方が出席して行う審理手続の申立てに関する意見の聴取
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証拠書類等の提出の予定について

職権調査及び鑑定の申立ての予定について

閲覧請求等の予定について

まとめ
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（3－1）

口頭意見陳述の申立て

（3－2）

口頭意見陳述の申立て

（3－3）

口頭意見陳述の申立て

90

90口頭で申立てがあった場合

90

90反論書に申立てを行う旨の記載がある場合
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92再度の申立てを許可する場合

93

93

94
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98

98

（3－7）

決定の連絡及び要請事項
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(3－17） 123
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(3－18） 126

126

（3－19） ‘

質問の不許可：質問することを許可し、必要に応じて制限する場合

128

128

（3－20）

質問の不許可：個々の質問ごとに許可又は不許可とする場合

128
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(3－22） 130

130

131

131

131

131

131

132

132

132

132

133

133

場合

138
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彦正申告の無効・正当な理由を巡る事件

彦正申告の無効・正当な理由を巡る事件

修正申告の無効・正当な理由を巡る事件

彦正申告の無効・正当な理由を巡る事件

彦正申告の無効・正当な理由を巡る事件
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意 見陳頭 述□
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平成 年 月 日

註
明審査 求 書 の補正書

国税不服審判所

首席国税審判官

審査請求人
(住所･所在地） 〒 －

(ふりがな） （

(氏名，名称）

）

(唾）
(法人の場合､法人番号）

I I

I■■■■■■

T(法人の場合､代表者の住所）
■■■■■■■■

(法人の場合､代表者の氏名､ふりがな）

（ ）

⑳

代理人

(住所，所在地）
I■■■■■■

T
－

(ふりがな） （

(雌‘名称）

）

⑳

平成 年 月 日付で提出した審査請求書について下記のとおり

補正します。

記

2号様式

1二臺藝萱塗邇謹
； 番号確認 ；
P｡.◆･●･●函●･･･＝●･●｡“｡｡.……･…･韓吋･●毎.･･･申････｡｡････････竜

※馨判所鑿蓮欄ぼ詑天
しないでください

1

補正を要する事項 補正 内 容



｢審査請求書の補正書(2号)」の書き方

この「審査請求書の補正書(2号)」は、国税通則法第91条の規定に基づき、国税不服審判所長から審

査請求書の記載事項等に係る不備の補正を求められた事項について、補正する場合に使用します。

代理人が提出する場合は、審査請求人の押印は必要がありません。

「補正を要する事項」欄には、国税不服審判所の担当者から補正を要する旨の連絡があった事項を

1 代理人が提出する場1

2 「補正を要する事項」

記載してください。

3 「補正内容」欄には、 ｢補正を要する事項」欄に記載した事項に対する補正内容を記載してくださ

い。

2



平成 年 月 日

口頭意見陳述の申立書

国税不服審判所

担当審判官

審査請求人（参加人）
(住所･所在地） 〒 －

(ふりがな） （

(氏名，名称）

）

⑳
(法人の場合､法人番号）

１
１

I

(法人の場合､代表者の住所）
■■■■■■

丁

(法人の場合､代表者の氏名､ふり伽）

（ ）

⑳

代理人

(住所･所在地）
■■■■■■■■

T
－

(ふりがな） （

(氏名，名称）

）

⑳

平成 年 月 日に収受された審査請求書に係る事件について、国税通則法第

95条の2の規定に基づき、 口頭で意見を述べる機会を設けるよう申し立てます。

なお、原処分庁に対する質問の有無等については、下記のとおりです。

記

1 原処分庁に対する質問の有無

口有 ※原処分庁への質問を希望される方は、事前に質問事項の提出をお願いします。

□無

2原処分庁職員の出席（上記1で「無」を選択した場合）

口出席を希望する

口出席を希望しない

※国税通則法第109条に規定する参加人がこの申立てを行う場合には､次の欄に審査請求人の氏名等を
記載してください。

（住所・所在地）

(氏名・名称）

蝿
０
８
。
。
■
。
８
．
。
『
ｄ
ｄ
Ｄ
８
．
。
。
。
。
聖

》
一
一

畳
竺
》
》
蕊

砕
Ｄ
，
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
声
ｂ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
，
Ｄ
Ｐ
』

※薯判所鑿蓮澗厳詑天
しないでください

3



｢口頭意見陳述の申立書(14号)」の書き方

この「口頭意見陳述の申立書(14号)」は、国税通則法第95条の2の規定に基づき、

て口頭意見陳述を申し立てる場合に使用します。

担当審判官に対し

代理人が提出する場合は、審査請求人又は参加人の押印は必要がありません。

「1 原処分庁に対する質問の有無」欄

原処分庁に対する質問の有無について、いずれか該当する□にしを付してください。

「2原処分庁職員の出席（上記1で「無」を選択した場合） 」欄

原処分庁職員の出席の希望について、いずれか該当する□にしを付してください。

１
２

3

4



軸
室
昌

年 月 日

註
明補佐人 帯 同申

国税不服審判所

担当審判官

審査請求人（参加人）
(住所‘所在地） 〒 －

(ふりがな） （

(氏名‘名称）

）

⑳

(法人の場合､法人番号）

８
１

１
１ I

(法人の場合､代表者の住所）
一

T

(法人の場合､代表者の氏名､ふり力戦）

（ ）

⑳

代理人

(住所‘所在地） 〒

(ふりがな） （

(氏名･名称）

）

⑳

平成 年 月 日に申立てをした口頭意見陳述の際に、下記の理由から、
－。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 1■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

下記の者を補佐人として帯同したいので申請します。

記

補佐人

（住所・所在地）

（ふりがな）

（氏名・名称）

（電話番号）

（ 理由 ）

■■■■■■■

T

（ ）

（ ）

ーーーーーーーーI■■ーーーー■■ｨ■■I■■.■■ー1■■4■■ー－1■■－1■■一一一1■■＝一Ⅱ■■一一1■■一一一一ーーq■■1■■』■■ーー＝ー－1■■ーーーー一一■■ﾛ1■■ーーーー■■－1■■一一一一ｰ－－1■■一一一ｰ■ﾛ■一一一一一.■■一一Ⅱ■■一一I

一-一一1■■､■■q■■4■■q■■一一一一一一■Ⅱ■一一一一一q■■－1■■I■■1■■4■■－1■■1■■ーー一一一一一4■■ーーー一一q■■1■■4■■一一一－一ｰ一一一一一I■■一ー－1■■q■■一一一一I■■一一一一ｰI■■■■■■■■Ⅱ■■1■■1■■一ーⅡ■■I

※国税通則法第109条に規定する参加人がこの申請を行う場合には、次の欄に審査請求人の氏名等を
記載してください。

（住所・所在地）

(氏名・名称）

15号様式

;=暮判擢違繍巽…；
か｡｡･･･｡｡･･･｡････………･…･…･…｡…･…｡。。………･…･…巻

； 番号確認 ：
§･･････････････。｡。･･･････････････。。。･･･。．。。。。。｡｡･･･｡｡。。。。｡。．｡。･･･f

裟馨判所鑿蓮澗ぼ龍X
しないでください

5



｢補佐人帯同申請書(15号)」の書き方

この「補佐人帯同申請書(15号)」は、国税通則法第95条の2の規定に基づく口頭意見陳述の際に、担
当審判官に対して、同条第3項の規定により読み替えて準用される同法第84条第3項に規定する補佐人
の帯同を申請する場合に使用します。

補佐人とは、審査請求人又は参加人に付き添って口頭意見陳述の期日に出席し、その陳述を補佐する
者をいいます。

代理人が提出する場合には、審査請求人又は参加人の押印は必要がありまg

「 （理由） 」欄には、補佐人の帯同を必要とする理由を記載してください。
審査請求人又は参加人の押印は必要がありません。１

２
３ 複数の補佐人を帯同する場合には別紙を作成の上、添付してください。

6



別紙（補佐人帯同申請書用：補佐人を複数名申請する場合）

補佐人

（住所・所在地）

（ふりがな）

（氏名・名称）

（電話番号）

（ 理由 ）

〒

（ ）

（ ）

､

15号様式(別紙）

7



事件検討表 （その1 ）
収受年月日 ’

一
エ
ロ 担当審判官 参加審判官 分担者

受付番号
＝＝一一一

〒

｜_墜旦
｜率ｲｮ燕事件種 口所

地在
住
所

審
査
請
求
人

(TEL ノ

氏名
代
理
人

氏名

名称 職業
(代表者 ）

（ ｜電話| (TEL
原処分庁’

） )

業種
(資本金 千円）

－

年・年度

課税標準

年・年度

課税標準本税 加算税

千円千円

本税 加算税

千円 千円円 千円 千円 千円
申

生
ロ

原処分

再調査決定

審査請求の趣旨

－

年・年度 年・年度

課税標準 本税 加算税 課税標準 本税 加算税

千円 千円 千円円 千円 千円 千円
申

生
ロ

原処分

再調査決定

審査請求の趣旨

：＝＝＝＝＝＝＝＝＝

原
処
分
の
概
要
・
経
緯

|No ’
22号様式(その1）
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事件検討表 （その2）

’ 審査請求人
争点の番号・項目

請求人の主張 原処分庁の主張

’

I

調 査 の 要 占
ノ1，、

（

|Ⅲ’NO

22号様式(その2）
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事件検討表 （その3）

|審査請求人審査請求人

争点の番号・項目

証拠資料等調 査 の 内 容

備 考

重要先例見込事件等該当の有無の検討

合議 年月 日 関係法令・通達 検討結果(重要先例・個別管理等の区分）
Ｊ

● ●当初 非該当・該当(区分 ｊ
』
１
－
１

十一一面一一一一一

･----.--,---+----.----------.-------------------.-－---.--.--､

間
一
結
一
終

中
一
終
一
最

非該当・該当(区分：

非該当・該当(区分：

非該当・該当(区分： ）

|N｡|
22号様式(その3）

1
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｢事件検討表(22号)」の記載要領

この「事件検討表(22号)」は、 （その1） 、 （その2）及び（その3）の3種類の様式からなってお

り、合議資料として活用するため、以下に掲げる要領により記載する。

1 （その1）及び（その2）については、第2編第5章第2節《主張の整理及び争点の確定並びに主

張書面の取扱い） 1 《的確な主張の整理》及び2《主張の整理及び争点の確定の具体的な方法等》
の定めにより主張を整理した時において、担当審判官又はその命を受けた分担者が、 「調査の要点」
欄を除き、所要の記載をした上、その写しを参加審判官に配付する。

2 （その1）及び（その2）の「調査の要点」欄並びに（その3）については、合議体構成員の各自
が、合議の都度、所要の事項を書き加えていくものとする。

3共同審査請求であるときは、 「審査請求人」の「氏名・名称」欄に「○○○○ほか○名」 と記載す
るほか、 「原処分の概要・経緯」欄の余白に共同審査請求人の氏名を記載する。

4 「事件種」欄には、事務計画指針の「計画表」の記載要領の「7事件種」に掲げる事件種を記載
する。

5参加人がいるときは､ 「代理人」欄に③と明記の上、その氏名及び職業を記載する。
6 「原処分の概要・経緯」欄には、審査請求に至った経緯を明らかにするため、原処分及び再調査決
定の概要、経緯を記載する。

7 「争点の番号・項目」欄には、例えば「1 甲に対する売上の存否」 、 「2 乙銀行無記名定期預
金の帰属」のように記載する。

8 「請求人の主張」及び「原処分庁の主張」の両欄には、当事者双方の主張を争点ごとに対応整理し
て記載する。

9主張の追加等があったときは、担当審判官又はその命を受けた分担者が争点の番号、項目及び各主

張を前記の7及び8により整理し、その連絡に基づき合議体構成員の各自が、その都度追加記入する。
10 「調査の要点」欄には、合議体において決定した調査の基本方針に基づき、争点ごとに調査すべき
要点を記載するほか、中間合議において調査方針の変更があったときは、所要の追加記入を行う。
11 （その3）については、原則として「争点の番号・項目」ごとに別葉に記載し、合議の都度、争点
別に重要先例見込事件等該否の検討を行い、関係する法令・通達を掲記するなど、その検討事績を明
らかにする。

12 (その3)の「争点の番号・項目」欄には、 （その1)又は（その2)の「争点の番号・項目」を
転記する。

13 「調査の内容」欄には、当該争点に対する調査の経過及び結果の要点を記載する。
14 「証拠資料等」欄には、 「調査の内容」に応じて当該証拠の名称を、例えば「○年○月○日付質問
調書」 、 「○年○月○日付請求人、丙間不動産売買契約書写し」のように記載する。
15 「備考」欄には、 「調査の内容」欄の記載に対応して、 自己又は他の合議体構成員の意見、判断そ
の他記録しておくべき事項を記載する。

16様式は、各支部の実情、事件の内容に応じて適宜変更して差し支えない。

ll



事件処理経過表

受付番号

審査請求人 収受年月日 平成 年 月 日

書類の送達先を代理人とする申出書 有 佃正
ノ､､､

申立等事項 口頭意見陳述 (ﾘ鯛権行|齢望） 補佐人帯同 閲覧 写しの交付

申立人等

申立等年月日 平 有 虹ビ
ノ、､､ 平 平

平

平 TIア
ー1一

I =

処理等年月日 平 平 平 T
I 平

事件処理経過

年月日 事 項
蕾
尹

f聿

爪貝 担当者

由

＆

●

「I~g1
23号様式

12



事件処理経過

年月日 事 項
壼
尹 續 担当者

’
ゆ

U

23号様式
13



｢事件処理経過表(23号) .lの記載要領

1 この「事件処理経過表(23号)」は、審査請求書の収受から 「裁決書(28号)」の謄本の到

達までの経過を明らかにするとともに、後日、国税不服審判所における審査手続の適法性

までを争点とする裁決取消訴訟が提起された場合には、適正な手続を経たことを証する書

類として作成するものである。

主に、形式審査担当者、担当審判官（その命を受けた分担者を含む｡）又は管理係担当

者が、例えば、次に掲げる手続の経過及び処理の事績について、その進ちょくに応じ日付

順に要点を記載する。

(1) 管理係の担当者

イ審査請求書の収受

ロ審理関係人との電話又は面談

ハ請求人及び原処分庁への収受通知書の送付

二原処分関係処理等経過表の提出要求（提出期限も記載する。）

ホ担当部長審判官への事件の引継ぎ

へ裁決

卜 「裁決書(28号)」の謄本の発送

チ 「裁決書(28号)」の謄本の到達（配達の記録を確認し記載する。）

リ 証拠書類等及び帳簿書類等の返還

(2) 予定担当審判官又は予定分担者

イ担当部長審判官からの事件の引継ぎ

ロ所長による形式審査担当者の指名

(3) 形式審査担当者

イ審査請求の適法性の検討

ロ補正要求等

ハ審理手続を経ないでする却下裁決の決議

二答弁書の提出要求（提出期限も記載する。）

(4) 担当審判官又は分担者

イ答弁書の提出要求（提出期限も記載する。）

ロ担当審判官等の指定の通知

ハ答弁書及び証拠書類等の提出並びに答弁書の副本の送付

二原処分庁に対する担当審判官名による証拠書類等の提出の要請（二原処分庁に対する担当審判官名による証拠書類等の提出の要請（提出期限も記載す

る。）

ホ請求人又は参加人に対する反論書等及び証拠書類等の提出の要請（提出期限も記載

する。）

へ反論書等及び証拠書類等の提出並びに反論書等の副本の送付

ト 審理手続の計画的遂行に基づく意見聴取等

チ審理関係人又は関係人その他の参考人に対する質問

リ 帳簿書類等の提出要求（提出期限も記載する。）、提出された帳簿書類等の保管及び

留め置き並びに当該帳簿書類等の検査

ヌ鑑定

ル口頭意見陳述、前記ホから卜までに定める質問等及び徴収の猶予等の各申立て並び

14



に当該各申立てへの対応

ヲ補佐人の帯同、審理関係人による物件の閲覧等、差押えの解除等及び利害関係人か

らの参加の各申請並びに当該各申請への対応

ワ併合審理等、請求人の地位の承継、代理人若しくは総代の選任又は解任及び書類の

送達先を代理人とする旨の申出

力審理関係人の主張の追加等、主張に関する釈明の求め並びに「審理の状況・予定表

（32号)」及び「争点の確認表(24号)」の送付

ヨ合議の区分と開催日 （最終合議にあっては検討内容（出席者の意見、結論）を記載

する。）

夕審理手続の終結の通知

レ証拠書類等及び帳簿書類等の返還

ソ請求人若しくは原処分庁又は関係人その他の参考人との電話、面談又は書面による

やりとり

2 「申立等事項」 、 「申立等年月日」及び「処理等年月日」の各欄には、①口頭意見陳述

の申立て、②補佐人の帯同の申立て、③閲覧の請求、④写しの交付請求、⑤質問検査の申

立て、及び⑤徴収の猶予等の申立て等がされた場合に申立て等事項、 申立て等年月日、 申

立人及びこれに対する処理等の年月日を記載する。

なお、 これらの事項についても、後記3及び4の要領によりその事績等を記載すること

に留意する。

3 「事項」欄には、記録すべき事項を、例えば「閲覧請求」 、 「閲覧請求に対する回答」 、

「主張の追加」 、 「審査請求人宅臨場調査」又は「中間合議」のように記載する。

4 「事績」欄には、事項についての事績等を、例えば「閲覧請求」の場合であれば「書面

により閲覧請求があり、 これに対し○月○日○時閲覧許可の旨文書起案」 、 「反面調査」

の場合であれば「○○○に臨場し、審査請求人に対する売上金額確認」のように、簡記す

る。

15



争
占
小 の確認表

平成 年 月 日現在

審査請求人 原処分庁

1 争われている原処分

2争いのない事実

争点

争点(1)
争点(2)

3

争点に対する当事者双方の主張
争点(1)

4

争点(2)

24号様式

16

審査請求人 原 処 分 庁

審査請求人 原 処 分 庁



｢争点の確認表(24号)」の記載要領

1 「1争われている原処分」欄には、原処分のうち、争われている部分を当事者双方に分かり

やすく簡潔に記載する。

2 「2争いのない事実」欄には、 「争点の確認表(24号)」の作成段階において整理されている

争いのない事実の骨子を記載することとするが、同欄を削除しても差し支えない。

3 「3争点」欄には、法令上の争点となる点を記載する。なお、法令の解釈、適用に係るもの

は、その条文も記載する。

4 「4争点に対する当事者双方の主張」欄には、争点ごとに、その争点と、請求人及び原処分

庁の争点に対する主張の骨子を記載する。

様式は、必要に応･じて、適宜加工して作成して差し支えない。5

＝

１

－

17



審理の状況 ・ 予定表

平成 年 月 日現在

1 主張に関する書面の提出状況

審査請求人（ ） ｜ 原処分庁（ ）

日提出

日提出

審査請求書

反論書①

反論書②

平成

平成

平成

年
年
年

日提出

日提出

日提出

月
月
月

答弁書

意見書①

平成

平成

年
年

月
月

［ ］
意見書②

提出依頼中

提出期限

平成 年 月 日

2現時点の争点等

3調査・審理の状況

4今後の予定。計画

（注）主張に関する書面や証拠書類等の提出状況、当審判所の調査・審理の状況等により、計画ど

おりに進行しないこともあります。

※現在の調査・審理の状況

審査請求 調査。審理 主張整理 調査・審理 審理手続の終結･議決 裁決
平 ． 平 、

平 ． 、
平 、 平 ．

A
現時点

この審理の状況・予定表は、進行状況を一覧できるように作成することとし、審査請求人及び
原処分庁と国税不服審判所との認識を共通にするために交付するものです。

担当審判官

… __-------’

32号様式

18
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｢審理の状況・予定表(32号)」の記載要領

1 「主張に関する書面の提出状況」欄

（1） 審査請求人欄及び原処分庁欄に、それぞれ氏名・名称を記載する。

（2） 審査請求書及び答弁書の提出年月日を記載するざ

（3） 反論書又は意見書が提出されている場合は、その提出年月日を記載し、複数提出されている場合

は、 「反論書①｣、 「反論書②」などと記載する。

（4） 反論書又は意見書の提出を求めている場合は、例えば「意見書②提出依頼中提出期限平成○

年○月○日」などと記載する。

2 「現時点の争点等」欄

（1） 争点整理の進展に応じた作成時点の争点を記載する。

（2） 争点化できない主張（憲法違反等の主張など）や苦情中心の主張で、主張の整理ができていない

場合は、当事者の主張を簡記する。

性） 「審理の状況・予定表（32号)」は、請求人に調査及び審理の進行状況等を知らせることを目的

とし、争点整理後に交付する「争点の確認表(24号)」 とは目的が異なることから、現時点の争点

を簡記する。

3 「調査・審理の状況」欄

次のく記載例＞を参考に調査及び審理の内容について簡潔・明瞭に記載する。

性)記載に当たっては、守秘義務違反に抵触しないよう、また、個人情報漏えいとならないよう十

分に配意する。

＜記載例＞

○当事者双方から提出された主張関係書類に基づき、争点に係る当事者双方の主張を整理する

こととしています。主張が不明確な場合は、求釈明を行います。

○今後、審判所から当事者双方に対して、主張に関する求釈明を行い、争点を確定させた上、

争点について調査・審理を行うこととしています。

○当事者双方から提出された反論書、意見書等の主張関係書類に基づき、主張を整理していま

す。審判所において、整理した主張内容に誤りがないか確認していただくため、今後、争点の

確認表を送付する予定です。

○当事者双方から提出された反論書、意見書等の主張関係書類及び証拠資料に基づき、調査・

審理を行っています。

○求釈明を行い争点を明確にした上で、当事者双方から提出された証拠資料等に基づき、調査・

審理を行っています。

○主張の整理を終え、争点となっている事項について、証拠資料等に基づき、調査・審理を進
めています。

4 「今後の予定・計画」欄

（1） 今後の予定は、次のく記載例＞を参考に、項目及び年月 （期間）を記載する。

当初段階での裁決予定は「約1年間」程度で示し、争点整理、調査及び審理の進展に従って、そ

の時点の予定を記載する。なお、調査及び審理の進展により経過した部分については、項目のみを
記載する。

＜記載例＞調査・審理 現在～平成○年○月頃

審理手続の終結平成○年○月○旬頃

議決 平成○年○月頃～平成○年○月頃

裁決 平成○年○月頃～平成○年○月頃

（2） 帯グラフは、進行具合を示すものであり、その上部には、 「審査請求｣、 「主張整理｣、 「調査・審

理｣、 「審理手続の終結｣、 「議決」及び「裁決」を記載する。

なお、 「審理手続の終結」及び「議決」を「審理手続の終結・議決」 として、あるいは「議決」

及び「裁決」を「議決・裁決」 としても差し支えない。

（3） 帯グラフの下部には、現時点を△印で示した上、帯グラフの△印から左側の部分を網かけする。
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陳述録取害

審査請求人

(氏名・名称）

上記の者の審査請求に関して、次のとおり陳述を録取した。

住所 職 業

氏名 請求人との関係

陳
述
者

住所 職 業

請求人との関係氏名

住所 職 業

請求人との関係氏名

ヨ製平成 年 月 崎 ”ら報陳述の日時 時 分まで

陳述の場所

聴取者 ⑳
｜
⑳録取者

34号様式、

（ ）のうち1

20

担当審判官



陳述録取書

I

手

／
グ

34号様式

（ ）のうち2
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「 陳述録取書(34号) ｜の記載要領

1 使用目的

この「 陳述録取書(34号)」は、審理関係人との面談等において、 口頭で補正等がな

された場合に、主張書面として担当審判官等が作成する場合に使用する。

2記載する者、時期等

この様式は、面談等の場に参加した者が録取者として、面談等終了後に作成し、

面談者に読み聞かせ又は閲覧させて、その記載に誤りがないかどうか確かめた上、

取書に面談者の署名押印を求めることにより作成する。

これを

当該録

3 記載要領

（1） 標題の「陳述録取書」の前に、陳述の目的に従い、 「補正｣、 「釈明」、 「主張の追加等｣、

「口頭意見｣、 「併せ審理｣、 「徴収の猶予等」又は「差押えの解除等」の文字を書き加え

る。例えば、第2編第1章第5節《審査請求書の記載事項及び添付書類の審査並びに補正の方

法》 1 《補正の方法》に定める補正のための陳述であれば、 「補正陳述録取書」 とする。

（2） 「聴取者」及び「録取者」の各欄には、それぞれ職名を記載するとともに、署名押印

を行う。

なお、聴取者及び録取者が同一人であるときは、 「聴取者」欄だけに署名押印等を行い、

「録取者」欄の記載を要しない。

（3） 「請求人との関係」欄については、 「関係人」などといった抽象的な記載のみにとどめることな

く、 「事件の代理人｣、 「参加人」等というように請求人との関係が具体的に分かるように記載する。

（4） 「 陳述録取書(34号)」の末尾には、次のように記載し、陳述者の署名押印を求め、

陳述者が署名押印を拒んだときは、その事情を記載する。また、請求人と代理人又は補

佐人が併せて陳述したときは、それぞれの署名押印を求める。

以上のとおり相違ありません。

陳述者 ⑳

(注） 陳述者が印章を持ち合わせていない等押印ができない事情にあるときにおいて、

陳述者の同意が得られれば、指印をもって押印に代える。 この場合、右手（左手）

第○指により指印した旨を記載する。

4 留意事項

担当審判官は、

す。

｢ 陳述録取書(34号)」の内容を確認し、右上の担当審判官欄に確認印を押

22



q

電話聴取書（ ）

住所
(所在地）

審査請求人
氏名

(名称）

住所住所 職 業

(電話（(電話（通話の相手方通話の相手方 ）） ））

審査請求人
との関係

氏名

国税不服審判所聴取した職員 ⑳

平成 年 月 ,報 ‘， 生一分から報 時 分まで聴取した日時

凸

聴 取 の 内 容

108号様式

（ ）のうち(1)

23

担当審判官



電話聴取書（ ）

108号様式

（ ）のうち(2)

24



｢電話聴取書(108号)」の記載要領

1 使用目的

この「電話聴取書(108号)」は､，請求人、代理人、参考人及び原処分庁の関係者との間

の電話の応答内容（要旨）を記載する。

2 記載要領

（1） 標題の「電話聴取書（ ）」の括弧内には、架電・受電の区分を記載するとともに、

電話の内容を記載する。

例えば、 「架電・証拠提出要求｣、 「架電・争点確認｣、 「架電・ 日程調整｣、 「架電・求釈

明」、 「架電・質問｣、 「受電・証拠提出」、 「受電・釈明」、 「受電・回答」などと記載する。

（2） 「聴取した職員」欄には、支部名、職名及び氏名を記載する。

（3） 「聴取した日時」欄には、年月日に続けて、実際の通話時間を正確に記載する。

（4） 「聴取の内容」欄は行を空けずに記載して、末尾には、 「以下余白」 と記載する。

留意事項

担当審判官は、

3

｢電話聴取書(108号)」の内容を確認し、右上の担当審判官欄に確認印を押す。
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担当審判官 起案者 起案 整理

決裁

発送

〒□、□-□□□□
(住所・所在地）

審

平成 年 月 日

(氏名・名称）

様

国税不服審判所

担当審判官 (UD

面談のお知らせ

平成年月 日に収受した審査請求書に係る事件について、下記1により面談したい

ので、御来所願います。

なお、当日差し支えがあるときは、折り返しその事情をお知らせください。

記

1面談日時等

(1) ロ 時平成 年 月 ロ靭 崎 ;>"ら製 ’・ 分臺で
（2）場所

（所在地）

なお、当日の所要時間は 時間を予定しておりますが、状況により所要時間が増減する

ことがあり得ますので、あらかじめ御了承ください。

2当日持参していただく書類等

※連絡担当者 審判 部第 部門 電話 内線

（審 査請求人用）

26

131号様式（その1)



｢面談のお知らせ(131号)(その1)」の記載要領

1 使用目的

この「面談のお知らせ(131号)(その1)」は、面談を実施するに当たり、請求人に来所を求める際

に使用する。

2記載要領

（1） 発送名義人は、担当審判官とする。ただし、調査嘱託により嘱託を受けた者が行う場合に

は、当該受託者とする。また、形式審査担当者が行う場合には、国税審判官とする。

（2） 「2 当日持参していただく書類等」欄には、例えば、次のように記載するとともに、事件

の内容等によって適宜追加記載する。

〔例〕 1 来所者の印章（審査請求書に使用したもの）

2別紙質問事項に対する回答を記載した書面

（事前に質問を送付する場合は、その質問要旨等を添付する｡）

(3) 別紙質問事項の記載は、例えば、次のように記載する。

兎

請求人から提出された平成年月 日付土地賃貸借契約証書（以下「本件契約
書」 という｡）の物件の表示欄は、審査請求の理由に記載された本件物件の表示と

問1

異なっていますが、これはなぜですか。

問2 請求人が、 いますが、なぜですか。…･･は、
■ ● ●■
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壷一担当審判官 起案者 起案 整

決裁

発送

審

平成 年 月 日

〒□□、-□□□□
(住所・所在地）

(氏名・名称）

様

国税不服審判所

担当審判官 伽

面談のお知らせ

下記1の審査請求については、下記2により面談したいので、御来所願います。

なお、当日差し支えがあるときは、折り返しその事情をお知らせください。

記

1審査請求

（1）審査請求人

（住所・所在地）

（氏名・名称）

（2）原処分

(3)審査請求書の収受年月日 平成 年 月 日

2面談日時等

ロ製 ‘・ ；制,ら製 Ⅲ・ 分ま、(1) 日 時平成 年 月

（2）場所

（所在地）

なお、 当日の所要時間は 時間を予定しておりますが、状況により所要時間が増減する
ことがあり得ますので、あらかじめ御了承ください。

3当日持参していただく書類等

※連絡担当者 審判 部第 部門 眉旨三工

砲』ﾛロ 内線

（ 参加人用 ）

28

131号様式（その2)



｢面談のお知らせ(131号)(その2)」の記載要領

1 使用目的

この「面談のお知らせ(131号)(その2)」は、面談を実施するに当たり、参加人に来所を求める際

に使用する。

2記載要領

（1） 発送名義人は、担当審判官とする。ただし､調査嘱託により嘱託を受けた者が行う場合に

は、当該受託者とする。

（2） 「3 当日持参していただく書類等」欄には、例えば、次のように記載するとともに、事件

の内容等によって適宜追加記載する。

〔例〕 1 来所者の印章（審査請求への参加申請書に使用したもの）

2別紙質問事項に対する回答を記載した書面

（事前に質問を送付する場合は、その質問要旨等を添付する｡）

(3) 別紙質問事項の記載は、例えば、次のように記載する。

貼

参加人から提出された平成年月 日付土地賃貸借契約証書（以下「本件契約

書」 という｡）の物件の表示欄は、参加人意見書に記載された本件物件の表示と異

問1

なっていますが、これはなぜですか。

問2 参加人が、……． いますが、なぜですか。･･は、● ●
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面談 事績書 一

審査請求人

(氏名・名称）

上記の者の審査請求に関して、次のとおり面談を実施した。

住所

氏名

職 業

面
談
先

請求人との

関 係

住所 職 業

請求人との

関 係
氏名

平成 匡 月 。蕊 時 分から蕊面談 日 時 時 分まで

面談場所

⑳
面談した者

⑳

(面談概要又は面談目的）

(面談事績）

132-号様式

30

担当審判官



｢面談事績書（132号)｣の記載要領

l

1 使用目的

この「面談事績書(132号)」は、

録するため作成するものである。

担当審判官等が、審理関係人面談を行った際に、面談内容等を記

口

留意事項

担当審判官は、

2

｢面談事績書（132号）」の内容を確認し、右上の担当審判官欄に確認印を押す。

ー

《

､
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』

聿
白調

審査請求人

(氏名・名称）

上記の者の審査請求に関して、質問・検査を行ったところ、次のとおりである。

1榿似
業｣旧陥

住所

請求人との関係

年 齢
氏名

答述・鑑定

をした人
職 業住所

請求人との関係

年 齢
氏名

住所 職 業

立会人

氏名 年 齢

平成 年 月 ロ蕊 時 分から禦 崎質問・検査の日時 分まで

質問・検査の場所

質問・検査を行った者 ⑳
｜
⑳調書作成者

133号様式

（ ）のうち1

32

担当審判官



書調

133号様式

（ ）のうち2
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「 調書(133号)」の記載要領

1 標題の「調書」の前に、調書作成の目的に従い、 「質問｣、 「検査」又は「鑑定人」の文字を書き加

える。例えば、第2編第5章第9節《担当審判官による質問・検査等》9《質問調書の作成》に定め

る調書であるときは、 「質問調書」 とする。

2第2編第5章第9節19《状況検査の実施》に定める状況検査を行う場合において、状況検査の対象

となった場所の管理者等を立会人としたときは、 「立会人」欄に当該立会人の氏名等を記載する。

3 「質問・検査を行った者」及び「調書作成者」の各欄には、それぞれ職名を記載するとともに、署
名押印を行う。

なお、質問、検査を行った者及び調書作成者が同一人であるときは、 「質問・検査を行った者」欄

だけに署名押印等を行い、 「調書作成者」欄の記載を要しない。

4 「請求人との関係」欄については、 「関係人｣、 「参考人」等といった抽象的な記載のみにとどめる

ことなく、 「事件の代理人｣、 「取引先の金融機関」等というように請求人との関係が具体的に分かる

ように記載する。

5質問調書又は鑑定人調書の末尾には、次のように記載し、答述者又は鑑定人の署名押印を求める。
●

この場合において、答述者等が署名押印を拒んだときは、その事情を記載する。

以上のとおり相違ありません。

答述者（又は鑑定人） ⑳

駐）答述者等が印章を持ち合わせていない等押印ができない事情にあるときにおいて、答述者等の同

意が得られれば、指印をもって押印に代える。この場合、右手（左手）第○指により指印した旨を
記載する。

6担当審判官は、 「一調書（133号） 」の内容を確認し、右上の担当審判官欄に確認印を押す。
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担当審判官 起案者 起案 整理

決裁

発送

平成

審

年

〒nnn－□□□□
（住所・所在地）

月 日

(氏名・名称）

様

国税不服審判所

担当審判官 ③

審理の状況。予定表の送付について

同封しました「審理の状況・予定表」は、提出された審査請求について具体的な情報を適

宜かつ適切に提供するため、答弁書・反論書・意見書等の主張に関する書面の提出状況、 「審

理の状況・予定表」の作成時点の争点〔主張〕、調査・審理の状況、今後の予定などを記載し

ています。

内容を御確認いただき、お気付きの点又は御不明な点がありましたら、連絡担当者宛に

平成 年 月 日までに御連絡ください。

内線※連絡担当者 審判 部第 部門 電話

（審理関係人用）

『 35

134号様式



｢審理の状況・予定表の送付について(134号)」の記載要領

1 使用目的

この「審理の状況・予定表の送付について(134号)」は、 「審理の状況・予定表(32号)」を送付する

際に使用する。

なお、審理手続の終結予定時期及び終結の効果を審理関係人に対して連絡する場合には「審理の状

況・予定表の送付について(136号)」を使用する。

記載要領

〔 〕の部分は、適宜修正して使用する。

2
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担当

審判官
次席

審判官

首席

審判官

部長

審判官
参加審判官 起案者 整理

起案

ノ

決裁

審理の状況・予定表の不交付について

下記1の審査請求については、下記2の理由により 「審理の状況・予定表」を交付しない
こととしてよろしいか。

記

1審査請求

(1)審査請求人

（住所・所在地）

（氏名・名称）

(2)原処分

(3)審査請求書の収受年月日 平成 年 月 日

2交付しないこととする理由

、

135号様式
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’ 整理担当審判官 起案者 起案

決裁

発送
｣

審

平成 年 月 日

〒□、□-□□□□
(住所・所在地）

(氏名・名称）

様

国税不服審判所

担当審判官 ⑳

審理の状況。予定表の送付について

同封しました「審理の状況・予定表」は、提出された審査請求について具体的な情報を

適宜かつ適切に提供するため：答弁書･反論書・意見書等の主張に関する書面の提出状況、

「審理の状況・予定表」の作成時点の争点〔主張〕、調査・審理の状況、今後の予定〔審

理手続の終結予定時期〕などを記載しています。

内容を御確認いただき、お気付きの点又は御不明な点がありましたら、連絡担当者宛に

平成 年 月 日までに御連絡ください。

なお、今後は、既に提出していただいている主張書面や証拠書類等を基に、調査及び審理を

更に進め、必要な審理を終えたと認めたときに、審理手続を終結します。審理手続を終結する

と、審理関係人は、裏面の表の行為をすることができなくなりますので、御留意ください。

※連絡担当者 審判 部第 部門｜ …” 内線電話

136号様式（審理関係人用）
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【裏面】

国税通貝ﾘ法第97条の4第1項(又は第2項)の規定に基づく審理手続の終結をした場合

には、審理関係人は、次表の行為をすることができなくなります。

(注） 「法｣は国税通則法を示します6

39

【審査請求人】 【原処分庁】

(1) 反論書の提出（法第95条第1項）

(2) 口頭意見陳述の申立て（法第95条の2第1

項）

(3)証拠書類又は証拠物の提出（法第96条第1

項）

(4) 担当審判官に対する質問、検査等の申立て

(法第97条第1項）

(5) 閲覧請求又は写し等の交付請求（法第97条

の3第1項）

(6) 主張の追加、変更又は撤回

(1) 処分の理由となる事実を証する書類その

他の物件の提出（法第96条第2項）

(2) 担当審判官に対する質問、検査等の申立て

(法第97条第1項）

(3) 閲覧請求又は写し等の交付請求(法第97条

の3第1項）

(4) 主張の追加、変更又は撤回



｢審理の状況・予定表の送付について(136号)」の記載要領

1 使用目的

この「審理の状況・予定表の送付について(136号)」は、担当審判官が、①審理関係人に対して「争

点の確認表(24号)」を送付等しない場合や、②審理手続の終結予定時期について審理関係人に連絡が

つかない場合に、審理手続の終結予定時期及び終結の効果を審理関係人に対して連絡する際に使用す

る。

2記載要領

（1） 〔 〕の部分は、適宜修正して使用する。

（2） 前記1②の場合の本文なお書については、 「今後は、

（3） 当該事件に参加人がいる場合の表の記載については、

･終結します｡」の記載を抹消する。

次のとおり訂正する。

40

【審査請求人・参加人】 【原処分庁】

(1) 反論書の提出（法第95条第1項）

(2) 参加人意見書の提出（法第95条第2項）

(3) 口頭意見陳述の申立て（法第95条の2第1

項）

(4) 証拠書類又は証拠物の提出（法第96条第1

項）

(5) 担当審判官に対する質問、検査等の申立て

(法第97条第1項）

(6) 閲覧請求又は写し等の交付請求（法第97条

の3第1項）

(7) 主張の追加、変更又は撤回

(1) 処分の理由となる事実を証する書類その

他の物件の提出（法第96条第2項）

(2)担当審判官に対する質問、検査等の申立て

(法第97条第1項）

(3) 閲覧請求又は写し等の交付請求（法第97条

の3第1項）

(4) 主張の追加、変更又は撤回



同席主張説明実施事績書

担当審判官 分担者部第 部門第

住所・所在地

（ 納税地）審 査

請求人

事
件
内
容

氏名 ・ 名称

国税局長

税務署長
原処分庁事件種税目

答弁書

収受年月日

審査請求書

収受年月日
平成 年 月 日平成 年 月 日

①
》
②
斗
③

成
一
成
雫
成

平
一
平
斗
平

①平成 年 年
一
年
》
年

月
《
月
一
月

月
》
月
岬
月

日
佃
日
岬
日

日
》
日
》
日

意見書収受状況

(収受年月日 ）

反論書等収受状況

（収受年月日 ）
成
一
成

平
》
平

②
｝
③

年
》
年

〒
内実施要請先及び要請日 連 絡 容

平成

(平成蓑
原処分庁

(了承を得た日）

年
年

月
月 ｊ

日
日

況 審査請求人

(了承を得た日）

平成

(平成

年
年

月

月 ｊ

日
日

実施年月日 平成 年 月 日 実施場所

1 原処分庁 名

2 審査請求人 名

ロ出席者

実
施
結
果

3審判所 名 （合議体構成員等）

実施概要

137号様式(初葉）

41



1 今後の審

理予定等に

ついての協

議（意見交

換）の内容

｢審理の状況．予定表(32号)」の交付

｜有の場合: (平
32号)」の交付’ （交付(予定)）
有の場合： （平成 年 月

(交付（予定)） 無

(予定)）

有 ・

日交付

2 今後､同席

主張説明を

実施するに

当たり参考

となる事項

そ

の

他
3 その他

137号様式(次葉）
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整 理
起案起案者担当審判官

決裁
審査請求人｜原処分庁

）（ （ ）
通知書発送日 ・文書番号 亘

勺
にJ

言

審

平成 年 月

〒□nn-□□□□
日

(住所・所在地）

様

(氏名・名称）

国税不服審判所

担当審判官 ⑳

同席羊張説明の実施について

国税不服審判所は、納税者の正当な権利利益を救済することを目的とした国税庁の特別の機

関であり、審査請求人と、国税の賦課徴収を行う税務署などの執行機関との間に立ち、公正な

第三者的立場で裁決を行っているところです。

ところで、審査請求事件を適正かつ速やかに解決するためには、国税不服審判所及び当事者

双方が事件について共通の理解をし、審理の円滑化を図る必要があります。

そこで、平成 年 月 日に収受した審査請求書に係る事件につきまして、当

事者双方の主張を双方同席の場で説明していただく同席主張説明を下記により実施しますの

で、御協力のほどよろしくお願いします。

ｰ

冒巳

1審査請求

(1)審査請求人

（住所・所在地）

（氏名・名称）

（2）原処分

2開催日時等

(1) ロ 時平成 年 、 ロ製時 分から報時 分ま、
（2）場所

（所在地）

3当日説明していただく事項

姓） 裏面「同席主張説明について」を御確認の上、出席者を事前に下記の連絡担当者まで御連絡ください。

※連絡担当者 審判 部第 部門 電話 内線

138号様式（審査請求人・原処分庁用）
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【裏面】

同席主張説明について

1 概要（当日の進行予定）

〔例〕

（1） 出席者の紹介

（2） 同席主張説明の手順及び注意事項の説明

（3） 当事者双方から主張の説明

（4） 上記(2)及び(3)を踏まえた上で、当事者双方からの意見の聴取

（5） 今後の審理予定等についての説明・確認

2 同席主張説明における注意事項

（1） 同席主張説明は、非公開で行います（録音及び撮影並びに電話の発着信等は禁止します｡)。

（2） 担当審判官の進行に従い、担当審判官に対して主張の説明をしてください。

なお、一方の当事者が他方の当事者に対して直接質問したり苦情等を述べることはできません。

（3） 担当審判官が当事者双方から説明を受けた内容を踏まえて､更にその場で説明を求める場合も

あります。

性） 同席主張説明の場は、主張等に対する最終的な見解や判断結果を示す場ではありません。

（5） 同席主張説明において当事者双方から説明された内容は､そのまま正式な主張として扱うもの

ではありませんので、新たな法律上及び事実上の主張がある場合は、後日、担当審判官に意見書

等の書面を提出してください。

（6） 担当審判官に対してその場で説明ができなかった事項については､後日説明をしていただく場

合があります。

（7） 出席者の権限や守秘義務などといった事情により、その場で主張の説明をすることができない

事項については、当日担当審判官にその旨を申し出てください。

（8） 原処分庁の主張を補佐する者として、○○国税局の審理課（徴収部訟務官室）等の担当者が出

席する場合があります。

（9） 当日の所要時間は、○時間を予定しておりますが、当日の進行次第で所要時間が増減することも

あり得ますので、あらかじめ御了承ください。

3 その他

（1） 出席者を事前に御連絡ください。

なお、会場準備の都合上、出席人数を限らせていただく場合がありますので、あらかじめ御了承

ください。

（2）何らかの理由で、当日出席することが困難となった場合には、速やかに、連絡担当者まで連絡し

てください。
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整 理
起案者担当審判官 起案

決裁
審査請求人 ’ 原処分庁

）（ （ ）
通知書発送日 ・文書番号

号 号

〒nnD-□□□□
(住所・所在地）

審

平成 年 月
■

■

一

(氏名・名称）

様

国税不服審判所

担当審判官

⑳

審理手続の申立てに関する意見聴取の実施について

平成 年 月 日に収受した審査請求書に係る事件について、国税通則法第

97条の2に基づき、審理手続の申立てに関する意見聴取を下記により実施することとしま

したので、御来所ください。

記

，報 時 分から灘 崎 分霞。1聴取の日時平成 年 月

2聴取の場所

（所在地）

3意見聴取事項

姓） 裏面「審理手続の申立てに関する意見聴取について」 を御確認の上、出席者を事前に下記
の連絡担当者まで御連絡ください。

※連絡担当者 審判 部第 部門 電話 内線
’

（審査請求人用） 139号様式(その1)
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〒、□□-□□□□
（住所・所在地）

審

平成 年 月 日

(氏名・名称）

様

国税不服審判所

担当審判官
Ｆ
Ｉ
Ｊ

Ｔ

Ｉ

Ⅱ

審理手続の申立てに関する意見聴取の実施について

下記1の審査請求について、国税通則法第97条の2に基づき、審理手続の申立て

に関する意見聴取を下記2により実施することとしましたので、御来所ください。

なお、意見の聴取の当日は、別紙「審理手続の申立てに関する意見聴取に係る出

席者届出書」に出席者の氏名等を御記入の上、 当該別紙を御持参ください。

記

審査請求

(1)審査請求人

（住所・所在地）

（氏名・名称）

(2)原処分

1

(3)審査請求書の収受年月日 平成

意見聴取日時等

(1) 日 時平成 年 月

(2) 場 所

（所在地）

(3) 意見聴取事項

年 月 日

日製 時 ‘榊ら報 時 分ま『

2

(注） 裏面「審理手続の申立てに関する意見聴取について」を御確認の上、出席者を事前に下

記の連絡担当者まで御連絡ください。

※連絡担当者 審判 部第 部門 電話 内線

（原処分庁・参加人用）
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139号様式(その2)



【裏面】

審理手続の申立てに関する意見聴取について

1 概要（当日の進行予定）

〔例〕

（1） 出席者の紹介

（2） 意見聴取の手順及び注意事項の説明

（3） 審理関係人の主張等の確認

（4）審理手続の予定等の意見聴取

2 意見聴取における注意事項

（1） 審理手続の申立てに関する意見聴取は、非公開で行います。

（2） 録音及び撮影並びに電話の発着信等は禁止します。

（3） 担当審判官の進行に従い、担当審判官に対して今後の審理手続の予定等について説明

してください。

なお、他の審理関係人に対して直接質問したり苦情等を述べることや、事件に関する

意見を自由に陳述することはできません。

（4） 当日の所要時間は、○時間を予定しておりますが、当日の進行次第で所要時間が増減

することもあり得ますので、あらかじめ御了承ください。

3 その他

（1） 出席者を事前に御連絡ください。

なお、会場準備の都合上、出席人数を限らせていただく場合がありますので、あ

らかじめ御了承ください。

（2） 何らかの理由で、当日出席することが困難となった場合には、速やかに、連絡担

当者まで連絡してください。
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｢審理手続の申立てに関する意見聴取の実施について(139号)」の記載要領

この｢審理手続の申立てに関する意見聴取の実施について(139号）（その2)」について、参加

人に送付する場合には、本文のなお書は抹消して使用する。
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平成 年 月 日

○○○○に係る出席者届出書

国税不服審判所

担当審判官

国税局長

税務署長
､

⑳

平成 年 月 日付 第 号で「

について」で通知のあった審査請求事件（審査請求人

について下記の者を出席者として届け出ます。

）に係る

記

140号様式
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所属・職名等 ． 氏 名
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｢○○○○に係る出席者届出書(140号)」の書き方

この「○○○○に係る出席者届出書(140号)」は、 口頭意見陳述又は審理手続の申立てに関する意見

聴取における原処分庁の出席者を届け出る際に使用します。

なお、標題及び本文は、これらの審理手続に応じ、以下のとおり記載してください。

また、届出者が国税局長や税務署長以外の場合、適宜補正してご記入ください。

【標題】

「○○○○に係る出席者届出書」

【本文】

平成XX年XX月XX日付X審XXX｢ A について」で通知のあった審査請求事件（審査

請求人XXXXXX)に係る B について下記の者を出席者として届け出ます。

【記載例】

50

標題（○部分） 本文(A部分） 本文(B部分）

口頭意見陳述
●●●●●令も●●●●Qba■■■■合■■■■■■■■■■■■■■■■■■｡■■申･●●ゆ●早早｡早◆争｡｡●●●●DDG■■■■■■eeegeeee●●●●●●CO●●●●令●●aa■■■■■■□■■■■■■■■■■■■■■■■坤■■坤■■■■= ■■○■■■U==号｡■弓二

審理手続の申立てに関する

意見聴取

口頭意見陳述の開催
■■■e■geeee●･Gee●●･●●｡･･･｡●●●●合●●●白白■●■■■■■●●■■■■■■■gUeひゆ●ゆ｡｡●｡｡｡･･●●●●●●●●■gBgoeg●■●｡｡●CG●GGG■■■■■■■G■白■■■■■■■坤■巳母●ゆゅ申■坤旬卑■○●= 1○○ゆゅ●｡｡早●●早●早●甲｡｡○q

審理手続の申立てに関する

意見聴取の実施

口頭意見陳述
｡●｡●･･①●｡｡●･○●･･●●･●●●●●●●●●●GGGGG●●gOGgg●●●■gDaaa■■■■■■G■■■■■■■■■■■■■■■ゆ坤■■の■｡●ゆゆや｡｡○甲｡早○甲｡｡｡●･●●●●●り●●●●●●■ggggegggeee■■GG■Q■Gd■■■ee合●■合■合■凸色白■■■

審理手続の申立てに関する

意見聴取



審理手続の意見聴取実施事績書

審査請求人

(氏名・名称）

上記の者の審査請求に関して、審理手続の申立てに関する意見聴取を行ったところ、そ
の概要は次のとおりである。

住所,所在地
審査請求人

氏名･名称

席
者

Ｊ
斗
叫
ｕ

所
一
名

住
一
氏

(代理人）

所属・氏名

所属。氏名
原処分庁

平成 年月 ロ璽 縛 分から蕊 時 分まゞ意見聴取の日時
｜ 冊

意見聴取の場所

国税審判官意見聴取を行った者 ⑳

⑳国税審判官事績書作成者

審理手続の申立てに関する意見の概要

審査請求人
(代理人）

原処分庁

｜ 凡 仏国門凹

審理手続について聴取時に決定した事項

141号様式
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｢審理手続の意見聴取実施事績書(141号)」の記載要領

1 「審理手続の申立てに関する意見の概要」欄には、以下の各審理手続の申立ての意向の有無、申立

ての内容及び理由等、並びにその実施（予定）時期の希望等、審理関係人から聴取した内容を簡記す

る。また、意見聴取をした審理関係人の出席者の状況により、 「審査請求人（代理人)」欄及び「原処

分庁」欄を適宜加工して使用する。

①口頭意見陳述（法95の2）

②証拠書類又は証拠物の提出（法96）

③審理関係人に対する質問の申立て（法97①一）

④審理関係人に対する帳簿書類等の物件の提出の申立て（法97①二）

⑤審理関係人又は参考人の帳簿書類等の検査の申立て（法97①三）

⑥鑑定人による鑑定の申立て（法97①四）

⑦物件の閲覧等（法97の3）

なお、法第97条の2では、法第97条の3の規定による証拠書類の閲覧等の希望の有無等は意見聴取

事項となっていないが、審理手続の終結予定時期を検討するに当たり影響があるため、希望する場合

のその実施（予定）時期を併せて聴取する必要がある。

2前記1に加え、担当審判官が、争点及び主張の整理・確認のために、審理関係人に対して質問をし

た場合には、当該質問及びその回答を簡記する。

また、意見聴取した審理関係人から、他の審理関係人に対する質問の申立てがなされた場合におい

て、当該他の審理関係人がその意見聴取の場に出席しており、かつ、その申立ての内容が争点及び主

張の整理・確認に必要と認められる場合には、担当審判官は、適宜質問を行い、当該質問及びその回

答を簡記する。

3審理手続に関する意見聴取を電話により実施した場合には、 「出席者」の欄名を「被聴取者」 とし、

「意見聴取の場所」の欄名を「意見聴取の方法」に変更し、当該欄に「電話による聴取」と記載する。

4担当審判官は､審理手続に関する意見聴取を行った場合には､遅滞なく、各審理手続の実施(予定）

期日及び場所並びに審理手続の終結の予定時期を策定し、 「審理手続予定等通知書(142号)」を審理関

係人に対して通知しなければならない。
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匪砺 整 理
起案参加審判官 起案者

忍
ｂ
・
叱
口

決裁
審査請求人｜原処分庁

． ． 、 ｜／ 、 ． 、） （ ）’ （
通知書発送日 ・文書番号

号 号

審

平成 年 月 日

〒nnn □□□□
(住所・所在地）

(氏名・名称）

様

国税不服審判所

‘ 担当審判官 ⑳

審理手続予定等通知書

下記の審査請求については、先般の審理手続の申立てに関する意見聴取を踏まえ、今後の各

審理手続の期日及び場所並びに審理手続の終結予定時期を別紙のとおり決定しましたので、国

税通則法第97条の2第3項の規定に基づき通知します。

内容を御確認いただき、お気付きの点又は御不明な点がありましたら、下記連絡担当者まで

御連絡ください。

なお、審理手続の終結予定時期については、現時点での予定時期であり、当審判所の今後の

調査及び審理の状況等により変更する場合があります。

．
」
三
口

審査請求

1審査請求人

（住所・所在地）

（氏名・名称）

2原処分

3審査請求書の収受年月日 平成 年 月 日

※連絡担当者 審判 部 第 部門 電話 内線

（審理関係人用） 142号様式

53



(別紙）

1 今後の審理手続の予定

（1） 口頭意見陳述 ： 申立ての有無（有・無）

実施する場合→ （期日） 平成 年 月 日（ ） 時～

(場所）

(2) 審理関係人による証拠書類等の提出 ： 申立ての有無（有・無）

提出する場合→平成 年 月 日（ ）まで

(3) 審理関係人等に対する質問 ： 申立ての有無（有

実施する場合＝〉 （期日）平成 年 月

（場所）

無）

日（頃）

(4) 審理関係人等に対する帳簿書類等の提出要求

実施する場合＝〉 （期日）平成 年

（場所）

申立ての有無（有・無）

月 日（頃）

(5) 審理関係人等の帳簿書類等の検査

実施する場合→ （期日）平成

（場所）

申立ての有無（有・無）

年 月 日（頃）

(6) 鑑定人による鑑定

実施する場合＝〉

申立ての有無

(期日）平成

(場所）

有
年

く ｊ鉦
《
月 日（頃）

(7) 物件の閲覧又は写しの交付 ： 申立ての有無（有

実施する場合＝〉 （期日）平成 年 月

（場所）

無）

日（頃）

2審理手続の終結予定時期 平成 年 月 （上・中・下)旬

※審理手続の終結予定時期を変更した場合には、改めて、変更後の終結予定時期を記載した書
類を送付します。

142号様式
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｢審理手続予定等通知書(142号)」の記載要領

この「審理手続予定等通知書(142号)」の別紙の記載要領については、以下のとおりである。

1 「1 今後の審理手続の予定」の各項目については、必要に応じて、加除訂正して差し支えない。

なお、審理関係人から調査及び審理の申立てがあったにもかかわらず、これを実施する必要がない

と判断した場合には、実施しない旨を明記する。

2 「2審理手続の終結予定時期」は、決定した審理手続を予定どおり実施すれば必要な審理を終え

ると認められる場合におけるその最終期日をいうが、例えば、 「平成○年○月上旬」のように、一定

の幅を持たせた記載で差し支えない。

3審理手続の終結予定時期を変更したため、その旨を通知する場合には、標題（初葉も含む｡）を「審

理手続予定等変更通知書」

時期（変更)」 と修正する。

と、また、 「2審理手続の終結予定時期」を「2 審理手続の終結予定
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口頭意見陳述実施記録書

審査請求人

(氏名・名称）

上記の者の審査請求に関して、次のとおり口頭意見陳述を実施した。

（原処分庁側）(審査請求人側）

（ 氏名等 ） （ 所属 ） （ 氏名等）

出
席
者

請求人

代理人

補佐人

参加人

平成 暹 月 。輻時 分から蕊時 分蓋￥陳述の日時

陳述の場所

聴取を行った者 ⑳

⑳録取書作成者

｡

143号様式

（ ）のうち（1）
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口頭意見陳述実施記録書

,

く

143号様式

)のうち（2）
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｢口頭意見陳述実施記録書(143号)｣の記載要領

1 「聴取を行った者」及び「録取書作成者」の各欄には、それぞれ官職を記載するととも

に、署名押印を行う。

2 実施内容については、その後の調査及び審理に資するように、主に次の事項を経過順に

記載する。

・意見陳述者の陳述内容

主張に関する陳述は、 「口頭意見陳述録取書(34号)」の作成が必要となることから、それ

を別紙として添付した旨を記載する。

・意見陳述者から原処分庁に対する質問とその回答の要旨

・今後の予定について調整・連絡した場合には、その内容

3 意見陳述者等が担当審判官等による陳述の制限に従わないなどの要因で口頭意見陳述を

中止した場合には、その状況を記載する。

4 口頭意見陳述の開催に当たって、 申立人から 「口頭意見陳述の申立書(14号)」の提出が

なく実施した場合には、その経緯等を記載する。
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【記載例】

143号様式

（1）のうち（1）

59

口頭意見陳述実施記録書

審査請求人

(氏名・名称）

(受付番号）平XX一○
甲野

ム

郎

上記の者の審査請求に関して、次のとおり口頭意見陳述を実施した。

出
席
者

(審査請求人側）

請求人
早早｡○●●●｡｡●●①55勺■■■■■■■■■■■申■坤b■坤■■■■●■●由●･●由由■由色●合●①●●●合●oCGGggggg●q

代理人

●争ゆ争争①■■①■■■①■⑧■■⑧■■■■■■■■■■■■■■●■■■■■■BeBGCeGeeeee●eeeee●Gee○・●○○○4

参加人

（氏名等）

甲野
一郎

■■■■■■■■■、■■■■■｡｡■■■坤■｡■■■■■坤■由■■､由り①●由｡●●｡●･色色色色●●･●色●●●G●G●①●●●●●●●●①●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●e●●●●●●●●●●●･●●●●●●●g●●●旬｡■■■■■■｡■■GUgB■

乙原太郎(税理士）

（原処分庁側）

（ 所属 ）

池袋税務署・個人3
1P■｡■巴｡■りゆ申ゆ申卑の申■■由由①DeDD●、①●●①｡①･･DCeee■GeGeeeee■eegeegggegg■gGg■●勺●●●●●5Gり●｡｡●●早早早申･○争争･ゆゆ･●申●■■申ら■由由ゆゅ由､■DDDDD由由●●●●由●●●●●■●台■a●■＆

池袋税務署・個人1

（氏名等）

佐々木次郎
b●e●●●･●●色●CG●●●●●●令CGGG●“●●●●■●●■、閲■BG●e●●○●｡●①｡●｡｡①早●･申｡早早早●｡早●？■･■●毎■○｡■■●■■●■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■白色■凸■■凸■､■●｡●由●｡●●●由●●a

佐藤三郎

陳述の日時 平成XX年6月 1 日墨 2時00分か愚 3時30分まで
陳述の場所 東京国税不服審判所11階面接室

聴取を行った者 国税審判官 丸の内太郎 ⑳

録取書作成者 国税審判官 銀座
一

一郎 ⑳

1 請求人（代理人）による意見陳述（午後2：15～2：30）

今別紙「口頭意見陳述録取書」のとおり ◎

2 請求人（代理人）による原処分庁への質問とその回答（午後2：30～2：45）

質問内容は別紙のとおりであり、それに対する原処分庁の回答の要旨は次のとおり。

(問1に対する回答）答弁書に記載したとおり、本件特例の適用に当たっては、

と取り扱うこととされている （通達○一○）が、 これは…という趣旨である。

、●●

(問2に対する回答）○月○日付の意見書に記載したとおり、本件は、…の事実が

認められ、 これらのことからすれば…であることが十分に推認される。

上記の他に、他の質問又は追加の質問はなされなかった。

3 争点及び主張の確認（午後2：45～3：25）

別紙「争点の確認表(仮)」を配付し、争点及びそれぞれの主張の確認を行った。

その結果、原処分庁の主張に不足事項が認められたため、 2週間以内（6月15日迄）

に意見書を提出するよう要請した（原処分庁了解)。

4 今後の予定等（午後3：25～3：30）

上記3の意見書を請求人に送付し、追加の反論がなければ、再度、 「争点の確認表」

を送付することとした。

続けて、質問調書を作成するために、原処分庁退席後に一旦休憩を挟み、引き続き

請求人面談を実施した。

(以下余白）



整 理担当審判官 起案者 起案

決裁
審査請求人｜原処分庁
（ )

号

）（
通知書発送日 ・文書番号

号

審

平成 年 月
■

■

二

〒nnn-□□□□
(住所・所在地）

(氏名・名称）

様

国税不服審判所

担当審判官 ⑩

口頭意見陳述の開催について

平成 年 月 日に収受した審査請求書に係る事件について、平成 年 月

日付で申立てがあった口頭意見陳述は、下記により開催することとしましたので、通知

します。

記

1開催日時等

（'' ロ時平成 年 月 。報時 分から蕊 ‘善 分まゞ
（2）場所

（所在地）

2当日持参していただくもの

・印章

姓）裏面「口頭意見陳述について」

※連絡担当者 審判 部第

を御確認ください。

部門 電話 内線

式 (その1）(審査請求人・参加人用） 144号様
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【裏面】

口頭意見陳述について

1 概要（当日の進行予定）

〔例〕

（1） 出席者の紹介

（2） 口頭意見陳述の手順及び注意事項の説明

（3） 申立人の意見陳述

（4） 原処分庁に対する申立人の質問

（5） 申立人の質問に対する原処分庁からの回答

（6） 今後の審理の予定等についての説明・確認

2 口頭意見陳述における注意事項

（1） 口頭意見陳述は、非公開で行います。

（2）録音及び撮影並びに電話の発着信等は禁止します。

（3）進行に当たっては担当審判官の指示に従ってください。

（4）発言は要点を押さえ、簡潔に行ってください。申立人の行う意見陳述が事件に関係のない事項に

わたる場合や、既にされた陳述の繰返しにすぎない場合その他その発言が口頭意見陳述の趣旨、 目

的に沿わないと認められる場合には､‘意見陳述を制限することがあります。

（5） 申立人から原処分庁に対して質問がある場合、その質問が審査請求に係る事件に関係のない事項

にわたるときや、既にされた質問の繰返しにすぎないときその他口頭意見陳述の円滑な遂行を阻害

するおそれがあるときは、質問を許可しないことがあります。

（6） 出席者の権限や守秘義務などといった事情により、その場で主張の説明をすることができない

事項については、当日担当審判官にその旨を申し出てください。

（7） 当日の所要時間は、○時間を予定しておりますが、当日の進行次第で所要時間が増減することも

あり得ますので、あらかじめ御了承ください。

S その他

（1） 出席者を事前に御連絡ください。

なお、会場準備の都合上、出席人数を限らせていただく場合がありますので、あらかじめ御了承

ください。

また、口頭意見陳述に補佐人を帯同する場合には許可が必要となりますので､注意してください。

（2） 正当な理由がなく指定した日時に出席しない場合には、口頭意見陳述を実施せずに審理手続を終

結する場合がありますので、必ず、指定した日時に出席してください。

（3）何らかの理由で、当日出席することが困難となった場合には、速やかに、連絡担当者まで連絡し

てください。

61



審

平成 年 月 日

〒□□□-□□□□
(所在地）

(名称）

様

国税不服審判所

担当審判官 ⑳

口頭意見陳述の開催について

下記1の審査請求について、平成 年 月 日付で申立てがあった口頭意見陳述は

下記2により開催することとしましたので、通知します。

なお、 口頭意見陳述の当日は、別紙「口頭意見陳述に係る出席者届出書」に出席者の氏名等を

御記入の上、当該別紙を御持参ください。

記

1審査請求

(1)審査請求人

（住所・所在地）

（氏名・名称）

（2）原処分

（3）審査請求書の収受年月日 平成 年 月 日

2開催日時等

(1) ロ 時平成 年 月 ロ製時 分から報時 分まで
（2）場所

（所在地）

（3）当日回答を求める事項

審査請求人から別添のとおり質問がなされる予定ですので、その場で回答できるよう事

前に検討願います。

※連絡担当者 審判 部第 部門 電話 内線

（原処分庁用 ）
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144号様式(その2)



｢口頭意見陳述の開催について(144号)」の記載要領

1 使用目的

この「口頭意見陳述の開催について(144号)」は、請求人又は参加人からの申立てにより、 口

頭意見陳述を開催する際に、開催日時等を連絡する場合に使用する。

2記載要領

（1） 審査請求人・参加人用

参加人に送付する場合には、記の3として、請求人の氏名等を追加記載する。

(2) 原処分庁用

原処分庁に回答を求める事項がない場合には、 「2 開催日時等」の「(3) 当日回答を求め

る事項」は削除する。
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担当審判官 起案者 起案 整理

決裁

発送

審

平成 年 月 日

〒口nn-□□□□
(住所・所在地）

(氏名・名称）

様

国税不服審判所

担当審判官 ⑳

送 付 書

平成 年 月 日に収受した審査請求書に係る事件について、下記の関係

書類を送付します。

記

関係書類

※連絡担当者 審判 部第 部門 内線電話

（ 審査請求人用 ）
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145号様式(その1)



整理起案起案者担当審判官

決裁

発送

審

平成 年 月

〒□nn-□□□□
(住所・所在地）

日

(氏名・名称）

様

､）

国税不服審判所

担当審判官

付 書

下記2の関係書類を送付します。

送

F記1の審査請求について、

記

1審査請求

(1)審査請求人

（住所・所在地）

（氏名・名称）

（2）原処分

（3）審査請求書の収受年月日 日平成 年 月

2関係書類

内線※連絡担当者 審判 部第 部門 電話

145号様式(その2)（原処分庁・参加人用）
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整理起案者 起案担当審判官

決裁

発送

審

平成 年 月 日 ’

〒川nn-□□□□
(住所・所在地）

(氏名・名称）

様

国税不服審判所

担当審判官 ⑳

補佐人帯同の許可について

平成 年 月 日付で申請があった補佐人の帯同は、下記のとおり許可

することとしましたので、通知します。

記

1補佐人

（住所・所在地）

（氏名・名称）

2帯同の日時

平成 年 ロ ロ報 時

146号様式(審査請求人・参加人用）
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｢補佐人帯同の許可について(146号)」の記載要領

携敦の補佐人帯同の申請があった場合において、一部の者についてだけ語河したときは、 「1
許可した者の住所､氏名を誰裁し、末尾の余白に例えば､ 「な職上記の者以外の者については、

補佐人｣欄に

許可いたしま

せん｡」と言鐵する。

’

’

！
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首席

審判官
次席

審判官
部長

審判官
担当

審判官 ’起案者 起案 整理

決裁

発送

〒、□、-□□□□

審

平成 年 月
■

里

(住所・所在地）

様

国税不服審判所

担当審判官

補佐人帯同の不許可について

(氏名・名称）

､）

平成 年 月 日付でされた補佐人帯同申請については、下記の理由により

許可しないこととしましたので、通知します。

記

（理由）

0

(審査請求人・参加人用）
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｢補佐人帯同の不許可について(147号)」の記載要領

「(理由)」欄については、例えば､次のように記載する。
「補佐人帯同申請は、閲覧に関するものであり、国税通則法第95条

第84条第3項による補佐人の帯同が許可される場合に該当しません｡」

国税通則法第95条の2第3項において準用する同法

｜

W

I
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首席

審判官
次席

審判官
部長

審半ll官

担当

審判官
起案者 起案 整理

決裁

発送

〒□nn-□□□□
（住所・所在地）

審

平成 年 月 日

(氏名・名称）

様

国税不服審判所

担当審判官 ③

補佐人帯同許可の取消しについて

平成 年 月 日付で補佐人帯同の許可をした下記の補佐人について、

帯同の許可を取り消しましたから、通知します。

記

1補佐人

（住所・所在地）

（氏名・名称）

2理由

148号様式(審査請求人 参加人用）
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調査 事 書續

審査請求人

(氏名・名称）

上記の者の審査請求に関して、次のとおり調査を実施した。

請求人との

関係等
住所調査先

又 は

調査物件等 氏名

(名称）

平成 年 月 ロ穂 ’帯 ，",ら製 時 分まで調査日時

調査場所

国税審判官

国税審査官

⑳
調査した者

⑳

(調査概要又は調査目的）

(調査事績 ）

149号様式
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担当審判官



｢調査事績書（149号)」の記載要領

1 使用目的

この「調査事績書(149号)」は、担当審判官等が、審理手続の過程において、事実や調査内容等を

記録し明らかにしておくため、適宜作成するものである。

留意事項

担当審判官は、

2

｢調査事績書(149号） 」の内容を確認し、右上の担当審判官欄に確認印を押す。
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